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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（中澤良隆君） 御出席、誠に御苦労さまに

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和５年第４回上富良野町議会定例会

を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（中澤良隆君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

 本定例会は１２月８日に告示され、同日、議案等

の配付を行い、その内容につきましては、お手元に

配付の議事日程のとおりであります。 

 監査委員から例月現金出納検査結果報告、議会運

営委員長から議員派遣結果報告、所管事務調査報

告、広報特別委員長から議員派遣結果報告がありま

した。 

 町長から、本定例会までの主要な事項について、

行政報告の発言の申出があり、その資料として、行

政報告とともに、令和５年度建設工事発注状況を配

付しましたので、参考に願います。 

 本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に配

付の議会の動向のとおりであります。 

 最後に、本定例会の説明員につきましては、町長

以下関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出席し

ております。 

 以上であります。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（中澤良隆君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

      ７番 茶 谷 朋 弘 君 

      ８番 中 瀬   実 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（中澤良隆君） 日程第２ 議会運営委員長

報告を行います。 

 本定例会の会期、日程等の議事運営に関し、審議

決定した内容について、議会運営委員長の報告を求

めます。 

 議会運営委員長、米澤義英。 

○議会運営委員長（米澤義英君） ただいまから、

令和５年第４回定例会の議事運営等について、審議

決定した内容を御報告いたします。 

 本定例会に提出の案件は、町長から提出の議案１

８件、議長から提出の報告案件４件、認定案件２

件、議員から提出の発議案件５件であり、去る１１

月２１日、１２月６日、議会運営委員会を開き、付

議事件、会期及び議事日程等の審議、並びに本定例

会までに受理しました８件の陳情、要望の取扱いに

ついて審議し、３件については採択とし、意見書を

発議することといたしました。 

 また、町の一般行政についての質問について審議

しました。 

 通告期限までに、佐藤大輔議員外９名の議員から

通告があり、質問の順序は先例により、通告書を受

理した順で、本日１４日に６名、１５日に４名が質

問を行うことといたしました。質問の要旨は、本日

配付のとおりであり、方法等は、上富良野町議会会

議規則及び上富良野町議会運営に関する先例に基づ

いて行うことになりますので、活発な議論をお願い

いたします。 

 これらの状況を考慮し、１２月定例会の本会議の

会期については、提出案件の状況などを検討した結

果、本日から１２月４日までの２日間と決定いたし

ました。 

 以上、議会運営委員会での審議結果を御報告申し

上げましたが、本定例会の議事運営が円滑に行われ

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上、報告といたします。 

 申し訳ありません。ちょっと訂正いたします。 

 申し訳ありません。訂正箇所を述べさせていただ

きます。 

 一般質問の行政についての質問のところで、本日

１４と１５というふうになっておりましたが、１３

と１４に訂正させていただきます。申し訳ありませ

ん。 

 ということで、大変申し訳ありませんが、報告と

させていただきます。 

 あと、定例会の開催についての提出案件の状況な

どを検討した結果、本日から１２月１４日まで、日

を除くという形で、１４という形で訂正させていた

だきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 終わります。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、議会運営委
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員長報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第３ 会期の決定について 

○議長（中澤良隆君） 日程第３ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１４日までの

２日間といたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から１２月１４日までの２

日間と決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（中澤良隆君） 日程第４ 行政報告を行い

ます。 

 本定例会までの主な行政執行の経過について、町

長から報告の申出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） 議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用のところ、第４回定例

町議会に御出席いただき、誠にありがとうございま

す。 

 それでは、去る９月定例町議会以降における町政

執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、名誉町民称号授与式についてであります

が、１１月３日、社会教育総合センターを会場に挙

行し、前上富良野町長の向山富夫氏に第１０号名誉

町民の称号を授与いたしました。 

 改めて、受賞された向山氏のこれまでの御功績に

対し、心より敬意を表しますとともに、ますますの

御活躍と御健勝をお祈り申し上げる次第でありま

す。 

 次に、令和５年度町表彰式についてであります

が、１１月３日、社会教育総合センターを会場に挙

行したところであります。 

 町の関係では、永年にわたり地方自治の振興発展

に貢献された２名に自治功労表彰を、また、社会福

祉の増進に貢献された３名、町の文化及び芸術の発

展に貢献された１名の計４名に社会貢献賞を、地域

の模範となる町の観光推進及び環境美化活動に熱心

に取り組まれている１団体に善行表彰を授与いたし

ました。 

 教育委員会関係につきましては、文化賞３名、文

化功労賞３名、文化奨励賞１２名、スポーツ賞１

名、スポーツ功労賞１名、スポーツ奨励賞２団体及

び１０名を表彰いたしました。 

 国の栄典関係では、１１月３日発令の危険業務従

事者叙勲につきましては、防衛功労として、２名が

瑞宝双光章を、４名が瑞宝単光章を受賞されたとこ

ろであります。 

 改めて、受賞されました皆様の御功績に対し、心

より敬意を表しますとともに、ますますの御活躍と

御健勝をお祈り申し上げる次第であります。 

 次に、令和２年度に実施した日の出公園駐車場用

地取得に関する住民訴訟についてでありますが、地

方自治法の規定に基づき、令和３年５月２１日付け

で、町民３名によって旭川地方裁判所に提訴された

ことから、同年５月３１日付けで同裁判所から第１

回口頭弁論記述呼び出し状及び答弁書、催告書の送

達を受けたところであります。 

 本訴訟に関する裁判手続については、令和３年６

月２９日から令和５年９月２６日の期間において、

２回の口頭弁論手続と１３回の弁論準備手続が行わ

れ、最終的には、去る１２月５日に原告の請求をい

ずれも棄却する旨の判決が出されました。 

 行政が実施する各施策については、個々の意見が

様々であることは理解しております。議員の皆様は

もちろん、町民の皆様の多くの御理解を得られるよ

う、引き続き行政執行を行ってまいります。 

 次に、自衛隊関係についてでありますが、１１月

６日から７日に、富良野地方自衛隊協力会により、

陸上自衛隊上富良野駐屯地体制の堅持に関する要望

を、１１月１３日から１４日に、富良野地方自衛隊

協力会上富良野支部により、上富良野駐屯地の体制

強化、さらなる拡充及び演習場の拡張を求める要望

を防衛省及び関係国会議員に行ってきたところであ

ります。 

 また、中央要望を、北海道基地協議会により、１

０月２３日に在札要望を、２７日に中央要望及び小

中学校における除湿設備設置助成事業への早期支援

に関する緊急要望を、１１月９日に機器予算関係の

中央要望を、北海道駐屯地連絡協議会により、１１

月８日に中央要望を関係機関に行ってきたところで

あります。 

 記念行事関係では、９月２３日に第３地対艦ミサ

イル連帯記念行事、１０月１日に南恵庭駐屯地第３

施設団記念行事、１０月１５日に北部方面隊記念行

事、１０月２２日に多田弾薬支所及び多田分屯地記

念行事に参加してきたところであります。 

 また、１０月７日に令和５年度で廃止される第４

特科郡の記念碑の除幕式に参加したところでありま

す。 

 次に、北海道応援セミナー参加についてでありま

すが、１１月１日に東京都で開催された北海道応援

セミナーに参加したところであります。 
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 翌２日に町内に事業所等を有する企業等を訪問

し、引き続き本町での事業継続拡大、雇用について

御協力のお願いなどをしてきたところであります。 

 今後におきましても、町のトップセールスとし

て、町のＰＲ活動や町内企業の活動に対して、フォ

ローアップを実施してまいります。 

 次に、ジオパーク全国大会についてであります

が、１０月２７日から２９日に千葉県銚子市で開催

された第１３回日本ジオパーク全国大会関東大会

に、ジオガイドメンバーやジオパーク推進協議会会

員とともに参加をしてきたところであります。 

 今後におきましても、十勝岳ジオパークが丘と火

山が織りなす彩りを基調とした、さらなる魅力に引

きつけるような展開と、この地域が協力して火山と

共生するまちづくりを進めるための活動や、ジオ

ツーリズムの推進に取り組んでまいります。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種の状況に

ついてでありますが、７５歳以上の高齢者及び医

療、介護施設従事者を対象に、９月２５日から１０

月６日まで実施し、１,４７５人が接種を終えたと

ころであり、これまでワクチン接種に御協力をいた

だいた医療機関に対しましては、心より感謝を申し

上げます。 

 なお、１２歳から７４歳までの方々へのワクチン

接種につきましては、令和６年１月２５日から開始

できるよう準備を進めてまいります。 

 次に、エネルギー・食料品価格等の物価高騰を受

け、家計への影響が大きい低所得世帯に対する臨時

的な措置として実施しました新型コロナウイルス関

連対策、価格高騰緊急対策、生活支援事業でありま

すが、非課税世帯及び生活保護世帯に対して３万円

を１,２４１件、３,７２３万円、低所得世帯臨時特

別給付金支給事業として、北海道から１万２,００

０円、町から所得割のみ非課税の世帯に１万８,０

００円を交付し、町として２８９件、５２０万２,

０００円、合計で１,５３０件、総額４,２４３万

２,０００円を交付したところであります。 

 次に、農業関係のイベント実施状況についてであ

りますが、町内産業団体で構成する上富良野産業に

ぎわい協議会主催による、２０２３かみふらの収穫

祭が１０月７日に上富良野町公民館を会場に開催さ

れたところであります。町内産の新米をはじめ、採

れたて野菜、地ビールの販売や地元食材にこだわっ

たフードブースの設置、上富良野小学校スクールバ

ンドの演奏や餅まきなど、様々なアトラクションに

多くの皆様の御来場をいただいたところであり、イ

ベントを通じて、地元農畜産物への理解や、町民同

士の交流が深まったところでございます。 

 次に、上富良野町の農業・農村を語る会について

でありますが、これまで農林水産省で全国各地の農

業・農村づくりを実践してきました北海道開発局、

旭川開発建設部長の岩下幸司氏を講師にお招きし、

町の将来を担う若い世代の農業に従事されている方

を対象として、上富良野町農業の強み、弱みとその

分析から、地域農業の活性化と新たな事業展開など

をテーマに、１２月６日にＪＡふらの上富良野事務

所で開催し、３０名の参加をいただいたところであ

ります。 

 参加された皆様から、農業・農村づくりに対する

強い意欲と大きなエネルギーを感じ、この語る会を

きっかけとして、意識の向上や地域、人とのつなが

りを深めていくことで、さらなる農業の発展に資し

ていくものと期待をしているところであります。 

 今後におきましても、当町の農業・農村づくりに

必要な担い手を育成する機会の提供を引き続き行っ

てまいります。 

 次に、道路整備にかかる全国大会等への参加につ

いてでありますが、１０月１９日に長野市にて、国

土強靭化の推進や道路整備の計画的勝着実な実現を

目的に開催された全国道路利用者会議第７３回全国

大会に、１１月１日に東京都で開催された北海道命

の道づくりを求める東京大会及び国土交通省との道

路行政に関する意見交換会に出席し、地域産業の活

性化や安全・安心な暮らしを支える道路整備の要請

活動を行ってきたところであります。 

 また、１１月８日には東京都で開催されました安

全・安心の道づくりを求める全国大会に出席したと

ころであります。 

 次に、第６０回総合文化祭についてであります

が、１１月１日から１１月５日までの５日間、社会

教育総合センターを会場に開催し、延べ２,１１９

名の方々に御来場いただきました。今回は６０回の

節目の開催としまして、陸上自衛隊第２音楽隊によ

る記念コンサートを催したほか、町民コンサートに

おいて、出演者総勢１３０名による記念合唱が行わ

れ、文化祭に花を添えていただきました。 

 また、町民の日頃の文化活動等を披露し、親しむ

機会としまして、作品展示や町民コンサート、小さ

な音楽会、芸能発表、書道・茶道体験などの事業が

盛会に実施されたところであります。 

 次に、児童生徒のスポーツ活動等についてであり

ますが、１０月８日から開催された令和５年度特別

国民体育大会の空手道競技少年男子型の部に恵庭南

高校の村上泰都とさんが出場されました。このほ

か、全道大会等に多くの児童生徒が出場されてお

り、健闘されました児童生徒の皆さんに拍手をお送

りするとともに、今後におきましても、当町の子ど

もたちが各方面で活躍していただくことを期待する
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ものであります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、９月定例町議会で報告以降に入札執行した建設

工事は、１０月２５日現在、件数で７件、事業費総

額１１億１,５６９万７,０００円で、本年度累計で

４８件、事業費総額１７億７,６３５万７,０００円

となっております。 

 なお、お手元に令和５年度建設工事発注状況を配

付しておりますので、後ほど御高覧いただきたく存

じます。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第５ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告について、監査委員より報告

を求めます。 

 代表監査委員、中田繁利君。 

○代表監査委員（中田繁利君） 例月現金出納検査

結果について御報告いたします。概要のみ申し上げ

ますので、御了承賜りたいと思います。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。 

 令和５年度会計の令和５年８月分から１０月分に

ついて、検査の概要及び結果を一括して御報告いた

します。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

各会計の出納の収支状況は別紙資料に示すとおりで

あり、現金は適正に保管されていることを認めまし

た。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１３ページ

に添付していますので、参考にしていただきたいと

思います。 

 以上で、例月現金出納検査の結果報告といたしま

す。 

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第１号例月現金出納検査結果報告につ

いて終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第２号 

○議長（中澤良隆君） 日程第６ 報告第２号議員

派遣結果報告について、報告を求めます。 

 初めに、議会運営委員長、米澤義英君。 

○議会運営委員長（米澤義英君） ただいま上程い

ただきました報告第２号議員派遣結果報告につい

て、議案を朗読をもって説明申し上げます。 

 報告第２号議員派遣結果報告について。 

 議員派遣結果について、別紙のとおり報告があっ

たので提出する。 

 令和５年１２月１３日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆。 

 記。 

 議会運営委員会委員長、米澤義英。 

 議会広報特別委員会委員長、佐藤大輔。 

 議員派遣結果報告書。 

 令和５年第３回定例会において、議決された議員

派遣について、次のとおり実施したので、その結果

を報告する。 

 令和５年１２月６日。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 議会運営委員会委員長、米澤義英。 

 記。 

 １、町内行政調査。 

 （１）調査の目的及び経過。 

 今後の議会活動に資することを目的に、令和４年

度及び令和５年度中に発注した町内公共施設建設工

事や財政援助を行った施設及び行政課題の公共施設

等を対象に現況を視察調査した。令和５年１０月１

６日の１日間で町内６か所の公共施設を議員１４名

の出席により調査を行った。 

 （２）調査施設及び実施内容。 

 ①町立病院改築工事。 

 ②東１１線簡易舗装工事、南部地区土砂流出対策

工事。 

 ③新子どもセンター建設工事。 

 ④農地防災上富良野町上富良野地区日の出第１号

排水路工事。 

 ⑤泉町南団地公営住宅５号棟新設工事、外構整備

工事、公設桝新設工事。 

 ⑥郷土館ジオパーク。 

 上富良野町議会において、町内行政調査を町内行

政調査実施要領に基づき実施し、公共施設における

現状や諸課題などについて視察調査をするなど、所

期の目的を達することができた。 

 ２、上川町村議会議員研修会。 

 （１）研修の経過。 

 本町議会は、令和５年１０月１９日に旭川市で開

催された上川町村議会議長会主催の議員研修会に１

３名が参加した。 

 （２）研修の結果。 

 早稲田大学マニフェスト研究所事務局長、中村健

氏による住民から期待される議会になろうとして議
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会の役割など。 

 ②文藝春秋執行役員月間文藝春秋編集局長、新谷

学氏による、スクープに見る企業の危機管理として

の企業、自治体、政治家の危機管理などの講演を聴

講し、今後の活動の参加となった。 

 以上、報告といたします。 

○議長（中澤良隆君） 次に、議員派遣結果報告に

ついて、広報特別委員長、佐藤大輔君。 

○広報特別委員長（佐藤大輔君） 引き続き、１

ページ目を御覧ください。 

 議員派遣結果報告書。 

 令和５年第３回定例会において議決された議員派

遣について、次のとおり実施したので、その結果を

報告する。 

 令和５年１２月７日。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 議会広報特別委員会委員長、佐藤大輔。 

 記。 

 件名、先進地町村行政調査及び広報技術研修。 

 １、調査の目的及び研修の経過。 

 議会広報特別委員会は、議会の活動をより分かり

やすく町民に知らせるための広報誌発行に関する調

査、研究を目的として、令和５年１１月１６日から

１７日の２日間、上川管内鷹栖町議会と後志管内仁

木町議会において視察研修を行った。 

 ２、調査の結果。 

 (１)鷹栖町議会広報広聴常任委員会。 

 ①町の概要につきましては、後ほど御高覧くださ

い。 

 ②調査跡。 

 議会広報の編集と構成について。委員会の運営内

容について。委員と事務局の役割分担について。委

員の意識と町民の評判について。これからの課題に

ついて。 

 ２ページを御覧ください。 

 ③調査結果。 

 発行当初の名称は、みんなの議会であったが、新

しい名称を公募し、全議員の投票により、平成２５

年３月定例会合から名称をたかす議会だより孔雀草

とした。 

 委員会は、議長を除く全ての議員で構成され、年

４回発行している。 

 開かれた議会の実現に向け、より多くの町民に読

んでもらうこと、議会活動に関心を持ってもらうこ

とを目指し、読みやすさ、分かりやすさ、インパク

ト、正確性を編集方針としている。 

 広報誌の構成は、定例会報告、臨時会報告、質

疑・討論、一般質問、委員会報告、意見書の提出、

企画記事、私の一言、議会の動き、研修報告、一般

質問、その後を追跡、ボイスとなっていた。 

 今後の課題として、議会だよりがどのくらい読ま

れているか調査が必要であること。現在２名の議員

が中心となり、斬新な紙面をつくっているが、任期

もあるため、紙面のクオリティー維持が可能かどう

かは不透明であることなどが挙げられていた。 

 (２)仁木町議会広報編集特別委員会。 

 ①町の概要につきましては、後ほど御高覧くださ

い。 

 ②調査項目。 

 議会広報の編集と構成について。委員会の運営内

容について。委員と事務局の役割分担について。委

員の意識と町民の評判について。これからの課題に

ついて。 

 ③調査結果。 

 仁木町議会の広報は、広報編集特別委員会により

作成され、名称は議会だよりにきで、年４回発行し

ている。 

 議会広報充実に向けた取組として、カラー印刷や

議員イラストの導入、子どもや家族をテーマにした

表紙、裏表紙のシリーズ化を図っていた。 

 また、議会だよりとは別に仁木ぷち通信を定例会

月に年４回発行していた。 

 広報誌の構成は、定例会、臨時会、議案等の審議

内容、意見書、決議書、請願・陳情の審査結果、常

任委員の活動報告、一般質問、企画記事、最終面と

なっていた。 

 今後、議会だより本来の目的を見失わないよう、

原点に立ち返る意味で、コンクールの参加は控える

が、道外視察や広報研修会へは継続して参加し、広

報誌のさらなる充実を図るとのことであった。 

 また、人口が少ないことと少子化の影響から、表

紙写真の被写体選定が困難になるであろうことを課

題して挙げていた。 

 ３ページをお開きください。 

 ３、まとめ。 

 鷹栖町議会では、平成２６年に議会法モニター制

度を開始し、平成２７年には広報広聴活動を重視し

ていくために常任委員会化を果たした。しかし、町

議会議員選挙は、平成２３年、平成２７年と無投票

が続いていたため、危機感を抱いた当時の議会は町

民に議会への関心を持ってもらうために、平成３０

年から全ての議員での広報誌作成を決断した。 

 同年、全国町村議会広報研修会での学びを生か

し、定例会の概要を翌月に知らせる速報版を発行。 

 また、全国町村議会広報クリニックにおいて、ど

のような議会法を目指すかを考え、それを実現する

ための編集方針をつくるべきと学び、９月定例会か

ら全ページを議員が作成することとした。 
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 令和元年９月には、それまで議会事務局が作成し

ていた本会議傍聴用の案内チラシを議員自ら作成す

ることとし、１２月定例会では中吊り広告風のデザ

インを採用し発行したが、これがインパクトのある

チラシと話題を集め、傍聴者が２倍以上になった。 

 令和２年３月から、町民が議会に参加する取組と

して、議員の一般質問を採点する一般質問の通信簿

と銘打った大胆な取組の施行を開始した。 

 同年１２月には、傍聴ガイドブックを作成し、傍

聴者はもちろん、町民に議会のルールを少しでも

知ってもらえるよう務め、令和３年３月には、ニコ

ちゃんシールを使った評価を試行的に実施。令和４

年３月には、Ｘの運用を開始するなど、ここ数年間

の様々な取組によって多くの成果を上げている。 

 仁木町議会は、町民が思わず手に取って読みたく

なる議会広報誌づくりを目指し、研修での学びを即

座に取り入れ、誌面のリニューアルを繰り返すこと

で、幾度も議会広報コンクールで賞を受賞してきた

経緯があり、視察研修先として、数多くの自治体を

受けて入れている。 

 議会広報編集に関する注意事項として、①議会だ

よりは議会広報特別委員会が編集し、その発行責任

は議長が負うということに鑑み、各委員は他の委員

と十二分に協議し、独善的な編集は現に慎むべきで

あること。②議会だよりの発行後、住民及び執行機

関または議員から掲載記事に対する疑問点が出され

た場合には、議会広報特別委員会で決定したことを

基本に、責任を持って説明すること。③たとえ公表

したことにより、議会や一部の議員に不利益が生じ

たとしても、議員最大の権限である議決権を行使し

た結果であるので、議会の審議内容を隠すことなく

伝えることを掲げていた。 

 編集における技術的な部分のさることながら、町

広報誌との住み分けや、編集委員として持ち合わせ

るべき姿を常に確認し合っている。 

 議員定数も影響していると思われるが、両町とも

に議長を除く全ての議員が議会だよりに携わる委員

であり、議会総がかりで誌面づくりに当たっている

印象を受けた。 

 我が町では、一般質問や委員会の報告など、委員

以外の議員の原稿の作成を依頼することはあるが、

今後は委員以外の議員に対し、これまで以上に、編

集過程の中で適切な情報を提供するとともに、特集

記事の作成時や紙面のリニューアル時に丁寧な説明

を行うことを心がけたい。 

 研修先で承った全員協議会や委員会での質疑内容

を掲載することに違和感はないとの言葉が象徴する

ように、自治体によって積み重ねてきた議会だより

の歴史に違いはあるが、真に開かれた議会を目指す

のであれば、町民の知りたいに真摯に向き合う姿勢

が重要であることを学ばせていただいた。 

 我が町も限られた予算の中で、目を引く表紙や見

やすいレイアウト、ページをめくりたくなるような

インパクトのある見出しなど、さらなる進化を目指

し努力したい。 

 ４ページ目、５ページ目は、後ほど御高覧くださ

い。 

 以上、報告といたします。 

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第２号議員派遣結果報告についてを終

わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第３号 

○議長（中澤良隆君） 日程第７ 報告第３号委員

会所管事務調査報告について報告を求めます。 

 議会運営委員長、米澤義英君。 

○議会運営委員長（米澤義英君） 報告第３号につ

いて、朗読をもって委員会事務調査報告をさせてい

ただきます。 

 報告第３号委員会所管事務調査報告について、次

の委員会から上富良野町議会会議規則第７５条の規

定により、申し出のあった閉会中の継続調査につい

て、同規則第７７条の規定により、別紙のとおり報

告があったので提出する。 

 令和５年１２月１３日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆。 

 議会運営委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として、上富良野町外会

会議規則第７５条の規定により、閉会中の継続調査

として申し出した次の事件について調査を終えたの

で、同規則第７７条の規定により報告する。 

 令和５年１２月１６日。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 議会運営委員会委員長、米澤義英。 

 記。 

 調査事件名。 

 議員定数の削減について。 

 １、調査の経過。 

 本委員会は、令和５年、２０２３年第３回定例会

において、閉会中の継続調査として申し出をした先

進市町村行政調査の調査事件名を議員定数の削減に

ついてに決定し、令和５年、２０２３年９月から議

会の委員会を開催して調査を行い、１０月３０日釧

路管内白糠町議会で、１１月１日釧路管内標茶町議

会で議員定数の削減について先進事例の調査を行っ
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た。 

 ２、調査のテーマについて。 

 本町は、平成１５年、２００３年８月執行の上富

良野町議会選挙において、議員定数２０名から１８

名に２名削減し、平成１９年、２００７年８月執行

の上富良野町議会議員選挙においては、議員定数を

１８名から１４名に４名削減した経緯があるが、そ

の後、議員定数については、平成２１年、平成２７

年、２０１５年、令和４年、２０２２年にそれぞれ

議員間で議論を行った結果、現状の１４名とするこ

とに決定していた。 

 近年、本町においても人口減少が進み、人口が１

万人を切るような状況になってきたことに加え、近

隣の市町村においても、この間、議員定数の削減が

行われたきた状況にあるため、改めて本町の議員定

数について見直し等が必要なことから、調査テーマ

を議員定数の削減についてとしました。 

 ３、調査の概要。 

 令和５年、２０２３年４月２３日執行の統一地方

選挙において、道内１２６市町村で７３市町村が議

会議員の選挙が行われ、５３市町村が無投票となっ

た。このうち、釧路管内の白糠町及び標茶町が議員

定数を削減しても選挙が行われた町であることか

ら、先進地調査と決定をいたしました。 

 白糠町の概要、標茶町の概要については、既に配

付し、読んでいただいているものと思いますので、

まとめのみを報告させていただきます。 

 ５ページ目を御覧いただきたいと思います。 

 ４、まとめ。 

 今回訪れた白糠町では、２期連続で選挙が行われ

なかったことで、議員の中から定数見直しの意見が

出ていた。初めの無投票選挙のときは特別委員会を

設置したが、定数と報酬は現状維持との結論になっ

た。２回目の無投票選挙のときは選挙２か月後に特

別委員会を設置して議論を深めた結果、定数減と考

える議員と現状維持と考える議員の意見が二つに分

かれ、双方とも一歩も引かない状況の中で、町民ア

ンケートの実施などを経て、全体で合意形成する予

定であったが、結果として多数決での議決となっ

た。 

 結果は、削減５人、現状維持５人であり、最終的

に委員長が削減に賛成し、６対５で定数１名の削減

となった。 

 また、この削減の背景には、偶然２期連続で途中

１名の議員がお亡くなりになり、定数１名減で議会

運営されてきたが、このことも町民感情にあったこ

とに重なっていた。 

 標茶町では、無投票の選挙は今まで一度も行われ

ていないが、人口減少に伴い、平成１０年の２０名

から現在の１２名の定数へと、常に議員定数の見直

しを図っている。 

 清掃の町として、常に議会内で対立があったこと

から、議長より諮問を受けて議会運営委員会で話し

合う場所をつくり、情報を全議員で共有する機会を

増やしてきた。 

 どちらの町も議会内では定数に対して減らさない

ほうがよいと考える方が多く、町民は減らしたほう

がよいと考える方が多いという傾向が見てとられ

た。 

 本町においても、この間、町議会議員選挙の立候

補者は常に定数を超え、選挙となっている状況には

あるが、近年の人口減少に加えて、過去に１から２

名減で議会運営されている状況も鑑みながら、議論

が望まれ、住民からの意見も今後の議員定数におい

ては十分に考慮する必要がある。 

 また、今回の視察した町においては、白糠町は報

酬を議員の１０％相当分を議長以下全ての議員に上

乗せすることとして、標茶町では報酬は現状維持だ

が、平成３１年、２０１９年度支給期末手当を１０

０分の４５０と改定がされていた。報酬と定数は同

時に考えるべきものではないが、議員のなり手不足

解消に向けた身分保障や社会保障制度導入なども今

後の課題である。 

 どちらの議会においても、定数に関しては議論が

紛糾し、答えを出すまでには大変な苦労があったこ

とが伺えた。 

 一方、報酬について、現状、当時が多いと感じて

いる議員はほとんどおらず、基本的には少ないと感

じているといった点で、一定の合意形成にたどり着

くのは難しくなさそうであった。 

 今回の調査を通じて、議員がなぜ基本的に議員が

多いほうが議会にとってよいと考えているのか。ま

た、町民が議員を減らしたほうがよいと考えている

本質的な問題点はどこなのか、どうすればこの点の

考え方の不一致を解消できるのかを考えるに至っ

た。 

 議会と町民が丁寧にコミュニケーションを取りな

がら話し合いを進めていくべきではないかと思う。

でなければ、定数においても、報酬においても、何

のためにそうするのかという目的が定まらず、ま

た、その手法も導きも出せないのではないか。そし

て、いざ変更を断行した暁には、そのことによって

どのような効果が得られたのかはしっかりと検証し

ていく必要があると考える。 

 以上、調査報告結果といたします。よろしく御審

議お願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第３号委員会所管事務調査報告につい

て終わります。 

────────────────── 

◎日程第８ 報告第４号 

○議長（中澤良隆君） 日程第８ 報告第４号専決

処分の報告について、和解及び損害賠償の額を定め

ることについて報告を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ただいま上程いた

だきました報告第４号専決処分の報告について、和

解及び損害賠償の額を定めることについてにつきま

して、御説明申し上げます。 

 本件は、令和５年９月２７日、午前９時４５分

頃、上富良野中学校敷地内の草刈り作業中、芝刈り

機により飛び石を発生させ、民地駐車中であった車

両の後部窓ガラスを破損させたものであります。 

 この事故の処理に当たりましては、町の管理にお

ける草刈り作業中の破損事故のため、町の過失割合

を１０割、賠償金額を１０万９,３６２円とし、示

談が成立したことから、令和５年１０月１７日付け

で専決処分を行ったところであります。 

 職員に対しましては、施設管理業務に当たる場合

の安全点検を徹底するよう注意喚起したところであ

り、今後再発防止に努めてまいります。 

 このたびの事故を発生したことについて、深くお

詫び申し上げます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第４号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項。 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて。 

 裏面を御覧ください。 

 専決処分書。 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次の

とおり専決処分する。 

 令和５年１０月１７日。 

 上富良野町長、斉藤繁。 

 以下、和解の相手及び和解の内容については、記

載のとおりであります。 

 以上で、報告第４号専決処分の報告についての説

明といたします。御了承賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（中澤良隆君） これより、報告第４号につ

いて、御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第４号専決処分の報告について、和解

及び損害賠償の額を定めることについての報告を終

わります。 

────────────────── 

◎日程第９ 認定第１号 

◎日程第１０ 認定第２号 

○議長（中澤良隆君） 日程第９ 認定第１号令和

５年第３回定例会で付託されました議案第８号令和

４年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定につい

て、日程第１０ 認定第２号令和５年第３回定例会

で付託されました議案第９号令和４年度上富良野町

企業会計決算の認定についてを一括して議題といた

します。 

 本件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。 

 決算特別委員長、岡本康裕君。 

○決算特別委員長（岡本康裕君） ただいま上程い

ただきました認定第１号令和５年第３回定例会付

託、議案第８号令和４年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定について及び認定第２号令和５年第３

回定例会付託、議案第９号令和４年度上富良野町企

業会計決算の認定についてを朗読をもって報告とい

たします。 

 決算特別委員会審査報告書。 

 令和５年第３回定例会において、本委員会に付託

された下記案件を審査した結果、次の意見を付し、

認定すべきものと決定したので、会議規則第７７条

の規定により報告する。 

 令和５年９月２９日。 

 上富良野町議長、中澤良隆様。 

 決算特別委員会委員長、岡本康裕。 

 記。 

 付託事件名。 

 議案第８号令和４年度上富良野町各会計歳入歳出

決算の認定について。 

 議案第９号令和４年度上富良野町企業会計決算の

認定について。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、令和５年９月２７日、２８日、２９

日の３日間開催し、正・副委員長を選出後、委員会

を公開とし、直ちに２分科会による書類審査を行っ

た。その後、全体による質疑応答を行った上、各分

科会から審査意見を求め、それを基に全体で審査意

見書を作成し理事者へ提出、理事者の所信をただ

し、表決した。 

 ２、決定。 
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 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 特に、委員会で発言された質問及び別記「令和５

年（令和４年度会計）上富良野町決算特別委員会審

査意見書」については、今後の予算編成と町政運営

に反映されたい。 

 また、監査委員の審査意見は、いずれも的確な判

断によると認められ、指摘事項については早急に改

善または対応して、予算執行に当たられたい。 

 なお、裏面の令和５年（令和４年度会計決算書）

上富良野町決算特別委員会審査意見書については、

御高覧いただいているものとして、省略させていた

だきます。 

 御審議いただき、認定くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、本件の報告

を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 最初に、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８号令和４年度上富良野町各会計歳入歳出

決算の認定についてに対する委員長の報告は、意見

を付し、認定すべきとするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９号令和４年度上富良野町企業会計決算の

認定についてに対する委員長の報告は、認定すべき

とするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 町の一般行政について質問 

○議長（中澤良隆君） 日程第１１ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、１番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 私は、さきに通告してあり

ました３項目、６点につきまして町長にお伺いいた

します。 

 １項目目、予約型乗合タクシー利用料金の一律化

についてでございます。 

 予約型乗合タクシー利用料金については、平成２

９年度、令和３年度に実施されたアンケートにおい

て一律化を望む声が寄せられておりますが、その多

くが郡部在住の町民からであると推察いたします。 

 町長は以前、同僚議員の同じ質問に対して「地域

交通の全体的な在り方を研究する」とし、取り立て

て言及してはおりませんが、この事業を通じて「高

齢者など交通弱者の移動手段を確保し、高齢化社会

に対応したまちづくりの推進」を図るのであれば、

たとえ対象人数としては少なくても、郊外に住む交

通弱者の料金に関するニーズに応えることが可能か

否か、早期に明確にすべきではないでしょうか。見

解をお伺いいたします。 

 ２項目目は、高校生までの医療費無償化について

であります。 

 我が町における中学生までの医療費無償化は、令

和４年第１回定例会で条例改正案が上程され、所管

委員会付託を経て可決され実現しましたが、対象を

高校生まで拡大することについては段階的に判断す

るとのことで見送られ、議会も同意しております。 

 しかし、現在、高校生までの医療費無償化は、上

川管内でも多くの自治体で実施されており、美瑛町

は令和２年４月から、富良野市は昨年１２月から、

そして中富良野町が本年８月から所得制限を設けず

制度の運用を開始しております。 

 町長は以前、同様の質問に対し、「医療費実績の

推移及び財政状況を見極め、効果が一定程度検証さ

れた後に検討する」と述べておられますが、移住対

策という観点からも、早期に検討段階に入るべきで

はないでしょうか。見解をお伺いいたします。 

 ３項目目は、ふるさと応援モニター事業について

であります。 

 １点目、１０月から返礼品に関連するルールに一

部変更があり、全国の自治体で様々な影響が生じて

いるようですが、我が町はいかがでしょうか。 

 (２)ふるさと納税事業を主な業務とする地域おこ

し協力隊が１０月１日付けで採用されました。この

体制強化によって今後どのようなことに注力される

のでしょうか。 

 (３)今秋、我が町の公式ユーチューブチャンネル

上において、町長自ら寄附金の使い道の説明と感謝

の意を述べた動画が投稿されましたが、動画作成・

公開までの経緯をお伺いします。 

 また、寄附を受ける側の責任として、今後も現状

に甘んじることなく、その使い道と成果をより分か

りやすく寄附者に示していくべきと思いますが、現
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時点で、その手法として決定及び検討しているもの

があればお伺いいたします。 

 (４)現在、我が町に寄せられた寄附金の多くが基

金に積み立てられたままとなっております。近年、

寄附金の使い道に関心を寄せる動きは全国的にます

ます広がりを見せ、総務省も「ふるさと納税で得ら

れた資金が、それぞれの地域でさらに有効に活用さ

れるためには、使い道を地域の実情において工夫す

る視点が重要」としております。町長が描く将来像

を具現化するためにも、寄附者の思いが詰まった寄

附金を大いに活用した政策の展開を期待しておりま

すが、使い道をより具体的にプロジェクト化し、そ

のプロジェクトに共感した方から寄附を募る「クラ

ウドファンディング型」の採用と合わせて見解をお

伺いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の３項目の御

質問にお答えいたします。 

 まず、１項目目の予約型乗合タクシー利用料金の

一律化についての御質問にお答えいたします。 

 予約型乗合タクシーにつきましては、高齢者や障

がい者(交通弱者)の交通手段を確保し、生活支援や

閉じ籠もりを予防することを目的に、平成２３年度

から２年間の試行運行を経て、町内でタクシー(一

般乗用旅客自動車運送)事業を本業としている２事

業者に当該事業の運行を委託し、現在に至っている

ところであります。 

 この間、タクシー事業への影響や利用距離による

負担の公平性の観点から、現行の利用料金を維持し

た中で運行してきたところでありますが、利用料金

につきましては、議員の御質問にあるように令和３

年度に実施したアンケートにおいて、一律の料金設

定等を望む意見が寄せられていることも承知してお

ります。 

 人材不足が予想される中、運行委託事業者の存続

を含めた地域交通の維持並びに高齢者や障がい者の

交通手段の安定的な確保、そして、農村部のコミュ

ニティ及び交通手段の維持を図るため、６分割して

いた区域を統合し、高齢者や障がい者が町内のどこ

に居住していても買い物、通院など生活に必要な地

方公共交通を確保するため、利用料金を一律にする

よう、令和６年度予算編成を取り進めておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目目の高校生までの医療費無償化につ

いての御質問にお答えいたします。 

 昨年４月から中学生までの医療費無償化を行い、

１年半が経過し一定程度の実績が出ているところで

ありますが、本年５月から新型コロナウイルスが２

類から５類に移行したこともあり、５月以降、コロ

ナ禍での病院への受診の自粛や新型コロナが診療有

料化となったことから、医療費が増えている状況で

ありますが、今後の町の財政状況を見極めながら、

子育て支援、移住対策などの観点からも令和６年度

予算編成を取り進めておりますので、御理解賜りた

いと存じます。 

 次に、３項目目のふるさと応援モニター事業につ

いての４点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の１０月からの返礼品に関連する

ルールの一部変更による当町の影響についての御質

問でありますが、返礼品や配送料、委託料等のふる

さと納税に係る全ての経費を寄附額の５割以内にす

ることが義務付けられたことにより、一部返礼品の

寄附額を上げる対応を行ったほか、返礼品基準の厳

格化等により返礼品として取り扱うことができなく

なったものについては、返礼品から除外するなどの

対応を図ってきたところであります。 

 次に、２点目の１０月１日に採用した地域おこし

協力隊が今後どのようなことに注力していくかの御

質問でありますが、ふるさと納税の返礼品の新規開

発や既存商品の魅力の発信について再検討(ブラッ

シュアップ)、新規事業者の開拓、ＳＮＳによる情

報発信などに力を入れていきたいと考えておりま

す。 

 次に、３点目の動画が公開された経緯と寄附者に

対して、その使い道と成果を示していく手法などに

ついての御質問でありますが、動画を公開した経緯

につきましては、納税いただいた皆様に向けたお礼

の気持ちと使途についてお伝えするため、自治推進

班に指示し編集・公開したものです。 

 また、寄附金の使い道などにつきましては、ポー

タルサイトや町のホームページなどで寄附者に対し

お知らせしていきたいと考えております。 

 次に、４点目の寄附金の使い道とガバメントクラ

ウドファンディングについての御質問であります

が、ふるさと納税につきましては、一度基金に積み

立て、翌年度支消して、寄附者の意向に沿った事業

に充当し有効に使わせていただいている状況があり

ますので、今後も予算編成の中で、どの事業に充当

していくかをしっかりと考えながら進めてまいりた

いと考えております。 

 また、ガバメントクラウドファンディングにつき

ましては、寄附者の方々が共感できる事業を町が

行っていく場合は有効な手段の一つだと認識してい

ます。メリットは手軽にできること、内容によって

は多額の資金調達も期待できること、財政負担の軽

減などがあります。デメリットは時間がかかるこ

と、目標まで届かない可能性があること、資金調達
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ができなければ自己負担が発生または返金の対応な

どがあります。このような性格であることから、資

金が集まったら行うではなく、集まらなくても行わ

なければならない事業を行う場合はガバメントクラ

ウドファンディングを活用することも一つの方法と

考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（中澤良隆君） ここで、暫時休憩といたし

ます。 

 １０時２５分までといたします。 

─────────────── 

午前１０時１３分 休憩 

午前１０時２５分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 再質問ありますか。 

 １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 張り切ってやらせていただ

きます。 

 １項目目の乗合タクシー料金の一律化について、

再度お伺いいたします。 

 非常に前向きな答弁であったかなというふうに

思っております。そこで確認なのですけれども、町

長先ほどの御答弁の話の流れからすると、一律２０

０円という方向で検討されているのかお伺いいたし

ます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 一律２００円で検討しております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 町長おっしゃるように、負

担の原則というところから、やはり移動距離に応じ

た料金を支払うべきではないかという町民の声も聞

かれます。ただ、やはり人と直接お会いしてお話す

るということが困難な環境にある郡部在住の方のこ

とを思いますと、今回の町長の一律２００円という

ところで検討しているという姿勢を支持させていた

だきたいと思います。 

 続きまして、２項目目の高校生までの医療費無償

化についてであります。これもちょっと確認させて

いただきたいのですけれども、答弁の中ではなかな

か読み取れなかったのですが、医療費の無償化を高

校生にまで拡大するということを令和６年の４月か

ら、そういった制度を運用するという方向で今検討

中という捉えでよろしいでしょうか、お伺いいたし

ます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 令和６年度からできるように予算編成にこれから

取り組んでまいります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） とんとんと二つ終わりそう

でございます。 

 一度進んで、一歩進み出してしまいますと、なか

なか後戻りできないというところで、隣町の美瑛町

の担当者から聞いても、思いのほか財源的になかな

か町の負担というのがあるというところも聞いてお

りますので、それらも含めて実現に向けて検討して

いただければと思います。 

 続きまして、３項目目のふるさと応援モニター事

業について、再度質問させていただきます。 

 １点目の返礼品のルール変更による影響について

でございます。先ほど町長の答弁をお聞きいたしま

して、昨年度、合わせて１億円を優に超える寄附が

ありました。我が町の主力返礼品と言っていいビー

ル２種の返礼品の受付が、この１０月１日から止

まっているということを聞いております。町長が先

ほどおっしゃったように、基準の厳格化というもの

が影響していると思われますが、現在の状況をお伺

いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番佐藤議員

の御質問にお答えします。 

 ビールにつきましては、２種のビールが出ていま

したが、１種類のビールについては現在返礼品とし

て取扱いを行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 返礼品２種のうち、１種は

返礼品として取扱いが再開されて、もう一つは

ちょっと基準の厳格化により止まっているという状

況だということで承知をいたしました。 

 恐らく、今返礼品の商品名はおっしゃらなかった

おで、あえて返礼品Ｃという表現をさせてもらいま

すけれども、頭文字を取って、恐らくそっちかなと

思いますけれども、聞くところによると、国内産

ホップのうちの道内産は１００％が上富良野産が使

用されているということを聞いておりますし、何し

ろこのホップの試験栽培が始まってから、ちょうど

今年１００年という節目を迎えるわけでございます

ので、先人たちの並々ならぬ御苦労があって、ま

た、その先人たちの御苦労を引き継いでこられた

方々の努力があって今があるということからも、や
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はりこの返礼品Ｃにつきましても、こちらの再開に

向けて、町長の政治力を発揮されることを期待する

ところでございます。 

 ちなみに、先ほど返礼品、このビール２種、１億

円を超える、令和４年度で言えば１億数千万円の寄

附が集まっているものと思われますけれども、令和

５年度当初予算においては、ふるさと納税の寄附と

して６億円を想定していたものと思われます。１０

月１日からの制度ルール改正によって、９月に年末

並の駆け込み寄附があったということは聞いており

ますけれども、現時点で、ビールの影響等によって

今年度の６億円到達というのはかなり厳しい状況に

あるのかなと思いますが、その点確認させてくださ

い。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番佐藤議員

の御質問にお答えします。 

 総務省のほうからの厳格化ルール等によりまし

て、一時期ビールの取引ができなくなったことも

あったと思います。 

 現在、９月の駆け込みもありますし、今１２月の

駆け込み等も結構な数の方が返礼品として当町の返

礼品をお選びいただいているところでございます。 

 今月がどれぐらい入ってくるのかによりまして、

目標の６億円に達成できるかどうかと思っておりま

す。目標は目標として６億円として設定してござい

ます。それに向けて、少しでも多くの方が選んでい

ただけるようなＰＲとか、仕方とかそういうのは工

夫していきたいなというふうに考えておりますの

で、御理解賜りたいと存じます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） ６億円に向けて、鋭意努力

されているということで承知をいたしました。応援

させていただきます。 

 続きまして、２点目の協力隊の採用いよる体制強

化によって、今後どのようなことに力を入れていく

のかというところについてでございます。申し上げ

るまでもなく、ふるさと納税制度は町内の返礼品事

業者の存在が必要不可欠であります。そして、その

ことを踏まえた今回の体制強化であると私は受け止

めております。 

 そこでお伺いいたしますけれども、他の自治体で

は新規事業者向けの説明会であったり、また既存の

事業者向けの研修会及び勉強会というものを開催し

ていると聞いております。先ほどの町長の答弁の中

に、このような説明会であったり、研修会というも

のは含まれているのかどうかをお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 新規事業者の開拓ということで、その中には当然

勉強会、説明会含まれておりますし、既存の事業者

に対しても同じように、そういう研修会、勉強会の

機会は、そういうことも含めて、新しい協力隊の方

には期待しております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） ぜひともこういった研修

会、説明会または勉強会等々開催していただけるよ

うに進めていただきたいと思います。 

 富良野市の話でありますけれども、我が町と同じ

中間管理業者と言っていいのでしょうか、名前言っ

ていいのかな、レッドホースという会社に管理を委

託しておりますけれども、富良野市はレッドホース

の社員さんと富良野市の職員さんがそろって市内の

返礼品事業者を巡回されているというような話を聞

いております。我が町も、この返礼品事業者さんが

安定的に返礼品を提供していくこと、また、さらに

は返礼品が適切なものなのかどうかという監視と言

いますか、そういったことも含めて、もう少し行政

が返礼品事業者さんに寄り添う、この距離感をもう

少し縮めていくべきではないか、これ常々思ってい

ることですが、これがこのたびの体制強化によって

果たされると私は思ってよろしいのかどうかお伺い

いたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 返礼品業者の方が安定的に返礼品を出せる、クオ

リティーも含めて、適切なものを返礼品として提供

できるということは、この制度において非常に重要

なことだと認識しておりますし、それらについて何

か問題とか障害があれば、当然行政も絡んで一緒に

問題を解決していくと、そういう考えであります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 前向きなお答えいただきま

した。先進的な自治体では、やはり、それこそレッ

ドホースさんという中間に入っておられる事業者さ

んとの距離感もですけれども、やはり行政との距離

感がかなり近いということを聞いておりますので、

町長今御答弁なさいましたけれども、そのような方

向で進んでいただければと思います。 

 続きまして、３点目のユーチューブチャンネル動

画と寄附者への情報提供について、再度お伺いいた

します。 

 町長が御出演なさっている動画拝見しておりま
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す。本当に初々しいと言いますか、ぎこちないと言

いますか、非常に本当に好感が持てる動画に仕上

がっているなというふうに私は拝見しております。 

 我が町の令和４年度のモニターアンケートを拝見

いたしました。その中で、寄附者の８５％がウェブ

サイトを通じて上富良野町にアクセスしているので

す。町のホームページから入っていって上富良野町

にアクセスする方が５％、あとはその他というよう

な内容になっておりました。 

 この動画が、さっきの動画の話ですけれども、

せっかくつくった動画がどこで見られるのかなとい

うのは、ちょっと私詳しくは調べてないのですが、

私の中では町のホームページ以外ちょっとないのか

な。もしくは町長個人のＳＮＳにリンクとして貼り

つけているところからなのかなと思うのですけれど

も、もし間違っていたら答弁の中で訂正してくださ

い。 

 申し上げたいのは、ウェブサイトから入っていく

方が８５％とすると、例えばふるさとチョイスとか

の自治体の中で、先ほどの動画を貼りつけるような

ことをしたほうが、より利用者に対して非常に分か

りやすい、寄附金の使い道として分かりやすいし、

何しろ町長のキャラクターを持って、もしかしたら

バズる可能性もありますし、何かそういった動画を

せっかく公開していくのであれば、こういった活用

法があるのかなと私は考えておりますが、その点町

長の見解をお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 返礼品のお礼の動画は上富良野町のユーチューブ

のアカウントにアップロードしてそこで、私のＳＮ

Ｓとかはそれをリンク貼っただけで、基本は上富良

野町のユーチューブのアカウントで公開しているも

のです。今佐藤議員おっしゃったとおり、どういう

ふうに使うかというのは、もちろん多くの人に再生

してもらって、上富良野という名前を知ってもら

う、町を知ってもらうということは大切ですので、

その辺の活用方法については、可能な限り、いろい

ろなところでリンク等貼って、人目に、再生しても

らうというのが一番動画に関しては重要なことです

ので、その辺の研究、検討はしていきたいと、欠か

せずしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） ただいま申し上げた動画の

再生回数、昨日の夜時点で２３７回ということで、

せっかくつくったのに本当もったいないなと、悔し

い思いしておりますので、ぜひとも、まず１,００

０回、再生回数を目指して、いろいろなところに貼

りつけていただいて、活用していただければと思い

ます。 

 また併せて、これは質問ではないのですけれど

も、初めて寄附をして翌年も寄附するという方が３

割、そして２年連続で同じ自治体に寄附して３年目

という方が６割というデータがあったりします。そ

のことを考えると、やはり初見でしっかりと目をふ

くような工夫であったり、もしくは自治体として寄

附金の使い方、ふるさと納税に対する向き合い方と

いうのが丁寧だなと思ってもらえるような情報開

示、情報提供が必要かなというふうに思いますの

で、こういった点も引き続き検討していただければ

と思います。 

 続きまして、４点目、寄附金の使い道とクラウド

ファンディング型の採用について、再度お伺いいた

します。 

 町長は過去、同僚議員の同じような質問に対し

て、令和４年度から今後の借金払いに向けて減債基

金に１億円を積ませてもらった、長期的な視点で寄

附の意向に沿って充当できるものを充当することで

貯金をする余裕を生んでいるという財政構造も１点

あると述べられております。今回の答弁でも、財政

経費に、政策経費に充当するとは言いつつも、結果

病院の建設費を生み出すために寄附金を活用したい

という思惑が垣間見えるなと私は感じておりますけ

れども、町長の寄附金の使い道における基本的な考

え方というのをもう一度確認の意味でお伺いいたし

ます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 寄附金、ふるさと納税の寄附金の使い道について

は、寄附者の意向に沿った使い道、それぞれあると

思います。もちろん町立病院等に充ててくれという

希望があれば町立病院のほうに使わせていただきま

すし、十勝岳と共生する、自衛隊との共生のまちづ

くり、いろいろ項目がありますので、それぞれ寄附

者の意向に沿った使い道にもちろん使うように努め

てこれからも行きます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 私、町長の考え方そのもの

を全く否定するつもりはなくて、むしろ正しい面も

あるのかなというふうに考えております。ただ、正

直、私と町長の寄附金の使い道のイメージが違うな

というのは今回はっきり分かったのです。町長は先

ほど予算編成の中でどの事業に充当していくかを

しっかりと考えながら、今と同じような御答弁をな
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さいました。要は予算編成の中で出てきた事業の中

で、どれが寄附金使えるかなということで振り分け

ていくようなイメージなのですが、私はそれこそ基

金からの支消であろうとも、クラウドファンディン

グ型であろうとも、大胆な政策の展開というものを

期待しております。具体的に言うと事業だったり、

新規事業だったり、新規プロジェクトといったもの

になろうかなと思います。恐らく職員の中にも優れ

た企画力であったり、また斬新なアイディアをお持

ちの職員の方というのは大勢おられると思います。

こういった寄附金を未来への投資として、持続可能

なまちづくりのために、私はもうちょっと大胆さを

もって取り組んでいただきたいというふうに考えて

おります。 

 そういった中で、映画化プロジェクトという大胆

さを遙かに超えたことに町長は挑戦されておられま

すので、なかなかその余裕はないかもしれません

が、映画化プロジェクト以外に、もう一つ、二つ、

新規プロジェクトというようなものを、寄附金を活

用したプロジェクトというものに取り組むような、

要は現状を打破するようなお考えはないかどうか、

再度お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 使い道は一般的な使い道、寄附金に対する使い方

は先ほど述べさせていただきましたが、今議員おっ

しゃるような将来的なプロジェクトにも使う、そう

いうことを特に否定しているわけではございませ

ん。将来的にそういうものがあれば、そちらのほう

へも活用していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 町長なりの未来執行だった

り、持続可能性なり、それは病院建設というものを

見据えたものということと、また別に町長としても

私が抱いている思いというものを共有しているとい

うことをただいま確認させていただきました。大変

期待しております。 

 最後まとめになりますけれども、ただいまの質疑

応答を経て、また、それこそ現状、富良野市が令和

４年度から８億円を超える寄附金が集まっている

と。恐らくメロンのシェアがかなり富良野が広がっ

てきているという現状があり、併せて我が町の人気

返礼品であったソーセージを取り扱っていた事業者

が廃業するなど、先ほどの町長との質疑応答後も総

合的に合わせると、今大変厳しい状況にあるなとい

うことを再度確認させていただきました。再認識し

ているところでございます。 

 そこで、昨年度ふるさとチョイスアワード、いわ

ゆるふるさと納税の制度利用コンテストのようなも

のが毎年開催されていますが、そこで入賞した茨城

県境町という町の記事を紹介させてください。 

 境町役場を中心とした皆さんの本気で地域を盛り

上げたいという熱意が町民にも伝わり、町全体が協

力しながら、みんなが暮らしやすいまちづくりをし

ていこうという意思が町の未来を明るく照らしてい

るように感じたとあります。これは記者の主観で欠

いているものでありますが、ぜひとも、この茨城県

境町の取組をホームページ等で御覧いただければ、

一目で分かります。 

 先ほど大変厳しい状況にあると申しましたが、厳

しい状況にある今だからこそ、町長の腕の見せどこ

ろであると思います。直接的な、例えば寄附額で

あったりとか、そういった数字を単純に追うのでは

なくて、先ほど御紹介した境町のように、ふるさと

納税制度を町の活性化と町民の暮らしやすさにつな

げて、そしてその成果を町民の誰もが実感できる、

そういったことを町長には肝に銘じてと言います

か、そういったことを目指して取り組んでいただき

たいと私は切に願っているところでありますが、町

長の今後のこのふるさと納税制度の活用についての

意気込みのほどをお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ふるさと納税の寄附額、実際に具体的に数字で出

ます。数字はもちろん追っておりますが、数字を追

うということは、いわゆる町民の方、取扱業者の

方、そういう方と行政のタイアップ、熱意の、熱量

という、そういう裏付けがあって数字に出てくるも

のと思っておりますので、その辺は十分今後、危機

的なと言いますか、ビールのこと、製品、ポークの

こと、ちょっと今議員のほうから声がありました

が、まだまだ魅力というものは掘り起こせばあると

信じておりますので、町の取扱業者の開拓も含めて

一生懸命共に頑張っていきたいですし、それで集

まった寄附金はやはり町民の皆様に、もちろんいろ

いろな分野ありますが、町民の皆様のために、行政

の施策のために使っていきたい、そういうふうに今

も考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、１番佐

藤大輔君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１２番小林啓太君の発言を許します。 

○１２番（小林啓太君） 私は、さきに通告してい

た１項目について、町長にお伺いいたします。 

 斉藤町長のここまでの自己評価と来年度の取組に
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ついて。 

 斉藤町長が上富良野町の町長に就任してから間も

なく３年がたとうとしています。そこで町長に対

し、これまでの３年間の行政運営に関する自身の評

価と、４年目を迎えるに当たり取り組んでいくこと

に関して、３年前に町長自身が掲げていた「未来を

創る７つの政策」に沿ってお伺いします。 

 なお、今回参考にした資料は、さいとう繁後援会

発行の政策リーフレット、選挙公報、また町長選挙

前に行われた公開討論会であります。そして最後に

統括的な質問も加え、以下８点について町長にお伺

いいたします。 

 １、福祉と医療の連携について。 

 町長はこの政策に関して、ボランティア機能の充

実とともに、医療と福祉が連携した町立病院の建て

替え、また地域交通の確保、独居老人対策などの高

齢者支援サービスの充実を訴えておられました。具

体的な事業や取組とともに、この政策について現在

までの３年間の自己評価をお伺いいたします。。 

 また、それを踏まえ来年度はどのようなことに取

り組む考えかお伺いいたします。 

 ２、子育て支援の充実について。 

 町長は全ての人が自分らしく働き続けられること

が大切であるという考えの下、育児に関わる子育て

支援体制の整備の推進を掲げておりました。 

 具体策としては、「中学生までの医療費の無償

化」｢子どもセンター機能の集約」を掲げられてい

ます。 

 そこで、「子育て支援体制の整備」とは具体的に

どのような事業や取組をもって推進してきたのかを

踏まえ、現在までの３年間の自己評価をお伺いいた

します。 

 また、それを踏まえ来年度はどのようなことに取

り組むかも併せて追うかがいいたします。 

 ３、産業の活性化について。 

 町長は農業を中心とした産業の発展を課題と考

え、農業・商工業・観光業が連携して上富良野らし

い産業の活性化のための企業支援や後継者育成の支

援の推進を掲げておりました。具体策として「地域

に根ざした農業支援」「道の駅整備と地場産品の販

売促進」に言及しておられます。 

 そこで、「道の駅整備」構想の進捗と、「地域に

根ざした農業支援」と「地場産品の販売促進」の具

体的な事業や取組を踏まえ、この政策について現在

までの３年間の自己評価をお伺いいたします。 

 また、それを踏まえ来年度はどのようなことに取

り組む考えなのかお伺いいたします。 

 ４、一生モノの教育振興について。 

 町長はこの政策に関して、「上富良野高校の維持

存続」と「指導者などのマンパワーの充実」という

具体策を掲げるとともに、国際交流の推進も掲げて

おられました。 

 「指導者などのマンパワーの充実」に係る具体的

な事業や取組を踏まえ、この政策について現在まで

の３年間の自己評価をお伺いいたします。 

 また、それを踏まえ来年度はどのようなことに取

り組む考えなのかもお伺いいたします。 

 ５、観光と地元暮らしについて。 

 町長はこの政策に関して、自然資源を活かした滞

在型観光や移住定住につながる取組、具体的には

｢ジオパークなど多様な観光の構築」と「観光資源

の保存とＰＲ」を掲げておられました。 

 この政策に関して、思い描いていたどおりに自然

資源を活かした取組が「観光」「移住」「定住の」

の促進につながっているのかを踏まえ、現在までの

３年間の自己評価をお伺いいたします。 

 また、それを踏まえ来年度はどのようなことに取

り組む考えも併せてお伺いいたします。 

 ６、駐屯地の維持・拡大について。 

 町長はこの政策に関し、自衛隊との共存共栄を図

り、駐屯地の維持拡充、退職者の雇用の場の確保、

十勝岳噴火を念頭に置いた災害時の緊密な連携を図

り災害に強いまちづくりの推進を掲げておられまし

た。 

 この政策に関して、現在までの３年間の取組を町

長はどのように自己評価しているか。 

 また、それを踏まえ来年度はどのようなことに取

り組むかをお伺いいたします。 

 ７、雇用の確保と充実について。 

 町長はこの政策に関して、定住を促進する上でも

企業誘致と起業家支援の充実に取り組むこととし、

具体策としては「誘致企業への支援制度」「資格取

得制度などへのサポート」を掲げておられます。 

 この政策に関して、実際にどのようにして誘致し

た企業を支援してきたのか、またどのように起業家

や資格取得を支援してきたのかを踏まえ、現在まで

の３年間の自己評価をお伺いいたします。 

 また、それを踏まえ来年度はどのようなことに取

り組む考えかをお伺いいたします。 

 ８、３年間の自身の達成度とこれからについて。 

 この３年間は新型コロナウイルスの対応など、歴

史的にもイレギュラーな対応も多く、もしかしたら

町長がその職を志し、計画していたことが十分に取

り組めなかったこともあるのではないかとお察しし

ます。一方、パンデミックによってあぶり出された

新たな課題や、逆に急速に進めることができた事業

もあったのではないかなと考えております。また昨

今では急速な物価の上昇、自然災害の激甚化、国際
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平和に対する不安など、住民生活を取り巻く社会の

変化も大きくなってきていると感じております。こ

れらの事情も加味した中で、町長を志し７つの政策

を掲げた際の期待値に対する達成度は、現在何％

か。また就任時の様々な変化を受けて、取り組んで

いくべきと強く考える政策はどのようなことがある

かをお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の斉藤町政

のここまでの自己評価と来年度の取組についての８

点の御質問にお答えいたします。 

 まず１点目の福祉と医療の連携についての御質問

にお答えいたします。 

 高齢者支援サービスの充実でありますが、高齢者

が住み慣れた自宅で社会とのつながりを保ちながら

自立した生活ができるよう、要介護・要支援認定に

つながる生活習慣病の予防のため、特定健診審査、

後期高齢者健康診査及び保健指導の保険事業を展開

し重症化予防を継続するとともに、新たに心身機能

の低下防止に関連したサルコペニア重症化予防に取

り組んでおります。 

 また、高齢者のニーズに応じた相談・支援を行え

るよう、高齢者実態調査による情報収集や高齢者宅

への訪問活動により、より適切な在宅福祉サービス

や介護保険サービスの利用などにつなげるととも

に、介護予防や在宅介護、施設や住宅などの高齢者

福祉に関する相談を総合的に受け付け、地域包括ケ

アを有効に機能させるための包括的な支援事業とし

て、新たに総合相談支援業務、介護予防支援業務、

権利擁護業務、包括的継続的ケアマネジメント支援

業務を実施しております。 

 以上の取組により当町の要支援・要介護認定者数

はおおむね増加傾向にはありますが、要介護認定率

は横ばいで推移し、全国や北海道の認定値を下回っ

ている状況であり、介護費用も横ばいで推移してお

ります。 

 来年度以降も高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画の「住み慣れた地域で支え合い、自分らしく安

心して暮らし続けられる地域社会の実現」を基本理

念として掲げ、「在宅医療・介護連携の推進」「高

齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」「生活支

援・介護予防サービスの基盤整備の推進」「地域ケ

ア会議の推進」「高齢者の移住安定に係る施策との

連携」の五つの基本方針に沿って、各種施策の事務

事業を着実に取り組んでまいります。 

 町立病院につきましては、改築工事が令和５年８

月に着工し、令和７年６月の開院を目指して整備を

進めております。 

 次に２点目の子育て支援の充実についてでありま

すが、中学生までの子ども医療費無償化につきまし

ては、令和４年度から所得制限を廃止して全ての世

帯に拡大し、子育て世帯の保護者への負担軽減を図

るため実施しております。 

 子どもセンター機能の集約についてであります

が、令和２年７月に町立病院の改築整備が決定さ

れ、新しい町立病院を子どもセンター解体後の跡地

に建設することにより、子どもセンターを移転する

ことは決定されておりましたが、旧子どもセンター

は子育て支援拠点施設事業と発達支援事業を行って

いることから、今後の子育てに係る一体的な支援を

行うための施設整備の課題及び東児童館の老朽化に

伴う課題、また、移転する既存公共施設の療育ス

ペースの課題、新たな場所などを考慮した結果、東

児童館敷地内へ児童館と合築し、それらには子育て

支援班を配置することによる機能の一元化を図る決

断をした次第であります。 

 こどもセンターは、少子高齢化、家族形態の変

化、就労の多様化、地域コミュニティの希薄化など

子どもや子育てを取り巻く環境が大きく変化する

中、多様な子育てニーズに対応するため、子どもに

係る機能を持ち合わせた一体的な施設として設置い

たします。 

 子育て支援体制の整備につきましては、子ども・

子育て支援事業計画に基づき、全ての児童とその家

族に対して、妊娠・出産、乳幼児、小学校低学年の

「子育てのステージ」として、新たな特定不妊治療

(先進医療）費用等の助成、乳児がいる家庭への全

戸訪問事業を実施し妊娠・出産・育児期の療育に関

しての積極的な支援や、町内の教育・保育施設にお

ける延長保育や一時預かり事業を行い、小学校高学

年、中学校、高校の「子育てステージ」の二つのス

テージに切れ目のない子育て支援サービスに関する

情報提供を行うとともに、育児の悩みや児童虐待へ

の対応も含め様々な相談に対応し適切な支援につな

げるよう、町内の教育・保育施設４園をはじめ、教

育委員会等と連携を図り、保健福祉総合センター内

に設置している「子ども・子育て包括支援セン

ター」「子ども家庭総合支援拠点」「児童相談支援

センター」の機能を活用し、安心して子育てができ

る環境づくりを進めております。 

 次に、３点目の産業の活性化についての御質問で

すが、当町の基幹産業である農業を中心に商工業・

観光業の産業間が連携し、その担い手を応援してい

くことが、当町の産業全体の成長、発展につながっ

ていくものと考えております。 

 その施策として、「地域に根ざした農業支援」と

「道の駅整備と地場産品の販売促進」の３年間の取

組につきましては、基幹産業の農業を中心とした地
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域経済の発展を促進するため、地域に根ざした農業

の支援策として、当町の特色を活かした豊富で良質

な地元農畜産物を活用したイベントの開催や観光等

のＰＲ活動等商工・観光の産業間が連携した事業を

進めてまいりました。 

 また、国の農業次世代人材投資事業、町独自の新

たな担い手育成等事業、担い手サポート奨励金事業

を実施し、新規就農の起業支援と後継者の育成支援

を進めてきたところであります。併せて、地域産業

全体の活性化を図るため、新たに地域おこし協力隊

員を観光・農業部門に配置し、産業振興の施策を展

開してまいりました。 

 道の駅整備につきましては、今ようやくコロナ禍

が落ち着いてきたという状況であり、物価高騰の現

在の状況など町民の皆様の生活を第一に考えていく

とともに、現在進捗している旭川十勝道路の中富良

野から上富良野間が、今年度、計画段階評価になっ

たことなど、様々な考慮すべき事項を整理しなが

ら、任期までに方向性を示していきたいと考えてい

るところでありますが、高規格道路のルート、立地

場所、運営主体、施設の機能、財源など、ある程度

見通しをつけなければならない不確定要素も多く、

今の段階ではお答えするのは難しいと考えておりま

す。 

 地場産品の販売促進につきましては、当町の恵ま

れた自然環境と生産に携わる皆様のたゆまぬ努力か

らつくられた新鮮で高品質の農畜産物やその加工品

などを地産地消に取り組む生産者、協力団体と連携

を図りながら、収穫祭や直売イベントの開催、学校

給食への活用、食育、健康づくり活動、農村体験活

動など町民や消費者との交流を図りながら、農業へ

の理解深化と併せて地場産品の消費拡大と販売促進

につながる取組へ支援を進めてきたところでありま

す。 

 また、地元農畜産物を活用した新たな特産品開発

の取組につきましては、６次産業化の取組事業者や

予定者に対して、継続した事業の支援を進めてきた

ところであります。 

 特産農産物については、農家戸数の減少や農業従

事者の高齢化による労働力不足への対応として、新

たに将来就農を目指す地域おこし協力隊員を採用

し、農業生産の維持、拡大につなげているところで

あります。 

 また、泥流地帯から復興を遂げた草分地区の水田

から生産さえたお米を使用した地酒造りの支援を行

い、農産物加工品の特産品化とふるさと納税の返礼

品へ活用することを進めているところであります。 

 次に、４点目の一生モノの教育振興についてであ

りますが、この町に住まわれる子どもたちの教育機

会の充実と様々な体験活動の場づくりを通じて学ぶ

経験は将来に向けてかけがえのない財産となり、こ

の地元で学ぶことを積極的に応援するよう教育委員

会とも連携して、その施策を推進しているところで

あります。 

 その中、地元唯一の上富良野高等学校の存続に向

けましては、地元で学ぶことが継続できますよう各

種助成制度の提供と魅力ある学校づくりに向け、上

富良野高等教育振興会への支援を継続してきており

ます。 

 また、「指導者などのマンパワーの充実」としま

しては、学校教育においては、各学校への特別支援

教育に係る指導助手の配置、上富良野中学校へのス

クールカウンセラーの配置、外国語教育の推進とし

て外国語指導助手の配置を継続するほか、令和５年

度より、上富良野小学校の少人数学級編制に対応す

る町費負担教員の配置、教育支援センター設置に当

たり、臨床心理士・審理カウンセラー・教諭免許等

の資格者４名の配置を進めたところであります。 

 また、社会教育においては、放課後事業に係るア

ドバイザー・児童支援員の配置、スポーツ少年団や

スポーツ協会、文化連盟等の育成支援としての補助

金交付、青少年国内外交流派遣事業の実施、スポー

ツ推進委員による町民ふれあいスポーツ大会の開

催、Ｂ＆Ｇ海洋センター運営に係る指導者会による

教室開催支援、指導者養成支援として人材育成派遣

等事業補助金制度など、多岐にわたる分野への指導

者等の配置を進めてきたところであり、特に次代を

担う子どもたちの育成に向けまして支援充実に努め

てきたところであります。 

 引き続き、資格保有者の配置継続に向けた支援、

次代の指導者になりうる子どもたちの育成、スポー

ツ・文化等の関係諸団体の活動に支援してまいりた

いと存じます。 

 次に、５点目の観光と地元暮らしについてのこれ

までの取組と来年度への取組についての御質問です

が、令和４年１月２８日に十勝岳ジオパークが日本

ジオパークに認定され、ジオパークガイドの養成や

拠点施設の整備、ジオサイトの研究、保存、啓発事

業などに取り組んでまいりました。また、観光地、

景勝地の保全活動やプロモーションなどを行い、関

係人口への取り込みなどを行ってまいりましたが、

新型コロナウイルス感染症によって観光客の減少に

より観光業、飲食業などは大きな痛手を負ったとこ

ろであります。 

 イベントの開催につきましては、従来の花と炎の

色彩まつりの後継イベントとして、日の出公園をラ

イトアップする「ラベンダーフェスタかみふらの」

事業などのイベントの充実を図り、オンライン配信
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を行うなど新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ

ながら開催を進めてまいりました。 

 新たに地域活性化起業人や地域おこし協力隊を採

用し、地域の魅力・資源を最大限に活用した観光

ツーリズムの推進を図り、ツアー企画など地域の誘

客促進につなげるほか、ロケツーリズム観光をさら

に発展させるべく、町内での様々なロケ誘致とロケ

支援により地域振興を図るとともに、移住相談会へ

の参加や町の移住定住ポータルサイト、ＳＮＳの内

容を充実し、町外からの定住移住を積極的に促進し

ているところであります。 

 来年以降につきましては、引き続きジオパークを

通じた関係人口を読み込む方策や観光業や飲食業な

どへの支援を行っていき、自然の恵みを活かした滞

在型観光や移住定住につながる取組を推進してまい

りたいと考えております。 

 次に、６点目の駐屯地の維持・拡大の御質問です

が、私が町長就任する以前より新型コロナウイルス

感染症対策により、要望活動や部隊との諸行事等、

様々な活動が制限された中でのスタートでありまし

た。 

 まず、駐屯地の維持、拡張のための要望活動につ

きましては、書面での要望や人数を縮小しながら鋭

意取り組んできたところでありますが、残念ではあ

りますが３０防衛大綱におきましては、戦車及び火

砲の削減計画によりまして、上富良野駐屯地におい

ては、第４特科群が廃止されるなど駐屯地定数が削

減される計画となりました。 

 本年度につきましては、昨年１２月に閣議決定さ

れました「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」及

び「防衛力整備計画」において、北海道が我が国の

防衛政策にとって重要な位置付けであるということ

が改めて示されるとともに、「部隊の改編や駐屯地

等の位置・運営にあたっては地元の理解と地域の特

性に配慮する」ことが明記されており、演習場、弾

薬庫また駐屯地を有する当町にとっては、大きな意

味を持つものであり、上富良野駐屯地の体制強化と

して新しい部隊及び装備品について受入の適地とし

て維持拡充に向けて要望活動を引き続き行っている

ところであります。 

 また、駐屯地との連携についてでありますが、就

任時においては、諸行事等様々な活動について、制

限、縮小されていた経過がありましたが、雪まつり

の雪像制作、駐屯地開庁記念式典、幹部異動に伴う

歓送迎会、神社祭の神輿渡御への隊員の参加、ラベ

ンダーハイツへの慰問など、以前に開催していた行

事等が執り行われており、また、新たな取り組みと

して、隊員の生活環境の改善として女性隊員との意

見交換や、町がバックアップし、企業が「自衛隊サ

ポートプロジェクト」として、隊員を対象に観光施

設研修やスノーシューによる自然体験ツアーを試験

的に行い、地域の魅力を発信しているところであり

ます。 

 また、毎年２月に実施している十勝岳噴火総合防

災訓練においても、防災協議会の構成メンバーとし

て要支援者の移送訓練や未避難者の救助訓練に参加

するなど緊密な連携を図っているところでありま

す。 

 言うまでもありませんが、上富良野駐屯地の隊員

及び退職自衛官の多くが、地域コミュニティ活動、

社会福祉活動に大きく貢献されており、少子高齢

化、人口減少が進む中、当町の存続と活性化のカギ

を握っていると言っても過言ではなく、十勝岳噴火

等の自然災害の対応につきましても、地域には欠か

せない存在であります。 

 今後の取組につきましては、引き続きこれまでの

駐屯地の維持・堅持の要望活動に合わせ、駐屯地体

制の強化として、隊員の充足率の拡充、隊員及び隊

員家族の生活環境の改善、向上、退職自衛官の雇用

促進に努めるとともに、訓練環境の御支援等につい

て取り組む所存でありますので御理解をお願いいた

します。 

 防災に関しましては、防災行政無線の更新、ハ

ザードマップの作成など、地域の防災減災に努めて

おります。 

 次に、７点目の雇用の確保と充実についてのこれ

までの取組と来年度への取組についての御質問であ

りますが、これまでも誘致起業の支援や資格取得な

どのサポート、また、新規開業や特産品開発などに

支援を行ってきたところであります。 

 新たな事業としましては、奨学金返還支援補助、

林業担い手育成支援事業を行い、町の雇用確保に努

めております。 

 来年度以降も引き続きこれらの支援を行ってまい

りたいと考えております。 

 次に、８点目の３年間の自身の達成度とこれから

についてでありますが、議員の御質問にもあるとお

り、就任以来、新型コロナウイルス感染症への対策

に３年近くを費やすこととなりました。 

 新型コロナウイルス感染症関連についてでありま

すが、生活支援・地域経済支援対策に関しまして

は、国民健康保険税、介護保険料及び固定資産税の

減免や認定こども園登園自粛等に応じた保育料の減

免措置を行ってまいりました。 

 緊急経済対策としましては、町独自のつなぎ融資

や経営継続奨励助成事業、町内中小企業の新たな取

組を支援する中小企業再構築支援事業、誘客支援事

業・宿泊キャンペーン、プレミアム付き商品券、か
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みふらのグルメクーポン事業、宿泊誘客促進事業、

各学校や児童・社会福祉施設、商工業店舗等への換

気設備や冷風設備などの感染症対策の必要な整備や

備品の購入に対する支援事業を行ってまいりまし

た。 

 その他、新生児特別定額給付事業、子育て世帯へ

の臨時特別給付、医療機関などの協力・連携の下、

コロナワクチン接種を行ってきたところでありま

す。 

 国際価格の影響を大きく受けるエネルギー・食料

品価格等の物価高騰を受け、家計・経済活動の影響

を少しでも軽減を図るため、世帯全員が住民税非課

税の高齢者・障がい者・ひとり親の世帯を対象に臨

時福祉生活支援事業として商品券を交付し、低所得

者世帯への給付金、農業者へ肥料価格高騰対策とし

て肥料購入費の助成事業を行っております。 

 このように、掲げた７つの政策＋コロナ対策と物

価高騰対策が３年間の取組と考えております。期待

値に対する達成度を数値で表すことは、私自身も考

えたことはございませんでしたが、この３年間の施

策への評価は、私の自己評価よりも町民の皆様が

個々に持っているものが評価として正しいものと考

えております。 

 ７つの政策につきましては、まだ実現していない

もの、長期的に取り組まなければならないものなど

様々ではありますが、今後においては、老朽化した

インフラの長寿命化、更新、少子高齢化、過疎化、

人手不足など課題は多く、これらの解決とともに、

初心である７つの政策の実現、推進はもとより、当

町が将来においても持続発展することを念頭に町政

推進に当たる所存であります。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） まず、全体にかかる部分

で再質問いたします。 

 今回の質問で、私は町長に対して、ここまでの自

己評価と来年度の取組について質問しております

が、７つの政策それぞれの自己評価については、た

だいまの御答弁ではお答えいただけていないものと

認識しております。 

 今回私が一番聞きたいことは、ここまでの行政運

営を振り返って、町長自身がどの程度理想に近づけ

たのか、また理想を達成する過程でどのような困難

な課題があり進捗できていないかなど、自身の掲げ

たマニフェストに対する検証の部分であります。そ

れをもって斉藤町長が現状をどのように認識してい

るのか、また理想とどの程度乖離しているのかを知

り、議会、町民、ひいては職員が町長と目線を合わ

せることが可能になるのではないかなと考えており

ます。 

 その意味でも、町長自身の自己評価を公にしてい

ただくことがとても重要と考えているのですが、再

度７つの政策に対する自身の評価をお伺いいたしま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 自己評価をするのはなかなか難しいかなと思って

おります。自己評価も計算方法があれば事前に聞い

ておけばよかったかもしれませんが。それより何よ

り、今私が述べたことが３年間の全てですので、そ

れについて町民の方がどう感じているのかというの

も非常に大切なこと、私の自己評価より非常に重要

なことなのかなと思っております。 

 私はこの３年間で掲げた７つの政策の何％できた

か、そういうことは全く意識しておりませんし、考

えてもおりませんでしたが、このコロナ禍でできる

こと、７つの政策に基づいて、できることはできる

限り、全部とは言いません、ある程度はできたのか

なというふうに、できない部分も多くあります、そ

ういうふうに感じておりますし、その評価は町民の

皆さんが思っている、それが非常に大事なことだと

考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） 自己評価の必要性に関し

て、まず私と町長で考え方のずれがあるのかなとは

感じております。今回、あえてマニフェストを取り

上げてこういう御質問をさせていただいている背景

には、やはり町長が掲げた７つの政策に対して、心

を置いた町民に対して、その思いが、今町長が実際

にどの程度実現できているのか、これに関しては、

当然町民の方が全ての行政事務を把握できているわ

けではないので、なかなか全てを町民自身が評価す

るのは難しいことなのかなということも鑑み、町長

自身がどうお考えなのかなというふうに考えて質問

させていただいておりますが、今町長のお答えにも

あったことから確認させていただきたいのが、この

７つの政策に関して、自身で進捗管理や検証は行っ

ているが、この場で公にすることが適切でないと考

えているのか、もしくはマニフェストについて特段

定性的にも提要的にも自己評価自体を検証しておこ

なっていないのかをお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 一般町民の皆様が私の施策の細々まで、自分に該

当するものがある、ないも含めて把握することは難
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しいというのは、確かに小林議員のおっしゃるとお

りなのですが、そんな中でも町民の皆様が、自分の

関係あるところでも構いません、この政策がよかっ

たな、その結果、満足していただければ、今の政策

が満足していただければ、それが一番大切なことだ

と、そういうものの積み重ねだと思っておりますの

で、私の自己評価よりそちらのほうが重要だと常々

考えております。 

 進捗管理をしているのかどうかという御質問です

が、特に７つの政策、約束の中には具体的な個々の

事業は踏み込んでおりません。あらかじめそういう

ものを具体的にしていくことも大切なことかもしれ

ませんが、コロナの状況ということもありました。

そのときどきにやらなければならない問題、課題と

いうのは、もう常に変わるものです。ですので、あ

らかじめ大きな方向を７つのお約束で示したわけで

す。ですから具体的な政策をこれこれやりましたと

私述べさせていただきましたが、それは７つの政策

をつくった段階で、それを予測していたわけではあ

りませんので、それらについて予測は全くしており

ません。結果的にやったものがあります。そういう

関係でありますので、それも進捗管理を建設工事の

ようにしているわけでもございません。ただ、でき

ることはやってきたと。あとは一番大切な、繰り返

しになりますが、町民の皆様がどう感じているの

か、それが一番大切なことだと思っておりますし、

町民の皆様の暮らしが、上富良野に住んでいて不便

なことがあれば、至らぬところがあれば、それの改

善に向けて今後も進んでいきますし、もちろん全

て、行政ができること限られておりますが、なるべ

くそういう問題を今後は解決していくような政策、

将来に向かってはそういう方向で進んでいくのが正

しい方向なのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいまの御答弁をもっ

て、町長がマニフェストに関してどういうふうなお

考えを持っているのかというのが垣間見れたと感じ

ております。引き続き、このマニフェストに関し

て、我々が町民とさらに目線を合わせていく上で質

問したいと思います。町長のさっきの御答弁では、

継続や引き続きという言葉が多く使われていたかな

と感じました。行政の事業の多くが継続的に行われ

ることがとても需要であることは当然理解しており

ます。そして財政上昇を鑑みながら、十分に事業を

継続していくことが必ずしも簡単ではないことも理

解しております。町長が変わったからといって、い

きなり多くの事業が廃止されたり、また事業が次々

と立ち上がったりするというようなことも、およそ

現実的ではないのかなと考えます。 

 そこで、そもそも町長は未来をつくる７つの政策

で達成しようとしていることについては、おおむね

継続事業を滞りなく執行することで大部分は達成で

きるとお考えであると解釈して相違ないかお伺いい

たします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 継続事業というのは、今私がやっている継続事業

と考えてよろしいですね。この継続事業をずっと続

けていけば解決するかどうかというのは、そういう

ことは多分、未来ないと思います。いろいろ状況が

変わってくると思います。皆さんも１年前は、１年

前と言いますか、物価がこんなに高騰するというの

はあまり思っていなかったかもしれません。そうい

うふうに世の中はいろいろ変わっていきますので、

そういう変化に合わせて柔軟に政策を変えていくと

いうのも非常に重要なことだと思っておりますの

で、この政策、今やっている政策が何が何でもこれ

だけやっていれば町民の皆様が幸せになっていくの

だということは、それは考えておりません。やはり

未来の起こりうる事象に合わせて、柔軟に対応して

くことが非常に重要なことなのかなと。もちろん財

政的な予算の中でできること、できないことありま

すが、なるべく変化に対応していくというのが、ス

ピードも含めて、それが大切なことだと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） 継続していくことが非常

に大事だと私も感じていますし、今町長がおっ

しゃったように、当然変化に対応していくことも大

切なことかなとも感じております。 

 そこで、町長は３年前に新しくなったことで、町

長が掲げられていた７つの政策に関わる事業に、さ

らなる改良が加えられたり、新たな事業が立ち上が

ることを議会や町民も期待していたことは御想像に

難しくないと思います。 

 この間、各関係課や関係諸団体にヒヤリングを

行っていく中で、この３年間に町長の起案による事

業や特別な思いをもって取り組んでいる事業は何か

ということを聞いて回ったのですが、私の満足のい

く回答は、そこではあまり得られませんでした。 

 また、先の御答弁でも、この３年間に取り組んで

きた事業に関しては理解するところではあります

が、そこに７つの政策を掲げる町長の思いがどのよ

うに反映されたのかや、町長自身のオリジナリ

ティーが発揮された事例は、これまた今のところ感
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じられてはおりません。 

 そこでお伺いしますが、ずばり町長自身はこの３

年間において、言葉は適切ではないかもしれません

が、自身の手柄とも言えるような、ほかの誰でもな

く、斉藤町長が町長になったからこそなしえた事業

の実績はどのようなものがあると評価しているかお

伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 私がやったこと、この３年間の政策については、

先ほど述べさせていただきましたが、なかなか思い

が伝わらないというか、情熱と言いますか、なかな

か伝わるもの、伝わらないものあるのは、人として

ですからあるのかもしれませんけれども、どの政策

もしっかりと思いを込めてやっておりますし、どれ

がオリジナリティーがあるのかと聞かれても、なか

なかぱっと答えづらいのですが、一番分かりやすい

言葉で言えば、これだけではないのですが、子ども

の中学生までの医療費無償化というのは、７つの政

策に入れてもらいましたので、これは一つのオリジ

ナリティーなのかなというふうに思っております

し、あとは子どもセンターにつきましては、町立病

院が移動することは、旧子どもセンターのところに

建つということは決まっておって、どこかに移動し

なければならないというところまでは決まっており

ましたが、その後、今の東児童館のところに、東児

童館と合わせて建設すると決めたのも私が町長に

なってからですので、その二つは少なくともオリジ

ナルと言えるのかもしれません。 

 それ以外にもいろいろ日々決断していく政策とい

うのは大小含めてたくさんあります。それらについ

ては、決してオリジナルの部分以外を軽んじている

わけでもございません。町民の方のことを念頭に、

どの政策がいいのか、どういう決断を今すべきなの

か、スピード感も含めて常々しておりますので、な

かなかその政策について町民の方が私の決定する

姿、言葉とか、そういうものに接する機会はなかな

かないのですが、政策一つ一つ、小さいことも含め

て、一つ一つ丁寧に決断し、説明しているつもりで

あります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） すみません、ちょっと分

かりづらい聞き方をしてしまいましたが、今の町長

の御答弁で聞きたいことは聞けたかなと思っており

ます。 

 では、先ほどの８点目の総括的な質問に対して、

この３年間で取り組んできたことは７つの政策とコ

ロナ対策と御答弁いただきましたが、先に質問した

ようにコロナ対策でも守りの対策と責めの対策が

あったかなと感じております。責めの対策とはテレ

ワークの普及やワーケーションの普及による観光需

要の増加などが思い浮かぶところでは考えられます

が、それらの対応も含めて、自身のコロナ対策、対

応をどのように評価しているかお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 上富良野町のコロナ対策がどうだったのかという

検証ですが、なかなかいろいろな事業も含めて、ワ

クチン接種から始まって、皆様の健康の部分から経

済の部分まで、いろいろな対策を取りました。そし

て健康、経済、そして皆さんの生活、低所得者の方

の給付も含めて、子育ての方の給付も含めて、様々

な政策を行いまして、これが正解だったのかどうか

というのはなかなか丸バツはつけられないかもしれ

ませんが、いろいろなものの経済対策、今おっ

しゃった責めのと言いますか、新たな展開、コロナ

の状況において、新たな事業展開をする方を応援し

たり、いろいろなことをして、３年間あまり、よ

かったのかどうだったのか、もっといい方法があっ

たのか、その辺のことの検証はもちろんまだ、まだ

と言いますか、しようがないのかもしれませんが、

３年間無事に、３年あまり、今年の５月８日に５類

になって、行動制限が解かれて、日本全国そうです

が解かれて、日常が戻ってきました。その段階で、

残念ながら大きな宴会場が上富良野においては

ちょっと営業が廃業してしまって、ちょっと影響が

出たのかもしれませんが、おおむね皆さんのこの３

年間、町民が乗り越えられたのかなと。そういう意

味ではよかったなというふうに、町長として思って

いる次第です。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） 第一答弁の最後に、長期

的に取り組まなければならない課題などにも触れら

れておりましたが、１期目終了後も引き続き行政運

営を担い、町政推進に当たる考えは現在既にお持ち

合わせなのかをお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 長期的に取り組まなければならない課題というの

は、具体的に皆さん御存知かと思いますが、自衛隊

に対する要望なんかは、町長、首長が変わっても

ずっと続けて、町としてやり続けなければならな

い、そういう、自衛隊以外にも少子高齢化が進んで
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いきますので、過疎化は進んでいきますので、そう

いう問題に対しては首長が誰になろうとも、これは

続けていかなければならない問題でありますし、長

く続けていかないと、その先の結果もなかなか分か

らない、そういう政策もあります。現時点でまだ私

が次をどうするかということは全然毛頭考えており

ません。まだ１年先の話ですし、とにかく令和６年

の予算審議がこれから始まりますので、町民の方の

生活がかかっておりますので、すばらしい令和６年

度予算をつくることがまず私に課せられた仕事、任

務だと思っておりますので、その先については全然

まだまだ考えていないというのが現状です。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいまの御答弁で町長

のお考えを確認させていただきました。ぜひ令和６

年度の予算の編成のみならず、執行まで、最後まで

行うという覚悟が決まったタイミングでは、ぜひお

伝えいただければと思います。 

 それでは最後になりますが、今回私は斉藤町長に

自己評価を伺うことで、何か揚げ足をとってやろう

と考えていたわけではなく、先に述べたように町長

が現在どのように、現状をどのように捉えているか

を純粋に知ることで、多くの人間が町長と目線を合

わせることが可能になるかなと考えて質問に立ちま

した。 

 それは日々の行政報告や年始の行政執行方針など

ではなかなか伺い知ることができない町長の政策に

対する人間くさい思いの部分に触れることができた

らと思っておりました。 

 今回多くの関係者に話を聞きましたが、７つの政

策のそれぞれの分野において、町長がどのような理

想やビジョンを描いているのかが分からないといっ

た声も少なからず耳にしました。 

 現に私も町長の政策リーフレットを改めて読み直

していく中で、これらの思いはこの３年間のどの事

業に反映しているのだろうと確認したい気持ちが高

まりました。 

 今回８点目の質問の答弁で、インフラの長寿命化

や更新、また少子高齢化や過疎化や人手不足などの

課題解決などが今後取り組んでいくべきこととして

も挙げられておりましたが、これらについてもぜひ

周りとビジョンを共有し、検証可能な目標を立てて

推進されることを期待しますが、そのことを踏ま

え、これからの取組について町長の所感をお伺いい

たします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 なかなか自己評価は、別に揚げ足を取られるから

私も回答を避けたわけではございません。本当に、

何％とか、進捗状況というのは意識して町政を進め

ていたわけではございません。選挙のときに私がつ

くった７つの政策は常に念頭に置いておりました。

７つの政策のどこに当たるのかな。その辺が大きな

目標としては、皆さんの声で町政をつくりますとい

うことはスローガンには書かせていただきました

が、その先に何があるのかというのは、なかなか言

葉では表せなかったかもしれませんが、この３年

間、町政を任されてきまして、その思いが８問目の

ちょっと最後のほうに書きました、今小林議員が

おっしゃったインフラの整備とか少子高齢化の問題

というのは、私がしなくても町長に、首長になった

者、必ずこの問題に突き当たると思っておりまし

て、これらの問題を解決しないと、なかなか持続可

能な町として将来を描いていく中には、このインフ

ラの問題、少子高齢化、過疎化の問題は避けて通れ

ない問題として、これを解決することが首長が変

わっても非常に重要なことだと思って、この８点目

の問いの中で書かせていただきました。 

 このほかに、細々なのです、移住対策、具体的に

どういうものをしたらいいのだろう、経済対策どう

いうものにしたらいいのだろう、イベントはどうい

う形にしたらいいのだろうと、いろいろそういう

細々した戦術みたいな政策もあるかもしれません

が、大きくはこの８項目目に述べさせてもらった大

きな問題が横たわっているものだと私は認識してお

ります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、１２番

小林啓太君の一般質問を終了いたします。 

 次に、６番林敬永君の発言を許します。 

○６番（林 敬永君） 私、４項目について御質問

させていただきたいと思います。 

 まず一つ目、特別養護老人ホームラベンダーハイ

ツの運営について。 

 昭和５９年４月１日に開設された特別養護老人

ホーム(ラベンダーハイツ)は、今年で開設３９年を

迎えます。鉄筋コンクリートの法定耐用年数は財務

省例で４７年と定められていますが、これは建物の

「寿命」を示しているわけではありませんので、建

物自体が使用できなくなるわけではございません。

設備など毎年の修繕費の支出状況から、これから想

定できない修繕箇所が発生すると考えます。 

 斉藤町長は、これまでの間、議会でのラベンダー

ハイツに関しての将来像に対しての質疑において、

自身の任期の間は前町長の方針を受け継いで公営公

設でしっかりとサービスを提供していきたい。ま
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た、今年度の予算特別委員会においては、施設の老

朽化もあるが将来どうあるべきかということを模索

して現状を十分見極めながら、今後のラベンダーハ

イツの将来像、ビジョンを考えていきたいと答弁さ

れています。そうしたことを踏まえて、現在の町長

のお考えをお聞かせください。 

 一つ目、今年度の予算を、修繕費を昨年の２倍に

して突発的な故障に対応できるような予算組みにし

たと予算特別委員会で説明されていますが、現在ま

での修繕費の執行状況において、今後も修繕が予想

される個所があるのかお聞かせください。 

 二つ目、ラベンダーハイツ事業特別会計につい

て、介護報酬の改定から介護給付収入の減少や入所

者の減少から一般会計からの繰入総額も年々増加

し、厳しい施設運営を強いられている現状につい

て、町長は今後どのような施設運営を進めていかれ

るかお考えをお聞かせください。 

 三つ目、令和４年第２回定例会(６月開催)での一

般質問において、ハイツの建て替えについては、天

変地異の災害等がない限りは計画もしない、現状の

ままと発言されていました。そのお考えは、現在も

変わっていないのかお聞かせください。 

 ２項目目に移ります。 

 防災行政無線の運用について御質問させていただ

きます。 

 昭和５０年代後半に整備された「防災行政無

線」、町民に最も重要かつ必要な情報伝達手段の一

つとして用いられ、現在ではなくてはならないもの

と考えております。現在、アナログ無線からデジタ

ル行政無線に変わり個別受信機の受信状態もかなり

良好になっていますが、現在の運用について町長の

お考えをお聞きします。 

 一つ目、防災行政無線のデジタル化を理由に行政

だよりとお悔やみ放送音声と内容を４月より変更す

ると広報紙２月号でお知らせされ現在に至っていま

すが、デジタル化されたことにより何が原因でお悔

やみ放送の回数を見直したのか、その理由をお聞か

せください。 

 二つ目、お悔やみ放送回数の減少と放送音声の変

更により、町民の方から直接または間接的に御意見

が寄せられていることがあればお聞かせください。 

 三つ目、防災行政無線がスタートしてから放送内

容などについては、町民の方々の御意見を聞きなが

ら今日の運用になっているかと思いますが、このた

びのデジタル化に伴う運用方針の変更は、住民サー

ビスの低下につながっているものと考えますが、町

長はどのようにお考えでしょうか。 

 ３大項目の三つ目に移ります。 

 ごみ処理の対応について。 

 ごみ処理の方法については、自治体によりその処

分方法や対応が分かれておりますが、少子高齢化や

核家族化の進行により、町が指定しているごみ出し

に困難な状況が見受けられます。特に、粗大ごみの

処分について本町においては、指定ごみ袋に入らな

いものは粗大ごみとして処分しなければなりませ

ん。大きさに準じて処理券を購入し直接クリーンセ

ンターに搬入できない家庭は、町が指定する事業者

に電話をし回収を依頼することになりますが、その

際住宅の１階または住宅前に置くことを指定されま

す。しかしながら、高齢や身体的な御事情により自

ら大きな家具を移動することや部屋から運び出すこ

とが難しいという声が次第に目立つようになってき

ました。そこで、基礎的な行政サービスの一つとし

て家庭における大型家具などのごみ出しを支援する

体制を整備してはどうかと考えますので、町長のお

考えをお聞かせください。 

 質問項目の最後になります。 

 ４点目、主要事業施策の政策決定の在り方につい

て。 

 現在、令和６年度予算編成作業に職員各位誠意努

力されているところと考えますが、新年度予算策定

にあたっては、まず政策調整会議で審議され、その

後課長会議を経て理事者査定において最終決定され

ているかと思います。ついては、次の点について町

長のお考えをお聞かせください。 

 一つ目、政策調整会議に諮る基準について、どの

ような事案について、政策町政会議で審議されてい

るのかお聞かせください。 

 二つ目、政策調整会議での審議内容を知るために

は、町のホームページから会議録を見なければなり

ませんが、事業名称やその事業内容が分かる資料等

が公表されていません。他の自治体では、詳しく内

容が掲載され住民に対して丁寧な説明を行っている

ところもあります。新年度主要施策の町民周知につ

いて、町長はどのようにお考えになっているかお聞

かせください。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の４項目の御質

問にお答えいたします。 

 まず１項目目の特別養護老人ホーム、ラベンダー

ハイツの運営についての３点の御質問にお答えいた

します。 

 まず１点目の今後修繕が予測される箇所に関する

御質問にお答えいたします。 

 ラベンダーハイツにつきましては、構造物、給排

水設備、電気設備関係などに経年劣化等による不具

合や破損、故障等が生じており、確認の都度、必要

に応じ修繕を行いながら、施設を管理しているとこ
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ろであります。 

 本年度施設内の状況を再点検し、建設水道課や関

連する事業者等から様々な情報や助言をいただき、

施設を維持するために必要な施設改修や屋根塗装、

防水などの修繕等を実施計画事業調書に掲載したと

ころであります。 

 その他にも使用を継続する中で不具合が生じた場

合には、今までどおり必要に応じ速やかに点検や修

理を重ねながら、対応を図ってまいりたいと考えて

います。 

 次に２点目の今後の施設運営の進め方についての

御質問にお答えいたします。 

 議員御指摘の一般会計からの繰入についてであり

ますが、職員採用３名増以降の令和２年度からの総

額においては、５,３００万円から５,８００万円程

度の範囲で増減しており、その増減の要因には経営

安定化よりも補助金等を活用した施設整備費も大き

く影響しているところであります。 

 繰入金によらない一般管理費の施設修繕等に関し

ましてもおおむね２００万円から３００万円の範囲

で推移しているところです。 

 ラベンダーハイツの収入の多くを占める介護報酬

につきましては、介護保険法の改正に合わせ３年ご

とに決定され、現在は令和３年度に決定された内容

が介護報酬の額となっております。令和３年度以

降、新型コロナ感染症の拡大や物価高騰等の社会情

勢、処遇改善・人事院勧告や最低賃金の上昇による

ベースアップなどの様々な変化による支出への影響

等は反映されることがないことから、収入に対する

支出のずれが生じ、介護サービス事業を実施・運営

する側としましては大変厳しい経営環境になってい

るところであります。 

 昨今の報道等にもありますように、全国の６割の

特別養護老人ホームが令和４年度決算で赤字になる

など、官民問わず経営の厳しさが全国的なものであ

ること、地域によっては人材確保の困難さ、赤字経

営による事業の撤退・閉鎖、利用者の移動を選択せ

ざるを得ないなど地域における介護サービスの提供

が非常に困難な状況になっている状況を目の当たり

にし、町としても大きな危機感を抱いているところ

であり、繰入金を含めた支援の在り方も十分検討し

ていかなければならない課題として認識していると

ころであります。 

 ラベンダーハイツは、比較的介護度が高く、専門

的な介護を必要とする方が、住み慣れた地域で生活

を続けるための拠点施設として重要な役割を担って

おります。介護施設として機能の維持に加え、介

護・看護人材の確保が近年大変厳しい状況にあり、

必要な人材を確保し、継続して質の高い介護を提供

するためには、処遇改善手当の支給も含め、給与や

職場環境の整備が不可欠となります。町内に同様の

事業を行う事業所がないことから、ラベンダーハイ

ツに対しては介護報酬で補うことが難しい経営安定

化対策分や施設設備整備分等を一般会計から繰り出

ししながら公設公営を維持し、町が責任をもってそ

の機能を担ってまいりたいと存じますので御理解を

お願いいたします。 

 次に３点目の令和４年度第２回定例会での建て替

えについての発言に関する御質問でありますが、改

めて正確に申しますと、「例えば地震など、天変地

異みたいな災害等ない限りは第６次総合計画の年度

中には計画もしていないので現在のラベンダーハイ

ツを使用」と述べさせていただきました。 

 ラベンダーハイツの将来像につきましては町の人

口や高齢者数の将来推計、介護医療院の利用状況を

見据えながら、将来像を検討する必要があるものと

認識しております。第６次総合計画の期間中にラベ

ンダーハイツの課題を整理し、第９期及び第１０期

介護保険事業計画で将来的な介護サービス全体の必

要量を推計しながら、第７次総合計画策定に向けて

ラベンダーハイツの在り方を検討する必要があるこ

とから、今後おおむね１０年は現在の施設において

特別養護老人ホーム事業を継続することを考えてい

るところでありますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。 

 次に、２項目目の防災行政無線の運用についての

３点の御質問にお答えいたします。 

 まず１点目のお悔やみ放送の回数の見直しについ

ての御質問にお答えいたします。 

 昨年の同報系防災行政無線の更新により、全ての

電波をデジタル式の電波による放送に変更したとこ

ろであり、本年４月より、戸別受信機の動作確認を

目的に行っている「行政だより」を録音放送から、

ＡＩによる音声合成放送に変更を行ったところであ

ります。 

 変更に伴い登録できる文字数に制限が生じる上、

放送時間が長くなるなどの御意見に対応したこと、

また、新たな機能として放送を録音する機能が搭載

されたことから聞き直しが可能となり、平常時から

この機能の操作に慣れていただくことで有事の際に

も支障なく使用できるようになることが重要と考え

ていることから、その機能の利用促進を図るため、

繰り返し行っていたお悔やみの放送を１回に変更し

たところであります。 

 次に２点目のお悔やみ放送の回数と音声の変更に

よる意見などについての御質問にお答えいたしま

す。 

 回数の変更につきましては、聞き逃した等の御意
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見はありますが、先ほど御御説明いたしました録音

機能の利用についての促進を進めてまいりました。 

 また、音声については、変更当初は聞き慣れない

などの理由から聞き取りにくいなどの御意見もあり

ましたが、現在はそのような意見は少なくなってお

ります。 

 次に３点目の運用方針の変更についての御質問に

お答えいたします。 

 防災行政無線の本来の目的は「地域防災計画」に

基づき、地域の防災、応急救助、災害復旧に関する

業務に使用することを主な目的とし、併せて平常時

には一般の行政事務に使用できることとなっていま

す。 

 当町では、主たる目的である防災等の有事に活用

を図るため、戸別受信機のテストを兼ね、平常時に

お悔やみ放送や行政だよりを放送しているところで

あります。 

 このことから、録音再生機能を有効に活用してい

ただくことも有事の際に重要になることと考えてい

ることから、決して行政サービスの低下にはつな

がっていないものと考えております。 

 また、４月からの本格運用以降、町民の皆様から

ご意見をいただいているお悔やみ放送につきまして

は、１２月から、午後７時５０分頃からの行政だよ

りの定時放送以外のお悔やみ放送のみの放送時に

は、繰り返し放送を行っているところでありますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目目のごみ処理の対応についての御質

問にお答えいたします。 

 ごみの排出につきましては、議員御質問のとお

り、当町においても一定のルールを決め、収集運搬

に係る場所については、町民皆様の御理解と御協力

の下、一律のルールにより実施しております。 

 なお、大型ごみにつきましても、収集しやすいよ

う１階または自宅前に置くよう協力をお願いしてい

るところであります。 

 現在、住宅内からの搬出につきましては、搬出の

際、住宅等の破損の可能性もあることから、搬出事

業者においては住宅等の事情により相談の上、有料

にて行うことができると聞いておりますことから、

町において搬出に関する体制を整備することは考え

ておりませんので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目目の主要事業施策の政策決定の在り

方についての２点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の政策調整会議で審議されている事

案についての御質問でありますが、政策調整会議に

つきましては、副町長を議長として７名の課長が構

成員となり、新たに実施しようとする事務事業や事

業内容の変更により目的や予算が変更する事務事

業、投資的事業やソフト事業を審議対象として、評

価基準に基づき各事業の評価を行っているところで

あります。 

 次に、２点目の主要施策の町民周知についての御

質問でありますが、町では上富良野町情報公開条例

に基づき、行政文書・資料、会議録を開示してきま

したが、平成１７年６月からは行政ホームページで

主要会議の会議録を御覧いただけるようにし、会議

資料につきましてはホームページには公開せず、必

要な方は各会議所管課または総務課まで申し出てい

ただくようホームページ上で周知をしているところ

であります。 

 このことから政策調整会議の会議資料につきまし

てもホームページには公開していないところであり

ます。 

 また、町民への周知方法としてホームページに執

行方針、主要施策概要を掲載するとともに、「知っ

ておきたい、ことしのしごと」を作成し、ホーム

ページに掲載し、町民の皆様に周知を行っていると

ころですので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） ここで、昼食休憩といたし

ます。 

 再開は１３時１５分といたします。 

─────────────── 

午後１２時０２分 休憩 

午後 １時１４分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、昼食休憩に引き

続き、会議を再開します。 

 再質問、６番林敬永君ありますか。 

 ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 午前中に引き続きまして、

質問をさせていただきます。 

 午前中に大きな４項目を質問させていただきまし

て、まず特別養護老人ホーム、ラベンダーハイツの

運営で三つ質問させていただきました。今後の修繕

の予想される箇所とか、施設の運営、そしてまた施

設の建て替え等々の計画について町長のお考えをお

聞かせいただいたところでございます。 

 まず、今後も修繕が予想される箇所についてであ

ります。令和５年度、私は当初はラベンダーハイツ

のほうに勤務させていただいておりましたので、

ちょっとは町長より詳しいかもしれません。町長は

その以前に３年間私より先に町長で、細かいところ

までも説明受けていらっしゃいますので、そうした

ことも念頭に置きながら、ちょっと御質問をさせて

いただきたいと思います。 

 町長の答弁にもございました施設については、

ちょっと皆さんも午前中だったので忘れているかな
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と思いますけれども、ラベンダーハイツ自体、構造

物、給排水設備、電気設備など経年劣化等により不

具合や破損、故障が生じていて、確認の都度必要に

応じ修繕を行って施設を管理していらっしゃるとい

うことでございました。何か早い話、全てにおいて

そういう修理が必要になっている現状ということで

あります。私も向こうのほうに勤務させていただい

た中で、びっくりするような修理等々を目の当たり

にしておりました。 

 そうした中で、その施設について１０年くらい施

設を、おおむね１０年を目途に修繕を掲げていると

いうことで話されておりましたけれども、修繕もそ

の１０年後にどうするのか、１０年後に建て替えて

どこかに行くのか、また、あるいは今のところで建

て替えるのか、そういうことをしないでリフォーム

をしながらとかという、そういう形を含めた計画が

ないと、修繕、せっかく投資しても投資したものが

返らない恐れがあると思います。そうしたことを考

えたときに、１０年後の目途、先の目途、修繕に対

する目途をちょっとどのようにお考えかお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 先の町長の１回目の答弁にありましたように、今

計画期間中は令和１０年ございます。その間に一定

程度、あとそれが５年後期残っているわけですけれ

ども、その間に方向性を示さなければ、次の第７次

総合計画のほうに載せることができませんので、い

わゆるこの計画が終わってから考えるというのでは

もう当然、議員おっしゃるとおり間に合わないわけ

ですから、この後期の中でいろいろな検討を進め

て、そのような姿、基本的には入所される方々の、

ハイツだけの問題ではなくて、町全体とか、富良野

圏域全体で特別養護老人ホームのベッドがどれくら

いが適正なのかということも考えながらやらない

と、ハイツのことだけでは済まないことでございま

すので、そういったものを、やはりこれからの後期

の５年の中で一定程度設ける。 

 それから、第７次に入ってから手をかけても、結

局もし建て替えするにしても大規模改修するにして

も何するにしても、また数年の年数かかるわけです

から、そういった期間も含めてのおおむね１０年く

らいはまだかかりますということを先の答弁で町長

のほうからも申し上げたところでございますので、

これからの現計画中の後期の間には、議員御指摘の

とおり、全体の介護の施設、そういった高齢者の施

設のバランスとか必要量を町内だけでなく広域的に

も見ながら、最終的な判断をする時期がここ数年の

間に迫られているということは、もう我々も御指摘

のとおり自覚しておりますので、そういった部分で

今計画の期間中にはきちんと検討を進めながら次の

計画に、議員御指摘のように大規模改修なのか、ど

こかへ行って新築で建てるのか、それとも今の場所

で何とかするのかとか、あとは運営の形態とか、そ

ういったものの全てを含めた中で、ここ数年、５

年、この計画中の間にというか、次期計画に載せる

ために検討を進めていかなければということを我々

としても認識してございますので、そういった部分

御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 今、副町長に答弁いただき

ましたが、副町長の答弁していただいたとおりだと

私も思っております。本当に先送りすることもでき

ないし、かといってあそこは実際生活している場で

すから、大規模修繕といっても簡単に右から左にも

いかないというのも重々承知しております。決して

問題を先送りするわけでもないということでありま

すので、今の運営状態も併せて、施設自体、構造

物、一番は給排水設備がいかれてきていると感じて

おりますし、今年の２００万円の修繕も、もう既に

枯渇しているのではないかなというふうに推測いた

します。ぜひそういうものを含めて、今副町長答弁

いただいて、町長も最初に答弁いただいた施設の在

り方、できるだけ早くそういうものの具体的な道筋

をつけるように考えていただけないか、もう一度御

質問させていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 確かに、特に給排水の部分ということでございま

すけれども、御存知かと思いますけれども、給排水

自体については本当に全て老朽化進んでございます

ので、今は不都合が起きたところ、起きたところと

いう形で修繕しながらでないと、プロの方の、設計

の方の目から見たら、当然だけれども全部取っ替え

ということになりますけれども、御指摘のとおり全

部取っ替えするということは入居している人がいる

ところなくなってしまうわけですから、そういった

ことからいきますと、部分的、段階的に整備をしな

がら、必要に耐えられるような修繕をしていくとい

うことしか今のところはなかなか難しいというのが

現状でございますし、それからまたそういった部

分、大きく全部やるということは、残り、施設の使

用期間に対して、その大きな整備がどうなのだとい

うことも、やはりしっかりと検討しなければならな

いことでございますので、そういったこと、御指摘

の事項を十分承知しながら、計画的に、また、それ
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から故障が発生した場合の対策をしっかりしながら

進めてまいりたいと思いますので、御理解賜りたい

と思います。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 副町長に重ねて御回答いた

だきました。そのとおりで、とにかく１日でも早く

全体的な考えを示していただいて、どうするか、現

場も混乱しないような対応を図っていただくように

切にお願いするだけでございます。 

 次に、２点目の施設運営の進め方についてでござ

います。施設運営ということで、平成２９年でした

か、繰入が始まった、スタートしたということでご

ざいます。今の介護制度の中でいくと加算でそれぞ

れ一修正までが入っているというふうな形にはなっ

ておりますけれども、そういうものが加味された中

でも、一定額のサービス収入がまだ入っておりませ

ん。その関係で今後の運営について、繰入を含めた

支援の在り方も今後十分検討していく課題というふ

うにございます。 

 私のほうから提案という形になるかもしれません

が、ラベンダーハイツの運営ですけれども、今回他

の事業で特別会計で、公営企業法の適用を受ける準

備を進められているところだと思います。このラベ

ンダーハイツ、介護福祉事業についても、公営企業

法の適用を受ける、そういう考えがあるかないか御

質問させていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番林議員の御質問にお

答えします。 

 御存知のとおり、ただいまの水道の下水道と簡易

水道事業につきましては、国の期限きちんとありま

すので、それを守りながら対応していくところでご

ざいます。ただ、ラベンダーハイツについては、ま

だそういったものについては、直接の検討始まって

いないことでございますから、必要があった場合に

は必ずそういった適正な会計にのってやっていかな

ければならないことでございますから、そういった

部分も含めてやっていくということでございますけ

れども、基本的に企業会計にした場合には、ちょっ

と複式のほうに変わったり、財産のものが、今下水

道がやっているのを見ていただいているから分かる

と思いますけれども、そういったことがありまし

て、すぐできるということではございませんで、そ

ういったものが生じた場合には計画的な対応を図っ

ていくように努めてまいりたいと思っております。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 公営企業法の適用云々につ

いては、国のほうでもう既に自治体のほうに通知文

書とか出されている現状があります。ぜひ、総務省

だったか厚労省だったか、ちょっと失念しておりま

すけれども、ホームページを見ていただければある

かなと思いますけれども、公営企業法の適用を受け

ることによるメリット、いわゆる資産価値とか、そ

ういうものが明確になりますし、これからやる、今

入れている繰入金についても町独自の繰入基準とい

う形を取っていらっしゃいますが、そういうものが

ルール的なものを入れることが可能になります。そ

うしたメリットをぜひ参酌いただきたいなというふ

うに思っておりますので、いま一度御答弁いただき

たいと思います。公営企業法の適用について、将来

的に考えていただけないかということで、再度御質

問させていただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番林議員の御質問にお

答えいたします。 

 その部分についても、しっかりとメリットと、こ

れから研究していくということでございます。た

だ、公営企業になれば、先ほども申し上げましたけ

れども、財産をきちんと償却しながらということに

なりますので、例えば建て替えですとか、そういっ

たことが生じた場合には、また財産の価値もいろい

ろ変わってくることもございますので、そういった

ことのタイミングもいろいろと検討しなければなら

ないことのうちに入ってきます。それからあとは法

的にいつまでという部分とか、議員御指摘のとおり

メリット、デメリットありまして、その中できちん

と繰り入れする基準、ルールを研究、勉強しなが

ら、適切な時期に適切に対応するよう努めてまいり

たいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 法の適用を受けるというの

は準備等々ありますから、非常に大変なものがあり

ます。ですが、答弁にもありましたけれども、全国

の６割の特別養護老人ホームが赤字決算、令和４年

度で赤字決算になるなど、官民を問わず経営の厳し

さがということでございますので、そうした何が不

足して何が充足しているのか、そういうものを特別

会計というものの見方、尺度の見方ではなくて、公

営企業法の中で位置付けをしっかり見た形で施設運

営を進めていただきたいというふうに思います。 

 当然そういう形になりますと給与など、いろいろ

なものが課題にもなりますし、ただ働く職員の皆さ

んについては決して悪いことばかりではございませ

んので、また入所者の方についてもメリットが生ま

れると思いますので、公営企業法の適用に向けたぜ

ひ準備なりを進めていただきたいなと思いますし、

また併せて簡単に入るものではありませんので、国

の経営アドバイザーとか、そういう制度をつかって
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町として準備していただきたいというふうに思いま

す。いま一度お返事をお願いしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。 

 公営企業法の適用、複式単式から複式資産計上も

含めてなのですが、基本的に単式から複式になって

もキャッシュのフローは変わりませんので、そこは

同じだと思いますが、議員おっしゃるように繰入金

の基準とか、いろいろ借入するのにどうだとか、有

利な面があるものかどうか、その辺も有利な面があ

るのかどうかも見極めながら、企業会計ですとなか

なかエネルギーいりますので、資産計上するのに全

部洗いざらい計上しなければなりません。なかなか

エネルギーがいることですので、その辺のメリット

も見極めながら進めていきたいということで、検討

して進めていかなければならないものと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ぜひラベンダーハイツ、こ

れからなくなっては大変困る施設です。さらに環境

がよくなるように、理事者におかれましても、これ

からも引き続いて協議、検討をしていただければと

思います。ぜひお願いいたします。 

 三つ目のほうの施設の建て替え等についてでござ

います。私も町のホームページの会議録を読んで、

前後のほうちょっと読み方足りなかったなというふ

うに思ってございます。天変地異の災害等がない限

り計画云々につきましては、確かに６次総計前段の

ところで触れられていましたので、私の質問不足だ

なと思いますので御容赦いただきたいのですが、建

て替えについても修繕についても、どちらにしても

早期に進路を決める必要があるという点については

町長と同じ考えだと思ってよろしいでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。 

 先ほど副町長も述べられたとおり、１０年何もし

なくていいというわけではありません。もう今から

進めて、次の７次総計に載せるためには今からもう

準備を進めていかなければならないと、このように

私も考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 町長と同じ思いをさせてい

ただきましたので、ぜひこの後も引き続き、私のほ

うもいろいろな御意見を述べさせていただきますの

でよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、項目二つ目の防災行政無線の運用について

でございます。６月に同僚議員が、先輩議員と言う

のでしょうか、この場合、一般質問していたのを

ちょっと私も失念してございました。その中でも防

災行政無線のお悔やみ放送の見直しというのが不評

ということで、２回から１回というのが不評で、私

も政治活動選挙期間中、その後もいろいろな方から

お悔やみ放送が２回になった１回、これはないん

じゃないのということで、声を大にしてぜひ私の声

を届けてというふうに多くの方から背中を押されて

ございます。 

 防災行政無線、確かにデジタル放送になりまして

ＡＩの声になってございます。文字数だということ

で６月の同僚議員に対する回答の中で文字数のこと

をお話されておりました。そのときに、６月にイン

トネーションの改良とか、そういうことも答弁され

ていたように読んでございます。４月から始まって

半年強ですか、今１２月ですから、当然この間、住

民のほうも慣れたという点もやぶさかではないと思

いますが、この防災行政無線、私も町職員となった

ときの昭和５０年代後半に整備されて、そのときか

ら何時に放送するとか、放送内容をどうするのと

か、いろいろなことがありました。その中で行き着

いていたものがお悔やみ放送で、唯一この放送だけ

は本当に誉められるくらいでございました。 

 回答のほうにございました、答弁のほうにござい

ましたけれども、お悔やみ放送、１２月からです

か、定時放送以外にということで御答弁をいただい

ておりました。私思うのですけれども、今定時放

送って７時５０分くらいからなのですけれども、誰

が決めたのって町が決めただけでございます。特に

それが７時４５分になろうが７時４０分になろうが

そんなに変わらないのかなというふうに思います。

私の提案でございますけれども、定時放送の時間帯

を見直して、例えばですけれども、定時放送の時間

帯を見直して、一つ区切って、お悔やみがあればお

悔やみを７時５０分からにするとか、そういう見直

しというのは、２回から１回にするときに検討され

たのかどうかちょっと確認させていただきたいと思

います。 

○議長（中澤良隆君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ６番林議員の御質

問にお答えします。 

 すみません、ちょっとマスクのままで失礼しま

す。 

 議員御質問あった、お悔やみ放送、定時放送の関

係につきましては、一連の流れということで、現

在、先ほど言った文字数の関係で、行政だよりのボ

リュームも若干、今までしゃべっていた分よりも若
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干短めにしております。定時放送としましては災害

行政無線の日々のお便りを４件、お悔やみを１件と

想定して仮定させていただいて、お悔やみなので１

件から２件という場合もありますので、それを想定

した中での文字数ということになっております。続

けてやるということが今までの流れになっておりま

すので、ちょっとそこの部分は検討しておりませ

ん。ただ２回放送すると、また間違ったのではない

かというような誤解を生む場合もあるということ

で、一連の放送ということで今回検討させていただ

いたところです。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 担当課長からの細かい説明

ありがとうございます。 

 町民はもうお悔やみ放送ほとんどメインで聞くぐ

らいに防災行政無線というのは今なっているかと思

います。ぜひ、そんなに難しいことではないと思い

ますので、この定時放送の時間を少し５分早めるな

りして、そういう区別をして、いま一度今までやっ

ていた２回のほうに戻すように何とか検討していた

だけないかなというふうに思います。もう１２月か

らそもそも７時５０分以外の定時放送のときは時数

が足りるので２回ということでありますので、２回

だ、１回だとこだわっていないのかなという気もし

ておりますので、ぜひ定時放送の時間帯を見直しな

がら、今まで２回していたお悔やみの放送につい

て、町民の声、大きな町民の声がまだあります。役

場に寄せられてないような感じでございますけれど

も、役場に寄せられる声が私たち町議のほうにも来

ております。ないということではありませんので、

ぜひ行政だよりの定時放送についての見直しを図っ

ていただきたいというふうに、もう一度御質問させ

ていただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ６番林議員の御質

問にお答えします。 

 議員の提案も一つの案として参酌させていただき

たいと思いますが、町長の答弁にございました、後

ほどの答弁にございました防災行政無線の本来の役

割というところで、今回のアナログ波からデジタル

化に変わったということで、個別行政無線の機能と

いうものも新たに追加されております。録音機能と

いうのは、基本的には緊急放送の場合は押さなくて

も録音できるのですけれども、再生に関しましては

皆さんに使っていただきたいという機能の一つでご

ざいます。できる限り、その機能を使うことをまず

覚えていただきたいということは私たちのまず一つ

のお願いの一つでございます。 

 災害に関しましては、当初入った昭和５０年度か

らかなり年度が経過して災害の種類とかも変わって

おります。昔は行政誘導型の防災でありましたけれ

ども、今は住民主導型ということで、私たちが放送

したのを必ず聞いていただきたいというところの部

分の気持ちもございます。その辺の理解していただ

きたいと思います。議員の提案も一つの考えとして

検討させていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 担当課長、検討すると答弁

しております。町長よろしいですか、そういう答弁

で町長も同じだというふうに。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。 

 今担当課長が運用について述べましたとおり、担

当のほうで運用について検討してまいるということ

で私も理解しております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ぜひ実行に移していって、

移るよう準備を進めるようお願いしたいと思いま

す。 

 先ほど来からの個別受信機の録音の機能のお話出

ております。せっかくデジタル化にしたのですか

ら、そういう無線機の取扱いに慣れてほしい云々と

いうことを言われていますので、２月の広報誌か

な、その以降、そういう防災無線の取扱いについて

の町民に対するお知らせというのは広報では読んだ

気がしない、見てはいないのですが、そういう住民

周知にもう少し時間を費やして理解を得るような形

というのは取れないでしょうか。いわゆる機器の運

用について住民の皆さんにこういう便利な機能があ

るのだよという、促進を進めるということでありま

すので、そういうものを広報誌に掲載するとか、考

えがないかお伺いさせていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 まだまだ使い方分からないという方もいらっしゃ

るというのは事実でございます。それから設置する

ときに今までのならいで手の届かないようなところ

に設置していて、簡単に再生ボタンを押せないわと

いうような方もいらっしゃいます。そういったこと

もお話も聞こえてくる部分もありますことから、い

ま一度使用の方法ですとか、そういったことについ

て周知のほうに努めていくようにしたいと思ってお

りますので、御理解賜りたいと思います。 
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○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ぜひ周知のほうをお願いし

たいと思います。 

 １点、ちょっと運用のほうの確認だったのです

が、私、防災行政無線の録音機能使っておりません

でした。ただ、あるときから使うようにしたのです

が、それはあるときというのは先月１１月に東６線

北１７号で熊が出たという防災無線が日曜日の夜６

時にお知らせで入ったのですが、その防災行政無線

では朝４時半頃に熊が出て、注意をしてくださいと

夕方６時に流れたのです。男性の声だったのですけ

れども、ＡＩの声だと女性ということで限定されて

おりますので、そういうときって防災行政無線です

から、運用のときに緊急時という扱いになるわけで

もないのかなというふうにちょっと疑問符がついた

のですけれども、今年は熊の出没も多くて、人身事

故等が多発していたということもあったのですが、

そういう運用というのは、今誰がどの時点でどう判

断して流しているのかちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（中澤良隆君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ６番林議員の御質

問にお答えします。 

 ちょっと私、本当の所管ではないのですけれど

も、基本的に防災行政無線については所管は防災の

ほうになります。行政だより、広報・公聴の関係で

私どものほうの通常やる業務というのはやっており

ますが、それ以外、普通にいる平日の昼以外もそう

ですけれども、災害等の応急事案、災害の緊急時に

は直接放送ということで総務課のほうの対応となっ

ております。 

 以上です。 

（「発信元が分からない」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） 発信元というか、

どこどこからのお知らせですと……。 

（「熊が早朝出たのに、すぐ防災無線で流すわけで

はなくて１４時間後に流すという運用というの

は……」と呼ぶ者あり） 

○町民生活課長（山内智晴君） ちょっと私には分

からないのでごめんなさい。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） すみません、ちょっと細か

すぎてそこまで確認できていないと思います。ごめ

んなさい。いずれにしても、運用方針について、

しっかりした位置付けをもって、これからも今まで

以上にあたっていただきたいということで私の質問

に代えさせていただいておきます。 

 次にごみ処理の関係について移らせていただきま

す。 

 ごみ処理につきましては、質問にも書かせていた

だきましたが、大型ごみが自分でクリーンセンター

に搬入できなければ表に出していただくと、シール

を貼っていれば指定業者さんに持っていっていただ

けるというふうになっています。これは私もごみ担

当していたから十分分かってはいるのですが、その

ときからも思いはあったのですが、若い人なら当然

運び出せるけれども、ちょっとしたものでも歳を取

るとそういうことができなくなると。そういうのも

一つの基礎的な行政サービスの一つだというふうに

私は捉えてこの質問に至ったわけであります。答弁

については有料で行うからいいのではないかという

ふうな答弁だったと思いますけれども、こうした高

齢者世帯とか、そういう世帯に対する福祉支援とい

う位置付けではものは考えられないかどうか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ６番林議員のごみ

出しの関係の福祉サイドの行政サービスの考え方に

ついての質問でよろしかったでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○保健福祉課長（深山 悟君） 町のほうでは社会

福祉協議会のほうに生活支援体制整備事業というこ

とでおたすけサポーターというような制度がござい

まして、そちらのほうで対象者につきましては６５

歳以上の高齢者、あと心身に障がいを持つ方、後そ

の他需要のある方ということを対象にしまして、用

務については、サポーターがいろいろなサービスを

行うということで、サービスの一つとしましてごみ

出しとか、後買い物の御用聞き、あと自分の自宅の

草取りとか草刈り、あとは家事支援というのがあり

まして、社会福祉協議会のほうにも確認しました

ら、そういったごみ出しのニーズも実際にあって対

応していますよという情報を得ていますので、福祉

再度のほうとしましては、社会福祉協議会の委託事

業として実施しているということで御理解のほう願

いたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 福祉事業の位置付けにもう

既になっているというふうに理解させていただきま

す。私が考えているのは、職員がこういうものも一

つのサービスとして稼働してはどうかなというふう

には私は考えております。そうした意味での質問

だったのですが、ちょっとすみません、分かりづら

いという点もありますので、今後私自身も注意いた

しますので。できるならばこういうごみ処理一つに

ついても、高齢者の福祉支援の一つとして町長には

いろいろな意味でこういうものを高齢者支援サービ
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スの一つとして考えられるように思うところでござ

います。いかがでしょうか、町長。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。 

 行政サービスとして議員は捉えられているという

ことです。そういうことで職員だけで対応するとい

うのは、なかなか限られた職員の中で、この高齢化

で、制度として確立するのはなかなか難しいかな、

そういうふうに感じております。今、保健福祉課長

のほうでも高齢者の事業として社会福祉協議会で

やっておると。行政が何でもかんでも必ず職員がや

らなければならないということは人的資源が限られ

ている中ではなかなかそういう社会福祉協議会の皆

さんにその分お任せしたり、もっと言えば御近所の

方、公助ではなくて共助なんかも含めて、そういう

ところにも期待するところですが、何よりそういう

ふうに困っている方が結果的に何らかの誰かが、ど

んな方でも、公でも共助でも構いませんが、困って

いる方が何らかのそういう手段があれば、結果的に

はいいのかなというふうに考えておりまして、議員

おっしゃるように直接行政がということは今のとこ

ろは考えを持ち合わせていないところです。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 町長のお考え分かりまし

た。私はできるものは一つでも職員が一つでも汗を

かくのもいいのではないかなというふうに思って質

問させていただいておりますので、町長の今現在の

お考えについては決して理解しないわけではありま

せんので了解いたします。 

 最後になります。時間がちょっとなくなってくる

のであれなのですけれども、主要事業施策の政策決

定の在り方ということで四つ目に質問させていただ

いております。政策調整会議、７名の課長が構成員

となっていると。新たに実施しようとするもの云々

というふうに書いてございます。ちょっと先ほどの

ところで、これは副町長が議長だから、座長です

か、座長だからあれかもしれませんけれども、新規

事業、いわゆる新規事業の事務事業とか、既に実施

している事業内容の変更により目的や予算が変更す

るもの、そういうものを審議対象としているという

ふうに答弁していただきました。これにはソフト事

業、ハード事業、それぞれ金額的なシーリングとか

を設けてされているのかどうかお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番林議員の御質問にお

答えします。 

 これらについては、一応対象は全事業ということ

になっておりまして、その中から政策調整会議の中

で評価すべき事業を選考しながら決定しているとこ

ろでございます。基本的にはソフト、ハード問わ

ず、政策に関わるもの、これについては原則として

は町独自の考え方をもってやらなければならないも

のとか、そういった場合については、一応、基本的

には政策調整会議にかかって、事前評価、それから

３年ごとの事後評価というものを行うということに

なってございます。 

 それから通常の管理の範囲内でやることですと

か、例えば国や道のルールに従ってやることという

のは、これは政策を挟む余地がもしなければ、政策

調整会議というよりは通常のヒヤリングですとか予

算の審査の中で決まっていくことになるのかなと

思っています。 

 今、林議員御質問のように、幾らだから絶対だと

かいうことというよりは、その内容によって審査し

なければ、相当量の事務事業ありますから、１００

万円以上は全部と、そういうような線引きで行って

いるものではないということで御理解を賜りたいと

思います。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） そうすると、先ほど午前中

の一般質問、同僚議員いたしました、１番議員が質

問されていた予約型乗合タクシーとか、高校生まで

の医療費無料化というのは、この政策調整会議のも

のには議題としては上がる、上がらない、どちらで

しょうか。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 基本的に制度の部分で確立しているものは政策調

整会議にかかりませんし、それから一定程度の見直

し、例えば今回のようなものは範囲の変更みたいな

形になりますので、例えば地区を一括するかという

ようなことになりますので、そこまでの政策評価に

ついてはしていないということになります。今回の

件については。 

 通常の範囲内で変更する場合も、ものによっては

やはりかけなければならないものもあるのではない

かと思います。ただ、議員御指摘のように原則とし

てはそういった変更についても、変更、拡充、縮

小、そういったものについても事前評価、事後評価

というのも対象になっているということは間違いな

いということで御理解賜りたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 今、座長である副町長に説

明いただいたわけですけれども、なかなかそうした
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説明って、私は分かりますけれども、あまりそうい

うものに慣れてない町民の皆さんからすると、なか

なか分かりづらいのではないかなというふうに思い

ます。 

 午前中の答弁にもありましたけれども、町民への

周知方法が町のホームページにそういうものを多々

載せていますよということでありました。私も職員

を離れてからホームページ見ていますけれども、す

ごく分かりづらい部分、これはホームページに出て

いるからあれなのですけれども、令和５年８月９日

に第７回の政策調整会議というのがホームページの

ほうで見れるようになっております。ちょっと副町

長たくさん数こなしているからもう忘れているかな

と思うのですけれども、１時間２０分の協議やっ

て、議題が保健福祉課の３歳未満児の発達支援セン

ター利用料無料化という１件で、担当課から必要だ

から上がって、見直し、実施というふうに結論が書

いてあるのです。その会議録に何がどうしてどう

なったのというものが書かれてないことから、すご

く町民のほうからすれば、わざわざ役場に行って担

当課でしたか、担当課には、総務課に言ったら資料

が出るというふうな、そういう扱いを今されている

というふうに御説明もありましたが、今もう時代と

いうのはそういう町の姿勢ではなくて、行政自らが

情報をどんどんしていく情報発信の場であると思う

のです。そうしたものがどうしても何か欠落してい

るように思われてなりません。ぜひ新年度、主要施

策の町民周知について、ホームページ以外でも町長

には積極的な発信をお願いしたいと思いますが、そ

の点いかがでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。 

 情報公開の何をするかということだと思います。

基本的に情報公開ですから情報公開はするのですけ

れども、その手段はたまたまと言いますか、昔はそ

れこそ役場に来てもらって、それを秘密にしないと

いうことで公開するわけなのですけれども、たまた

まこういう時代でインターネットが発達しているの

で、いろいろデジタル技術を用いて、ホームページ

なんかで公開できるのですけれども、公開できるの

で何でもするかと言ったら、それこそ時間と手間が

かかって、資料を全部つけるかどうかというのは、

政策調整会議に関しては今言われたとおり資料載っ

てないのですけれども、ほかの会議なんかというの

は、資料なんかは載っていまして、議事録はちゃん

と行政サービスとしてホームページに載せているわ

けで、手間と時間、ボリュームなんかもいろいろ考

慮して、何をどう載せるかというのはいろいろ検討

する、一般論として政策調整会議のみならず、いろ

いろな議事録、会議結果とかありますので、それを

全部資料をつけるというのはなかなか難しいと思い

ますので、メリハリと言いますか、町民の方が必要

なところはもちろんそうなのですが、どういうとこ

ろで詳しく資料なんかもつけたらいいのかというの

は、今後いろいろ考えながらホームページ載せなけ

ればならないのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、６番林

敬永君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１０番井村悦丈君の発言を許します。 

○１０番（井村悦丈君） 私からは、２項目、四つ

の質問をさせていただきます。 

 まず１項目目の草分防災センターについてです

が、草分防災センターは、平成２年に建設され３３

年が経過して各所に老朽化が表れています。 

 地域の方々からは、町・教育委員会はよく対応し

てくれているとは申しておりますが、まだまだ早急

な改修箇所が必要と言われています。 

 十勝岳も３０年から３５年周期で活動を活発化す

る傾向にあり、また、東西に河川もあり、近年は創

造を絶する異常気象にも見舞われる恐れもあり、避

難所として使用されないことに越したことはない

が、いつ起こるか分からない災害に備え、特に冬場

の万全な備えや対策が必要と考えます。 

 仮に非難された方々にとっても、避難所生活は初

めてのことで困惑し、ストレスになると想像すると

き、少しでも不便さをなくすよう、設備に関するも

のだけでも整備されたいと思います。 

 また、屋外にある公衆トイレについても、上富良

野開拓記念館トイレが１つしかないことから、防災

センタートイレを利用するよう促す張り紙があり、

駐車場には２４時間利用可能と表記された立て看板

が立てられています。女性や子どもが利用に来るこ

とがあるようですが、屋外トイレは、水洗洋式便座

でないということから利用を拒む人も多いと伺って

います。 

 そこで、まず３点お伺いしたいと思います。 

 一つ目に、ホール・和室のＦＦ式暖房機が不調で

部品供給期間も過ぎていることから修理もできず使

用もできない数台の暖房機は入れ替えの必要がある

のでは。 

 また、浴室の灯油ボイラーも不調と伺っています

が交換検討されているか。 

 二つ目に、屋外トイレの洋式化は考えているか。 

 上富良野開拓記念館からのトイレ利用について

は、車で移動する方は別として、横断歩道もなく交

通安全上、危険であり、駐車場利用者もいることか
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ら屋外トイレを新設したほうがよいのではないかと

思います。 

 三つ目に、非常電源としてガソリン発電機が備え

られていますが、昨今の家電品は、インバーター内

蔵の発電機が必要ではないか。 

 次、２項目目ですが、学校給食費無償化につい

て。 

 昨今ニュースなどで、２０２３年３月に少子化対

策のためにたたき台で発表されました。 

 公立小中学校での給食費の無償化を検討すると国

でも議論されていますが、基本給食費は保護者が負

担するものであるが、既に自治体独自で給食費無償

化を行っている自治体もあるというふうに耳にする

ようになってまいりました。 

 財源確保の必要性が生じることからどのようにお

考えか、子育てにおける経済的負担を考え、住みた

い町の選定として自治体格差のないようにされたい

ということで、そこでお伺いしたいのが、小中学校

学校給食費の無償化を行わないのかということでご

ざいます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中澤良隆君） 大分暑くなってきています

ので、もし暑い方は上着を取ってもらって結構で

す。寒い方はそのままで。 

 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １０番井村議員の草分け御

防災センターについての３点目の御質問にお答えし

たいと思います。 

 当該施設につきましては、地域防災計画に基づき

十勝岳噴火災害などの災害時において緊急避難場所

として指定されており、災害時においては避難所を

開設し対応する計画となっております。 

 現在設置されている発電機につきましては、電源

コードを利用して屋外外壁の配電盤に接続し施設の

電気設備を確保するものであり、停電時には施設内

の電源プラグは機能いたしますので、通常の家電製

品には対応できるものとなっております。 

 また、当該施設の発電機につきましては、一部不

具合が生じておりましたので、本年度春に整備し、

管理人により毎月運転確認を行っているところであ

り、先般担当者においても稼働の確認を行ったとこ

ろ問題なく作動することが確認できましたので、御

理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １０番井村議員の２項目

の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目目の草分防災センターについての２

点の御質問についてお答えさせていただきます。 

 草分防災センターにつきましては、平成２年に地

域防災組織の活動拠点と災害時の避難施設、地域住

民の集会等の機能を併せ持つ施設として建設され、

その管理運営は草分住民会に委託しているところで

あります。 

 まず１点目の施設に設置しています暖房機の更新

に関する御質問につきましては、当施設は公民館分

館の位置付けもあり、毎年度、住民会長及び分館長

に対しまして、施設管理に関する要望聞き取りを実

施する中、公民館分館長及び関係住民会長を含めた

会議を開催しながら、分館活動及び施設管理に関し

て確認させていただいております。 

 今年度、草分住民会からは、草分防災センターの

暖房機更新の要望を伺っているところであり、その

使用状態などを確認しながら、他施設の要望も含め

まして検討してまいりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

 次に２点目の屋外トイレの洋式化についてです

が、この施設は、草分防災センターと併設するコ

ミュニティ広場に設置されているトイレであり、管

理は同じく草分住民会に委託しているところであ

り、外壁・屋根などの状態に応じ修繕を施してきて

おります。今回、草分住民会よりトイレ洋式化の整

備要望を受けているところでありますが、町内の同

様の施設との整合や利用状況などを十分検証しなが

ら整備について検討してまいりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

 なお、開拓記念館敷地への屋外トイレ設置につき

ましては、利用頻度や事業規模、維持管理等を十分

見極める必要があると考えるところであり、現在の

ところは新規に設置する考えは持ち合わせていない

ことを御理解賜りたいと存じます。 

 次に、２項目目の学校給食費無償化についての御

質問にお答えさせていただきます。 

 学校給食費無償化につきましては、これまでの定

例会一般質問においても御質問をいただき、御説明

申し上げておりますが、学校給食につきましては、

学校給食法において、食材の購入に要する費用は

「保護者の負担とする」と規定されておりますこと

から、給食費の全額を賄い材料費のみに充てている

ところであります。なお、施設及び設備に関する経

費並びに人件費など、学校給食の運営に要する賄い

材料費以外の経費につきましては、設置者である町

が負担しております。 

 町としましては、これまでも給食費の軽減を図る

よう定額の助成を継続してきており、さらに令和４

年度の物価高騰による賄い材料費の不足分につきま

しては、給食費の改定によらず、町が全額支援する

など、応分の負担をしてきているところであり、令

和５年度につきましても同様に継続しているところ
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であります。 

 また、給食費無償化に関して国からの情報は今現

在示されていない状況にあり、国の動向を注視する

とともに、学校給食を担う富良野広域連合及び関係

機関と連携し、調査・検証を進めているところであ

り、現時点におきましては、給食費無償化の道筋に

は至っていないことから、現時点におきましては、

給食費を無償化することは難しい状況にあると考え

ておりますので、御理解を賜りたいたいと存じま

す。 

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君、再質問

ございますか。 

○１０番（井村悦丈君） ただいま御返答いただき

ました１項目目の当該施設について、避難施設、公

民館分館機能の位置付けとして草分住民会に委託し

ているということについても承知いたしているとこ

ろでございますが、また、それぞれ他地域において

の要望改修は優先順位をもって予算付けをして順次

行われていることを認識しています。 

 今回、なぜ質問させていただいたかですが、分館

施設という機能というよりは避難所としての役割を

持つ防災センターの設備についての備えでありま

す。 

 １点目の暖房設備についてですが、防災避難所は

災害時に安全かつ適切な場所に避難する施設だと思

います。十勝岳噴火、洪水、台風、地震など、自然

災害やほか緊急事態に備えて、避難所には避難者が

基本的に必要な生活設備が整っていることが求めら

れると思っております。その点、常に整備されてい

なければならないという中、冬期とかの暖房設備が

必要な場合を考えたとき、どのようにお考えかなと

いう質問をいたします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １０番井村議員の草分防

災センター暖房機整備についての御質問にお答えさ

せていただきます。 

 私も現地を確認させていただき、管理人と同行し

まして、どのストーブがどういう状態なのかは先日

確認させていただきました。現在、センター全体と

して１０台のストーブがございますが、紙を貼っ

て、これはちょっと使用ができないよということで

管理人が、地域住民の皆さんが使うための目印を付

けていただいて、現在、ホールは２台の大きな暖房

機が稼働しておりましたので、そこで暖は取れると

いうことで、そこに付随いているＦＦのストーブは

使わなくても大丈夫だねということはこの間確認を

してきました。 

 次に、和室にも３台用意しておりまして、３台の

うち１台は平成１１年に更新しておりますが、２台

がやはり建設時に付いたものが付いておりまして、

それについても少し不具合があるということで聞い

ておりますので、それは毎年、私たちストーブをつ

けるときには、大体夏の間に整備点検を出すとか、

そういう点検をしながらストーブが安全に使われる

かということを点検していただくようには指導して

いるのですが、なかなか地域においても管理人も変

わり、やはり皆さん使っていく中で、公共施設です

ので、その辺を自分たちで確認もしながらというと

ころがなかなか私どもも説明不足もあったようです

ので、それについてもこの間、先日打ち合わせをし

ながら確認をし、確かにこれは事件が起きてからで

は遅いですので、使えないものについては速やかな

更新計画を立ててやっていかなければいけないと

思っていますし、防災センターでもございますの

で、非常時のときの対応としましても、それについ

ては対応していかなければいけないですが、教育委

員会が所管している関係では、草分防災センターを

含む１１館、町内で持っておりますので、そこの中

での整備計画の中でこれは更新していかなければい

けないと考えておりますので、優先順位としては、

私の中では、個人的には高い位置にはあるかと思い

ますが、今年実は草分防災センターさんは男子のト

イレの洋式化、屋上防水を優先させて令和５年度に

整備させていただいたものですから、次の住民会長

さんとか分館長さんが、次はうちのところかなと

待っているところもあるということも御理解いただ

きながら説明していきたいと思います。ただ、不具

合は決してあってはいけないことですので、それは

現場に職員派遣して確認しながら使用していただけ

るように対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君） 今、教育長から御説明

あったとおり、私も確認させていただいておりま

す。しかしながら、防災センターの機能としては早

く整備されたほうがよいと思っております。 

 ２点目のコミュニティ広場の屋外トイレですが、

管理は同じく住民会委託とありますが、上富良野開

拓記念館でのトイレ利用を別案内していることか

ら、整備は行ったほうがよろしいのではないかなと

いう質問でした。 

 それで開拓記念館の、コミュニティセンターの水

洗トイレはいずれ行うという認識でよろしいです

か。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １０番井村議員の草分コ

ミュニティ広場のトイレ洋式化、水洗化とも今御質

問があったかと思うのですが、実は私どもが、教育
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委員会が各地域にお願いをしているコミュニティ広

場が６か所ございまして、このうちトイレで洋式化

になっているのは日東会館の隣にあるコミュニティ

広場のみで、ほかは全て和式になっております。こ

こも東中、富原も含めての施設整備になりますの

で、このときは３か所とも、きちんと優先順位等も

つけていかなければならない案件だと思いますの

で、整備についてはきちんと計画を立てていきたい

と思います。 

 ただ、草分地区は上富良野町の美瑛町から入って

くる入口になっておりまして、大変町の顔だと私も

認知しております。そしてあそこにはパークゴルフ

場も地域で整備をしていただいて、多くの皆様があ

そこに通ってらっしゃることも知ってございます。 

 この間、地域の方からも、住民課長からも聞いて

いるのは、開拓記念館がどうしても開館時間が短い

ことから、やはり開拓記念館のあそこの木のところ

で、日陰で大変涼しいので、そこで休んでらっしゃ

る、かなり観光客、あと事業所の職員の方もいら

しゃって、トイレも利用があると。トイレが外を使

えないときは中で管理人がいれば中のトイレも使っ

ているという実態もお伺いしたところでございま

す。 

 この辺については、洋式化に向けては、少し

ちょっと急に今回予算要求にすぐということには、

ちょっとまだならない、どちらかというとまず草分

防災センターの暖房機のほうが私としてはちょっと

優先順位高いかなと思っていますので、そういうこ

とで同じテーブルには乗っていくのにはちょっと難

しい事案かなと思っておりますので、ほかの地域に

もそういう和式のトイレもあるということも十分御

理解いただきたいと思います。 

 ただ、   としては、今の時代、洋式化でなけ

れば利用する方がトイレを嫌うというところは十分

私も認知しておりますので、それについては町のほ

かのコミュニティ広場のトイレと合わせまして、整

備計画については検討してまいりたいと考えていま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君） 教育長自らほか施設のこ

とも出たので、確かに水洗化されたときに、いろい

ろな分館等見てまいりますと、トイレの整備が本当

に遅れている。それは本当感じていたのですけれど

も、今日は案件が違うと思って、そこを広げてしま

うとまた大変なので言わないですけれども。開拓記

念館は利用頻度というお答えもありましたけれど

も、年間どのくらい今利用されているのでしょう

か。 

○議長（中澤良隆君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） １０番井村議員の

開拓記念館の利用の関係でございますが、すみませ

ん、今現在、利用関係の人数も、ちょっと数字につ

いては手持ちしてございませんので、答えについて

は控えさせていただきます。 

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君） 今数字はまだ分からない

ということですけれども、今後、泥流地帯映画化プ

ロジェクトも実現性の高い映画化を目指して再始動

されたということから、対外的にも注目され、来場

者数が増えることも予想されます。また、駐車場と

しても利用されていることから、利用頻度、維持管

理等十分見極めながら、設置に向けて対応していた

だきたいというふうに思います。 

 ３点目の非常用設備に備えられている発電機です

が、容量的にどのようなことで設置されているのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） １０番井村議員の発電

機の容量等について答弁させていただきます。 

 町長のほうで答弁させていただいたように、配電

盤につなげれば、中央ホールの電気以外の部分につ

いては通常に使えるという程度の容量となっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君） ということは、あの発電

機で屋内配線につなげるような仕組みになっている

ということですか。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） １０番井村議員の質問

にお答えさせていただきます。 

 そのような、コードにつなげれば通常使えるよう

な仕組みとなっている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君） すみません、再質問しま

す。 

 その電気工事は誰が、電気工事会社がやるのです

か。配電盤につなぐという御返答だったものですか

ら。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １０番井村議

員の御質問にお答えします。 

 当時、私監督しておりましたので、分かる範囲で

お答えさせていただきます。 

 ちょうど西側のところに分電盤ありまして、そこ

に発電機を動かしてつなぎます、そして刃型スイッ
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チあります、そこで切り替えることによって、その

分、今御説明しましたコンセント類、それからス

トーブ類のコンセントですとか、どうしても中央の

ホールがアトリウム棟ですので、あれだけやってし

まうと落ちてしまうので、それ以外の電灯ついてつ

くような形になっています。それについては地元と

言いますか、住民会の方が持っていって、発電機動

かして、そこに入れて、刃型スイッチで入れること

で非常照明が動くというような形になってございま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君） 多分、限られたコンセン

ト、電灯に限って使える仕組みになっていると思い

ますけれども、仮に電力会社の電源が落ちたときは

仮設発電機等で対応するようになっていると思いま

すが、いずれにしても最近の、皆さん非難された方

が使うには、スマホだとかタブレットとか持ち込む

と思うのですけれども、外部との連絡等に必要なこ

とだと思いますので、いいまた発電機が必要ではな

いかなというふうに考えておりますので、その辺対

応考えていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 次に、２項目目の学校給食費無償化についてです

が……。 

○議長（中澤良隆君） すみません、教育振興課長

から、先ほど抜けていた部分の答弁をいたさせま

す。 

 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） １０番井村議員の

開拓記念館の利用の関係の御質問のほうにお答えさ

せていただきたいと思います。 

 開拓記念館につきましては、開館期間としまして

５月から１０月の期間が開館になっておりますが、

令和４年度におきましては、延べ４３４名の方の利

用がありまして、今年度、令和５年度につきまして

は、６８１名の方の御利用をいただいたところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君） ありがとうございます。

年々増えているということですので、今後またさら

に入場者数が増えることを期待しますし、そのよう

な設備に対しても、また検討願いたいと思います。 

 次に、２項目目の学校給食費無償化についてでご

ざいますが、端的に無償化することは難しいという

答えでよろしいでしょうか。中で異次元少子化対策

を上げる岸田首相は、国主導の無償化を検討してい

るという中で、子育て世帯の経済的負担を軽くし、

少子化対策につなげるねらいでありますが、この上

川管内では１８市町村のうち、美瑛町、上川に次い

で東川町でも無償化に取り組んだところでございま

す。子育て支援策として、上富良野小中学校の給食

費を無償化した場合、現在の生徒数またはそれに係

る必要経費というのをちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １０番井村議員の学校給

食費無償化にした場合の経費につきましてですが、

令和５年度当初予算におきまして、賄い材料費とし

て頂く給食費につきましては、総額５,５６３万円

を予算計上してございます。これは４月の当初予算

でございますので、その後、明日の補正予算でも給

食費高騰に関わる部分で補正予算を計上させていた

だいておりますので、少しここからはまず二百数十

万円ほど補正があるということですので、約ここで

いきますと５,８００万円くらいには給食費として

の賄い材料費はかかるかと思われます。これを無償

化にするとなりますと、小学校、中学校、高校、あ

と各教諭もいますので、教諭は無償化にはなりませ

んので、子どもだけで言いますと、当初予算の先ほ

ど申し上げた５,５６３万円のうち、小、中だけで

言うと約４,０００万円、これが一般財源として必

要になるかと思います。 

 先ほど井村議員が御質問されておりましたが、各

自治体のほうで今無償化進めている自治体につきま

しては、その財源につきましては、あらゆる財源を

検討して対応しているというふうな情報は私どもも

検証評価の中では今調べている最中でございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君） 新型コロナウイルス禍で

学校が休校になり、給食の大切さに多くの人が再認

識したと思われ、保護者は３食つくらなければなら

なかったということに迫られ、働く親が当たり前の

今、子育て世帯に大きな負担となっていると思われ

ます。児童生徒たちの栄養バランスも、このコロナ

禍で狂い、食生活の乱れが生まれたというふうな子

どもたちも、児童生徒たちもおるかと思いますけれ

ども、経費もそれなりに高騰化の中で負担している

ということでございますが、何か子育て世帯に見え

る給食費の助成だとか支援だとかという考えはない

でしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １０番井村議員の御質問

にお答えします。 

 井村議員からの御質問で、子育て世帯への支援と

いうふうになりますと、ちょっと所管が町長部局の
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保健福祉課になりますので、私のほうからはあくま

でも給食費の無償化という議論で申し上げますと、

教育委員会行政としましては、これはあくまでもこ

ども家庭庁が設立したときの目玉で、議員御質問に

も言われたとおりの項目で上がっておりまして、北

海道においても相当数の給食については、今無償化

に向けて動いているというというのも私も情報を入

手しております。 

 ただ、教育行政としましては、今その無償化をし

ているのは、あくまでも議員おっしゃるとおり子育

て支援の施策の一環として各自治体施策を打ってお

りまして、その中の一つのメニューとして給食費無

償化があるというふうに私も認知しております。決

して教育行政としまして、給食費を無償化を完全に

することは、国からの通知もそれは法律では定めて

いるけれども、それを罰則を与えるものではないと

いう通知も受けているのは分かりますので、それで

各自治体やりくりしてやっている施策も分かっては

おりますが、教育行政としましては、それを無償化

にすることが決して、もう既に必要な、支援の必要

な給食費を、支払うのが大変な世帯には、上富良野

町としましては、約１００世帯以上の世帯には無償

化で全てここは対応しておりますので、今皆様に御

負担していただいているのは、ある程度収入、所得

がある方には大変申し訳ないのですが、賄い材料費

を負担していただいている実態がありますので、そ

れについては給食費無償化を教育行政の中で、今こ

ちらのほうとしては答弁することは、ちょっと私と

しては越権行為になるので、ここでの答弁はできな

いということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君） 今、教育長の御説明のほ

うよく分かりましたし、子育て支援ということで、

ちょっと方向性を間違うところでした。すみませ

ん。 

 ですけれども、遅かれ早かれ、国のほうでも多分

何かの手立てをしてくれるのではないかなというふ

うに期待するところですが、議会としても学校給食

費無償化を求める意見書を提出するなど働きかけて

おりますが、町としても国の動向に注意し、実現に

向けて国や道に働きかけていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １０番井村議員の御質

問、御意見に対しまして、教育長部会でおきまして

も、やはり国が打つ施策に対しまして、私たちも地

方の教育行政を預かるメンバーとして、かなり意見

要望は上げさせていただいております。ただ、

ちょっと北海道の教育長部会としましては、今給食

費の無償化よりも、どちらかというとエアコン設置

のほうに財源を充ててほしいというふうに、ちょっ

とここで今年の秋以降、ちょっとトーンダウンをし

たところがありましたので、我が町におきまして

も、これも大事な施策だと思いますが、そのような

ちょっと北海道の教育長部会の動きもありますこと

は、ちょっと情報提供させていただきます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、１０番

井村悦丈君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 １４時４５分まで休憩といたします。 

─────────────── 

午後 ２時２８分 休憩 

午後 ２時４５分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、９番島田政志君の発言を許します。 

○９番（島田政志君） ９番島田です。 

 今回は、二つ大きく質問させていただきます。 

 まず一つとして、デジタル化についてです。 

 国はデジタル庁を設立し、国のサービスをデジタ

ル化することを進めています。町長はパソコンを積

極的に活用していますが、上富良野町におけるデジ

タル化の推進はどのようになっているのかお伺いい

たします。 

 (１)町長は、デジタル化の目的についてどのよう

にお考えでしょうか。 

 (２)デジタル化によって、何が改善され、改革さ

れているのか伺います。 

 (３)上富良野ではどのように進めているか。また

今後の推進策について伺います。 

 (４)高齢者の分かりやすいＩＴとなどのようなも

のでしょうか。 

 (５)会議におけるデジタル化の推進について伺い

ます。 

 続きまして、社会教育総合センターの体育施設の

予約についてお伺いしたいと思います。 

 多くの町民が使用する社会教育総合センターです

が、利用申込みについて伺います。 

 (１)体育施設の予約は、帳面に記載すると聞きま

したが、その実態を教えてください。 

 (２)電話予約しても当日までに社協センターのほ

うに赴いて帳面に記載しなければならないというこ

とです。 

 (３)スマートフォン、タブレット等からの予約は

できないということです。 



― 39 ― 

 (４)デジタル化に伴い事務の効率化について、ど

のように進めているのかということでお伺いしたい

のですけれども、ちょっと近隣の状態を御説明させ

ていただきます。 

 まず、富良野市では、今年の１１月２日に札幌で

市長が発表されたもので、富良野市の未来を切り拓

くＤＸということでお話されています。その中で何

が言われているかというと、組織を変えたというこ

となのですけれども、今まで総務課の下にシステム

部門を置いておいたのが、令和２年４月からスマー

トシティ戦略室というのを総務部長の直属に置いた

と。その翌年３年には市長、副市長の下に直属とし

て、こういう部屋を設けたということです。 

 これにはいろいろと附属しているものがありまし

て、これ全部Ａ３に伸ばすのちょっとあれだったの

で、できればパソコンを持ってきてプロジェクター

でお話したいところなのですけれども、ちょっとい

ろいろと都合がありまして、それはできないという

ことなのですけれども、まず富良野市としまして

は、ちょっとこれ小さくて、Ａ４なので見せても分

からないのですけれども、ペーパーですかというこ

とと、あと書かない窓口、窓口は今もうタッチパネ

ルで自分の必要な書類が出せるよという状態にあり

ます。さらに、さらなるＤＸ化ということで、教育

スキルアップを定期的に行っているということで

す。さらにすごいのは、部活動、要するに札幌のＮ

ＴＴ東日本とつなぎまして、部活動をカメラでリア

ルタイムに指導していただけるというようなことも

やっております。健康法ということで歩くとポイン

トが、要するにこれはスマートフォンの歩行機能を

使いまして、歩いた分だけポイントがもらえるとい

うようなこともやっているということ。あと、皆さ

んこの間新聞で御存知のとおり、ふらのりというこ

とで９人乗りのジャンボタクシー、スマートフォン

で予約ができるということでやっております。 

 いろいろとやっていることがあるので、私は富良

野市の回し者ではないのであれですけれども、この

辺にしておきますけれども、市長がいいこと言って

いたのは、ＤＸに向けてチャレンジをして、失敗を

したことを悔いるのではなくて、チャレンジしな

かったことを悔いてください、要するにエジソンも

そうですけれども、たかが白熱電球を１個つくるの

に何百回と失敗して、ようやく人生を明るくしてく

れたというところでございますけれども、こういう

ことです。 

 あとはちょっと私の古巣と言いますか、議会シス

テムにおきまして、音声認識システムというのがあ

ります。音声認識システムというのは、ここで私が

紹介するのは日本テレビのストレートニュースとい

うのがあります。ストレートニュースで何をやって

いるかと言うと、ニュースを話する人、キャスター

ですか、キャスターが話ししたことを即時に画面に

出してくれるということなのです。私が何回か全体

会議とかそういう中で音声認識システムを導入して

くれということでお願いしているわけなのですけれ

ども、島田さんが言う音声認識システムは、非常に

変換率が悪くて７割くらいしかできないよと言って

おりますけれども、ＮＥＣのストレートニュースで

は９９％以上が変換されて、ちゃんとした日本語で

トラックとして流れてくるというシステムになって

おります。それを今ＮＥＣは会議システムに、ミー

ティングアソシエーション、何かそういうような形

で出しておりますけれども、そういう形であるとい

うことで商品紹介ということです。 

 まだ、ちょっとタブレットとかそういう話もあり

ますけれども、それは後でまた質問させていただき

たいと思いますが、続いて社協センターの予約シス

テムにおきましてですけれども、もうほかの自治体

ではこのように今まで帳面記載していたのをもうダ

イレクトにパソコンのほうに予約ができるというよ

うなアナウンスになっております。福島市のキャン

プ場の予約におきましては、従来電話で受けていた

と。１件に１０分のかかってしまうと。夜中まで予

約に対応しなければいけないことがあったのが、今

ラインで受け付けると、それにかかる負担がほとん

ど、実質人手がかからないからゼロだよというよう

なことがあります。ほかにラインを活用したところ

で世田谷区のほうではプールの予約も行っていると

いうことです。さらに……。 

○議長（中澤良隆君） 島田議員、もう少し質問な

ので要約して質問していただいて、そこら辺の今

言っていることについては、再質問のときやっ

て……。 

○９番（島田政志君） そういうことで、私のほう

からこれであれですけれども、再質問のほうでも質

問させていただきますけれども、とりあえず、この

事例集ということで、こういうことでほかの都市で

も、中にはいろいろとできない理由、やらない理由

というのは多分、多々あるかと思いますけれども、

ここで先ほど言ったように、市長が言っているよう

にやったことについて、失敗ことに、それを後悔す

るのではなくて、挑戦しなかったことに悔いてほし

いということで、とりあえず質問とさせていただき

ます。 

○議長（中澤良隆君） それでは、９番島田議員の

デジタル化について、町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番島田議員の１項目目の

デジタル化についての５点の御質問にお答えいたい
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ます。 

 まず１点目のデジタル化の目的についての御質問

でありますが、「デジタル化」という言葉は、アナ

ログ情報やプロセスをデジタル形式に変換する過程

を指します。デジタル化には、デジタル技術やコン

ピューター技術を用いて情報やデータを扱うことが

含まれ、これは幅広く、多様な分野で活用されてい

るところであります。 

 主な例を申しますと、①アナログデータ(例え

ば、紙の文書、写真、音声、ビデオ)をデジタル

データに変換する「情報のデジタル化」、②企業や

組織が従来の手作業や紙ベースのプロセスをデジタ

ル技術を活用して効率化する「ビジネスプロセスの

デジタル化」、③アナログ通信からデジタル通信へ

移行する「通信のデジタル化」、④工場や生産プロ

セスの自動化とデジタル制御による「産業のデジタ

ル化」、⑤インターネットやソーシャルメディアを

活用して商品やサービスを宣伝・販売する「マーケ

ティングのデジタル化」、⑥映画、音楽、ゲームな

どの娯楽コンテンツがデジタル形式で提供され、デ

ジタルメディアプラットフォームを通じてアクセス

される「エンターテインメントのデジタル化」など

があり、これらは、私たちの日常生活の様々な分野

で活用されており、デジタル化は効率向上やイノ

ベーションの促進に寄与している一方で、デジタル

データのセキュリティやプライバシーに関する懸念

も生じています。技術の進化に伴い、日常生活や経

済活動に対するデジタル化の影響はますます広がっ

ていくものと考えております。 

 次に２点目のデジタル化によって、何が改善・改

革されるのかについての御質問でありますが、近

年、国が先導して進めているデジタル化関連の施策

については、令和２年１２月に「デジタル社会の実

現に向けた改革の基本方針」が閣議決定されまし

た。また、「自治体デジタル・トランスフォーメー

ション(ＤＸ)推進計画」が策定され、この中で初め

て「自治体ＤＸ」という用語が使用されました。 

 これらは、令和３年９月に施行された「デジタル

社会形成基本法」に基づき、デジタル社会の形成に

関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るため

に設置された「デジタル庁」が中心となって推進さ

れています。その目的は、「インターネットその他

の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全

に多様な情報または知識を世界的規模で入手し、共

有し、または発信するとともに、先端的な技術をは

じめとする情報通信技術を用いて電磁的記録として

記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に

活用することにより、あらゆる分野における創造的

かつ枯渇力ある発展が可能となる社会」を「デジタ

ル社会」と定義しています。 

 デジタル社会の形成に関しましては、①ゆとりと

豊かさを実感できる国民生活の実現、②国民が安全

で安心して暮らせる社会の実現、③利用の機会等の

格差の是正、④個人及び法人の権利利益の保護等を

基本理念としています。これに基づき、国、地方公

共団体、事業者がそれぞれの責務を規定しており、

特に地方自治体には、地域特性を生かした自主的な

施策の実施や国との相互連携が求められているとこ

ろであります。 

 デジタル化の進展は、様々な分野での改善が期待

されており、業務プロセスやタスクの自動化によ

り、作業の迅速化と効率化が実現し、時間やリソー

スの節約が可能となり、組織や企業はより効果的な

運営が可能となります。また、デジタル技術を用い

た情報共有が容易になることで、チームや組織全体

のリアルタイムな連携が強化され、柔軟性と適応力

が向上し、変化する状況への迅速な対応が可能とな

ります。 

 また、消費者にとってもデジタル化は利益をもた

らし、オンラインショッピングやデジタルマーケ

ティングにより、商品はサービスの提供が最適化さ

れ、顧客エクスペリエンスが向上し、企業は新たな

ビジネスモデルやサービスの創出に挑戦し、市場競

争力を高めることができます。 

 ビッグデータやデータ分析を活用することで、意

思決定がデータ駆動型となり、より効果的な戦略や

政策が策定されます。 

 教育分野では、オンライン学習やデジタル教育プ

ラットフォームの活用により、教育とスキルの向上

が促進されます。 

 デジタル社会は環境への貢献も期待されていま

す。例えば、紙の使用削減やオンラインミーティン

グの普及により、環境負荷の軽減も見込まれます。 

 ただし、これらの利点を加えて、セキュリティや

プライバシーの課題、デジタル格差にも注意が必要

となることから、プラス・マイナス両面からの検討

が必要と考えております。 

 次に３点目の上富良野では、どのように進めてい

るか。また、今後の推進策についての御質問であり

ますが、先に述べました「自治体ＤＸ推進計画」に

おいては、特に六つの重点取組事項として、①自治

体の情報システムの標準化・共通化、②マイナン

バーカードの普及促進、③行政手続オンライン化、

④ＡＩ・ＲＰＡの利用促進、⑤テレワークの推進、

⑥セキュリティ対策の徹底が求められており、当町

では、特にこれらの重点取組事項を中心に進めてい

ます。 

 「自治体の情報システムの標準化・共通化」に関
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しましては、住民基本台帳システムなどの主要な基

幹系業務システムを、国の作成する標準仕様に準拠

したシステムへの移行とガバメントクラウドへの移

行を目指し、令和７年末を目標に準備を進めていま

す。 

 「マイナンバーカードの普及促進」では、国の推

進策に合わせて臨時窓口を開設し、カード交付の普

及を図っています。また、住民票等のコンビニ交付

を早期に開始するとともに、今夏にはスマートフォ

ンアプリを用いた住民向け通知のデジタル化実証実

験として「スマホで入場券」を実施したところであ

ります。 

 「行政手続のオンライン化」につきましては、こ

れまで北海道電子自治体共同システムと国が整備し

た「マイナポータル・ぴったりサービス」の並行運

用を行っていましたが、管理が煩雑になっているた

め、本人確認が必要な手続きは「マイナポータル・

ぴったりサービス」を通じて提供するものにまと

め、今年４月からは国が示す標準事務を公開してい

ます。 

 また、従来紙で作成した各種契約書につきまして

は、今年度契約分から電子契約システムを導入し、

オンラインによる契約締結としています。 

 「ＡＩ・ＲＰＡの利用推進」に関しましては、業

務の効率化を目的としてＲＰＡについて職員向け研

修会を開催し、ＡＩでは特に会議録作成のための文

字起こしアプリケーションを導入し、さらなる活用

方法の研究を進めているところであります。 

 「テレワークの推進」では、コロナ禍の状況や今

後の多様な働き方を踏まえ、在宅や出張先からのテ

レワーク環境を可能な限り安価に構築しておりま

す。 

 「セキュリティ対策の徹底」に関しましては、平

成２８年度に構築した庁内ネットワークの三層対策

(個人番号系・ＬＧＷＡＮ系・インターネット系の

分離対策)の更新を、昨年度及び今年度に実施して

いるところであります。 

 次に４点目の高齢者の分かりやすいＩＴ推進策に

ついての御質問でありますが、利用者という面から

見た場合は、シンプルで直感的なデザインや機能を

備え、使いやすさが重視されるのではないかと考え

ます。 

 高齢者は視力が衰えることがありますので、大き

な文字やアイコンが使用され、無駄な情報が最小限

に抑えられたシンプルなデザインや、タッチスク

リーンやシンプルボタンで操作できるなど、直感的

で簡単な機能が求められます。声で支持を出すこと

で操作ができるような音声認識技術が導入されてい

ると、画面をタッチすることなく様々な機能にアク

セスできるように配慮されている高齢者向けのＩＴ

は、日常生活の様々な側面でのサポートやコミュニ

ケーションの手段として、豊富な機能が提供されて

います。これにより、高齢者もＩＴを活用して快適

で豊かな生活を送ることができるものと捉えており

ます。 

 また、ＩＴリテラシー(ＩＴを理解し、利用する

ための能力やスキル)という面から見た場合は、年

第的には高齢になるほど低く、コンピューターやイ

ンターネット、スマートフォンなどのデジタルテク

ノロジーを十分に理解せず、利用できるスキルが不

足している状態の方が多く、ＩＴは難しい、よく分

からない、自分には関係ないと感じている方が多い

と思っております。 

 高齢者をはじめ、そのような方々に対してＩＴを

分かりやすく説明すると、ＩＴ(情報技術)とは「コ

ンピューターやスマートフォン、インターネットな

どを使って情報を扱ったり、処理したりする技術の

ことです。例えば、スマホで写真を撮る、メールを

送る、ネットで情報を検索することで、日常生活や

仕事、学びの様々な場面で役立てることができま

す。例えば、友達とのコミュニケーション、情報の

入手、買い物、仕事の効率化など、ＩＴを使うこと

で、より便利に生活することができ、新しいことを

学こともできるもの」というような内容となると思

います。 

 なお、ＩＴリテラシーは、自分自身で基本的な操

作や簡単やところから利用することにより向上する

ことから、まずは興味を持っていただけるような取

組が重要と考えているところであります。 

 次に５点目の会議におけるデジタル化の推進につ

いての御質問ですが、会議や打ち合わせのデジタル

化とは、これらのコミュニケーションプロセスを、

物理的な場所や紙ベースの資料に依存しない形で行

うことを指しており、①オンライン会議ツールを使

用したリモート会議の開催、②会議資料などをデジ

タル形式で共有、③会議内容をデジタル録画し、後

で確認するために保存記録することなどが主な取組

となります。 

 デジタル化された会議や打ち合わせは、時間と場

所の柔軟性を提供し、効率を向上させる一方で、通

信の安定性やプライバシー保護などの新たな課題も

提起されています。 

 オンライン会議ツールを使用したリモート会議に

つきましては、この間のコロナ禍における感染対策

として急速に普及した面が見られ、町としても会議

や面談等において活用しているところであります。 

 また、３点目の御質問の中でもお答えいたしまし

たが、会議録作成のための文字起こしアプリケー
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ションを導入し、会議録作成業務の効率化を図って

いるところであります。 

 いずれにいたしましても、町行政のデジタル化・

自治体ＤＸの取組の推進に関しましては、既に様々

なサービスが開発・提供されておりますが、それら

の新たなサービス・仕組みを導入する場合、それな

りの運用経費を毎年度継続的に確保する必要があり

ますので、緊急性・必要性とともに、財政的状況を

勘案しながら進めてまいりますので、御理解を賜り

たいたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ９番島田議員の２項目目

の社会教育総合センターの体育施設の予約について

の４点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目の施設の使用に関しましては、条例規

則の規定に基づき、使用許可申請書の提出をいただ

き使用許可を受け、使用料を前納していただくこと

となっております。また、合わせて使用料の減免申

請手続きを行っていただいております。申請書につ

いては、施設受付で受け取るか、町のホームページ

で入手していただいております。これらの手続きを

受け、施設利用台帳に利用登録した後、施設利用予

定状況を館内入口の大型モニター及び受付窓口の台

帳でお知らせしております。 

 なお、個人使用については、受付に備えつけの券

売機により使用券を購入して使用していただいてお

ります。 

 また、使用施設のうち、その多くは定期的に利用

を希望する団体であることから、半年ごと年２回の

使用申請調整を図り利用をいただいているところで

あり、使用申請手続きの軽減を図っております。 

 社会教育総合センターに限らず、公共施設につい

ては、先に説明しました同様の使用申請許可手続き

が必要となっているところであります。 

 次に２点目の電話予約に関しましては、使用した

い場所の空き状況の問い合わせに対応し、仮予約を

受けますが、使用する日までに使用申請手続きをお

願いしております。 

 次に３点目のスマートフォン等からの予約に関し

ましては、使用料納入の手続きの課題がありますこ

とから、現状は対応を予定していないところであり

ます。 

 次に４点目のデジタル化による事務の効率化につ

きましては、パソコンや大型モニター等を活用しな

がら、利用者に対する情報提供などを取り進めてい

るところでありますので、御理解を賜りたいたいと

存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ９番島田政志君。 

○９番（島田政志君） まず目的と改善、改革につ

いては書かれているとおりというかなのですけれど

も、３項目目の上富良野の進捗についてお伺いした

いのですけれども、令和７年末までに構築しなさい

ということで、これはデジタル庁から言われている

のですか、そういうことで進捗と言いますか、どの

ようになっているのかなということが一つと、あと

郵便局とコンビニにおいては、タッチパネルを触っ

て住民票とか印鑑証明が出るのですけれども、役場

の窓口はいまだに紙を書いてやっていて、それに対

してどういうふうにお考えなのかということでまず

質問したいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ＩＴ・組織機構担当課長、

答弁。 

○ＩＴ・組織機構担当課長（宮下正美君） ９番島

田議員からありました標準化の関係について私のほ

うから事務的なことなので回答させていただきま

す。 

 申し訳ありません。先ほど町長、７年末というこ

とでお答えをさせていただきましたが、こちら７年

度末ということで訂正をお願いしたいというふうに

思います。なので、令和７年の３月ではなくて７年

度中なので翌年の８年の３月までに今移行するとい

うことで準備を進めてございます。 

 進捗でございますが、これは様々なやり方がある

のですけれども、当町につきましては、今現行使っ

ているシステム、いわゆる住基システムをまず国が

示す標準化対応のシステムにまず切り替えます。そ

れを先に行いましてから、それが終わった以降、い

わゆるガバメントクラウドという、よく分からない

かもしれませんが、国が用意を今、準備を進めてい

るところに、そのシステムをそのまま移行するとい

うことで準備を進めているところでございまして、

これはうちだけではなくて全国多くの市町村が今そ

のように準備を進めているということで、一応７年

度末までには移行できるということで今準備を進め

ているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ９番島田議員のマ

ルチコピー機の関係の御質問だと思いますけれど

も、そちらのほうにお答えさせていただきたいと

思っております。 

 先ほど申されました郵便局は上富良野においては

東中の簡易郵便局のみでございますが、それとコン

ビニエンスストアに関しましては全国どこでも上富

良野町の住民票、印鑑証明及び戸籍等が取れるよう

になっております。そちらに関しましては、ただい

ま東中のほうに関しましては、もうあと二、三か月
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で撤去するということになっております。そのシス

テムの利用経費等を考えますと、庁舎には窓口がご

ざいますので、現在のところは設置する予定はない

ということで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。 

○９番（島田政志君） ペーパーですとか、いろい

ろなことを勘案すると、富良野市議の話をするわけ

ではないのですけれども、もうそういう時代、要す

るに令和７年になってぽんと切り替わるというよう

なことは多分あり得ないと思いますので、例えば今

のたかが住民票のとか印鑑証明のシステムにおいて

も、徐々に窓口でも使えるようにしたほうがよろし

いかと思います。富良野の場合はもう令和３年から

進めていると。ちょっと今進捗が曖昧なので、もう

はっきりした進捗がよく分からなかったのですけれ

ども、もう７年の末ということは６年の中旬くらい

には、ある程度併用というか、できるような状態に

していかないと、そこまで来てぽんと入れ替わると

いうのは非常に難しいことだと思いますので、検討

のほどお願いしたいと思います。 

 あと、続いてですけれども……。 

○議長（中澤良隆君） 一問一答でお願いします。 

ＩＴ・組織機構担当課長、答弁。 

○ＩＴ・組織機構担当課長（宮下正美君） ９番島

田議員の御質問にお答えします。 

 この関係もちょっと事務的なことなので私のほう

から説明をさせていただきますが、ちょっと誤解の

ないようにということで、先ほど私のほうで、わい

ゆるシステムの標準化の部分と、あと町民生活課長

のほうから、いわゆる窓口と言いますか、コンビニ

交付の関係の説明をさせていただきましたが、

ちょっと誤解のないようにということで、先ほど私

のほうで説明したのは、今のシステムが、いわゆる

ペーパーレス化のシステムになりますという説明で

はございません。 

 国が今求めているのは、各自治体がそれぞれ持っ

ている、いわゆる基幹系システムというふうに言う

のですけれども、それは今各町ばらばらなので、そ

れを国で統一化、ちょっと変な話、統一化しよう

と、効率化をしようというのが、この国が今進めて

いる、いわゆる業務の標準化、共通化という部分で

ございまして、これをやるとペーパーレスのシステ

ムになるということではございません。今各市町村

がばらばらで持っているシステムを少しきちんとま

とめようというふうに今国が言っていますので、私

が先ほど説明したのは、今あるシステムを各自治体

個別に運用するのではなくて、国が今準備している

ガバメントクラウドというところにみんな移行しま

しょうということの説明をさせていただきました。 

 なので、私の説明は、今あるうちの町のシステム

は新しいシステムのほうにバージョン替えして、そ

れを国のガバメントクラウドと言われるところの場

所に移すのですよ、それを７年度の末までに行いま

すと言ったので、それに伴って町民の皆さんに何か

変わるのかと言われると、何も変わらないです。内

部的な話ですので、そこから出るサービスは、うち

の窓口から出る住民票は今までと変わりません。コ

ンビニから出る住民票も今までとは、様式若干変わ

るのですけれども、基本変わりません。それをやっ

たからペーパーレスになるということではないの

で、その時期をもっと早くすればいいのではないか

という部分についても、そこを早くしても町民の皆

さんについては特に何も影響はないということで

す。 

 あと、いわゆるコンビニでタッチパネルで取れる

よということで言ったのですけれども、実際には機

械自体を役場庁舎窓口に置くこともできます、同じ

もの。そうすればコンビニで取るのと同じなのです

が、あの機械、１台維持するだけで、大体職員１名

分の年間費用がかかります。なので、職員代わりに

置いていいですけれども、それしか仕事できません

ので、結果費用の関係になるということでございま

す。 

 以上です。補足です、すみません。 

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。 

○９番（島田政志君） 今のは理解できましたけれ

ども、つまりその機械を置くと、要するに東中のや

つ、あと３か月で撤退するということもコストの面

のことかとは思いますけれども、それ以外にもＩＴ

化を進めなければいけないことが多々あるかと思い

ますので、そちらのほうはそれで進めてください。 

 ここはこのままで、次、老人と言いますか、お年

寄りでも使えるＩＴというか、ＤＸと言いますか、

一般論と言いますか、歳を取ってくると目がしょぼ

しょぼするとか、そういうことはうたわれておりま

すけれども、上富良野町では年寄りに対してどのよ

うなサービスしているのかなということでお伺いし

たいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ＩＴ・組織機構担当課長、

答弁。 

○ＩＴ・組織機構担当課長（宮下正美君） ９番島

田議員からありました高齢者に対するＩＴ施策とい

う御質問かなというふうに思います。こちらも

ちょっと私のほうからお答えをさせていただきます

が、現状、今の時点におきまして、高齢者向けに特

化した、いわゆるＩＴのサービスというものについ

ては、実際問題はないのかなというふうにありま
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す。 

 また、実際にほかの町でも高齢者向けの部分とい

うことであると、よくやっているのはスマホの使い

方教室のようなものをやっているというのが多いの

かなというふうに思ってございます。そちらにつき

ましては、各行政だけではなくて、いわゆる携帯の

キャリアさんとかも一生懸命やったりしながらやっ

ておりまして、まずは先ほど言いましたように何か

を使ってもらうというよりも、まずは興味を持って

いただきましょうというのが今の流れなのかなとい

うふうに思っております。 

 ただ、現状では町として、高齢者に対してのそう

いう教室とかは直接開くということではなくて、既

存の今ある、いわゆる、例えばいしずえ大学町民講

座ですとか、うちでぜひ集めますというよりも何か

のグループでそういう要望があれば、そこに赴いて

行ってやったほうがより細かくできるのかなという

ふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。 

○９番（島田政志君） お年寄り向けには、特にあ

まり具体的なことはやっていないというふうに見受

けられますけれども、とは言っても、この上富良野

町の４割近くが６５歳以上、６５歳以上のみんなが

ＩＴに対して鈍感なのかということで疑問視もあり

ますけれども、その累計というか統計的にはもう４

０％がそういうお年寄りということですので、非常

に町長だとか議員に対しては選挙のときに貢献され

ているのがその年代の人間かと思いますけれども、

そういう人間は非常に大切にする必要があるかなと

思います。 

 その話はしようがないかとして、次、会議システ

ムにおけるデジタル化ということで、ちょっとタブ

レット、今電源入ってないからここへ持ってきても

あれですけれども、農業委員会のほうでタブレット

を導入して使われているということで、先日ちょっ

と林下さんのほうにお邪魔したのですけれども、現

地調査をするに当たって、今までＡ３に３枚も４枚

もコピーして担当にわたしていたのが、タブレット

を使うことによって、その場で大きくしたり、小さ

くしたりして、大変非常に便利だということでお伺

いしております。 

 ただ問題は、ちょっとお金の出どころがいろいろ

ありまして、人数分そろっていないので、本来なら

ば農業委員が書かなければいけない報告書なんか

も、タブレットでやらなければいけないということ

なのですけれども、町長としましては、こういうも

のについての導入はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ９番島田議員の御質問に

お答えします。 

 通告ないので農業委員のタブレットの数について

は、ちょっと私のほうからお答えするわけにはいか

ないかと思いますけれども、会議においてタブレッ

トを使い、それからいろいろとペーパーレス、全て

いくということについては、やはりいずれはやらな

ければならないことなのだなとは思っておりますけ

れども、基本的にはそういったシステムは農業委員

会だけの話となって、こういう議会もそうですし、

通常の会議も含めて、トータルでシステムを整え

て、どのようにしていくのか。それからタブレット

を全職員に配付したり、それからスマホを持たせた

り、いろいろなことやっている事例も、私も少ない

知識の中で多少は承知しております。 

 しかしながら、それにつきましても、町長の答弁

にもありましたように、まず初期投資もかかりま

す。それから毎年の運営費もかかります。そういっ

た中で、どういうものがいいのか、ベストなのか、

ベターなのかということも含めながら、やはり検討

していく必要があることなのかなと思っていますの

で、そういった部分、今やっていないから何もやる

気はないということではなくて、町長の答弁にもあ

りましたように、そういったものも総合的に考えな

がらやらないと、一部分だけのタブレットの問題で

は済まないというふうに私ども考えておりますの

で、その辺については御理解を賜りたいたいと思い

ます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番島田議員の、先ほどの

東中の住民票の、マイナンバー持っていって住民票

が出るのですけれども、その辺のところで答弁の

チャンスがなかったので、ここでちょっと言わせて

もらうのですけれども、東中郵便局の、誤解のない

ように分かっている方もいると思うのですが、あれ

は町で設置したものではないのです。郵便局が独自

で設置して、コンビニもそうなのですけれども、独

自で東中の郵便局はたまたま郵政の内部で当たった

もので、東中郵便局が置いてくれておりまして、そ

れがなかなか維持費との関係、利用者の関係で維持

できないということでなくなるのですけれども、決

して我々がペイしないから引き上げるというわけで

はございませんで、そこはちょっと補足させていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ９番島田政志君。 

○９番（島田政志君） ちょっと冒頭にお話しまし

たけれども、音声認識システムなのですけれども、
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ＮＥＣとしましては、お試し期間ということで、実

際に使ってみて使い勝手がどうなのか、こうなのか

ということで、そういうこともしておるということ

ですので、それはお試し期間は当然無償だとは思い

ますけれども、そういうことを検討、というのはな

ぜかと言うと、先日このマイクが１本壊れて２５万

円で、予備というか、２本トータル替えたら五十数

万円かかるよということだったのですけれども、こ

れ多分、パソコン１台とマイク数台入れて認識シス

テムのソフトを入れても、多分こでマイク四、五本

壊れてしまったら、それぐらいにいってしまうもの

だと思うのですけれども、その辺についてどのよう

に考えているか、議会のほうに対してこういったも

のについての入れ替えというかはどのように考えて

いるかお願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 島田議員に申し上げます。 

会議におけるデジタル化の推進についてということ

で、今１回目の答弁で会議録作成のためのアプリ

ケーション等々導入してやっていますよということ

なのですが、それに対して再質問があれば許しま

す。 

○９番（島田政志君） ですから、今要するにテー

プ起こしのアプリケーションをいまだに使っている

ということであれば、先ほど言ったようにリアルタ

イムで、もうだからそこにいる事務局の方々が夜遅

くまで作業されなければいけないことを音声認識シ

ステムを使えば非常に効率がよくなるよということ

で、今ついでだからですけれども、マイク等の設備

も大分老朽化していますので、いかがなものかとい

うことです。 

○議長（中澤良隆君） もう一度、ＩＴ・組織機構

担当課長のほうから答弁願います。 

○ＩＴ・組織機構担当課長（宮下正美君） ９番島

田議員からありました会議録作成システムの関係で

ございますが、回答の中では、いわゆる文字起こし

アプリケーションというふうに記載をさせていただ

いておりますが、このシステムにつきましては、

ちょっと日本語あれですが、いわゆるリアルタイム

で録音したというか、声を文字起こしするシステム

になっておりまして、うちで使っているのは今言わ

れた会社のものではございませんので、また他社さ

んのものを今入れて、今年度から本格運用しており

ます。 

 あと、全議員の皆様につきまして、一度ライブ放

送のやつを見ていただいたかなというふうに思いま

すが、いわゆる皆さん、私たちがしゃべったものが

リアルで文字に変換をするというシステムを今本格

運用して使って、その新たな使い道を研究をしてい

るというところでございます。 

 ただ、今言われました、うちが今使っているシス

テムが絶対ではございませんので、他社さんでいろ

いろなものもありますし、ＮＥＣさんにつきまして

は日本のそういうＡＩの開発には特化をして一生懸

命やっているというようなことも聞いておりますの

で、いろいろなサービスをこれからも研究しなが

ら、より適切なものに乗り換えるのであれば比較し

ながら乗り換えていくことになるのかなというふう

に思っておりますので、うちが今使っているのもリ

アルタイムで音声を文字に変換するシステムを既に

導入して使っていますということで御理解をいただ

ければと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。 

○９番（島田政志君） どうもありがとうございま

す。 

 当初うちの事務局のほうから聞いていたのと

ちょっと事情が違ったので、そういう先進的なもの

が導入されているとすれば、非常にありがたいこと

だと思います。 

 続きまして、社協センターのほうのお話に移らせ

ていただきたいと思います。 

 最初のほうに条例規則でうたわれているのでどう

しても紙を書かなければいけないということなので

すけれども、先ほどちょっと事例集を上げましたけ

れども、そういう条例が邪魔をしているのであれ

ば、うまく条例改正というか、改正のほうをお願い

したいと思います。 

 ここでまず一つお願いします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ９番島田議員の、まず社

会教育総合センターの使用に関しての御質問にお答

えします。 

 答弁で私条例規則に基づいての手続きを御説明し

ましたが、それは今の手続き上の説明であり、条例

規則等で島田議員がおっしゃるデジタル化という

か、これから紙ではなくて違う媒体を通じた予約だ

とか空き情報が見れないということではございませ

んので、あくまで今御質問いただいているのは社会

教育総合センターの施設の利用についての現状を御

質問いただきましたので、私のほうからは今の施設

の利用状況について御説明を申し上げていることだ

ということで御理解いただきたいと思います。決し

てこの条例規則を変えなければデジタル化ができな

いということではございません。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。 

○９番（島田政志君） それではそういうことで。 

 あと、使用料を前納しなければいけないというこ
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とで、このラインシステムのどちらでもいいのです

けれども、ペイペイとライン何とかという、ライン

ペイですか、こういう携帯電話の支払機能を使えば

事前に納入できるという仕組みもありますので、こ

の辺、これは先ほどの答弁と同じことでよろしいで

すか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ９番島田議員の御質問に

お答えいたします。 

 使用料の納入につきましても、ただいま町の現状

としましては、使用申請手続きした後に使用料の納

入をお願いしている仕組みになっていると。今島田

議員のほうからおっしゃっていただいているのは、

あくまでもデジタル媒体を使った申請、予約、あと

料金の納入ができないかという御質問かと思います

ので、それについては今の町としては、現状として

は対応できていないという状況で御説明をしており

ますので、今後これにつきましては、私も他の自治

体における使用状況については、そういうところで

は進んでいる自治体もあるというのは情報も得てお

りますので、うちの町は社協センターだけが施設で

はございませんので、公民館、保健福祉総合セン

ター、様々な公共施設が町民の皆様にも御利用いた

だいておりますので、公共施設の利用の全体とし

て、そういう仕組みづくりというのは重要ではない

かと考えておりますので、御理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。 

○９番（島田政志君） ありがとうございます。 

 そのように前向きに取り込んでいただけているの

であればいいのですけれども、要するに事務の効率

化ということで、(４)の話になりますけれども、こ

ういう携帯電話とかスマートフォン等々から予約す

ることによって、先ほども言ったように人が非常

に、労力が少なくなると。その分違う仕事と言いま

すか、町のための仕事に貢献できるかと思いますの

で、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ９番島田議員のデジタル

化による事務の効率化につきましては、私もパソコ

ンも各部署に全員配置されておりますし、私もパソ

コンを使いながら様々な業務を行っておりますの

で、ぜひそういう機能を使いながら事務の効率化を

図ることは、もうこれから私たちに課せられた役目

だと思っております。 

 ただ、うちの町の仕組みとしまして、やはりきち

んと仕組みを構築していくためには、その計画と、

あと全体的なトータル的な計画が必要だと思いま

す。また併せて財源の確保も必要になりますので、

これは全庁的、教育委員会だけではなくて、全庁的

な中で計画すべき内容だと思いますので、何とかそ

ういうことで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。 

○９番（島田政志君） 卵が先か、ニワトリが先か

というお話になるかと思いますけれども、こういう

パソコンというかデジタル化を促進して、予算をつ

くっていくのか、予算があってからそういうことが

始まるのかという話にもなってくるかとは思います

けれども、どちらにしてもこのデジタル化を推進す

ることによって、役場職員においても多分メリット

がある、確かにセキュリティとかいろいろな面であ

ります。でもそれは一つ一つ克服していかなければ

いけない。いつの時代も、だから３年後にやったら

完璧なものができるかとか、そうではなくて、今か

ら始めて、そういう悪いものを潰していかなければ

いけないと私は思いますので、もう少し前向きにお

願いしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ９番島田議員の御質問に

お答えいたします。 

 当然にして国が進めておりますデジタル化でござ

いますので、我々も町も当然そのものにはきちんと

対応しなければならないと思っています。卵とニワ

トリの話がありましたが、明らかにお金が先なの

は、もう目に見えていることでございますので、財

源というものは本当にしっかり考えなければ、効率

化図られるのはよく分かります、分かりますし、仕

事も楽になるかもしれません、便利になるかもしれ

ませんけれども、ない袖は振れないと、財政を扱っ

ている者としてはそういうものもありますので、そ

ういったところを慎重に考えながら、かといって遅

れを取らないようにということも含めながら、前向

きに、前向きにと言いますか、デジタル化はもう前

も後ろもなく、やらなければならないことですか

ら、対応を図っていくということで御理解を賜りた

いたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。 

○９番（島田政志君） 副町長のほうから前向きと

言いますか、そういう回答をいただきましたけれど

も、本当にデジタル化というのは、町長もフェイス

ブックとかいろいろパソコン使ってやられています

けれども、せっかく技術とかそういうのを全職員に

網羅して、あるいは議員のほうにも技術を伝授し

て、いい方向に持っていっていただきたいと思いま

す。 

 これで私の質疑は終わらせていただきます。 
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○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、９番島

田政志君の一般質問を終了いたします。 

 次に、５番金子益三君の発言を許します。 

○５番（金子益三君） すみません、ちょっと喉の

調子が悪いので、聞き苦しい点がありましたら申し

訳ございません。 

 それでは、私はさきに通告してあります３項目に

つきまして、町長に所見をお伺いさせていただきま

す。 

 初めに、第１項目目、不足する保育士等の確保に

対する町の対応についてお伺いいたします。。 

 上富良野町にある認定こども園では、近年保育士

不足が加速している状況にあり、人材確保に非常に

苦慮している状況であります。 

 このことは言うまでもなく両親共働きをしている

御家族の増加に伴いまして、未満児の保育ニーズが

高まる中、保育士のなり手が不足していることに加

えまして、働き手であります保育士の皆様が都会で

の暮らしを望む志向が高まっていることも重なって

いるということであります。 

 このような中におきまして、近隣の自治体におい

ては、保育士確保のために、地元で就職していただ

いた保育士さん等に対して、自治体自らがその住宅

費の一部を助成、補助するような仕組など様々な方

策を用いて保育士の確保のための助成を行っている

ところであります。 

 そこでお伺いしたいのが、現状保育士の労働力を

この町に対して確保するために、町自ら補助等の考

えがないかお伺いをさせていただきます。 

 続きまして、２項目目でございます。町立病院へ

の小児科を設置できないかということでございま

す。 

 令和７年に完成予定をしております、新しく建て

直されます上富良野町立病院に町民の皆様も大きな

期待と、また、この上富良野町に病院がある安心の

声が多方で聞かれているところであります。 

 現状の高齢社会に対応いたしました、新しい病院

の運営に対しましても、町も議会も力を合わせて協

力を惜しまないところでございます。 

 この間、コロナ禍においても大変危険と隣り合わ

せの中、また、今年の夏のように猛暑の中におきま

しても、防護服をまといながら検査等を続けてこら

れました医療スタッフの皆様に心から感謝と敬意を

表すところでございます。このように多くの町民か

ら望まれる、今までもそうですが上富良野町立病院

でございますが、子育て世帯の中から、ぜひ、何と

か小児科の対応が図れないでしょうかといった声が

非常に多く高まって聞かれているところでございま

す。 

 小児科につきましては、近年の少子化等の影響に

よりまして小児科医のそのものの減少や、加えて都

市部の総合病院への集中などの現状にあることは、

私も十分に承知をして理解をしているところでござ

いますが、陸上自衛隊上富良野駐屯地を抱える我が

町にとっては、大変多くの子育て中の隊員所官の皆

様、御家族にとっても、これは大きな願いの一つで

ございます。 

 何とか常勤の対応までとはいかないとしても、何

とか週に二、三日程度でも和が上富良野町立病院に

小児科医を派遣していただいて、その対応ができな

いか、ぜひ町長からも旭川医大へ等に要望等を行う

ことができないのかお伺いをいたします。 

 ３項目目でございます。積極的な情報公開への対

応についてお伺いいたします。 

 上富良野町は、現在情報公開条例を設置しており

ます。住民から請求された様々な行政資料につきま

しては、もちろん所定の手続きを申請した後に、情

報を公開しているところでございます。このことは

当然言うまでもなく個人情報保護に関しても適切な

対応が図られていると認識しているところでござい

ます。 

 町の情報公開におきましては、自治基本条例で策

定がありました第２章の第４条、さらには第３章の

第７条、第４章の第１１条、そして第６章の第２節

において情報の共有がしっかりとうたわれでおりま

す。これは町、議会、住民それぞれの立場で情報を

共有することとうたわれております。 

 そしてこの間、上富良野町議会といたしまして、

令和元年から推進しております開かれた議会のため

の議会改革において議場のネット配信の議論をいた

しまして、昨年、一定程度町に対して方向性を占め

させていただいたところであります。 

 このことにつきまして理事者側はどのように受け

止められまして、また今後どのような対応をされま

すか。具体的には、この議場においてネット配信を

行うお考えがあるのかをお伺いさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の３項目の御

質問にお答えいたします。 

 まず、１項目目の不足する保育士等の確保に対す

る対応についての御質問にお答えいたします。 

 町におきましては、年に３回から４回、教育・保

育施設連絡会議を開催して認定こども園の園長の

方々と利用状況、行事日程、保育士確保の状況、次

年度の利用状況などを情報交換しているところであ

ります。各園におかれましては、保育士を募集して

もなかなか応募をしてもらえない、常勤保育士の退
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職や育児休暇により人員を確保することが難しく、

現状の人数では加配や３号認定の３歳未満児の入園

希望に対応することが大変厳しい状況とお聞きして

おりますが、何とか新規採用者を確保して運営して

いる状況とお聞きしております。 

 保育士不足の要因につきましては、全体的に学生

自体が減少している上、その中でも保育士を希望す

る学生も減少しており、資格取得後は大都市のこど

も園に就職を希望する方、また、せっかく資格を取

得しても保育士としての就労を希望しないなど、

様々な要因をお聞きするとともに、私も同様に推察

するところであります。 

 このような状況から町村はもとより、都市部にお

いても、保育環境の維持や待機児童対策のため、議

員御質問のとおり家賃補助などを行っている自治体

があることも承知しているところでありますが、少

子化による人材不足は保育職場のみならず、各業種

にも共通する課題でありますので、町といたしまし

ても若者の人材確保を図るため、令和３年度から奨

学金返還支援補助事業を創設し、奨学金を返還する

方が対象ですが、保育士も該当となりますので、こ

の制度も保育士確保の一助になればと考えていると

ころであります。 

 現時点では保育士に限定して補助制度を創設する

考えはありませんが、町といたしましては保育士の

業務負担軽減と人材確保を図るため、保育補助者を

雇上げる「保育補助者雇上強化事業」を実施すると

ともに、就職いただいた保育士が離職されないよ

う、また資質向上のため、子育て支援人材育成研修

会、子どもを守る地域ネットワーク機能強化研修会

を継続して開催しているところであります。 

 また、当町は人口の社会動態が多い町であります

ので、潜在的な有資格者の把握に努めるとともに、

中学校や上富良野高校と連携し、職場体験において

保育士の職務が魅力ある職業として感じていただけ

ますよう情報提供に努めてまいりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目目の町立病院への小児科の設置につ

いての御質問にお答えいたします。 

 小児科の設置につきましては、子育て世代の皆様

にとって切実な願いだと認識しているところであり

ます。 

 しかしながら、議員御承知のとおり、小児科医は

長時間の不規則な勤務実態など心身にかかる負担が

大きいため、なり手が少なく、特に地方での医師不

足が深刻化している状況から、医師の確保は極めて

困難であります。 

 また、非常勤医師による週何日かの派遣につきま

しても、小児科の専門性、特殊性からその後のフォ

ローが常勤の専門医でなければ対応が難しいことか

ら、有効的ではないと考えているところでありま

す。 

 このような状況の中において、小児科を開設する

ことは難しいものと考えておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

 次に、３項目目の積極的な情報公開への対応につ

いての御質問にお答えいたします。 

 当町の情報公開につきましては、議員御質問のと

おり行政資料のほか、各種海技や会議録の公開につ

きましても条例等に基づき実施しているところであ

ります。 

 議会の活性化につきましては、議会活性化推進計

画を策定し「より身近で開かれた議会」を目指し

様々な取組をされていることに対しまして敬意を表

するものであります。 

 議員御質問の議会のネット配信につきましては、

その一環として町民ニーズに対応した議会のＩＣＴ

化を図るためネット配信実現に向けた検討がなされ

たものと受け止めております。 

 ネット配信につきましては、最終的には議会にお

いて実施の有無が決められることにはなりますが、

予算編成上、住民ニーズの把握や運用方法の検討、

音響設備整備など、どのようなネット配信の機器整

備内容になるかなど様々な検討が必要と考えますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） 今、町長から縷々御答弁が

ありましたので、まず保育士等の確保に対応すると

ころで再質問させていただきます。 

 町長おっしゃいますように、全道的のみならず全

国的にこういった保育士不足というのは、少子化も

さることながら、無償化によって窓口が増えてしま

う、そして今おっしゃたように大学自体の子ども

が、保育士を目指す子どもさんが減少しているとい

うところで苦慮している、これの部分は共感させて

いただいております。 

 それだけでなく、認定こども園になったことに

よって、１号であった３歳児以降の子どもたちが２

号に移行したことで、保育時間が１０時までという

枠から１８時まで、そこまで可能になるということ

で、これでまた非常に保育士さんの勤務状況がフ

レックス制を取るときにおいても、今まで１人でよ

かったのが複数名置かなければならないとかという

状態になっていたりして、非常にその部分で御苦労

なさっているのです。 

 町長も御答弁の中でいろいろ保育士の普通の方を

補助の雇用を強化する事業を行っておるというとこ
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ろでございますが、現状、加配がぎりぎりな園、そ

して本当にほぼぴったりの定数でやっている園がこ

の町、４園の中であるということを御認識してい

らっしゃるかまずお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えいたしたいと思います。 

 認定保育園ではなかなか厳しい人のやりくり、保

育士さんのやりくりでぎりぎりの、もちろん民間と

言いますか、余計にと言いますか、無駄にと言いま

すか、潤沢に人員がいるわけではない。本当にぎり

ぎりでやっているということは昔から、私も子ども

が小さい頃はそういう話はずっと聞いております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） まさに、本当に今町長が

おっしゃったとおりで、上富良野４園あるのですけ

れども、本当に厳しい状況であります。今、各園に

おいても、それぞれの自主努力の中において、保育

士を確保するために様々な処遇サービスというもの

を、ちょっと適切な表現ではないのかもしれません

けれども、園独自の努力によって行っているのです

が、これも総体的な少子化によって園に通う子自体

の絶対数が減っていることによって、なかなか運営

も厳しくなっていってる、非常に負のスパイラルが

進んでいる現状なのです。上富良野の大切な宝でも

あります子どもたちをしっかりと保育していただ

く、その人材確保というのは、やはり町の責務では

ないかというところも私感じるのですが、その点町

長はいかがお考えでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 子育て支援という面では、町も一定の努力と言い

ますか、注意を払わなければならないということは

もちろん理解しておりますが、特に人材不足という

のは、保育士、認定こども園なんかでももちろん人

材不足大変なのですが、一般的にどの業種も非常に

人材確保というのは苦労されていると思います。そ

の中で、なかなか保育士に限ってと答弁させていた

だきましたが、保育士の家賃とか、保育士に限っ

て、そういう頭出しすること自体がなかなか難しい

のかなということで、私たちがやっているのは、答

弁にもさせていただきました。奨学金の返済に対す

る補助、これは保育士さんだけに限ったことではあ

りません。どの業種にも共通しているのです。人材

不足ということ、人手不足ということ、どの業種を

限定することなく使える制度ですので、一般的にや

はりそういう大前提がないと、突然確論に入って

いって、ここの補助というのはなかなか難しいのか

なというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） ちょっといっぱいいろいろ

答弁いただいたので、一問一答できなくなって、複

数になったら申し訳ございません。 

 まず、奨学金の話はこの後にさせてもらうので、

都市部においても、いわゆる保育士に限らず、ソー

シャルワーカーの方、全て不足しているというの

は、もちろんなことでございます。運輸であった

り、それから介護であったり、ごみ収集から何から

本当に人手不足になっているのは私も認識している

ところでありますが、私が特に言いたいのは、保育

士さん、若い先生方、大学卒業した方が大半占める

わけでございますが、そういった方であればあるほ

ど、特に都市部に住みたい、都市部で働きたいとい

う、そういう傾向が強いことにあるのです。加えて

そういうところに、都市部である自治体のほうがそ

ういった処遇を自治体が出している現状にある。こ

れは非常に地方の町としては、なかなか遅れを取る

し、そこの運営をしている園というのは本当に厳し

いパイの取り合いになるのではないかなと。ですか

ら、全部が全部ということではないのですが、そう

いったところ一部でも町として応援をしてあげるこ

とというのは可能ではないのかなと私は考えるので

すけれども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 都市部でそういう自治体による補助があるのも承

知しております。都市部には都市部の待機児童の問

題とかがあって、なかなか、もうさらに一生懸命と

言いますか、自治体として都市部では子どもが地方

と比べて多い、待機児童も多いのかもしれません。

そういう関係もあって、いろいろ政策的に補助金を

出してやっているところももちろん承知しておるの

ですが。いろいろやっている事業者さんの話をいろ

いろ聞くと、やはり補助はずっと永久に出している

ところは自治体で補助を出しているところは永遠に

というわけではなく、ある程度年限を３年、５年

切って、家賃の２分の１ですとか、そういうふうに

出しているところがある、そういうところが多いの

ですけれども、そうすると、やはりその３年なり５

年たって家賃が当たらなくなると、補助がもらえな

くなると辞めてしまうと。 

 結局そういうところの事業者さんは、何が言いた

いかというと長く住んでもらいたい、家賃補助が終

わってもその町に、その自治体に住んでもらいたい
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ということで、やはりその地方の自治体の魅力と言

いますか、総合的な住みたくなるような魅力という

のが究極的、最終的には大事なのだという話になり

ますので、当町においては、先ほどの答弁の繰り返

しになりますが、保育士さんに限定した、保育士さ

んだからという補助制度はなかなか難しいかなと思

いますが、一般的に担い手、後継者ですとか、あと

切り口として奨学金の返済、そういうのを絡めて全

般的に上富良野に来てもらう、そしてやはりそうい

う補助が終わった後もしっかりと上富良野に住んで

もらうためには、それ以外の魅力、上富良野として

の町の魅力というのがもっともっと大事なのだなと

いうふうに感じて、総合的な町の魅力アップのため

に施策をいろいろ総合的に進めていかなければ駄目

なのかなというふうに、この件に関しては思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） 若干ちょっと争点がずれそ

うなので戻しますけれども、都市部で待機児童が解

消のために、その自治体において行っているという

ことでございます。これ上富良野町においても、特

に３号、３歳未満児、２歳未満児、特にゼロ歳のと

ころ、もっと分かりやすく言うと、上の子がその園

に入っていて、弟さん、妹さん、同じ園に入れたい

よといったときに、ここで今問題が生じているので

す。これ言ってみれば待機児童なのです。残念なが

ら隣町の保育園に行かなければならない。運がよけ

れば町の違う園で見てもらえる。もっと運がよけれ

ば偶然にも同じところで見てもらえる。残念なが

ら、全ての今の保育ニーズというものに対応できな

いというのが認定こども園の現状であります。これ

を、やはり町長が待機児童というふうに見るか見な

いかなのですが、町長はこの現状をどういうふうに

御理解されておりますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 待機児童と見るか見ないかについては、それとは

関係なく、これは一義的にはその事業所さんが雇用

の問題ですから、まず頑張ってもらいます。当然待

機児童だろうがなかろうが、そういう困っている人

がいれば、それは町も知らんふりはできませんの

で、当然子育てに重要な責任負っておりますので、

町も当然関わっていかなければならないのですが、

そこでのやはり補助の仕方というのはよく考えない

と、ほかの業種のこともありますので、そういう考

えです。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） 町長の立場も理解いたしま

す。ただ、これちょっと私も子育て終わってはい

る、終わっているということはおかしい、認定こど

も園に入れるような子どもは持っていないのですけ

れども、大勢の町民の皆さんの代表として言わせて

いただきますけれども、この間、同僚議員の質疑に

もありましたけれども、上富良野町の高齢者の終の

住み家でもあります大切なラベンダーハイツ、これ

は我々議会も納得をすることによって人件費のみな

らずですけれども、おおむね人件費相当に対応する

ところ、三千数百万円のお金は、あくまでも大事な

この上富良野を支えていただいた高齢者の皆様のた

めに、５０名の定員のところに出すことはやぶさか

ではないと思って議決をしているところでございま

す。決算でも認定をしているところでございます。 

 ですから、これ今上富良野の認定こども園、約３

００人弱の定員で子どもたちを受け入れているわけ

ですよね。これら子ども、子育てをされている方の

受益者のみならず、やはりこういった保育士を我が

町に確保するということは人口増にもなりますし、

それから雇用の確保にもつながるし、これは非常に

ウィンウィンな関係になると思うので、いわゆる保

育士だけに限定して補助を出すのがルール的に云々

というの、分からないわけではないのですけれど

も、大きな目で見ていただき、そして特に町長の得

意分野でもあります子育て支援というところ、そし

て産業の活性化というところであれば、まさに   

担っていくことにもつながるのではないかと私は考

えますけれども、町長いかがでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ハイツの例を出されました。ハイツには人件費相

当分補助を出しておりますが、もちろん町営だから

出しているわけでありまして、町営以外のほかの老

人福祉の施設には出していない、出さないですよ

ね。ですので、ハイツに出しているからこっちにも

と言うのは、その理論はちょっと成り立たないか

な、無理があるかなというふうに考えております。 

 ほかの老人福祉の施設にも、やはり一義的に人員

確保はその施設がやっておりまして、もちろん町は

いろいろな施策が、できる限り応援はしております

ので、やはり認定こども園に関しましても、非常に

対象は違います、高齢者と子どもたちと違います

が、事業所として町がやはり高齢者の事業所と認定

こども園、なかなか区別するのが今のところ補助の

出し方としてなかなか難しいのかなというふうに考

えております。 
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 ラベンダーハイツと町立病院は町営ですので出す

のが普通かなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） 当たり前に考えれば、株式

会社丸一幾久屋にお金を出していけないというのと

同じ子と、分かりますけれども、しかし、もちろん

民間とはいえ、保育分野を預かるのは上富良野には

２団体、そして４園しかないというところはぜひ考

慮いただきたいと思います。 

 そして、先ほどの奨学金の話にちょっと戻るので

すけれども、この制度自体は私大変すばらしいこと

であると思います。月２万、３６か月の７２万円と

いうことでございますが、これ調べると全額出して

いる自治体もあるのです。その町で働いて住んでい

ただくということに関して。 

 今市立の大学、普通の文系であれば５２万円か

な、半期、約１１０万円弱くらいが年間授業料とし

てかかります。もちろん入学金２６万円はそのほか

にもかかるわけですけれども、奨学金で補助するの

はそのうちの７２万円というわけでございますが、

これらの魅力あふれるまちづくりの一つとしては、

例えば理系だともう少しかかるわけですよね、私学

で言うと、百五、六十万円だったと思います、年間

で。ちょっと医大、歯科大はちょっと別になります

けれども、その中で苦しく奨学金を返す、また、本

当にかわいそうに年金も学生自体からかかってくる

この御時世でございますから、そういったものを払

いながら、猶予された期間、働いてから返していく

方もいっぱいいらっしゃいます。そういったことを

考えると、奨学金の返還補助に対しては、かかった

分全額というような考え方、保育のことに関しても

そうですけれども、ございませんでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ５番金子議員の御質問に

お答えいたします。 

 こちらのほう、国の交付税の対象になる基準がご

ざいまして、それで２万円の３年というのを一つ基

本として取り上げたところでございます。議員おっ

しゃるとおり、独自でそういう施策をしているとこ

ろもあるというのも承知しております。例えば我々

のところだったら本当に新卒で、１年目の子からで

ないと駄目よとか、それは国のルールのとおりなの

ですけれども、定職して２年目、３年目から来ても

まだ奨学金返している間は３年いいですよという町

もございます。 

 ただ、うちのほうは一応今のところ、数名の方々

申請いただいていますけれども、国のルール、交付

税の対象になる範囲内でということでちょっと整備

させていただいているということで御理解を賜りた

いと思います。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） 先ほどの町長の答弁の中で

保育士の家賃のみならず、長く町に住んでいただく

にはいろいろ魅力あふれる政策を取ることによっ

て、長らくこの町で働いて住んでいただくことが可

能になるということでございますから、ぜひここら

もしっかりと現状に即した形で、他の自治体に引け

を取らないような上富良野オリジナルの雇用の創

出、そして住民の確保に力を入れていっていただき

たいと思いますし、それをぜひ、特に介護士もそう

です、それから今言った保育士もそうなのです。介

護士はまさにこの守りの部分、そして保育士はある

意味責めの部分だと思うのです。町にとって活力あ

る人材を雇い、そして未来の子どもたちを育んでい

ただくということですから、ぜひそこには町長、力

を入れてほしいと思いますし、これはちょっと違う

角度からなのですけれども、直接的な補助ができな

いとしても、これもちょっととある自治体の例なの

ですけれども、行政がマッチングをしている、主催

しているのです。何をマッチングと言いますか、某

マイナビさんとか、何かそういう就職サイトありま

すよね。そういったところと自治体とがタイアップ

しまして、そういったソーシャルワーカーであった

り保育士であったり介護士であったり、そういった

ところの就職フェアを行っている自治体がありま

す。ぜひ上富良野もそういったところ参考にしてい

ただきながら、そういう働き手の確保に対して、そ

ういった事業を行うことが肝要だと思うのですけれ

どもいかがでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 いろいろそういう、今議員がおっしゃったような

マッチングですとか、その他、町のできる役割とし

てできることはしたいと思っています。先ほどから

私がもうそれはなかなか難しい、そういう補助の仕

方はなかなか難しいなとは言っておりますが、コロ

ナの、物価高騰、エネルギー高騰で、認定こども園

とか各老人施設なんかには燃料高騰費とか、そうい

うお金の補助、直接雇った人の家賃ではありません

が、経営安定のためにそういう出し方はコロナの間

はしていましたので、決して認定こども園を軽く見

ているわけでもありませんし、民間だから勝手に

やってよと、そういうことは全然思っておりませ

ん。ただ、なかなか個人の人手不足の中で特定の保

育士として限定してなかなか政策は打ちづらいのか

なというふうに言っているだけで、なかなか、決し
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て認定こども園が大切ではないとか、もちろん大切

ですので、それはちょっと誤解のないように補足さ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） 町長の７つの中の大切な子

育ての一つでありますし、御答弁の中にも現時点で

は保育士に限定しての補助制度を創設する考えはな

いということですので、本当にいろいろな、これか

ら先、そういった働き手がますます困ってきたとき

には、その現状に即したものがあると期待して次の

質問に入ります。 

 小児科でございます。これ、非常に私も町長同

様、この小児科の現状について厳しいというのは私

も認識しているところでございます。 

 ちょっと数字ですけれども、ちょっと古いので

す、平成３０年、３１年の全国の小児科医療圏の小

児科偏在指標というので言うと、全国が１０４.９

という小児科の偏在にしたときに、旭川を中心とす

る上川中央部は、これ１８５.４ということで全国

８位なのです。ところが、富良野は８６.１という

ことで１５２位なのです。同じ二次医療圏にかか

る、三次、二次のところで本当僅か、旭川を中心と

して上川中央で言えば本当にもう小児科、全国に溢

れてますよという状況の中で、こっちはもう８割ぐ

らいにしかなってないという、非常に偏在している

中で、協会病院行ってくれ、行ってくれとかという

のも本当にきつい話でありますし、また、富良野の

いんやく小児科さんも、もう今辞められているとい

うことで、これなかなか本当に小児科医療というの

は、私、本当に現状厳しいのは町長と同じくらい分

かります。 

 その上でお伺いしたいのですけれども、先ほどの

町長の御答弁の中でもあります、本当に小児科のな

り手不足というのは長時間勤務であったり、不規則

な勤務であったり、心身の負担が大きい、言葉は悪

いですけれども、本当に医療業界で３Ｋなのですよ

ね。小児科だったり、周産期だったり、本当に時間

が決まってないですし、突発性の部分があって本当

に大変だというところであります。であるからこ

そ、自治体病院がそこをある程度のリスクを持って

でも、子どもたちの生命と健康を守っていく責務が

あるのではないかなと考えますが、町長いかがで

しょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 もう子どもたちの学校なんかも含めて、健診なん

かも含めて、予防接種なかも含めて、安全を守って

いくという責務はもちろんあるのですが、なかなか

小児科の先生が町立病院でとなると、なかなか医師

がいない。先ほど議員もおっしゃいました偏在、旭

川は多いと思いますが、多分民間のと言いますか、

開業している方がほとんどだと。もしくは５大病院

と言いますか、医大の医局には本当に小児科の先生

というのはいないのではないかなと。ほとんどがほ

かの５大病院と民間のいわゆるクリニック、開業し

た。その中で富良野地方ではかろうじてと言います

か、本当、協会病院で、近くと言えば協会病院なの

ですが、そこでぎりぎりと言いますか、何かあった

ときはそこに皆さん通ってもらって不便をかけてい

るのですが、なかなかそういう町立病院でリスク

を、マネジメントと言いますか、子どもたちを守る

ためにもぜひ先生をいるなら来てほしいところです

が、その先生がいないとなると、なかなかやはり、

今の現状の富良野の協会病院におりますので、そこ

をやはり頼みの綱と言いますか、旭川に行けば、そ

の先、一次、二次、三次となれば旭川、そういうと

ころの連携を頼りにする以外にないのかなというふ

うに思っておりますし、なかなか大学に対しても、

これは要望は特にしておりませんが、いろいろ、上

富良野の町立病院でも協議して、なかなかやはり常

勤も難しいけれども、やはり回答にもありますが、

週に何回というのもなかなか難しいのですよねと、

そのアフターフォローする意味、特に小児科に関し

ては。そういうことで、現状、富良野協会病院、そ

して旭川という、その流れは致し方ないかなと。決

してもう諦めて何もしないといわけではないのです

けれども、かろうじて今のところは子どもの健康

は、不便ではありますが守られてはいると思います

ので、なかなかさらに上富良野の町立病院お医者さ

んをというのは難しいかなというのが現実かなとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） 本当に町長の苦慮、大変よ

く分かります。あまり私も無理は言えない立場にも

あるのですけれども、町民の皆さんの思いですの

で、一つお伝えさせていただきたいなというふうに

考えておりますし、もちろん、この間、平成１７年

ですから、この町立病院、しっかりと旭川医科大学

第３内科の院長先生、そして第１外科から副院長先

生を常勤として上富良野町の病院に本当に常駐して

いただきまして、そして第３内科からはまたドク

ターも、さらには派遣のドクター、本当にいい状況

で良好な関係で旭川医科大学とこの間もずっと上富

良野町と結んでいく、その努力をされてきたことに

対しては改めて敬意を払うところでございます。 
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 その上で、小児科医、いないのですよね。本当に

いないのですよね。ただ、先ほど町長もこちらの受

入体制の立場も、上富良野町立病院としての受入体

制もまだ整っていないから、なかなか医大サイドに

も派遣のお願いはできないのだということでありま

す。そこも十分理解します。ただ、本当に小さいお

子さんというのは、町長もまさしく子育て中だから

よく分かると思うのですけれども、なぜか金曜日、

土曜日の夜とか、病院が閉まる頃に熱を出したり、

特に第１子目を出産された若いお母さんというのは

経験が少なく、ちょっと赤ちゃんがひきつけを起こ

したら、もう本当にどうしていいか分からない。ま

して、答弁の中にもありますように、我が町は非常

に社会動態の多い、というのは自衛隊さんの異動に

伴い、町に知り合い、家族がいない方が多い町とい

うことで、旦那さんが演習に行っているときになぜ

か熱を出すと、そのような話も聞いております、本

当に。これは町長も小さいお子さんいらっしゃいま

すから共感できていただけると思うのですけれど

も、何とかいろいろな病院の整理の中において、ま

た旭川医大との関係の中で、小児科だと扱う薬も違

いますし、それから対処の処方もそれぞれ違うと思

います。そういった専門の先生が週に１日、２日い

ていただけるという、その町民の安心感というもの

を考えますと、いま一つ御努力をされることを望む

のですが、そういったところいかがでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 答弁の繰り返しになりますが、すみません、答弁

でも言わせていただきましたが、週何日かの派遣に

ついては、専門性、特殊性からその後のフォローが

常勤の医師でなければなかなか対応が難しいなとい

うことで考えておりますが、とはいえ、現実に夜中

に熱とか出た場合は、やはり現状では夜間救急も

やっておりますし、近くで小児科の専門医がいるの

は協会病院がありますので、その辺の体制はしっか

りと維持していかなければならないのかなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） 町長は諦めず、引き続きそ

ういった町民の声に耳を傾けていただきながら、何

とか様々な角度から対応が図れないか。上富良野よ

りも小さい自治体でしっかりと小児科医療を持って

いる自治体もありますし、上富良野町にも実はシブ

イ先生が小児科医なのですけれども、御高齢でなか

なか今、小さいお子さん診ていないということもあ

りますので、何とか小児科の火を消さないように、

町長自ら先陣を切って努力していただきたいなとい

うふうに考えております。 

 続きまして、三つ目の情報公開の対応について。

町長、これ、ちょっとがっかりしたのですけれど

も、平成２０年でした、この自治基本条例、大変な

苦労をして、先輩や住民の皆様がつくられたという

ふうに記憶をしております。その中で、読みません

よ、第２章が何だかんだと、当然町長知ってらっ

しゃると思うので。情報共有の原則というのが非常

に大きいじゃないですか。それはもちろん町側の責

務もありますし、我々議員側の責務もあるし、そし

て町民の権利というところもあるのです。この御時

世、やはり議場の中継というのは大事ではないかと

いうことで、昨年度、ちょっと私いなかったのです

けれども、つくるところにまでは携わったのです

が、そこで一定程度議会側から、具体的に４１０万

円ほどかかりますと。そういった中で、ぜひこれは

情報公開の原則から考えても、まちづくりの大原則

から考えても、こういったものは必要ではないかと

いうところで、理事者サイドに答申というか投げか

けた経緯があるのですが、最終的には議会において

実施の有無を決められることにはなるというのは、

確かに大原則そうかもしれませんけれども、予算を

町長はお持ちですから、これ、どういう審議の中に

おいて、我々はやったほうがいいですよという議会

側からの提案をさせていただいたはずなのですけれ

ども、今ここにおいて、進捗がないというところな

のですけれども、それはどういった内容で進んでい

ないのかお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 議会のネット中継をしたほうがいい、したいとい

う答申を受けました。当然１款のほうで予算は要

求、上がってくる認識でおります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ５番金子議員の御質問に

お答えします。 

 議員おっしゃるとおり、予算要求理解していただ

きまして、その中で一定程度の経費を示していただ

きました。高い、安いと言えば、いろいろ価値観が

あるのでプライスレスなのかなとも思うのですけれ

ども、全体の放送の設備、今もちょっといろいろ壊

れて、ちょっとマイクが入らなかったり、何なりし

ていると、そういった部分も含めて、トータルなも

のが必要であるということと、もう少し町の懐も考

慮しながら、安価なんかももう少し勉強して、それ

から考えましょうということで、１回お願いした経
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緯にございますので、そういったところ、いろいろ

ございます。去年だと思うのですけれども、私全然

明るくないのですけれども、先ほどの議員の御質問

にあったようにリアルタイムであれしたようなとき

も、中継なようなものも実際できておりましたの

で、そういったことも含めて、試行的にやりなが

ら、本格的なシステムを入れるとか、なにせ専用の

機械ですから、大変高価なもののようでございま

す。それから受注生産のようなものでございますか

ら、そういった意味でいろいろなものの検討をいし

ていきながら、そしてよりいいものを導入したらど

うでしょうかということで、１回戻していただいた

という経緯にあるということで、査定したほうのお

願いの内容でございました。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） 私ちょっと手元に、この審

議、答申させていただいた後の政策調整会議等にお

ける部分の資料があるのですけれども、今副町長、

町長は１款で出されるべきだ、それで予算要求し

た。今年度の予算においては、それは駄目だよとい

う中の一つには、今副町長がおっしゃっていただい

た費用対効果、それから投資のイニシャルコスト、

これも当然ありますけれども、もう一つ、これは恐

らく他意はないものだと私も副町長のことよく存じ

上げておりますので、他意はないのだと思うのです

けれども、メリットの一つとしては、まさにこのリ

アルタイムで議員と理事者側の質疑、答弁、これが

情報がより広く配信されることによって、まして詳

しく、まとめたものではなくて、まさにこのやり取

りが配信されることは最大のメリットだよと。 

 一方で、デメリットの一つとして、これ私あまり

言いたくないのですけれども、まだまだそこまで議

会の質も高まっていないことも一部私も理解すると

ころでございますし、理事者側としても共感すると

ころがあると思うのですけれども。 

 一方で、最近皆さん御承知だと思うのですけれど

も、広島県の安芸高田市、石丸市長、恥を知れ恥を

というやり取り、それに対して議会側のまた厳しい

やり取り、これもせきららに出しているわけですよ

ね。また岡山県にあります、名前言いたくないので

すけれども、とある市議会議員、とある議員の方、

方言も使うけれども、非常に、我々標準語を使う者

から見れば、ものすごく乱暴な言葉で、市長とやり

取りされている。もう本当に我々から見たらびっく

りしてしまうのです。ただ、それもせきららに出し

ている。また、とある議会においては、本当に市長

のあるまじき行為みたいなことを議会が本当に弾糾

して、そういったものも全国、全世界に配信してい

るのです。 

 それは議会、議員の個々の資質が高い、低いでは

なくて、まさにやり取りのものがリアルタイムに有

権者に届く、これがやはり一番大事なことだと思う

のです。それを要約された議会だよりの中で出す、

それからＱＲコードをクリックしたら全文議事録が

ありますよ、これを読んでください、そんなの誰も

読まないのです。だから、まさにこのやり取りが

アーカイブされて、好きな時間に見れる。それは

ユーチューブなのか何なのか、それは手法は別です

けれども、この議場にわざわざ足を運ばない何万人

という人、ちょっとオーバーですね、何千人という

町民が、我々議員のことも監視したいわけですし、

そういった機会をやはり有権者の皆様に、私も立派

な質問もできませんし、立派な発言もできない一人

の議員だと思いますけれども、それも含めて上富良

野町議会というものを有権者の皆様にしっかりと見

ていただくためには、副町長おっしゃる、私も

ちょっと共感するところもあるのですけれども、こ

こはあえてオープンにすることが、これが自治基本

条例の基本中の基本になると私考えるのですけれど

も、町長いかがですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の３項目の御

質問にお答えしたいと思います。 

 もう全然、それは私否定しませんので、オープン

にしたいというか、するべきであればするべきだ

し、ちょっと練習が必要であれば、ちょっと何かい

ろいろ、それは議会の運営のことですので、理事者

がああせえ、こうせえというとまたちょっと問題が

あるので、ちょっと私は自重して、それは議会のほ

うで１款のほうで揉んで、もちろん予算査定は予算

執行あるので、それはほかの政策も併せて同様に平

等に、予算査定はしますが、やはり発議と言います

か、議会の運営のことに関してですので、それは議

会の皆さんにお任せしております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） そういった意味で、前年度

我々はしっかりと、これはもう必要なものだから予

算組んでくださいと言ったけれども、それはちょっ

とまだ時期尚早ですよという意味で、副町長査定、

町長査定の中で削られてしまっているわけですか

ら、町長が今、まさしくおっしゃっていただいたと

おり、この情報公開することが非常に望ましい、そ

れは１款、我々議会費の中から提案をしてくれと言

うのであれば、改めて議会運営委員会を通じて議会

の総意としてしっかりとかかる費用を上程させてい

ただいた暁には、それらを整備するということで確

認取ってよろしいですか。 
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○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ほかの査定と同様に、言われた額をそのまま認め

るとかいうことは、そういうことはないです。同じ

ように、何でこれはこうなのだ、何でこれは必要な

のだという、もっと安い方法、こういう方法あるの

ではないか、もちろんそういう投げかけはどの課に

もしているわけですから、そういうプロセスは踏ん

でもちろんいきます。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） もちろん財政的な裏付けで

あったり、それから必要以上に、身の丈以上なもの

をやれということでは我々もございません。ただ、

今一番大事な争点というのは、この議場の、まさに

ライブ感というものを町民の皆様、そして有権者の

皆様にしっかりと肌感覚で感じてもらうためには、

ネット配信は絶対必要なのだ、情報の公開、そして

情報の共有が必要なのだということを町長自らそれ

も共感されているということで認識してよろしいで

すか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 情報の共有は非常に重要で、それは共感できます

が、それに幾ら費用をつぎ込むのが妥当なのかとい

うのは、それは意見の分かれるところだと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） それでは、情報共有、そい

て町民との情報共有、そして情報公開が大事だとい

うところで町長と私たちの理解が同じだということ

が分かりました。そこでお聞きします。４１０万円

は、その町民の皆さんに大事な議会の場を知ってい

ただくということの投資に対して、その４１０万円

は高いと思われますか、安いと思われますか。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ５番金子議員の質問にお

答えいたします。 

 ４００万円が安い、高いということではなくて、

もっといろいろな手法を検討しましょうということ

でお願いしております。というのは、やはり試行的

に一旦、コロナ対策で議員控え室と第２会議室のほ

うに配信させていただいたのですけれども、そう

いったようなものもあったりして、最初からフル

セットでやらなくても、例えば対面のカメラだけに

して、カメラチェンジするとこういうのがかかりま

すとかそういうのもなくて、議員さん側と答弁者側

だけのカメラ二つが一つの画面に２画面になってい

て音声が流れるとか、いろいろなやり方あると思う

のです。フルでいくと、多分四百何十万円というこ

とだと思うのですけれども、もっと上なのか、そう

いった部分も含めて、試行しながらでもいい方法を

探していくというのが大事なのではないですかとい

うことであって、単純に４００万円が高い、安いと

言われると、一番最初に言ったのですけれどもプラ

イスレスの部分がありますから、そういった部分が

単純に靴買ったときにどっちが、同じメーカーで

どっちが高い、安いというような判断基準では我々

も考えてはいないと思っております。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○９番（金子益三君） これ私の一般質問ですか

ら、改めてまた議会運営を通じて、議会会議の中で

しっかりと答えを導いて、改めて１款として、議会

費の中で、来年度なのか、再来年度なのかは別にし

ても予算要求があるかもしれませんけれども、今一

番大事なのは理事者部局としても、このリアルタイ

ム、そして肌感覚で分かるということの情報の開

示、そして情報共有が最も今大事である。それは、

あと手法については、しっかりと精査をするという

ところで理解してよろしいですね。 

 今、令和５年度も道内１４４の町村議会で、もう

今５６％導入です。本当に全国で言うともっともっ

とやっているところが多いと思うので、これは見に

来いではなくて、いつでも議会のこの議場のやり取

り、執行者と議会とのがちんこの、すり合わせなん

かない、そういったものがより大事だと私は考えて

おりますが、その部分、最後確認をさせていただき

ます。町長も同じ考えでよろしいですか。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） 今おっしゃいました内容

について、決して、先ほどから何回も繰り返しにな

りますけれども、公開するのがいけないということ

でもないですし、公開することは必要だと思ってお

ります。そのための手法は一体何がいいのかと。変

な話、ユーチューバ－はスマホ１個で全世界に発信

しているわけですから、そういったことも含めて、

いろいろとお互い知恵を出し合いながら、どういう

ような形で町民の皆様、配信すると全世界ですか

ら、全世界の皆様に我々の姿を見てもらい、理解し

てもらえるかという方法というのは、引き続ききち

んと検討していく課題だというふうに認識しており

ます。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、５番金

子益三君の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             



― 56 ― 

○議長（中澤良隆君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 明日の予定につき、事務局長から報告いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

 明日、１２月１４日は本定例会の２日目で、開会

は午前９時でございます。定刻までに御参集賜りま

すようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○議長（中澤良隆君） お疲れさまでした。 

 

午後 ４時４６分 散会 
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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（中澤良隆君） 御出席、誠に御苦労さまに

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和５年第４回上富良野町議会定例会

２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（中澤良隆君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

 本日の一般質問は４名の議員となっております。 

 また、議会運営委員長、総務産建常任委員長及び

厚生文教常任委員長から､閉会中の継続調査とし

て、別紙配付のとおり申出がありました。 

 以上であります。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（中澤良隆君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

     ９番 島 田 政 志 君 

    １０番 井 村 悦 丈 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（中澤良隆君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、３番湯川千悦子君の発言を許します。 

○３番（湯川千悦子君） 私は、さきに通告いたし

ました２項目３点について、町長及び教育長に一般

質問させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 １項目め、町長にお伺いいたします。 

 町外に住んでいる多数の方より、上富良野産のお

米や野菜、豚肉、牛肉が大変おいしいと会うたびに

言っていただきます。 

 もちろんスーパーマーケットでも手に入れること

ができますが、産地直産の新鮮な農畜産物を手軽に

安価で手に入れやすい場所をつくり、そのことで上

富良野町の遅れた観光を底上げし、経済効果を生み

出せる場所になると考えます。 

 道の駅の規定は、観光案内の設置、２４時間トイ

レの設置、駐車場を有するなどのことがあります

が、近年は、国道沿いにつくらなくても町なかにつ

くるケースも多く、町内に人を呼び込むことにもつ

ながります。 

 町のＰＲはもちろんしていただいているとは思い

ますが、いま一つ踏み込んでの観光の発展と経済を

生み出す場所について、道の駅が必要と考えます

が、町長の考えをお伺いいたします。 

 ２項目めの１点目ですが、少子化が進む上富良野

町において、未来を担う全ての児童生徒に対し、教

育環境での取りこぼしがないようにどのような方策

を取っていくか。 

 国が進めるＧＩＧＡスクールやＢＹＯＤなどのタ

ブレットを使っての教育はもとより、上富良野町独

自の政策はどのようなものがあるのかを教育長にお

伺いいたします。 

 ２点目ですが、現在、上富良野町では、町内に不

登校の児童生徒を様々な角度から支援をしている団

体があると伺っておりますが、このような団体との

連携について、町の考えをお伺いいたします。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の１項目めの

道の駅の設置についての御質問にお答えいたしま

す。 

 議員の御質問のとおり、町の特産品販売や観光案

内所の設置などにより、多くの人を呼び込むことが

できるコンテンツとしては、大変重要な施設である

と考えております。 

 産業の活性化や観光情報の発信の場として、町民

の皆様の道の駅への思いは少なからずあるものと認

識しており、私の道に駅に対する思いはこれまでと

変わっておりません。 

 しかし、道の駅は､建設するだけではなく、販売

や管理運営を誰が担っていくのか考えた上で進めて

いく必要があり､そのためには､町民の方々の機運醸

成を図っていくことも必要であると考えておりま

す。 

 物価高騰が続いている現在の状況を考えると、町
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民の皆様の生活を第一に考えていくとともに、現在

進捗している旭川・十勝道路の中富良野から上富良

野間が今年度、計画段階評価になったことなど、

様々な考慮すべき事項を整理しながら、道の駅の設

置について検討していきたいと考えているところで

ありますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ３番湯川議員の２項目め

の、不登校の子どもの対応についての２点の御質問

にお答えさせていただきます。 

 当町の小中学校の現状としまして、児童生徒動態

状況定例報告の１１月３０日現在においては、小学

校３校に４６１名、中学校１校に２４８名の７０９

名の児童生徒が在籍しております。 

 まず、１点目の教育環境に関する御質問でありま

すが、上富良野町教育振興基本計画に掲げる６項目

めの学校教育推進目標、学力、心、体の育成、家

庭、地域との連携・協働、信頼される学校づくり、

上富良野高校の支援の取組を進めているところであ

ります。 

 学力の育成に向けた情報教育環境の充実としまし

て、国のＧＩＧＡスクール構想の加速化により、令

和２年度に１人１台のタブレット端末と通信ネット

ワークを整備し、授業に活用するとともに、遠隔授

業にも対応してきており、各教室には大型掲示装置

を町独自に設置し、授業改善に取り組んでいるとこ

ろであります。 

 また、不登校の児童生徒数は、近年増加傾向にあ

ることから、中学校へのスクールカウンセラーの配

置を行う中、その実態を踏まえ、令和５年度に教育

支援センターを公民館２階に設置し、臨床心理士等

の資格者４名体制により、児童生徒の通所できる居

場所づくりと、各学校に訪問し、様々な相談に対応

しているところであります。 

 次に、２点目の不登校の支援団体との連携に関す

る御質問でありますが、教育支援センターの設置検

討に当たり、町内の関係団体とも情報交換させてい

ただきました。それぞれ不登校支援としての活動を

進められておりますことから、教育支援センターを

含め、教育委員会としても引き続き関係機関等と連

携しながら取り進めてまいりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） １項目め、再質問させて

いただきます。 

 町長の御答弁の中に、道の駅に対する思いはこれ

までと変わっていないということで、私、議員１期

生なので、町長の道の駅に対する思いがどのくらい

なのか分からなかったので、改めてお伺いします

が、町長としては、道の駅をつくりたいという考え

でよろしいですか、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 道の駅をつくりたいということは、もちろん私の

公約でもありますので、それは変わらないというこ

とであります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） つくりたいということで

あるであれば、時期的なものについては、旭川・十

勝道路の中富良野から上富良野間への延伸の時期を

見て判断するということでございますが､この道路

が出来上がらないと、つくらないということなので

しょうか、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 旭川・十勝道路が全ての原因ではありませんが、

それは非常に大きな要素かと思っております。今年

度、計画段階評価になりまして、そうすると、あと

数年のうちにルートが確定すると思います。完成す

るまではさらに時間がかかると思いますが、ルート

さえ確定してしまえば、インターチェンジがどこに

できるか等も含めて､そうすると、具体的にどこに

道の駅ができたらいいのかという議論はかなり進む

のではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） その道路ができて、時期

を見てということなので、国道近くなのか、それと

も町なかのよい場所とかは、町長自身は考えておら

れますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 道の駅の機能は、湯川議員も質問の中に書いてお

られます、観光の情報発信とか、町の物産を販売す

る場所、様々な機能がありますので、町なかがいい

のか、それとも郊外がいいのかというのは、まだ私

の中では、ここという場所はありませんし、もちろ

んそれは町民の皆様方といろいろ相談して、今後決

めていくものだと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 
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 ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 全道には１２７の道の駅

がありますけれども、最近できている道の駅は、そ

れぞれの特色を持って、雑誌やいろいろなものに掲

載されたり、道の駅のランキングでも上位に出てい

るところは、地域の特色を生かしていると思われる

のですけれども、上富良野の道の駅は、町長として

はどのような構想というか、どのような感じでデザ

インとかを思い描いているのでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 具体的にどういう機能かということかと思います

が、具体的にはまだ全然、これも町民の皆様と相談

しながら決めなければならないかと思っておりま

す。先ほど質問にもありました観光の情報発信、地

場産品の販売の場所というのは、現在では地場産品

を売るところもございませんので、そういう声も入

れながら、今後、デザインについては決めていくも

のと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 具体的にはまだ決まって

いないということなので、上富良野町の特徴である

十勝岳とか、自衛隊もそうですけれども、いろいろ

なソースがあるので、趣味趣向を持った人がわざわ

ざ来てくださるような道の駅という考えとか、音更

町はドラマの舞台と大手の菓子メーカーとのコラボ

や、安平町は鉄道ファンをターゲットにした道の

駅、東川は住民の交通の要衝につくるなど、そこの

地域の特産品をプラスしての特色のある道の駅に

なっておりますので、上富良野町も今後そういった

構想を住民の方とともに、私もこれからいろいろな

ところにアンテナを張って、が町独自の特産品の開

発とかの支援を行っていきたいと思っています。 

 それにプラスして、上富良野町の魅力を重ねてＰ

Ｒ、集客していけるような道の駅が必要と考えてお

りますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 次に、２項目め、１点目、２点目に移らせていた

だきます。 

 ＧＩＧＡスクールのほかに、各学校で大型モニ

ターを整備し、それぞれの授業の改善を進めている

のは分かりました。その中で、取りこぼしが行われ

ないような町の政策として、今年度から公民館の２

階に設置された教育支援センター「Mina Mina」に

ついて私も承知しているところでございます。 

 スクールカウンセラーの先生を中心として、小学

校の校長経験者や臨床心理士の資格を持った方、加

えて、地域おこし協力隊の起用などによって、様々

な児童生徒へ対応されていることについては、私も

誠にすばらしい政策だと思っております。これは管

内でもまだまだ事例が少ないと伺っておりますの

で、そのような中で、我が町にこのよう施設ができ

たことは大変すばらしいことだと思っております。 

 そこで、お伺いしたいのですが、現在、様々な理

由から、なかなか通常どおり通学できないお子さん

が増えている中において、現在の施設では手狭にな

ることはないのでしょうか、質問いたします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ３番湯川議員の不登校児

に対応する教育支援センター開設における今後の状

況について御質問にお答えさせていただきます。 

 施設のほうも直接御覧になっていただけかと思い

ますので、十分中身については御存じのようでござ

いますが、今現在、上富良野町の状況につきまして

は、昨年の１２月では約３６名の不登校児が町とし

ては認知していたところなのですが、今年の１０月

末現在では２２名となっております。学年も１学年

ずつ上がっていますが、この大きな減少について

は、不登校に対応する町としての姿勢、学校の姿

勢、教育支援センターとの連携が、この半年間にお

いて、少しずつではありますが、つながっている結

果だと思います。 

 ここで、湯川議員の御質問に加えて御説明申し上

げますが、実は、不登校になった子たちを対応した

のでは遅いですので、去年の予算委員会でも説明さ

せていただきましたが、私ども教育委員会としまし

ては、不登校とはならない、予防的支援として、こ

の教育支援センターを行政が立ち上げしましたこと

から、現在、町内において、小中約３５名のお子様

が、別に教育支援センターの職員がカウンセリング

を行っております。これは不登校ではございませ

ん。あくまでも家庭の事情、お子様の事情、様々な

事情を抱えた子どもたちがここで学んでいますの

で、それをいち早く学校が保護者の方とお子様と面

談し、教育支援センターにつなげていただいていま

す。このお子様たちを不登校にならないよう、ま

た、議員御質問にありましたように、学業で迷わな

い、将来の夢につなげ得る子どもたちを育むよう、

この教育支援センターが今後、次年度に向けまして

活動を進めるように取り組んでいきたいと思ってい

ます。 

 ただ、今、議員が御質問いただきました、あそこ

の職員のスタッフの体制並びに今の居室状況でござ

いますが、これは私どもも想定しておりまして、ま

ず、現在の状況としましては、不登校の児童につい

ては、週１回のお子様もいれば、毎日通学している
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お子様もいらっしゃいます。この登校につきまして

は、全て学校と連携できておりまして、通級してい

ただきました内容については、全ての学校の授業と

して、登校したことに認めておりますので、保護者

の方も安心して、そこへの登校につながっている実

態でございます。 

 ただ、４名体制の中で、学校にも１人は訪問し、

１人は中学校のスクールカウンセラーの職責も担っ

ております。実際にそちらのほうで様々な子ども、

保護者への対応もしておりますので、４名体制につ

いては、現在のところは対応は可能ということで、

次年度におきましても引き続きこの体制で進めてい

きたいと思います。 

 まずは、不登校にならないよう予防的に、上富良

野町としては進めていくことで、御理解いただきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 今、非常に教育委員会と

か町としてもよくやっておられると思うのですけれ

ども、そこで、お伺いしたいのが、狭いながらもい

ろいろな備品をたくさん置いてらして、いろいろな

ものを抱えていらっしゃると思うのですけれども、

それらについて、更新する年度とか予算については

どうなっているのでしょうか、お伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ３番湯川議員の教育支援

センターの備品並びに施設設備についての計画でご

ざいますが、令和５年度設置ということで、急遽去

年、予算委員会に諮りまして、お認めいただき、今

スタートしたばかりでございますので、まだ更新と

かの計画には至っていませんが、実は、今年の猛暑

によりまして、あの公民館にはエアコン設備がない

ということで、既に今回の補正予算に計上されてい

ただきましたり、様々な設備については、私どもも

教育環境改善として、学校とともに教育支援セン

ターも整備していかなければいけない課題だと思っ

ています。 

 ただ、私は、何でも全部出来上がってからスター

トするのでなく、やりながら、現場のスタッフとと

もに、どのような環境を整えていくのが一番最適な

のか、優先して今進めておりますので、今後、その

ような修繕計画等も必要になった場合については、

こちらのほうで準備を進め、議会のほうにも御協議

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 町として独自の政策とし

ても、いろいろな面で児童生徒に対応できているこ

とがよく分かりました。これからも充実を図ってい

ただきたいと思います。 

 次に、教育支援センターの設置に当たり、以前よ

り「いかすい」が、こういった不登校の児童生徒の

対応にボランティアで対応されていたと聞いており

ます。 

 そこで、お伺いするのが、このボランティアの団

体をＮＰＯ化や一般社団法人化することが望ましい

と考えますが、そういったことへの支援は考えてお

られますか。なかなか民間の方が､そこまでの書類

づくりができないようですので、事務方のプロとし

て、行政がお手伝いするのはいかがでしょうか、そ

こら辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ３番湯川議員の不登校児

に対応している町内における団体に対する育成につ

いての御質問にお答えさせていただきます。 

 私ども教育委員会では、いかすいという団体につ

きましては、澄空（そら）という事業所が本来でご

ざいまして、そこがＭ・ｉ・Ｔ親の会と連携し、い

かすいを構成しているとお伺いしております。 

 本来、澄空というのは社会福祉事業でございまし

て、放課後デイサービスを担っていたり、本来であ

れば保健福祉課所管の活動を行っておりますので、

そういう相談は、どちらかというと私のほうはまだ

聞き及んでおりませんので、もしかしたら町のほう

に相談されている可能性はあるかと思いますが、教

育委員会としましても、不登校児の受入れに御支援

いただいているのは認知しておりますので、何か相

談等があれば、教育委員会としても支援してまいり

たいと思います。 

 また、いかすいの活動につきましては、教育委員

会と様々な情報交換をさせていただきまして、講師

にうちの松田主幹が御協力させていただいたり、

様々な活動に対して、学校にいち早く教育委員会か

ら保護者宛てに周知させていただくなど、今後も引

き続きそういう形の情報連携も含めまして、支援し

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 教育長の言っておられる

こともすばらしいことだと思います。 

 また、中学生ぐらいになると、体力をつけるため

にも施設に自分の足で通うことが必要と思います

が、小学校低学年の親御さんの送迎ができないこと

で、施設利用を躊躇しているということも少しお聞

きしたのですけれども、児童の送迎ボランティアの
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考えをお聞かせください。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ３番湯川議員に質問の内

容を確認させていただきたいのですが、不登校に関

わるお子様がの保護者が送迎が困難になっていると

いうことでしょうか。それとも放課後デイサービス

等の利用で、送迎が困難である実態でございしま

しょうか、再度確認させていただいていいですか。 

○議長（中澤良隆君） 湯川千悦子議員、もう１回

お願いします。 

○３番（湯川千悦子君） 行くことは、親御さんが

送っていけるということなのですけれども、帰ると

きに、熱が出たり、途中で帰宅するような状況に

なったときに親御さんが行けないということで、そ

のときの対応というのを「いかすい」のほうから

伺ったので。 

○議長（中澤良隆君） 不登校の子どもたちのこと

ということでよろしいですか。 

 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ３番湯川議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 今現在、不登校で登録されている方、１８名い

らっしゃいまして、小学生、中学生いらっしゃいま

すが、教育支援センターに通所していただく場合に

対しまして、今、湯川議員から御質問いただいた内

容の事例は、教育委員会のほうとしては認知してい

ないので、もしかして事業所の関係だと思いますの

で、いかすいのほうで、澄空のほうでやっている事

業の不登校児の方で、そういう事例があるのであれ

ば、それについては、うちも情報共有していかなけ

ればいけないと思いますけれども、今、教育支援セ

ンターのほうの児童生徒のほうでは、そのような形

のお困りはまだ確認できていないところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、３番湯

川千悦子君の一般質問を終了いたします。 

 次に、４番米澤義英君の発言を許します。 

○４番（米澤義英君） 私は、さきに通告してあり

ました点について、町長及び教育長に質問するもの

であります。 

 第１点目は、土地利用規制法についてお伺いいた

します。 

 土地利用法では、自衛隊の施設、駐屯地や弾薬庫

など、重要施設の周囲１キロが注意指定区域に指定

され、注意区域では、土地の利用状況を調査し、施

設の機能を阻害する行為が判明すると注視勧告や命

令などの規制を行い、従わない場合においては懲役

２年以下の罰金２００万円以下を科せられるとされ

ています。 

 この法律は、安全保障のためという名目で、安保

三文書に基づき、日米軍事同盟強化の一環として、

また、自衛隊、米軍等の円滑な活動確保のために必

要な措置を取るとされているものであります。その

対象は、誰もが監視や規制の対象となる法律で、絶

対容認できるものではありません。このことを述べ

て、次の点についてお伺いいたします。 

 一つ目には、土地利用法の内容はどのようなもの

でしょうか。二つ目には、区域の指定において、行

政や団体、住民の意見聴取など、意見交換する場が

あったのかどうなのか。さらに、町は指定区域に対

してどのような見解を、この間、国に述べてきたの

かお伺いいたします。 

 二つ目には、介護保険についてお伺いいたしま

す。 

 介護保険は、誰もが安心して介護が受けられる制

度でしたが、現実には利用者と家族に重い負担を求

める結果となっています。 

 例えば利用者負担では、原則１割が、所得に応じ

て２割から３割へ、要支援の軽度を地域支援に、特

養では食事、部屋代を軽減する補足給付制度があり

ますが、収入や資産要件が見直されるなど、利用者

と家族から、これ以上の負担増はもう耐えられない

という声があります。極めて深刻な状況にあると考

えますが、この点について、町長の答弁を求めるも

のであります。 

 二つ目に、来年度からケアプランの有料化、利用

料の２割負担、３割負担の対象者拡大、要介護１、

２を保険給付から外して、総合支援事業へ移行しよ

うとしています。年金は現状ではほとんど上がらな

いのに物価だけが上がっているという現状、町長

は、これ以上の負担を利用者や家族に求めるべきで

はないと考えますが、国にしっかりこの点を要請す

べきかと考えますが、町長の見解を求めます。 

 三つ目には、第９期の介護保険事業について、高

齢者保健福祉計画の策定が行われていると考えます

が、介護保険料月額はどのぐらいになるのか伺いま

す。 

 現在の介護保険料の基準額は５,２００円です。

第１期の介護保険料の基準額よりも既に２,２００

円高くなっているという現状があります。物価高騰

や利用者負担などを考えれば、一般会計からの繰入

れや介護保険基金を活用し、据え置きなどをすべき

かと考えますが、町長の答弁を求めるものでありま

す。 

 次に、農業振興について伺います。 

 今、農業は、高齢化、担い手や労働力不足で、現

状の農業が継続できるかどうか深刻な状況にありま
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す。労働力不足で、家族労働ではもう限界があると

いう声が既にあります。農業者は派遣やパート労働

者を雇用している現状にありますが、今後、町にお

いても、この負担軽減のために、人件費の負担が大

変重くなっている現状を見たときに、町の基幹産業

である農業をしっかり守るためにも、人件費の補助

や労働力の確保対策が必要と考えますが、町長の答

弁を求めるものであります。 

 次に、子育て支援について伺います。 

 町では、子育て支援策として、この間、中学校ま

での医療費の無料化や産前産後の保健師による家庭

訪問などが実施されています。また、乳幼児のごみ

袋の支給もされております。 

 他の自治体では、定住・移住策としても、出産祝

い金、保育料・副食給食費の無料化、乳幼児用のお

むつや衣服などの支援を行っているところもありま

す。子育て支援に対する町の今後の対応について答

弁を求めるものであります。 

 次に、教育行政についてお伺いいたします。 

 町では、学校給食を提供しておりますが、食育と

して、親子の触れ合いを大切にしたいとの理由で、

お弁当の日を設けていますが、見直しを求める声も

あります。私は、子どもたちへの食育の立場からも

完全給食の実施が必要だと考えますが、現状と今後

の対応について伺います。 

 ２番目には、給食費の徴収問題についてお伺いい

たします。 

 今、教員の働き方改革が叫ばれております。そう

いう立場からも、行政が今行うことが好ましいと

なっております。現状では、給食費の徴収は現場と

いう形になっておりますが、国の指導方針にあるよ

うに、しっかりと教員の働き方改革のために、公が

きっちりと対処すべきと考えますが、現状と今後の

課題についてお伺いいたします。 

 以上、町長、教育長に答弁を求めるものでありま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の１項目めか

ら４項目めの御質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めの土地利用規制法についての２点

の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の制度の内容ですが、重要施設周辺

及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及

び利用の規制等に関する法律は、令和３年６月２３

日に公布され、令和４年９月２０日付で全面施行さ

れました。 

 本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機

能を阻害する土地、建物の利用を防止するため、重

要施設の周辺や国境離島等を注視区域、特別注視区

域として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等

の調査を行い、重要施設や国交離島等の機能を阻害

する行為が認められた場合には、土地等の利用者に

対し、機能阻害行為の注視等の勧告・命令を行うも

のです。 

 全国の重要施設について一括により指定するので

はなく、国による土地等利用状況審査会を経て、段

階的に候補地を決定いたします。 

 当町につきましては、本年度の審議会にて、多田

弾薬支処と上富良野駐屯地が注視区域として候補地

とされ、１２月１１日に指定の通知が内閣府からあ

り、令和６年１月１５日に施行されることとなって

おります。 

 なお、両施設の周辺、おおむね１,０００メート

ルを区域とし、国により、主に不動産登記簿を中心

に、土地等利用状況を調査することになります。 

 当町につきましては、特別注視区域のような土地

等の所有権移転等に際して、国に対しての届出は不

要となっております。 

 次に、２点目の国における行政や住民への意見聴

取につきましては、９月上旬に区域指定による意見

聴取が町にあり、内容については、１点目は、区域

の範囲に係る地理的情報、２点目は、開発計画及び

開発行為の情報、３点目は、区域の外縁設定等の参

考となる情報について通知があり、町としては区域

の外郭について現況と相違があること、また、開発

行為の情報について提供したところであります。 

 また、住民等の周知につきましては、国から協力

依頼があり、広報誌・町のＳＮＳ掲載、リーフレッ

トを庁舎内に配置するなどの住民周知を図ってまい

りたいと考えております。 

 本法については、法律に基づき国が土地の利用状

況を調査するものであり、関係する住民や事業者の

窓口についても内閣府において対応するものとのこ

とであります。 

 町としては、法第２２条に基づき、国からの資料

提供等の求めに応じ、対応するものでありますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの介護保険についての３点の御質

問にお答えいたします。 

 まず、１点目の介護報酬改定についてであります

が、現在、国や報道等で公表されております審議中

の内容のみしか示されていない状況であり、改定が

決定されたものではなく、それらの情報を考慮した

中で、当町の第９期介護保険事業計画の策定に取り

組まなければならない状況であることを御理解願い

ます。 

 議員御質問のとおり、介護保険は平成１２年の制

度設立当初は１割であったものが、平成２７年に
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は、一定以上の所得者が２割と、それ以外が１割

に、平成３０年には、現役並みの所得者が３割、一

定以上の所得者が２割と、それ以外が１割に改定さ

れるなどの見直しの下、介護保険制度を持続してき

たものと認識しております。 

 町におきましては、今後、国における介護報酬改

定の情報収集に努めるとともに、改定内容を見極め

ながら、当町の介護保険特別会計が持続的で健全に

運営できるよう、総人口の見直し、高齢者人口と高

齢化率の推移、要支援・要介護認定者数の推計、施

設サービス利用や介護サービス給付費の見込みを十

分に分析・検証し、さらにはパブリックコメントや

介護保険事業運営協議会での審議を尊重し、介護保

険料を算定してまいりたいと考えているところであ

ります。 

 次に、２点目の国への要請についてであります

が、介護報酬改定のみならず、物価高騰が継続して

おりますので、上川管内、北海道、国の町村会など

組織的な要請行動があれば積極的に参加していきた

いと考えているところであります。 

 次に、３点目の介護保険料についてであります

が、現在、介護保険事業運営協議会において審議中

であり、お答えすることはできませんので、御理解

願います。 

 また、介護保険は特別会計であり、独立採算が原

則であり、一般会計からの繰入金はルールに基づく

もののみとなります。人口減少、少子高齢化、介護

サービス給付費の推計などから、介護保険料を大き

く引き上げなければならなくなった場合には、激変

緩和措置として介護保険事業基金を充てる手法もあ

りますが、現在、審議していただいている介護保険

事業運営協議会の御意見を尊重して設定してきたい

と考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、３点目の農業振興についての御質問にお答

えいたします。 

 当町においても農業従事者の高齢化や後継者、担

い手不足により、農家戸数は年々減少していること

から、新規就農対策や経営継承の推進は必要なこと

と考えており、持続可能な農業経営のためには、労

働力の確保が重要な課題であることは認識している

ところであります。 

 農業者が雇用する派遣、パート労働者の人件費に

対する補助についての御質問でありますが、農業に

限らず経営コストの中心となる人件費に対して直接

的に支援を行うことは、事業活動における収益性の

低下を招き、経営維持、成長に悪影響が生じるおそ

れがあることから、事業者のコスト管理や経営努力

により費用を確保されることが、経営を継続する上

での基本事項であると考えており、人件費を対象と

した町独自の補助を行う考えは、現状では持ち合わ

せておりませんが、物価高騰に伴う生産コストな

ど、経営環境への影響につきましては、引き続き注

視していきたいと考えておりますので、御理解をお

願いいたします。 

 また、労働力の確保につきましては、現在、農繁

期に欠かせない派遣、パート等の労働力確保は、Ｊ

Ａ関連の派遣事業者の利用や個々に作業支援を依頼

されているところですが、必要な時期が集中するこ

とから人材の確保に苦慮している状況にあり、重要

な課題であることは認識しているところでありま

す。 

 労働力不足における人材確保につきましては、農

業経営者と作業従事者の双方が希望する能力や条件

が一致する人材を確保し、紹介、派遣へと結びつけ

ることが最も有効な解決方法と考えておりますが、

人材派遣事業の運営に関しては、そのノウハウや適

材の人員確保を行政が担うことは難しく、既存の農

業団体や民間事業者などが実施すべきと考えてお

り、どのような形で行政が支援できるか、範囲や方

法につきまして調査・研究を進めてまいりたいと考

えております。 

 併せて、労働力の軽減が図られるスマート農業や

新技術、高性能機械の導入による省力化や効率化の

取組につきましても引き続き検討を進めてまいりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの子育て支援についての２点の御

質問にお答えいたします。 

 議員御質問のとおり、他の市町村では、子育て支

援策として様々な取組をしていることは承知してお

りますが、当町の子育て支援につきましては、子ど

も・子育て支援事業計画に基づき、妊娠期から出

産、子育て期まで切れ目のない行政サービスを充実

すること。また、様々な場面やニーズを把握して､

しっかりと寄り添うことで信頼関係を構築し、気軽

に相談できる環境づくり、養育者とともに、多様な

課題に一緒になって取り組んでいくことが最も必要

で、重要な行政の責務であると認識しているところ

であります。 

 計画に掲げられいるとおり、子どもの成長に合わ

せた子育て・子育ちの二つのステージに分類して、

切れ目のない支援策は､保健福祉課を初め、教育委

員会、小中学校、認定こども園、医療などの関係機

関が連携して取り組んでおりますので、他市町村と

比較しても引けを取ることがない子育て支援策だと

考えております。 

 今後の取組におきましては、子ども・子育て支援

事業計画を引き継ぐ計画として、現時点で、仮称で
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はございますが、令和６年度に子ども計画の作成を

目指して取り組んでおり、本年度につきましては、

子どもの生活実態調査と、年末から国が示される予

定のこども大綱を踏まえたこども計画アンケート調

査を実施して、様々な課題やニーズ把握に努め、子

どもや子育てに必要な支援策を検討してまいりま

す。 

 いずれにいたしましても当町に愛着を持って暮ら

していただき、この町で出産、子育てをし、また、

この町で生まれ育って本当によかったと感じていた

だけるよう､切れ目のない子育て・子育ちの支援に

取り組んでまいりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の５項目め

の教育行政についての２点の御質問にお答えさせい

ただきます。 

 まず、１点目の学校給食における、お弁当持参の

日につきましては、食育の一環として、平成１９年

１０月から実施しており、本年度で１６年目を迎え

ております。お弁当持参の日は、平成１９年度から

令和２年度までは年７回、令和３年度から令和５年

度までは年６回実施しております。 

 食育とは、子どもたちが食に関する正しい知識と

望ましい食習慣を身につけることと定義されてお

り、学校においても給食の時間や総合学習などによ

り、積極に食育活動に取り組んでいただいておりま

す。 

 成長期の子どもに対する食育は、子どもたちが一

生涯にわたって健やかに生きていけることができる

よう、その基礎をつくるために行われるものであ

り、学校においても食育について取り組んでいると

ころであります。 

 お弁当持参の日を通じて、各家庭において、子ど

もたちと食事の献立や買物、調理、後片付けのお手

伝いの際に、食事の重要性や心身の健康、食べ物を

大切にする感謝の心や、保護者への感謝の気持ちな

どを子どもたちと話し合うことが重要だと考え、継

続してきたところであります。 

 我が町のお弁当持参の日は、食育の一環として取

り組んできましたが、学校行事等においてもお弁当

を持参する機会もありますことから、今後におきま

しては、学校給食運営委員会から意見をいただくと

ともに、他自治体の食育の実態を調査・研究する中

で、見直してまいりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

 次に、２点目の給食費の徴収に関する御質問であ

りますが、給食費の徴収については、各学校で各家

庭から口座振替により徴収し、学校給食センター講

座に振り込んでいただいております。 

 学校給食センターが徴収事務を行うためには、広

域連合公会計における徴収システムの導入や徴収管

理に係る人員も必要となるため、実施に至っていな

いところであります。 

 今後におきましては、富良野広域連合において、

各学校給食センターと各学校間の事務手続の状況等

を調査・研究してまいりますので、御理解を賜りた

いと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 土地利用についてお伺いい

たします。 

 候補地として、１２月１１日に指定されたという

ことであります。その前に、利用状況等の法律は６

月２３日に公布され、９月２０日付で全面施行され

たという状況になっております。 

 そこで、お伺いしたいのですが、情報のやり取り

の中で、約３か月間ぐらいの状況の中で、国に対し

てどのような情報を提供されたのか、この点につい

てお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番米澤議員のただい

まの土地利用に関する国への情報提供という質問に

対してお答えしたいと思います。 

 町長の答弁でもお答えさせていただいたように、

９月上旬に国より、文書により意見聴取がありまし

て、１点目は、区域の範囲に関する地理的情報とい

たしましては、区域内の字名、住所表示の提供でご

ざいます。２点目につきましては、これまで出され

た区域内における開発行為の申請状況。３点目につ

きましては、区域が一定程度、１,０００メートル

で、地図上で指定されましたので、その内容につき

まして、答弁では、外郭について現況の相違と書い

てありますが、一部土地利用の関係で、線が分断さ

れている部分がありましたので、そこについて修正

して情報提供したところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 調査等に応じて情報が提供

されたということでありますが、そこの中には、例

えば土地利用において障害となる物件等、分かりや

すく言えば、建物が自衛隊等において、駐屯地等に

近くて、開発行為をしようとした場合に、その建物

が障害になるとか、そういう情報等も提供されてい

るのかどうなのか、周囲１キロの範囲で、上富良野

町ではどういった障害物があるかどうかということ

で情報提供された経緯はありますか。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 
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○総務課長（北川徳幸君） ４番米澤議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 情報提供したのは、ただいま申し上げた内容でご

ざいまして、今後、それを受けまして、まだスケ

ジュールは決まっていませんが、内閣府のほうで、

主に土地の登記関係の情報だと思いますが、それら

について、町のほうに情報の照会があると聞いてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 併せてお伺いいたします

が、阻害要件の中に、いろいろ厳しい条件もありま

す。例えば周辺で日米合同演習があった、何々の演

習があったという形の中で、いろいろな団体等がこ

の間、反対運動を行ったなどの行為も、この情報提

供の文書を見ましたら、情報提供の中にあると私は

理解しているのですが、そういうものも対象になっ

ていますか。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） 米澤議員の御質問にお

答えいたします。 

 そのようないろいろな行動に対しての阻害という

観点ではなくて、あくまでも工作物、例えば自衛隊

等の航空機の発着の妨げとなる工作物の設置が予定

されたりとか、レーダーの運用の妨げになる装置と

か、あくまでも設備、工作物が阻害要件になるとい

うことで理解しております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） この項目を見ましたら、い

わゆる外縁設定等その他３という状況の中に、７項

目等の例示がされております。その中に、そういっ

た平和団体の集会、パレード等の行為も当たるとい

う判断に達した場合、国が中止勧告・命令を出せる

という項目も載っているのです。こちらにはありま

す。この内容というのは非常に、いわゆるいろいろ

な方々が知らないうちに、いつの間にか、気がつい

たときに、情報提供の中にいろいろなものが国、自

治体、あるいはいろいろな情報機関を通じて提供で

きる仕組みになっているということがあるのです。

非常に恐ろしい内容だということをぜひ知っていた

だきたいと思いますが、とりあえず町のほうでは、

障害となる工作物の情報提供だけ、それ以外につい

ては提供は行っていないということでよろしいです

か。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番米澤議員の御質問

にお答えいたします。 

 現時点では、先ほど申し上げました土地の住所と

か字名の状況と開発行為の状況と、あと、情報提供

を行ったのは、先ほど言いました外郭について、利

用形態が分断されている部分はありますという点の

み情報提供してございます。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） それで問題なのは、町の中

でも言われておりますが、９月上旬に区域指定の意

見聴取が町にあったということなのですが、しか

し、意見聴取に至っては、関係する住民、いわゆる

町民全体、そういった方に対しても説明、周知する

ということが国の機関でもうたわれていますが、町

においては、分かりやすく言えば、周囲１キロの範

囲の人たちに対して、こういったことになります

と、土地利用法が制定されましたので、そういった

情報というのは行政として行いましたか。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいまの米澤議員の

御質問にお答えいたします。 

 そこら辺の情報提供や住民周知に関しては、基本

的には国において行うこととなっております。町に

おいては、情報提供といたしましては、先般答弁さ

せていただいたのですけれども、ホームページへの

掲載またはＳＮＳへの登載、あるいは制度のチラシ

を置くなどの措置をするということで国のほうが指

示しておりますので、その範囲の中で住民周知を

行っているところでございます。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 本来であれば、こういう指

定が決まる以前に住民に周知されなければなりませ

ん。もう既に指定区域が設定されて、決まっている

段階において、後づけでこれを説明する、こういう

状況でありますという形になるのではないですか。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいまの米澤議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 決まる以前に説明すべきという御質問ですが、ま

だ指定されていないので、我々もどの区域がなるか

というのは想定できないところでしたので、まだ指

定されていない段階での説明、周知というのは、特

に想定していなかったところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） いずれにしても、国におい

ても自治体においても、こういった必要な情報を関

係する住民の方あるいは町民の方にきちっと説明す

べきであるにもかかわらず、後づけで説明を行うと

いうのでは、全く道理になっていないと思います

が、この点、町長、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 



― 48 ― 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 住民周知に関する御質問かと思いますが、あくま

でも国が指定するもので、いつ、どこが指定される

かというのは地方公共団体においては、先ほど総務

課長も答弁いたしましたが、分からない状況でござ

いました。 

 町とましては、国の指定でありますので、国から

の協力依頼があった、事後になりますが、広報誌で

の周知、ＳＮＳでの周知、それらに努めているとい

うことでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） こういう指定に対して、町

は拒否する権利も自治体として当然あると思います

が、この点について、当然認めたような答弁であり

ますから、非常に内容等が、例えばそれに関わる土

地が指定区域になったことによって価格が、評価が

下落するという状況も当然考えられるわけでありま

す。 

 そういうことを考えたときに、そこに住む方たち

にとっても非常に重要な問題であります。土地の価

格が下がるだけではなくて、ひょっとしたら立ち退

きを要求される可能性というのも、この法律上で解

釈すれば、見受けられる部分もありますので、そう

いう町民にとって、町にとっても、また、平和の問

題にとっても重要な問題でありますが、こういう認

識の下で国とのやり取りはされていましたか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 まず、町が指定に当たって意見聴取は行われたの

ですが、これについては、町が反対するとか、しな

いとか、そういうレベルの意見聴取ではございませ

ん。もちろん法律に基づいて国が指定するので、町

がそのような類いの意見は述べておりませんし、そ

ういう意見聴取ではございません。 

 意見聴取というのは、事務的な、先ほど課長から

も説明のあった字名とか利用状況、事務的な意見聴

取でありまして、指定そのものに、住民の方も含め

て、賛成、反対とか、そういう意見聴取ではなかっ

たということですので、御理解いただきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） いずれにしても、安保三文

書に基づく米軍との一体的な軍事強化という形の中

で、こういうものも全て多田弾薬庫の強化、上富良

野駐屯地の強化という形の中で新聞等でも報道され

ておりますが、一体で進められているという危険な

内容だということで、ぜひこの点についても、町と

して、町民を預かる行政のトップとしても、きちん

とした認識を持って対処する必要があるということ

を述べて、次の問題等についてお伺いいたします。 

 次に、介護保険の問題についてお伺いいたしま

す。 

 介護保険の現状について、町長は、引き続き利用

者負担等についても、持続的な制度のために数々の

見直しというのは認識しているということで、国の

行っている状況を容認されているわけであります

が、今、多くの利用者の方の中には、さきにも質問

しておりますが、年金で介護施設に入るのは大変

で、もう既に家族の負担が求められてきていると。

そこに今後、不動産等の要件等が加わるということ

になれば、本当に入所することも、負担することも

かなわなくなるのではないかと、こういう負担があ

るのです。 

 町長はこういう認識で、本当に今の介護制度は、

利用する側にとっても大変な問題を投げかけてい

る、保険料を払っている方に対しても、そういう問

題があるという認識をお持ちですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 町民の皆さんが将来に不安を持っていると、負担

の増、そして将来に対して不安を持っているという

ことは十分あると思います。町としては、国の方針

に従って、介護保険料もそれに従ってしっかりと

やっておりますが、一方で、回答もさせていただき

ました。国への住民の不安を払拭する、実際に負担

増になって大変だという面も近年はあると思います

が、その辺は、住民のために要請といいますか、そ

れは一方でしっかりと、機を見てやっていっており

ますし、今後も続けていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 町長の中に矛盾があるので

す。例えば、この間の御質問の相違という形で、介

護保険は云々かんぬんという形で、「所得の２割と

それ以外が１割に改定されるなどの見直しの下で、

介護保険制度を維持してきたものと認識しておりま

す」ということで、実情を認めているような部分も

あって、なおかつ、私はそういう声を届けるのは否

定するものではありませんが、町長の中には、しっ

かりとした、利用される方、町民の立場に立った、

そういう認識に立っていないのではないかと思いま

すが、確認いたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 
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○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 特に私は矛盾しているとは思ってございません。

利用者の方が、もちろん負担が少なければ、それは

それでいいのですが、そうであると制度自体がなか

なか維持できませんので、利用者の負担と制度を維

持するバランスを常に考えていかなければなりませ

んので、片方に極端に保険料を抑えたり、高くなる

のは、負担が増ですから、それもバランスを考えな

がら介護保険制度は運営されていると、そういう意

味で、特に矛盾はしていないと思っております。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ぜひ町民の声をいろいろな

ところに届けていただきたいと思います。 

 次にお伺いしたいのは、介護保険料の問題につい

てお伺いいたします。 

 もう既に介護保険料は、１期目の当期から見ても

約２,２００円ほど、本当に高額になっているとい

う状況が見受けられます。この間の、まだはっきり

しておりませんが、来年度の利用者負担の見直し等

やいろいろな制度の見直しで、結局利用者や家族に

負担を求めるような制度になっているということで

あります。 

 そのことを考えれば、上富良野町の介護保険料と

いうのは、きっちりと基金や一般会計からの繰入れ

を行い、一定のルールがあるからということで、負

担をしないというのではなくて、少なくとも現状維

持に、据え置くべきだと思いますが、町長の見解を

求めます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 介護保険料については、今後、審議会等で決まっ

ていくものと思っておりますので、具体的な数字は

まだ分かりませんが、負担の在り方について、保険

料のことについては、独立採算制で保険は運営され

ておりますので、一般会計から、ルール分はもちろ

ん繰入れますが、それ以外については、町民の皆様

の合意を得るのがちょっと難しい面もあるのかと。 

 一方で、基金のほうは、介護保険事業の基金を充

てることは、ルールの中で十分考えていけるべきと

いいますか、その可能性は十分あるのかと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） それでは、現状、据え置き

はできないという形の答弁かと思いますが、見解を

求めます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 まだまだ分からないことですので、保険料に関す

る答弁は差し控えさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 町長、大体分かるはずなの

です。３年間の計画と利用を見たら、恐らく９期は

このぐらいになるのではないかということは分かる

はずだと思うのです。私は、本当に今の暮らしの問

題、置かれている利用者の問題を考えれば、本当に

介護保険を据え置くというのが、今の行政がやるべ

きだと。その上で、基金あるいは一般会計からの繰

入れなどを行いながら据え置く、これ拒否されます

か。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 その辺の話も当然含めて、保険の運営協議会から

今後いただく意見を尊重して決定していきたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 運営協議会そのものの意見

も非常に私は大切だと思いますが、何よりも大切な

のは、行政がどういう立場に立つのかというところ

でありますので、ぜひ町民の立場に立って、据え置

きの方向で検討していただきたいと思います。 

 次に、農業振興の問題についてお伺いいたしま

す。 

 事業コストや管理経費、経営努力によって費用を

確保することが、経営を持続する上で非常に重要だ

ということをおっしゃっています。これは、そのと

おりだと思いますが、しかし、もう既に、努力して

もなおかつ人手が足りなくて、経費もかさむという

状況になっており、聞きましたら、２００万円、３

００万円をパート労働者等に支払いをしている形が

あります。そのことを考えたら、農業を守るため

に、行政がこういった部分に対する支援は当然だと

思いますが、いかがですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 いわゆるパートの人を雇っている方というのは、

一般作ではなくて、ハウスでミニトマトなんかを

やっている方は、今いる用人費として経費の中で大

きな部分を占めているというのは存じております。 

 それで、昔からハウス栽培の方の用人費というの

は結構割合が高いのですが、今はパートの方がなか
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なかいないというのが非常に農家の方も苦慮してい

るところかと思います。この辺については、どうい

う手法がいいのかということはなかなか、人がいな

いところから人を集めてくるというのはなかなか難

しいところなのですが、ＪＡの関係機関といろいろ

と協議しながら、この辺は解決していかなければな

らない問題だと。農業を守るためにも、農業を継続

していくためにも、この辺の問題解決は必要だとい

う認識に立っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 本当に早急に対応しなけれ

ばならない問題だと思います。ぜひこの部分につい

ては、早急に検討していただきたいと思いますが、

お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 早急に解決したいという思いは町にもございま

す。関係機関と調整しながら、どういう方策がある

のかというのは、アイディアを出しながら問題解決

に、早急に解決できるように、今もそうなのです

が、今後も努めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ぜひ検討していただきたい

と思っております。 

 子育ての問題については、従来から言っておりま

すが、確かに健康づくりも含めて、多様な施策で

行っておりますが、その上にプラスアルファという

形で他の自治体でも行っておりますので、この点、

検討する必要があると思いますが、答弁を求めま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 他の町村でやっていて、うちでやっていないこ

と、また、うちでやっていて、他の町村でやってい

ないこと、様々あると思います。他の町村がやって

いることを否定するわけでも何でもございません

し、その中で有効なものがあるのであれば、今後

は、前提条件をつけずにしっかりと、どういうもの

がいいのか、従来も検討しておりましたし、今後も

しっかりと、どういうものが子育てに有効なのか、

ある意味、移住対策に対して有効なのか、十分見極

めながら今後も進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ぜひいろいろな移住対策や

子育て支援の充実が、さらにこういった部分からも

求められていると思いますので、ぜひ検討をお願い

いたします。 

 次に、教育行政についてお伺いいたします。 

 お弁当の日という形で、状況を見ましたら、お弁

当を、確かにパンだとか、いろいろ持ってこられて

いる子どもも実際にいますし、私が言うより教育長

は既に全て調べているので、分かっていらっしゃい

ますので、しつこくは言いませんが、見直しをする

という方向で検討されていますか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 米澤議員の御質問をいただきまして、お弁当持参

の日につきましては、かなり長い年月、継続してき

たところでございますが、その当時の目的、その当

時の家庭での生活の在り方からは、令和になりまし

て共働き世帯がかなり増えており、やはり労働力と

して、今、成人となる皆様に社会が期待していると

ころでございます。 

 その中でも家庭においての子どもと家族の食を維

持することは一貫して変わっていないと私は感じて

おりますが、ただ、お弁当を持参する日は、各学校

の行事等も確認しましたら、各学校においては、

様々な行事を開催するに当たり、保護者の皆様にお

弁当持参する日以外にお弁当を持参する機会もある

と確認させていただき、なおかつ保護者の方から

は、かなりそれが負担になっているという声も私ど

ものほうにも聞こえてきております。 

 答弁にも書かせていただきましたが、学校給食運

営委員会においても、保護者からそのような御意見

も賜りましたので、これにつきましては、今現在６

回、今年実施しておりますが、この後、他の議員の

ほうからも御質問を受けておりますけれども、ぜひ

この関係につきましては前向きに少し見直しをさせ

ていただこうと思っております。 

 食育に関しては、学校も給食を通じて子どもたち

に教えるべき内容でありますので、お弁当の日の回

数の見直しから図りながら、今後においては、どの

ような形で見直しをしていくかは十分検討する余地

があると考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ぜひ見直しを行ってほしい

と思います。 

 次に、給食費の徴収の問題です。 

 国のほうでも教員の働き方改革の一環として、こ

ういったものが各自治体等に提起されているという

ことは教育長も御存じだと思います。非常に先生方



― 51 ― 

は忙しい中で振り込みの対応ということになれば、

非常に大変だという声が聞かれますので、こういっ

た点でもしっかりとした、いろいろ広域連合との関

係もあるかもしれませんが、改善する方向で検討が

非常に必要だと思いますが、答弁を求めます。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の学校給食

費の徴収に関する御質問でありますが、私も昨年、

教育長に就任しまして、実際に給食センターの業務

自体が広域連合との兼ね合いと、また、単独で自賄

いでやっていますので、町においてもかなり情報を

共有しなければいけないというところでは課題だと

感じておりました。 

 その中でも、公会計システムにつきましては、答

弁でも申し上げましたが、まずは広域連合事務で、

今うちの職員１名派遣して、事務を担っている関係

もありますので、富良野広域連合の中の５市町村の

中で、給食費の徴収をどのような形で考えていくの

か、それがまず一つの課題だと、教育長部会では既

に検討に入ったところでございます。 

 ただ、ここで一つ現状としてあるのは、南富良野

町が既に給食費を無償化にしたということで、徴収

はしていないと。全て町からの負担で広域連合への

会計になっているので、あとは４自治体の問題とい

うことで、実はそれも共通課題で認知したところで

ございます。 

 ただ、システムを入れるとなると、南富良野町も

広域連合でやっている兼ね合いもあるので、その辺

どうなるのだろう、負担割合もあるので、私たち教

育行政部門の中でも、今後、それをどうしていった

らいいかというのは、検討協議の第１項目に挙げさ

せていただいています。 

 議員の御質問にもありましたとおり、現場の事務

の方が毎月給食費を口座から引き落として、それを

学校給食センターの会計に入れるという事務は、定

期的に起きていることは私も十分承知しておりま

す。４月、５月はある程度学校の事務に関わる教材

費等も徴収していますが、その後は、全て給食費の

ための徴収事務を担っていることも十分今回確認さ

せていただきましたので、教職員だけでなく事務職

員も働き方改革の一部で、既に国からは通知があり

まして、上川管内も約６５％が公会計になっている

と。公会計をやれていない自治体のほうが、今現在

クローズアップされておりますので、そこは十分私

ども教育委員会としましても、これは課題だと認知

してまいりますが、あとは、公会計するための導入

システムと費用の関係に課題がありますので、それ

については、今後とも十分協議していかなければい

けないと考えておりますので、御理解を賜りたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、４番米

澤義英君の一般質問を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は１０時４５分といたします。 

────────────────── 

午前１０時３２分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、休憩を解いて、

会議を再開いたします。 

 ２番荒生博一君の発言を許します。 

○２番（荒生博一君） まず初めに、私ごとなので

すが、一月前に前歯を１本失い、鋭意定例会に間に

合うよう治療してきましたが、明日、歯ができるこ

とになったため、仮歯がすごく肉厚で、話すたびに

舌が当たります。お聞き苦しい点があるかと思われ

ますが、御容赦願います。 

 まず、私は、さきに通告しております２項目、６

点について、斉藤町長及び鈴木教育長にお伺いいた

します。 

 まず１項目め、学校給食についてお伺いいたしま

す。 

 学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達及び児

童生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養

う上で重要な役割を果たしております。 

 昨今の物価高騰によって家計が圧迫される中、家

庭の経済状況にかかわらず全ての子どもたちに食の

安全・安心や栄養バランスの取れた良質な学校給食

を提供することは、心身の健やかな成長に欠かせな

いものであり、現在、国においても少子化対策の実

現に向け、学校給食の実態調査を速やかに行うもの

としております。 

 学校給食法第１１条第２項では、学校給食費は保

護者の負担とされておりますが、子育て費用の負担

感が増している昨今においては、保護者への負担軽

減が求められております。 

 そこで、以下３点について、町長及び教育長にお

伺いいたします。 

 １点目、当町においても小中学校の学校給食費の

無償化を検討する時期と考えますが、町長の見解を

お伺いいたします。 

 ２点目、当町の財政状況も年々厳しさを増してい

ることから、学校給食の無償化を全ての学校で実現

するためには、国や道へ財政支援についての働きか

けが必要と考えますが、町長の見解をお伺いいたし

ます。 

 ３点目、当町の小中学校では、平成１９年１０月



― 52 ― 

からこれまでの間、お弁当の日を年、六、七回設定

し、生徒、児童に対し、食への関心を高めること

や、つくってくれる方への感謝の心を育む機会とな

るよう実施してきておりますが、お弁当の日を設定

し約１６年、感謝の心は十分育まれたと考えます

が、教育長の見解をお伺いいたします。 

 次に、２項目め、町ホームページの統計について

お伺いいたします。 

 近年、産業構造や雇用形態の変化に伴い、社会経

済も急速に変化しておりますが、こうした変化の中

で、地方自治体が適切な施策を立案・実施し、ま

た、企業や個人が的確に意思決定を行っていくため

には、その現状を把握することはとても重要なこと

であります。 

 統計調査の結果は、地方交付税の算定資料や都市

計画、防災計画、商工業の振興など、様々な行政施

策を立案する際の基礎資料となるものであり、ま

た、教育や学術研究への利用や民間企業の経営方針

の決定資料など、様々な分野で幅広く利用されてお

り、社会の発展を支える情報基盤として重要な役割

を果たしております。 

 先日、知人からの依頼で、当町の人口動態につい

て聞かれ、ホームページを確認したところ、見出し

には、令和５年８月現在と書かれているのにもかか

わらず、人口動態はおろか他の統計においても、お

よそ８５％近くのデータが更新されておりませんで

した。 

 こうした実態を踏まえ、町長に、以下３点につい

てお伺いいたします。 

 １点目、町長は統計の重要性についてどのように

お考えか、お伺いいたします。 

 ２点目、データが更新されていない理由をお伺い

いたします。 

 また、各統計は、それぞれの所管が担当している

と思いますが、統計データはどのような工程を経て

ホームページ上にアップされるのか、お伺いいたし

ます。 

 ３点目、更新されていない現状を町長はどのよう

に受け止め、また、これまでもホームページについ

ては、情報の更新について言及してきましたが、現

在においても他の会議録なども更新されていない部

分も見受けられます。人材不足などにより、管理体

制に問題が生じていないのかも併せてお伺いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の１項目めの

学校給食についての１点目と２点目の御質問に、関

連がございますので、併せてお答えさせていただき

ます。 

 学校給食の無償化に関しましては、さきの議員か

らの御質問に教育長よりお答えした状況にありま

す。 

 町としましては、給食費の軽減を図るよう、昨今

の価格高騰分も含め、応分の負担をしてきていると

ころであり、無償化にはさらなる財政負担が求めら

れることから、今後におきましても教育委員会等と

ともに検討してまいります。 

 また、給食費無償化に関しまして、国等の動向を

注視しながら、関係自治体等と連携しながら取り進

めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、２項目めの町のホームページの統計につい

ての３点の御質問にお答えいたします。 

 行政ホームページの運用につきましては、各課か

ら掲載依頼のあったものや、担当者が確認し、必要

に応じて更新しながら管理しているところでありま

す。 

 まず、１点目の統計の重要性につきましては、議

員御質問のとおり、様々な資料の基礎資料となるな

ど、様々な分野で活用されており、大変重要なもの

と考えております。 

 次に、２点目のデータの更新につきましては、管

理課である総務課より各課へ周知し、取りまとめた

ものをそれぞれのデータを打ち替え、都度更新して

いるところでありますが、その各課への周知が不十

分であったことが、更新していなかった主な理由と

考えております。 

 次に、３点目の更新されていない現状の受け止め

でありますが、複数名体制で更新作業を行ってお

り、人材不足による管理体制に問題はないものと考

えているところでありますが、今後は、これまで以

上に確認と周知徹底に努めるとともに、統計データ

につきましては、他の機関等と重複するデータもご

ざいますので、掲載内容を精査し、引き続き見やす

く、管理のしやすいホームページの運用に努めてま

いりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） １項目め、学校給食につい

て。教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員の学校給食

についての３点目の御質問にお答えさせていただき

ます。 

 さきの議員からの御質問にお答えしたところであ

りますが、学校給食のお弁当持参の日につきまして

は、食育の一環として、平成１９年１０月から実施

しており、今年は年６回実施しております。 

 お弁当持参の日は、これまで１６年間継続してま

いりまして、各家庭において毎日の献立を通じて、
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食材の買物、調理、後片付けを含め、日々、食の重

要性を子どもと話し合うことで、保護者への感謝の

心は育まれていると考えております。 

 我が町のお弁当持参の日は、食育の一環として取

り組んできましたが、学校行事等においてもお弁当

を持参する機会もあることから、今後におきまして

は、学校給食運営委員会から意見をいただくととも

に、他自治体の食育の実態を調査・研究する中で見

直してまいりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） まず、学校給食について、

１点目、２点目、関連がございますので、まとめて

質問させていただきます。 

 昨日、同僚議員から教育長に向けた質疑の中で、

最後に、教育行政においては、まだ検討の段階とい

うことで、はっきりとした答えをもらえず、また、

教育長の御答弁では、やはり職域を越えてというこ

とで、越権行為に当たるのでというような話もされ

ておりました。 

 私は最初から、これは大きな施策として捉えてお

り、斉藤町長に、子育て支援策の一環として、学校

給食の無償化を考えられないかということで質問さ

せていただいておりますが、まず、昨今、国また道

の各自治体においても積極的に無償化について、議

会での発議文等を目にすることがありますが、執行

者として、学校給食の無償化、国や道任せ、後にな

るだろうということではなく、斉藤町長、町長とし

て、お考えになれないかどうか確認します。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 給食費の在り方については、国や道の動向はもち

ろん注視しておりますが、繰り返しになりますが、

学校給食については教育委員会が担当する分野でご

ざいますので、そこと十分協議をして、教育委員会

の意見を尊重できるように、協議は今後も続けてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 学校給食においては、学校

給食法に基づき、賄材料費においては、費用負担は

保護者へということで決まっておりますが、昨日の

お話の内容を聞きますと、当町においては、今般の

物価高騰対策として、令和４年度及び本年度も継続

して賄材料費の高騰額分を保護者負担をさせぬよう

一般財源から、そういった保護者負担軽減策という

のを図っておりますが、これは、捉え方によると、

もう一部無償化にしていると思うのですが、その辺

の見解を求めます。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員の令和４年

度並びに今年度の物価高騰による給食費、賄材料費

の町での方策でございますが、これにつきまして

は、これまでも定額で、給食費の賄材料費につきま

しては、令和３年度までは１７０万円支援をしてお

りまして、令和４年度決算で約４００万円、今年は

約６００万円ほど財源を確保していただくように財

政部局とも調整し、今現在、調整しているところで

ございます。 

 ただ、これは物価高騰の賄材料費を給食費の改定

によらない町の支援ということで、今行っているも

のでありまして、学校給食運営委員会においては、

給食費の改定につきましても実は御審議いただいて

いるところでございますので、その意見も踏まえま

して、今後、来年度以降の予算編成に向けても、ま

だ課題を要するところでございまして、無償化とい

うのは、保護者から一銭たりとも頂かないものを無

償化と私は考えておりますので、今、町としては、

保護者に対する給食費、賄材料費の助成をしている

という形で財政部局にもお願いしているものであっ

て、議員おっしゃるような無償化という捉え方はし

ていないところでございます。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 現在、小中学校、いわゆる

義務教育において、給食費を全て無償化にした場合

は、昨日のお話ですと約４,０００万円の費用を要

するということでお聞きしております。確かに４,

０００万円の財源というのは非常に大きなものであ

るという認識はございますが、これまで、令和３年

度分で１７０万円、以降、令和４年度で４００万

円、令和５年度は６００万円の財源を投じて、物価

高騰対策及び、例えば食において１食少なくされる

ことがないよう、安定した学校給食を提供するとい

うのは非常に大事なことだと思いますけれども、あ

る意味、ここまでの支援を継続的に行っているので

あれば、もう一歩踏み込んで、斉藤町長、無償化に

はできないですか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員の給食費無

償化につきましての御質問に私のほうからお答えさ

せていただきます。 

 今、給食費、賄材料費は、今年度で予算で５,５

００万円ほどかかっていて、子どもたちの給食費を

無償化にすると４,０００万円ぐらいかかるという

話をしましたが、今、高騰分については、町が保護

者の負担にならぬよう今支援していることが、まず
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最優先でございまして、全体的に給食費無償化につ

きましては、教育行政機関の中では、まず給食の在

り方が根本でございまして、他の自治体では既に無

償化になっている自治体もあると聞き及んでおりま

すが、まだ一部助成の自治体、また、高騰分を補う

という自治体も他にもありますので、教育委員会と

しましては、それについて、これを無償化にするこ

とが果たしてどうなのかという判断につきまして

は、国や道の考え方も、通知をいただいております

ので、その判断が自治体によるという形も受けてお

りますので、それについては、教育委員会として

も、また、町長部局としても十分協議を重ねていか

なければならない案件だと考えております。 

 なおかつ、これを教育委員会のほうで、給食費を

無償化にしてくれと言って、した自治体はございま

せんので、それだけは、議員、すみませんが、御理

解賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 今日の質疑の中において

も、沿線の５市町村、いわゆる広域連合の中でも、

南富良野が現在、給食費無償化にしたということ

で、これは、もちろん政策として行っているという

のは十分承知しております。 

 また、本日、議事日程の最後になりますが、発議

案件として、当所管委員会でも給食費無償化につい

て発議を予定しております。北海道内では、現在、

約４０市町村が無償化に取り組んでいる実態は承知

しておりますが、私、冒頭から町長に、どうでしょ

うかということで確認しておりますが、やっぱり所

管が違うとなかなか答えづらいのでしょうか、確認

します。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 執行機関が教育委員会、役場で言えば、ほかにも

農業委員会、選挙管理委員会それぞれありますの

で、それを越えて私が、幾ら理事者とはいえ、そこ

は、この場での発言は慎まなければならないかと考

えております。 

 それ以外に、当然教育委員会とは教育会議を年１

回開いて、情報交換というのは常日頃から行ってお

りますので、それに基づいて、様々な問題はそれぞ

れの執行機関が考えていくものと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） ただいまの御答弁では、情

報共有は会議等々で確認されているということです

が、今年の夏、振り返りますと、猛暑において、

今、教育部局のほうでは、まずはエアコンというこ

とは、昨日もお話ありましたけれども、十分承知の

上で、エアコンの次は無償化だと思います。斉藤町

長、最後に御答弁をお願いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 繰り返しになりますが、十分その辺は教育委員会

と協議しながら進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 国に要望も発議しますし、

また今後、１年かかるか３年かかるか分かりません

が、全体的に国や道の支援を経て、学校給食の無償

化になることを願い、３点目の質問に行かせていた

だきます。 

 今回、お弁当の日について質問させていただいた

のには理由がございまして、これまでも保護者の方

から、給食費無償化は経済的な負担軽減ですけれど

も、こちらのお弁当の日、回数を減らすや、やめる

といったことになると、保護者に係る精神的な負担

の軽減ということで質問させていただきました。 

 これは、まず、平成３１年に実施を行いました子

ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート

調査では、自由意見の中にこのようなお声がありま

した。「お弁当の日はつくるの大変で苦痛です。遠

足の日に弁当をつくる日があるに、負担です」、ず

ばり、親が負担感を抱いているという率直なお声と

受け止めました。このような声も多分、教育長はこ

の間もお耳にされていると思いますが、その辺を確

認させてください。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員のただいま

の、平成３１年に実施された子ども・子育て支援事

業計画のアンケート調査の結果につきましては、私

も当時保健福祉課長でしたので、それについては十

分認知しております。その後、教育委員会とどのよ

うな協議をしたかは、今現在では確認できていませ

んが、昨年、教育長に就任して、一番早く会議を

持ったのは、お弁当の日の保護者の思いというのは

どういうことになっているのかというのを、学校給

食運営委員会を通じて、実はその辺の御意見も去年

から私が直接伺っております。 

 ただ、委員の保護者からの話の中では、やはり１

６年の年月がありまして、賛成している保護者もい

る、また、大変負担感を感じている保護者もいると

いう意見を伺っており、すぐ見直しという形にはそ

のときには至らなかったのですが、既に今年、学校

給食運営委員会の１回目を開催したときには、お弁

当の日と食育がどうも、直接的に保護者に理解しづ
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らいのではないかという御発言もいただきましたの

で、そして、さきの議員にも答弁しましたが、お弁

当を持参する日以外にもお弁当をつくる機会も様々

な学校、４校の中でもあるということもお伺いしま

したので、これについては、十分見直すべき内容だ

と私も、その保護者の意見を通じて、ここ何年か感

じたところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 実際、お弁当の日の前日に

は、町内スーパーの冷凍食品コーナーが空になると

言われており、小学校５年生の学年通信を拝見しま

したら、多分先生からのお声なのか分かりません

が、「保護者の皆さん、ぜひお弁当の日には、前日

一緒に買物に行って、また献立を共に考え、そして

お弁当日、当日、朝においては一緒にお弁当詰めを

やっていただきたい」という、非常に理想論は理解

しますが、実際に子を持つ親の意見としては、お弁

当は、子どもたちを起こす前につくるものです。ま

た、６時半に子どもを起こして、朝食を食べさせ、

それから学校に送り出すことを考えると、これは本

当にあくまでも理想論で、それが実際の学年通信で

このような記事が書かれているということに非常に

驚きを感じております。 

 先ほどから申している給食費の無償化において

は、経済的負担の軽減、やはり保護者の方の精神的

な負担の軽減にもつながると考えますので、もう一

度こういった見直し、これから取り組んでいただけ

るということですが、教育長の見解を求めます。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員のお弁当持

参に関わる御質問にお答えいたします。 

 私自身も子育てをし、家族にもお弁当をつくりな

がら日々過ごしてきましたので、お弁当をつくるこ

とで、やはり３食、朝、昼、晩、お昼は学校給食で

すので、学校給食でどんな献立をつくっているのだ

ろう、うちの子はどれだけ食べているのだろうとい

うのを日々、実は私も関心を持って過ごしてきた経

過があります。 

 ただ、やはりそれが今、議員の御質問のとおり、

実際に精神的な負担の声もあることは、やはりそれ

も実際にきちっと声として受け止めなければいけな

い内容だと十分私も理解しておりますので、今後に

おいては、学校給食運営委員会には、ＰＴＡ代表で

ある保護者が各学校２名ずつ含まれておりますの

で、かなりそこでは各保護者の意見を集約して、代

表として意見も伺っておりますので、その意見もい

ただきながら、先ほども答弁しましたとおり、見直

しに着手してまいりたいと考えております。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 確かに１６年間継続して

行ってきた中で、保護者の中においては、お弁当の

日、いいんじゃないという方もいらっしゃるのは分

かります。 

 また、先ほどの御答弁では、いわゆる学校給食運

営委員会の御意見を賜りながら今後の方策をという

ことでありましたが、ぜひ、どうでしょう、保護者

の皆さんのお声を聞いてみたらいかがですか。そし

て、もし７割の保護者の方が継続を求めるのであれ

ば、このような発言は二度といたしません。本当に

現場の声というのは大事かもしれません。 

 また、給食運営委員会の皆さんというのは、確か

に保護者であるものの、ほんの一部です。やはり全

体の御意見というのは非常に参考になり、施策を展

開するに際して、必ずや資料として有効なものにな

ると考えますが、アンケートをお取りになる考えは

ないか、お伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員の保護者か

らのアンケートの聴取についての御質問にお答えし

ます。 

 今現在、アンケートを実施するかどうかは、私の

一存では決めかねますので、十分給食センターの栄

養教諭並びに各学校長、保護者代表の委員とも話を

して、やはりこのような質問を受け、今後、見直し

をするに当たっても、そのような声を聞いてはどう

かということの御意見をいただいたことをお伝え

し、その中で協議してまいりたいと考えます。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） ３６５日、お弁当の日の６

日間を除いて、そのお弁当の日も、朝、夜、御飯を

つくらなければいけないので、１年間に１,０８９

食、保護者は子どもに対して愛情を込めた料理をつ

くっています。たまにマルちゃんラーメンになるこ

ともあるかもしれませんが、それだけ日々の生活に

おいて、子どもには十分感謝の意というのは親とし

て伝えていると思います。 

 逆にどうでしょうか、今度は子どもから例えば保

護者の方に、休みの日でも何でも結構です。カレー

ライスか何かをつくって、ぜひ保護者の方を集め

て、子どもたちから「いつもありがとう」というよ

うな形で、そういった感謝の気持ちの育み方という

のも一つのツールとして考えられないでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員から、具体

的に保護者への感謝の気持ちと、食材を使っての調

理等についての御提案をいただいたところですが、

私は、教育委員会としましては、食育をいかに子ど
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もたちに、うちの栄養教諭を通じて、学校給食の献

立も含め、子どもたちに将来にわたり食の重要性を

伝えていくことが一番の責務だと思っております。

それを、お弁当の持参の日とはちょっと違います

が、そのような内容も、学校行事のＰＴＡ活動だと

か、今までコロナの関係で、食に関してとか、人が

集まることが制限されてきましたが、そのような内

容を、具体的にどのようなことができるのかも含め

まして、今後、食育の推進につきましては検討しな

ければいけない課題だと認知しましたので、今後、

それに向けて検討してまいります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） かなうかどうか分かりませ

んが、保護者からの切実な願いや思いに耳を傾けて

いただき、今後、例えば６日が５日になるかもしれ

ません。その辺は分かりませんが、ぜひ保護者への

負担軽減策に取り組んでいただければと思います。 

 続きまして、２項目めの町のホームページの統計

についての質問ですが、残念な点、２点あります

が、まず１点目です。 

 私、重箱の隅を突くような質問というのは余りし

たくないのですが、たまたま私の友人から電話があ

り、町の、要は統計資料の人口動態、上富良野はど

うなっているのだという問い合わせがあり、「ホー

ムページにアップしていますので確認してみてくだ

さい」と電話を切りました。３０分後に、驚きの電

話がかかってきまして、「荒生、平成３０年以降、

データアップされていないよ」ということで、非常

に友人はがっかりしておりました。 

 これがうちの町の実態かと、恐る恐るほかの８２

項目、第１章から第１４章、そしてその他という項

目がある中、８２、思い切って全部調べてみまし

た。この質問にも書いておりますが、約８割５分の

データが未更新のままでした。これに関して町長

に、その経緯や中身に関してお伺いしましたが、本

来であれば、それに対する謝意のようなものが答弁

に含まれてなかったのが非常に残念です。お気持ち

を伺います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 多くの町民の皆様、また、町外の皆様含めて、

ホームページ、特に今回のケースは、統計のデータ

ということだったのですが、更新されていなかった

ことについて、御不便と御迷惑をおかけしたと思っ

ております。深く反省しておりますし、今後につい

ては、答弁にも書かせていただきました。しっかり

と管理運営を、ホームページ全体、統計に限らず、

統計ももちろん今回の件はそうなのですが、十分精

査して充実を図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 謝罪の言葉を述べていただ

きまして、ありがとうございます。 

 残念な点、２点目です。私は、今一般質問作成に

当たり、受け付けの期限が１１月２７日ということ

で、二つの項目の質問を準備させていただき、今回

の統計資料の部分に関して質疑を投げたところ、昨

日、１３日現在ですから、２８日に皆様のお手元に

渡ったとして、たった１６日間で１６の項目の事業

が、私の質問を受けて更新されていました。半分、

捉えると、言ってよかったという思いもあります

が、やればできるではないですか。なぜやらなかっ

たでしょうか。それがすごく残念で仕方ありませ

ん。 

 今回、私、これからも、私以外にもうちの議員

は、もちろんチェック機能の役割の一つとして、行

政のホームページには必ず、１日に１回は無理かも

しれませんが、事あるごとに見ていきたいと思いま

す。 

 また、町民の皆様、町外のお客様もうちの町に興

味を抱くという方の要素、最初の入口としてはホー

ムページです。昨日も同僚議員から、例えば町の防

災無線の周知や、行政から町民への様々な連絡事項

というのは、昨今においてはホームページが主流に

なっておりまして、理事者部局も、これまでいろい

ろな質疑をいたしましたが、ホームページを御覧く

ださい。ホームページということで、必ずと言って

いいほどホームページという言葉が入っています。 

 斉藤町長、お約束いただきますので、残りの更新

されていないデータに関しては、ぜひ３月ぐらいま

で、まだ三月ぐらいあるので、しっかりと直してい

ただき、できるならばこのような質問は私はしない

よう心がけますので、ぜひ事務方のトップである副

町長、指示命令系統はお任せしてよろしいですね。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ２番荒生議員の御質問に

お答えいたします。 

 確かにいろいろな面できちんと伝達されていな

かったということがあったという事実でございまし

て、議員御指摘のとおり、気がついて、今一生懸命

データを更新しているという現状でございます。 

 これを機にというわけではないですけれども、先

ほど町長からも申し上げましたとおり、統計に限ら

ず、本来の業務の上にさらに載せる、情報公開とい

う部分がちょっと抜けていた部分があったのは事実

でございますので、そういったところはまた気を引
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き締めてしっかりやっていけるように、日々頑張っ

てまいりたいと思っておりますので、御理解を賜り

たいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 最後の質問になります。 

 今、事務方のトップから頼もしい答弁を賜り、今

後、このようなことがないのだろうなということで

理解させていただきました。 

 最後にもう一つ、胸の奥に詰まって、どうしても

吐き出したいことがありますのでお聞きください。 

 現在、私、旅館業ということで、観光振興に協力

しながら日々仕事に励んでおりますが、観光振興計

画は今期で３次を迎えるに当たり、現在、鋭意観光

開発審議会の会議がなされております。まだ１回か

２回かちょっと分からないのですけれども、今、こ

の統計以外にも、会議録等でもアップされていない

データを見受けるということで質問しましたが、観

光開発審議会、これは非常に残念ですが、第１次振

興計画を策定時、平成２１年に３回会議が開催さ

れ、３回のデータが最後に、５年後に２次計画がで

きました。そして、現在、３次計画を鋭意作成中で

す。１１年ぐらい開いているので、せめて２次計画

の策定時の、２回か３回か分かりませんが、この会

議録も早急にアップいただくことをお願いして、私

の質問を終わります。副町長、大丈夫ですね。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ２番荒生議員の御質問に

お答えします。 

 いろいろと御指摘いただいた部分も含めて、ホー

ムページ全体をしっかりと見直してまいります。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、２番荒

生博一君の一般質問を終了いたします。 

 次に、８番中瀬実君の発言を許します。 

○８番（中瀬 実君） 私は、さきに通告してあり

ます２項目について町長の見解を求めます。 

 １項目めにつきましては、物価高に対する生活弱

者への支援対策について。 

 生活必需品の値上げに歯止めがかかりません。食

料品を初め、電気、ガス、石油、ガソリン代等々全

てが値上がり、価格は高止まりしております。 

 日本の食生活の基本は海外への異存が高く、今、

円が１５０円台が続く中、円安の中、輸入される生

活物資は全て値上がりし、生活費のやりくりも限界

に近い状況にあります。 

 特に、これから厳しい冬を迎え、大変な状況が想

定されますが、そこで伺いたいのは、町として、こ

の物価高に対する生活弱者への支援対策はどのよう

に考えているかをお伺いいたします。 

 次に、第９次農業振興計画の重点施策について。 

 上富良野町農業振興計画は、昭和５８年１２月、

第１次の上富良野町農業振興計画を策定し、５年ご

とに計画を見直し、目まぐるしく変化する社会情勢

や農業情勢を計画に反映させながら、農業振興に努

めてきたと認識しております。 

 現在、第８次の上富良野町農業振興計画が令和５

年度で終了し、第９次の上富良野町農業振興計画素

案が、町長から１０月に上富良野町農業振興審議会

へ諮問され、令和６年１月に答申を受け、令和６年

２月には、第９次上富良野町農業振興計画が策定さ

れることになっておりますが、そこで伺いたいの

は、持続可能な上富良野町農業振興のために、町長

が特に重要施策として、上富良野町農業振興審議会

へ諮問した施策について伺います。 

 １、後継者対策について、２、人手不足対策につ

いて、町長の見解を求めます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の２項目の御

質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めの物価高に対する生活弱者への支

援対策についての御質問にお答えいたします。 

 議員御質問のとおり、エネルギーや原油価格、穀

物などの原材料価格は、令和３年以降、コロナ禍に

より物流の混乱や経済活動の再開による需要の回復

などから上がり始め、令和４年２月からは、ロシア

のウクライナへの軍事侵攻の長期化によりさらに上

昇し、これに加えて円安が進んだことから、物価高

騰は継続し、依然として町民の皆様や、なりわいを

営む事業者の皆様が大変厳しい状況にあることは十

分把握しているところでございます。 

 令和５年第３回定例会で、他の議員からの一般質

問でもお答えいたしましたが、この間、町といたし

ましては、エネルギー、食料品価格等の物価高騰以

前から新型コロナウイルス感染症の影響を受けた緊

急経済対策として、この２年間で２,７２０件、１

億５,６６２万８,０００円を対象世帯に交付、ま

た、児童・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業交

付金として、２３事業所に対し、総額８８０万円を

交付したところであります。 

 さらに、本年度においても、６月定例会で御議決

いただきました新型コロナウイルス関連対策、価格

高騰緊急対策生活支援事業として、行政報告でも報

告いたしましたとおり、非課税世帯及び生活保護世

帯に対して３万円を１,２４１件、３,７２３万円、

低所得世帯臨時特別給付金支給事業として、北海道

から１万２,０００円、町から所得割のみ非課税世

帯に１万８,０００円を交付し、町として２８９

件、５２０万２,０００円、合計で１,５３０件、総

額４,２４３万２,０００円を交付したところであり
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ます。 

 また、児童・社会福祉施設等物価高騰対策支援事

業として、認定こども園、高齢者福祉施設、障がい 

者福祉サービス施設に対し、入・通所事業所１９

件、７６０万円、訪問事業所４件、総額１２０万円

を交付したところであります。 

 議員御質問の物価高に対する生活弱者への支援対

策についてでありますが、できるだけ早急に対象の

町民皆様に交付できるよう、一般会計補正予算（第

９号）を１１月２９日に専決処分して取り組んでい

るところであります。 

 専決処分承認の議案として上程しておりますが、

価格高騰緊急対策、生活支援、低所得者世帯給付金

追加交付分として、この７月から交付した給付金に

追加する形で、非課税世帯及び生活保護世帯に７万

円、町独自の施策として、所得割のみ非課税世帯に

７万円を給付するよう進めており、対象者の把握や

システム改修が予定どおり進められれば、年内には

確認書を発送し、年明けには給付金を交付できる予

定であります。 

 今後も国や北海道の政策の動向を注視し、価格高

騰対策に努めるとともに、町独自の施策について

も、限られた財源を有効に活用できるよう取り組ん

でまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの第９次農業振興計画の重点施策

について、２点の御質問にお答えいたします。 

 第９次上富良野町農業振興計画につきましては、

当町の第６次総合計画に掲げる目標の実現に向け

て、農業分野における目指すべき方針と現状の諸課

題に対応しつつ、持続性の高い農業・農村を確立す

るため、農業振興施策の指針となるものでありま

す。 

 現在、計画策定に当たり、農業振興審議会に諮問

している段階でありますので、農業振興審議会から

の答申を踏まえた後に計画を決定し、お示しできる

ものと考えております。 

 今回、第８次計画の評価を踏まえ、今後の方向性

から各施策の素案としての考えをお答えさせていた

だきます。 

 まず、１点目の後継者対策についての御質問であ

りますが、少子化対策による後継者、担い手不足の

課題につきましては、現行計画においても、農業・

農村実践プランの重点課題として取組を進めており

ますが、今後におきましても、将来の担い手とし

て、地域農業を牽引する人材を育成する必要がある

ことから、高度な知識習得の就学費用の助成を初め

とした新たな農業担い手育成支援、農業次世代人材

投資、担い手サポート等の各種事業による円滑な就

農に向けた支援から、就農後においては、生産技術

や農業経営のための個別相談、各種研修会、後継者

パートナー対策等の関係機関と連携した支援や、経

営発展支援事業等の経営継承後まで継続的な取組を

行うことにより、安定した経営環境の維持と将来に

期待ができる農業につながるように、引き続き各種

施策を推進していく必要があると考えているところ

であります。 

 次に、２点目の人材不足対策についての御質問で

ありますが、現在、農繁期に欠かせない労働力の確

保につきましては、ＪＡ関連の派遣事業者の利用

や、作業支援を個々に依頼されておりますが、必要

とする時期が集中し、人材の確保に苦慮している実

態にあることから、現行計画におきましても、継続

した課題として、農業人材派遣事業との連携・協

力、人材バンク事業の研究・検討などの労働力確保

の対策を進めてきたところであり、これまでの経営

実態のアンケート調査などからも、引き続きの重点

課題であると考えているところであります。 

 労働力不足における人材確保対策につきまして

は、農業経営者と作業従事者の双方が希望する能力

や条件が一致する人材を確保し、紹介、派遣へと結

びつけることが最も有効な解決方法と考えておりま

すが、人材派遣事業の運営に関しては、そのノウハ

ウや適材の人員確保を行政が担うことは難しく、既

存の農業団体や民間事業者などが実施すべきと考え

ており、どのような形で行政が支援できるか、範囲

や方法につきましては、今後も調査・研究を続けて

いく必要があると考えているところであります。 

 また併せて、労働力の軽減が図れるスマート農業

や新技術、高性能機械の導入による省力化や効率化

の取組につきましても、計画に反映させた中で、引

き続き検討を進めていくことが必要と考えていると

ころであります。 

 なお、第９次上富良野町農業振興計画の決定によ

り、新たな計画方針に基づく重点施策の決定と、各

施策の展開実現に当たりましては、現行計画と同様

に、農業・農村実践プランを策定し、総合計画並び

に農業振興計画を補完することにより、実効性の高

い農業振興施策となるよう考えているところでござ

いますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） ただいま町長のほうから物

価高騰に対する町のほうの考え方と補助の中身につ

いての説明がありましたけれども、こちらは国の支

援を受けた事業、それから、今後においては、町独

自の支援策も考えているという答弁がありました。 

 一般的に肌で感じる物価高騰というのが、買物を

したらすぐ分かるわけです。昨年度から今年にかけ
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て、生活必需品等々の値上げが３万五、六千品目に

なっているという話を聞いております。ということ

は、ほとんどものが値上がりしているということで

す。たまたま値上がりしていない、よく頑張ってい

るなという品物を見たら、中身が少ないとか、そう

いうことがあって、上げていないのではなくて、実

質上がっている。そういう品物もあります。 

 ですから、我々が町に買物に行ったときに、今ま

で１万円札は非常に使い勝手がよかったのですが、

最近、１万円の価値がすごく下がっています。物を

買っても、買い物かご半分ぐらいでも５,０００

円、６,０００円にすぐなってしまいます。 

 そんな状況の中で、生活弱者という考え方とし

て、町長としては、生活弱者というのはどういう世

帯というか、どういう人たちを指して生活弱者と考

えているか教えてください。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 生活弱者、どういう定義かということで、町とし

ては、所得を基準に生活弱者と定義して考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） 町長はそういう考えだと理

解しますけれども、本来であれば、生活困窮者と生

活弱者とは、また別の世界の話で、基本的には、日

本中の町全ての方が生活弱者だと思います、今の段

階では。基本的に、例えばいろいろな施策をやって

いただいておりますけれども、必ず出てくるのは低

所得、非課税世帯、そういった方に対しての補助と

いうか、支援が行われております。 

 これは、お金の制限があるので、どこかで線引き

をしなければならないから、仕方のないことだと思

います。そこで、残念なのは、もうちょっとで非課

税になると、もうちょっとで低所得者になるという

方もいるはずなのです。その方が残念なことになる

ということで私は考えているのですが、それは、町

とか国とかの基準があって、そういうことがあるの

でしょうから、仕方のないことかもしれません。 

 例えば町が独自で支援をするというのも、全く国

の支援と同じような形でやるということで、確認さ

せていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番中瀬議員の御質問に

お答えいたします。 

 この間、町長答弁にもありましたけれども、３万

円の給付をした際には、国の対象者に加え、均等割

のみの世帯にも拡充してやったところでございま

す。それに今回、まだはっきりしたものは取れてい

ませんけれども、今回は、国はそういったところも

含めてというような情報も入っておりますけれど

も、そういった形で、若干ではあるかもしれません

けれども、しっかりと国の指定しているところに加

えて、この３万円のときには対応を図ったというこ

とで、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） １項目めの最後の町長の答

弁の中に、今後の物価高騰対策に努め、町独自の施

策について、限られた財源を有効に活用して、取り

組んでまいりますということで答弁がありましたの

で、このことは、迅速に対応していただきたいと思

います。これは、来年度に向けての話ということな

のでしょうか、その辺についてお伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 最後の、今後も国や道の政策や動向を注視しとい

うことで、町独自の施策にも、財源を有効に活用で

きるよう取り組んでまいりますというのは、特に、

来年度、今年度と限定した話ではなく、今後につい

て、この先ということで、本年度だけとか来年度だ

けとかの区切りなく、今後については、常にこうい

うものに対して注意を払っていくという意味で答弁

させていただきました。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） 今の答弁からいくと、今

年、来年という話ではなくて、今後の課題だという

ことで理解していいということですね。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 今後の課題といいますか、こういう緊急時のセー

フティネットは常に、どういうときでもタイムリー

にといいますか、迅速に出していくというのは、ほ

かの自治体もそうだと思います。国としてもそうだ

と思います。セーフティーネッは、常に張れるよう

にしておくというのは重要なことかと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） できるだけこういったこと

は迅速に対応していただければ助かると思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思っておりま

す。 

 次に、上富良野町農業振興計画の関係でお伺いし

たいと思います。 
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 町長は日頃から言っておりますが、持続可能な農

業というのは誰しも望んでいることで、上富良野町

も当然基幹産業は農業であります。上富良野町の農

業をやっている方々が未来永劫ずっと農業を続けら

れるようなシステムをつくられれば一番理想的なこ

とだと思っております。 

 ところが、残念ながら町として、第９次の農業振

興計画をきちっとつくったとしても、それは確かに

それなりの効果はあるでしょうけれども、一番の

ネックは、国が農業に対する意識を変えなければ駄

目なのだと思います。それはなぜかというと、富良

野沿線、北海道、全国の農業者の思いを国の政策に

反映させられるように、首長を通じて国会議員と

か、そういった方々にこれからも特に要望していか

なかったら国の政策は動かないと私は思っていま

す。ですから、そういったことに力を入れていって

いただくことがこれからも必要だと思いますけれど

も、その辺のところの町長を考えを求めます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 第９次の農業振興計画をつくるということは非常

に大切なことだと思います。それに対して、でき

る、できないという結果も５年後には出てくるのか

と考えております。 

 それよりも何よりも、議員おっしゃるとおり、農

業というのは地元の基幹産業としても非常に重要で

ありますし、私もそう認識しております。産業、農

業を持続可能なものにしていくためには、やはり議

員おっしゃるとおり、国の農政に対する施策という

のが非常にキーになってきます。国がやることと市

町村ができること、予算規模もかなり違いますの

で、そういった意味では、ＪＡなんかも含めて、関

係機関と力を合わせながら道、国に要望、特に富良

野地方の実情というのは、同じ日本でも北海道は違

いますし、北海道でも富良野地方の特性というの

は、強みというのはあると思います。そういうもの

も含めながら、国には、機を見て関係機関と協力し

ながら、農業を持続可能なものにするための要望は

欠かさずといいますか、必ず必須になってくるもの

と思っておりますし、これからも要望には力を入れ

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） 町長も御存じだと思います

けれども、北海道は他府県とは違って食料自給率が

一番高いところで、北海道だけを見れば２００％近

いというのは間違いない事実でありまして、ほかの

府県はいろいろなものが採れますが、北海道がなけ

れば日本の国の食料基地として、それから国民の食

料を賄うことは不可能だと言われています。そう

いった中で、施策を実行するために、先ほど申し上

げたような形でいろいろなことをやっていただきた

い。 

 基本的には、今、上富良野町も２２０軒前後の農

家がいるわけですが、その農家の方々がこれ以上減

らないというのは無理な話なので、必ず減っていき

ます。減っていく中で、後継者対策というのは、自

分の子どもに対して、農家は経営としてうまく成り

立つのだから後継ぎをしてくれと自信を持って言え

るような政策と、それから町の９次の振興計画の中

にもきちっとうたっていってもらわなければならな

いということがあるのだと思います。自分の子ども

に対して、不安の中で、もうかるかもうからないか

分からないけれども、農家をやれという形では、そ

れでは駄目だと思う。それなりの経営が十分できる

ようなシステムをきちっとつくってもらうことに

よって後継者も育つし、そういうことが一番大事な

部分だと思っています。 

 ですから、町長も当選してから農協青年部とか、

いろいろな方と懇談をする機会があったと思いま

す。その中で、そういった若い人たちから、上富良

野町の農業はこういうふうにしてほしいとか、こう

あるべきだというような意見が出たとすれば、その

辺のところを町長としてどのように捉えているか、

まず教えていただきたい。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 この３年間、農業の若い後継者の方と語り合うと

いいますか、情報交換する場面というのは、コロナ

の影響もあって、最近、新聞にも掲載してもらいま

したが、旭川開発建設部の部長を講師に呼んで、い

ろいろレクチャーしてもらって、その後、情報交換

というのが初めてです。情報交換の場という初めて

ですが、いろいろ個人的に知っている方とは、可能

な限り情報交換しているところです。 

 その中で、特に、こうしてほしい、ああしてほし

いということは、まだまだ具体的な案というのは

伺っておりませんが、私が考える上富良野の農業に

関してですが、何が大切かというのは、今、中瀬議

員がおっしゃったとおり、将来、農家戸数は減って

いくかもしれません。機械化が進めば減っていくの

は避けられないかと考えておりますが、そうなると

心配なのが耕作放棄地とか、そういう問題は今後出

てくるのかと思いますし、何より農家戸数を減らさ

ないためには、議員おっしゃるとおり、後継者が農

業というのはもうかる、所得がしっかりと残るとい
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いますか、農業取得というのが、将来、農業を持続

可能なものにするため、後継者が一番のキーなのか

と私は考えております。 

 幾ら北海道が日本の食料を支えているという言葉

だけでは、なかなか後継者というのは、スローガン

みたいなこと、事実ではありますが、そういうこと

だけでは後継者対策はなかなか難しいということ

で、職業として魅力的なものになるためには、ある

程度所得はしっかりと稼げる農業といいますか、所

得が残るような産業構造になっていくことが非常に

重要なのかと思っておりまして、農業所得について

は非常に関心を持っております。 

 もう一つ、皆さんが一般作、いわゆる畑作を結構

広くやっている方が近年は多いのですが、耕作放棄

地の関係もあります。なかなか大型機械が入れない

ようなところというのはどうしても残ってきますの

で、そういうところでは、高収益作物ということ

で、町独自の施策として応援しておりますし、特に

昨今は、ビールのホップとラベンダーというのは非

常に、シソも含めてですが、ラベンダーオイル、シ

ソオイル、そしてホップはサッポロビートルとの契

約になりますが、これが非常に町の農業としての重

要性もあるのですが、町全体のＰＲといいますか、

全国への発信としても非常に重要なものでありまし

て、こちらをつくってくれる耕作者の確保というの

は、町としては重要な課題なのかと捉えておりま

す。 

 それらを含めて、町の農業については、しっかり

いろいろな情報を得ながら進めていかなければなら

ないのかと私自身は感じております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） 町長は、今、答弁あったよ

うに高収益作物については、上富良野町においては

ごく一部の作物ということで、全般的な農業者が取

り組むようなものではないと私は思っております。

その作物は、上富良野町のイメージアップにつなが

るのであれば、それはそれなりに効果があるのだと

思っています。 

 ですから、我々の基本になるのは、農業所得が向

上すること。それは、こういった物価高騰、農家の

場合も飼料、肥料全て、いろいろなものが上がって

きております。一番ネックなのは、我々の作物は自

分で値段をつけられないということが一番のネック

なのです。これを何とか解消するためには、先ほど

も町長に申し上げたとおり、富良野沿線の農協、北

海道全てが、こういった農業者に所得がきちっと確

保されるような、そういう施策を求めるようなこと

で、国とか道とか全てのところに要望していただい

て、今、９次の農業振興計画が着実に、国の支援の

下に実行されることを期待して、私の質問を終わら

せていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、８番中

瀬実君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、町の一般行政についての質問を終了い

たします。 

 少し早いところでありますが、昼食休憩といたし

たいと思います。 

 再開は１３時１５分といたします。 

────────────────── 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時１５分 再開 

────────────────── 

○議長（中澤良隆君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 暑い方がいらっしゃったら上着等を取っていただ

いて結構です。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第３ 議案第１号専決

処分の承認を求めることについて（令和５年度上富

良野町一般会計補正予算（第９号））を議題といた

します。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１号専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和５年度上富良野町一般会計補正（第９

号））につきまして、専決処分した要旨について御

説明申し上げます。 

 本件につきましては、先般国において、国の総合

経済対策に基づきまして、補正予算（第１号）が可

決されたところでございます。 

 町におきましても国の補正予算を受けまして、物

価高騰対策事業として、１点目につきましては、価

格高騰緊急対策低所得者世帯給付金事業として、エ

ネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受け、

特に家計への影響が大きい低所得者世帯に対しまし

て、７月に実施した給付金３万円に今回７万円を追

加して支給するものでございます。 

 ２点目につきましては、肥料価格高騰対策事業と

して、昨年度も当該事業については実施したところ

ですが、現在も肥料価格が高騰を続ける中、農業経

営への影響をできるだけ軽減し、今後におきまして

も農業者が意欲を持って営農に取り組めるよう、町

内農業者に対まして、化学肥料購入に要する経費の

一部を助成するものでございます。 

 なお、財源につきましては、全額新型コロナウイ
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ルス感染症地方創生臨時交付金を充てまして、財政

調整を図りまして、一般会計補正予算（第９号）を

調整したところでございます。 

 ただいま説明いたしました物価高騰対策２事業を

早期に執行するために、１１月２９日付で、令和５

年度一般会計補正予算（第９号）の専決処分を行っ

たところです。 

 そのようなことから、地方自治法の規定により、

予算の内容を議会へ報告するとともに、承認を賜り

たく本議案を上程するものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をさせていただきま

す。 

 議案第１号を御覧いただきたいと思います。 

 議案第１号専決処分の承認を求めることについ

て。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記

事項について、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、議会の承認を求め

る。 

 記。 

 処分事項、令和５年度上富良野町一般会計補正予

算（第９号）。 

 次のページを御覧いただきたいと思います。 

 専決処分書。 

 令和５年度上富良野町一般会計補正（第９号）

を、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分する。 

 令和５年１１月２９日。上富良野町長、斉藤繁。 

 次のページを御覧いただきたいと思います。 

 令和５年度上富良野町一般会計補正予算（第９

号）。 

 令和５年度上富良野町の一般会計の補正予算（第

９号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億３,６９３万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ８５億８,１２５万５,０００円

とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページを御覧いただきたいと思います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １５款国庫支出金１億３,６９３万円。 

 歳入合計１億３,６９３万円となっております。 

 ２、歳出。 

 ３款民生費１億２,０１３万９,０００円。 

 ６款農林業費１,６７９万１,０００円。 

 歳出合計につきましても１億３,６９３万円と

なってございます。 

 ２ページ以降の予算の事項別明細書につきまして

は、説明を省略させていただきますので御了承願い

ます。 

 以上で、議案第１号専決処分の承認を求めること

について（令和５年度上富良野町一般会計補正予算

（第９号））の説明といたします。 

 御審議いただきまして、御承認くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） 肥料高騰対策の事業につい

て、お尋ねしたいことがあります。 

 こちらについては、肥料高騰分の少しでも助けに

なるようにということで、１トン当たり３,１２５

円というものを対策事業として、町が取り組む事業

でありますけれども、昨年度も行っております。今

年は１,６７９万１,０００円、昨年度は１,５２６

万３,０００円だったわけであります。対象農家は

２１２件で全く同じであります。 

 ということで、農家戸数が全く同じで、去年の金

額よりも、高騰対策事業は金額が１５２万８,００

０円ほど多い。これは、農協からの聞き取りの結果

の数字だと思いますが、この辺のところの説明をお

願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ８番中瀬議員の肥

料価格高騰対策事業の、昨年の事業費と今年度の事

業費の違いについての御質問でございますが、昨

年、対象者が議員御質問された件数は、同数と言わ

れておりましたが、昨年よりも若干減っているとい

うことでございまして、今回、昨年の実績数で２１

２経営体ということで、使用する数量につきまして

も、今回少し増えているという状況でございます。 

 説明漏れておりました。経営体の戸数につきまし

ては減っているのですけれども、使用の数量につき

ましては増えている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実。 

○８番（中瀬 実君） 先ほど申し上げましたけれ

ども、前回は１,５２６万３,０００円で、２１２件

を対象農家にして補助をやっております。そして、

最終的には、確定されまして、後で２５０万６,０
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００円減額しております。当初の予算よりも２５０

万６,０００円減額しているわけです。それからい

くと、肥料を申し込む農家が２１２件だとすれば、

去年と同じです。だとすれば、肥料をよほど多く取

るということは、まず、普通一般的には考えられな

いと思っているのです。そこら辺の数字がどうなっ

ているのかということと。 

 もう１点は、トン当たり３,１２５円ということ

であります。ところが昨年、こういうもので全部

我々のところへ来ています。これがマイナス９０円

で振り込まれているのです。だから３,０３５円し

か払ってくれていない。これの差は、どういうこと

でこうなっているのかということをお伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ８番中瀬議員の御

質問にお答えします。 

 まず、１点目の数量の増の内訳につきましては、

昨年度の実績の数量を算定する際に、作物の輪作等

も考慮しまして、その分を若干増加して予定してい

るということで積算をしております。 

 ２点目の金額、３,１２５円から３,０３５円に変

わったという件につきましては、北海道で支給され

ました助成金のほうが、当初３,１２５円を予定し

ておりましたが、北海道全体の試算額が少なくなっ

たということで、３,０３５円の支給になったとい

うことで、数値が減って支給されているという状況

と北海道のほうから聞いております。 

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実。 

○８番（中瀬 実君） 先ほども申し上げましたけ

れども、当初の予算よりも、金額が確定したために

２５０万６,０００円減額しているのです。上富良

野町の場合の補助事業は。道の事業が３,１２５円

ではなくて、受給率が多かったから９０円減らした

から、それに合わせて３,０３５円しか払えなかっ

たということでの理解でいいのか。 

 それともう１点は、たまたま町長にお願いしたい

のは、昨年度はＪＡふらのから５市町村の首長に宛

てて、肥料高騰対策に取り組んでほしいということ

をたしか要請されているはずです。ところが、今年

は道の補助はあります。町の今回もこれあります。

農協の今の予定はないのです。ですから、去年の逆

で、首長のほうから、農家は困っているのだから

３,１２５円ぐらいを補助してほしいということ

を、首長皆さんで連携してもらって、農協に言って

もらうことはできないのかどうかということを確認

します。お願いします。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ８番中瀬議員の御

質問にお答えします。 

 議員おっしゃっています３,０３５円の支給のほ

うが、北海道が補助された金額ということで、北海

道が予算がないということで、申し込みの数量が多

かったことから減額されて、支給されたものでござ

います。 

 本町におきましては、予定されている３,１２５

円はそのまま支給されたところでございます。 

 申し訳ございません。追加で、２６５万６,００

０円の予算を減額した件でございますが、こちらの

ほう、当初、最初ということで、前年の実績の数字

を使っておりますが、ＪＡの資料、また、ＪＡ以外

の資料ということでいただいて計算したところです

が、実際に減量化してくださいというようなお願い

もしていた関係で、昨年度は２６５万６,０００円

が減額、使用量が少なくなったことによって、減額

したということでございます。 

○議長（中澤良隆君） 町長のほうから、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 富良野沿線の５市町村プラスＪＡで調整してはと

いう御質問だったかと思います。 

 今回の国の対策は、急なこともありまして、調整

する時間も余りなかったというのも事実でありまし

て、一刻も早く来年の肥料に対して補助をしなけれ

ばと、スピード感を優先した結果こうなりました。 

 国がこうやれといった事業ではなくて、ある程度

対策費が市町村におりてきて、あとは自由裁量でや

るものですので、その中でどこにどう充てていくか

というのは、基本的には各市町村で決定して、プラ

ス、農協に関しては、調整できれば調整して、その

結果、５市町村でできれば、それは沿線の農業者の

方に公平に、統一的な取扱いはできたのかもしれま

せんが、それはしたほうがよかったかもしれません

が、今回に関しては、時間的な余裕もなく、一刻も

早くという観点から、上富良野は上富良野で独自

の、去年と同じ、肥料高騰対策を実施するというふ

うに決定いたしましたので、御理解をお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 中瀬実議員に申し上げま

す。３回終わっているのですが、質問したことが

しっかりと答弁されたのかと、受け止めがちゃんと

されていなければ、もう一度質問を整理して質問し

ていただいて結構です。 

 ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） 今の町長の答弁は、私の

言ったことに答えてくれていない部分があると。と

いうのは、昨年度は農協の組合長から各５市町村の

首長に対して肥料高騰対策をしてほしい。だから国
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の対策の費用を使って３,１２５円のあれをやって

いただいた。今年は、農協の今の状況を見ると、そ

ういった対策はされないような状況だと聞いており

ます。だとすれば、去年とは逆に、５市町村の首長

が農協に対して、大変な状況になっているので、こ

ういった対策を打ってほしいということを言ってほ

しいということを先ほど聞いたわけです。そのこと

については、町長は今答弁されていないので、その

辺のところは、首長として考えがあるのか、ないの

かということで、今、質問させていただきます。 

○議長（中澤良隆君） さっきの１,６７９万１,０

００円については理解したということでよろしいで

しょうか。もし理解していなかったら、もう１回整

理して質問してください。 

○８番（中瀬 実君） 先ほど申し上げましたけれ

ども、３,１２５円という金額を示されて、我々

は、トン当たり３,１２５円助成してくれるのだな

と思っていました。ところが紙１枚のはがきで見る

と、９０円ほど少なく入っている。そういった説明

は、直接我々にはなかったのです。こういうはがき

は来ました。３,１２５円は３,０３５円になったの

ですという、農家に対しての個々の説明は多分な

かったはずなのです。今回だって、多分予算はこう

いうふうにされていますが、確定したら、多分また

減額される可能性は十分あるのだと思います。そう

いうことではなくて、最初から３,１２５円という

数字を出しているのであれば、当然トン当たり３,

１２５円、農家に方にそれを支給するのが一般的で

当たり前だと私は思っているのですが、そこら辺が

私は理解できなかったということです。 

○議長（中澤良隆君） まずは、町長から答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ちょっと違った角度から再度説明させていただき

ます。 

 去年は、確かに農協のほうから要請があって、こ

ちらのほうから交付金をお渡ししたのですが、今年

はありませんでした。あったからやったわけではな

くて、必要性があると感じたから去年もやったし、

今年も農協から要請はありませんでしたけれども、

これは必要だろうと考えて、判断でやりました。 

 もちろん中瀬議員おっしゃるように、農協と５市

町村で調整して、できれば管内公平に配れたのです

が、調整する時間もありませんし、調整ができなけ

れば交付がどんどん遅れていきますので、そういう

ことは避けるべきだし、上富良野独自の対策ですの

で、これは町の判断でいたしました。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ８番中瀬議員の御

質問にお答えします。 

 まず、昨年度実施しました肥料対策の北海道分が

３,１２５円が補助金として交付されております。

それに上乗せということで、町の独自事業で３,１

２５円の補助を行っているところでございます。先

ほど議員が示していただきました通知書でございま

すが、そちらのほうは北海道の補助の通知でござい

まして、北海道も当初御案内したときに、予算が限

られているので減額する場合がありますというよう

なことで、申し込みのときに通知しているとなって

おりますので。本町におきましては３,１２５円、

当初の予定どおりに補助しているということでござ

います。 

○議長（中澤良隆君） 暫時休憩します。 

────────────────── 

午後 １時３８分 休憩 

午後 １時３９分 再開 

────────────────── 

○議長（中澤良隆君） 再開いたします。 

 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ８番中瀬議員の御

質問にお答えします。 

 まず、北海道の補助事業としまして３,１２５

円、こちらのほうが予算が不足しまして、減額され

て３,０３５円ということで交付されたところでご

ざいます。そちらのほうは、はがきでお知らせが

行っているということでございまして、町のほうと

しましては３,１２５円、同額の上乗せ補助を行っ

ておりますが、申請者は、直接補助の申請をしてい

ただいて、実績の報告を出していただいていますの

で、それは３,１２５円を当初の金額を交付したと

ころでございます。 

 北海道の通知なのですけれども、こちらのほうは

町の受付を経由しないで、直接事業者のほうから申

請ということになっておりますので、通知が来たの

が、お知らせが農業者の皆さんに届いた後に知った

ということで、御理解願います。 

○議長（中澤良隆君） 理解いただきましたでしょ

うか。 

 それでは、そのほか、質疑を受けたいと思いま

す。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 物価高騰対策という形で早

目の対応をするということは非常にいいと思いま

す。 

 それで、７ページ目の生活支援についてお伺いい

たします。 

 町の説明資料においては、受付期間が１２月中旬
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から２９日までとなっておりますが、支給等につい

ては、いつ頃から実際に支給されるのかということ

で、状況等が分かりませんので答弁を求めたいと

思っております。 

 次に、肥料価格等についてお伺いいたしますが、

近年、非常に肥料価格というのは高騰しておりま

す。今回、説明資料ではトン当たり３,１２５円と

なっておりますが、実勢価格に対して補助額という

のはどのぐらいの割合になっているのか、いろいろ

農家の方に聞きますと、相当実勢価格というのは高

い状況になっている話も聞かれます。それで、その

割合について、どのぐらいの補助割合になっている

のか、お伺いしておきたいと思います。 

 また、前年度、前々年度から比べて、価格の引き

上げというのは、どのぐらいの割合で引き上げられ

いるのか、お伺いします。 

 さらにお伺いしたいのは、対象農家は２１２経営

体という形でありますが、ここには、実際補助を求

めないという農家もいらっしゃるのではないかと思

いますが、そういうものも含めて、状況等について

お伺いしておきます。早急な対策が求められると思

います。お願いします。 

○議長（中澤良隆君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ４番米澤議員御質

問の価格高騰緊急対策生活支援の追加交付分、いつ

頃が目安という御質問にお答えしたいと思います。 

 状況はずっと動いていまして、先ほど一般質問で

町長が年明けという形で御答弁なされたのですけれ

ども、お昼休みに関係機関に確認したところの情報

でお答えしたいと思います。 

 町のほうにおきましては、１１月２９日に専決処

分を受けまして、鋭意努力してシステム改修、名簿

抽出、発送作業のほうが昨日終わったところでござ

います。そして、これに関係するのが郵便局、それ

と金融機関、町におきましては会計課が関係してい

まして、そこに年内交付の問い合わせをしたとこ

ろ、午後一で答えをもらいまして、２９日までに振

込先のデータを送れば、年内、２７日に交付できる

という答えをもらっておりますので、町としては、

今回確認書でほとんど返答がない、変更があるもの

しか返答は来ませんので、確認書を送って、オー

ケーであれば返答なしであれば、町が交付手続をす

るということでございますので、何も問題がなけれ

ば、順調に進めば１２月２７日に各対象者の口座に

振り込まれる予定と伺ったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治繁君） ４番米澤議員の

御質問にお答えします。 

 まず、１点目の今回の補助する金額がどのぐらい

の割合になるかという点でございますが、価格が上

昇する前の令和３年の基準額としまして、平均の化

学肥料、たくさん種類がありますけれども、その平

均額の試算としまして、トン当たり８万４,０００

円としております。今現在、約４４％程度の上昇分

ということで、３,１２５円分とましては８％程度

の割合になるのかなというところでございます。 

 次に、２点目の肥料価格が上昇している状況につ

いてでございますが、先ほど申し上げました、令和

３年度から急激な上昇ということで、北海道内で取

引されております、ホクレンが発表しております数

字で申し上げますと、令和４年度に使用されている

肥料が約７８.５％の上昇で、その後、今年度に入

りまして１９.４％下がったということで、今現

在、約４４％程度の上昇、３年の基準としては、そ

ういった水準になっているということでございま

す。 

 今回対象となります経営体の農業者の皆さんのう

ち、今回、補助のほうを求めないということでござ

いますが、昨年実施した中では、今回は１トン以下

切り捨てということで、１トン以上が対象となりま

すけれども、求めないという部分でいきますと、３

件ありまして、１トン以下という方が２７件ほどで

ございました。 

 以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） いずれにしても早急に支給

という形の状況が必要、専決という形になっており

ますが、併せて、実勢価格に、全部とは言いません

が、全体的に肥料価格が上昇している状況もありま

して、トン当たりの価格の見直しも必要なのかと

思っております。答弁は要りません。 

 全体的な問題でお伺いいたしますが、今、非課税

世帯や多くの人たちが、引き続き物価高騰等におけ

る生活の状況が見受けられます。町として今後、こ

ういう問題に対してきちっとした支援策というの

が、非課税世帯や弱者と言われる方も含めて、今は

出しましたが、多くの方が生活が大変な状況にある

ということを考えれば、早急にこういった支援策が

講じられる必要もあるのではないかと思いますが、

この点について、具体的なものを持っているとすれ

ば、答弁を求めておきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤議員の御質問に

お答えいたします。 

 専決させていただいたことで、年内に残りの３万

円プラス７万円の７万円部分を支給することができ

ております。実際通知が来ているわけではないです
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けれども、報道等では、今度お子さんに対する支援

とか、そういったものもありますので、そういった

ものも今回のように、国の情報といいますか、ス

ピードに遅れることなく対応をしっかりと図ってい

きたいということで、具体的に次はこれです、これ

ですというものは、まだ申し上げるようなものは

持っておりませんけれども、そういったものに素早

く対応して、できるだけ早く町民の皆様にお届けで

きるよう対応を図ってまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質疑ございます

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１号専決処分の承認を求めること

について（令和５年度上富良野町一般会計補正予算

（第９号））は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第９号 

○議長（中澤良隆君） 日程第４ 議案第９号上富

良野町職員の給与に関する条例及び上富良野町立病

院諸手当支給条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第９号上富良野町職員の給与に関する条

例及び上富良野町立病院諸手当支給条例の一部を改

正する条例につきまして、提案の要旨を御説明申し

上げます。 

 現在、令和３年１月に閣議決定されましたコロナ

克服新時代開拓のための経済対策において、看護、

介護、保育、幼児教育などの現場で働く方々の収入

の引き上げ等が掲げられたことを踏まえ、その中

で、介護サービス事業所に勤務する介護職員を対象

に賃上げを行うため、令和４年２月から介護職員の

収入の３％程度、月額平均９,０００円を引き上げ

るための措置が実施され、本町においても議会の議

決をいただいて、条例改正を行い、介護職員に対し

まして処遇改善手当を支給しているところでござい

ます。 

 このたび国におきまして、令和５年１１月に閣議

決定されました介護職員処遇改善支援事業等におい

て、必要な介護人材を確保するため、介護職員の処

遇改善として、令和６年２月から介護職員 1 人当た

り、月額平均６,０００円を引き上げるための措置

が実施されることとなったところでございます。 

 このことから、本町で勤務する介護職員につきま

しても同様の処遇改善を行うため、上富良野町職員

の給与に関する条例及び上富良野町立病院諸手当支

給条例について所要の改正を行うものでございま

す。 

 以下、議案につきましては、主な改正点を説明さ

せていただきます。 

 議案第９号上富良野町職員の給与に関する条例及

び上富良野町立病院諸手当支給条例の一部を改正す

る条例。 

 改正条例第１条につきましては、上富良野町職員

の給与に関する条例の一部改正についてですが、現

行、別表５の中の処遇改善手当について、月額９,

０００円については、町長が別に定める職種とし

て、規則にて、介護職、放課後児童支援員補助員に

ついて支給される規定になっていましたが、改正後

におきましては、当該条例の別表５に、月額９,０

００円については、対象職種に放課後児童支援員補

助員を明記するとともに、このたび介護職員の賃上

げを行うため、月額１万５,０００円、対象職種に

介護職を加えるものでございます。 

 改正条例第２条につきましては、上富良野町立病

院諸手当支給条例の一部を改正する条例についてで

すが、町立病院に勤務する介護職員の処遇改善手当

につきまして、条例第２条第５号イ中、同様に、現

行、月額「９,０００円」を月額「１万５,０００

円」に改めるものです。 

 施行月日につきましては、令和６年２月１日から

施行するものです。 

 以上で、議案第９号上富良野町職員の給与に関す

る条例及び上富良野町立病院諸手当支給条例の一部

を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 
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 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第９号上富良野町職員の給与に関す

る条例及び上富良野町立病院諸手当支給条例の一部

を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第２号 

○議長（中澤良隆君） 日程第５ 議案第２号令和

５年度上富良野町一般会計補正予算（第１０号）を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第２号令和５年度上富良野町一般会計補

正予算（第１０号）につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 １点目は、社会教育総合センターの内壁タイルに

つきまして、一部剥離したことから、打診調査結果

を受けまして、改修に向けての実施設計費の補正を

お願いするものでございます。 

 併せて、事業完了が年度内に完了しないことが見

込まれるため、繰越明許費の追加をするものでござ

います。 

 ２点目は、現在、業務事務用に使用しているパソ

コン端末の応用ソフトにつきまして、来年４月より

の継続使用するために債務負担行為の設定をするも

のです。 

 ３点目は、令和４年度国税決算及び令和５年度国

税収入の増加に伴いまして、令和５年度の交付税総

額を加算して交付することとしたため、再算定の結

果、本町におきましては、普通交付税４,４６１万

９,０００円を追加交付されることになったため、

所要の補正をお願いするものでございます。 

 ４点目は、エネルギー価格等の高騰に伴う各施設

などの燃料費及び光熱水費に不足が生じるため、所

要の補正をするものでございます。 

 ５点目は、来年度から創設される森林環境税の課

税に係る基幹税務システムの改修費の補正となって

ございます。 

 ６点目につきましては、マイナンバーカード交付

に係るシステム改修等に係る補正についてですが、

マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記に対応

するため、住民基本台帳システムの改修を行うもの

でございます。 

 ７点目は、９月から１０月にかけまして、延べ日

数にいたしまして、４日間発生した大雨による被害

を受けました町道及び農業用施設などの復旧に係る

経費の補正をするとともに、本年度発生いたしまし

た大雨災害の復旧費の財源といたしましては、備荒

資金組合超過納付金を充てる補正をお願いするもの

でございます。 

 ８点目は、来年度より改訂する各小学校の指導用

教科書費の補正となっています。 

 以上、申し上げた内容を主な要素とするととも

に、ほかの既決予算につきましても、各事業におけ

る事業費の確定及び執行見込み等に伴い、所要の補

正を行い、財源調整を図った上で、余剰する額９０

０万円につきましては、今後の不測の財政需要に備

えるため、予備費に計上いたしまして、一般会計補

正予算（第１０号）を調整したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をさせていただきま

すので、御了承願います。 

 議案第２号を御覧いただきたいと思います。 

 議案第２号令和５年度上富良野町一般会計補正予

算（第１０号）。 

 令和５年度上富良野町の一般会計の補正予算（第

１０号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億２,７１１万９,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８７億８３７万４,０

００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費の補正。 

 第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明

許費補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第３条、債務負担行為の追加は、「第３表 債務

負担行為補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ８款国有提供施設等所在町村助成交付金３５万

３,０００円。 

 １１款地方交付税４,４６１万９,０００円。 

 １３款分担金及び負担金５８万５,０００円。 
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 １４款使用料及び手数料４万６,０００円。 

 １５款国庫支出金２４５万８,０００円。 

 １６款道支出金１９８万６,０００円の減。 

 １８款寄附金１４０万円。 

 １９款繰入金５５万６,０００円の減。 

 ２１款諸収入８,０２０万円。 

 歳入合計は１億２,７１１万９,０００円となりま

す。 

 ２ページを御覧いただきたいと思います。 

 ２、歳出。 

 １款議会費１９万４,０００円。 

 ２款総務費４４７万５,０００円。 

 ３款民生費２,４３１万８,０００円。 

 ４款衛生費１３８万４,０００円。 

 ６款農林業費２０３万１,０００円。 

 ７款商工費４９万１,０００円の減。 

 ８款土木費７,０５２万４,０００円。 

 ９款教育費１,５６８万４,０００円。 

 １１款給与費ゼロ円。 

 １２款予備費９００万円。 

 歳出合計は１億２,７１１万９,０００円となりま

す。 

 ４ページをお開きいただきたいと思います。 

 第２表、繰越明許費補正。 

 繰越明許費の補正につきましては、先ほど説明し

たとおり、社会教育総合センターの内壁タイルの改

修のための実施設計費について、年度内に完了する

ことが見込めないため、繰越明許費を設定するもの

でございます。 

 （１）追加。 

 ９款教育費５項保健体育費、事業名、社会教育総

合センター管理費、金額２８６万円。 

 第３表、債務負担行為補正。 

 債務負担行為補正につきましても、先ほど説明し

たとおり、業務事務用応用ソフト使用料につきまし

て、来年４月より継続使用するため、債務負担行為

の設定をするものでございます。 

 （１）追加事項。 

 業務事務用応用ソフト継続利用料、期間、令和５

年度から令和６年度、限度額２２８万７,０００

円。 

 ５ページ以降の事項別明細書、補正予算、給与明

細書、債務負担行為調書つきましては、説明を省略

させていただきます。 

 以上で、議案第２号令和５年度上富良野町一般会

計補正予算（第１０号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） ただいまの御説明で、今回

の補正予算の中の施策として、エネルギー価格の高

騰に対する公共施設及び学校等への年度末までの、

要は不足が生じるということで、各施設に燃料分及

び光熱水費を補正しておりますが、一方で、例えば

委託事業先である乗り合いタクシーの事業者である

とか、また、除雪を委託している業者等々も、こう

いったエネルギー価格高騰に対しての一定程度の配

慮というのが必要だと思いますが、今回、補正予算

策定に際し、そのような議論がなされたのかどうか

確認します。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま２番荒生議員

の燃料費関係の御質問にお答えしたいと思います。 

 今回は、各施設等々の燃料費の補正をさせていた

だいたところでございます。各委託業者、乗り合い

タクシー等々の委託していますが、今回について

は、特に業者のほうから要請もなかったことから、

その分の補正については検討しなかったということ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 一方で予備費に９００万円

計上しているということで、先方から要請がなかっ

たということではなく、ある程度委託者として、そ

ういった配慮が必要かと思いますが、その辺はどう

でしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ２番荒生議員の御質問に

お答えします。 

 今般大変高騰しているのは我々も分かっています

し、直営の燃料と電気を補正させていただきまし

た。今回の補正については、そういった部分、特段

要請がなかったことから反映されていませんけれど

も、現在、編成作業を進めています次年度について

は、一定程度の、この１年間ぐらいでの上がりとい

うものがありますから、そういったものも含めた、

きちっとした積算をするようなことで取組を進めて

おりますので、そういったことで受託事業者の皆様

にも御理解をいただきたいと考えているところでご

ざいます。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 多分先方も声を上げたいと

ころだけれども、ぐっとこらえて声を上げていない

のかということで受け止めています。向こうから来

たからやってあげようということではなく、今、副



― 69 ― 

町長の答弁にありました。自分のところは必要経費

を上げて、この年度末に備えようということで、分

かります。 

 しかし一方で、同時に、エネルギー価格高騰に伴

い、本当に苦慮している受託事業者もあるというこ

とで、先ほどの御答弁では、この後に御配慮いただ

けるということですので、しっかりと対応を図って

いただければと思います。答弁は結構です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質疑ございませ

んか。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 荒生同僚議員と同じよう

に、早急にそういったものは対処すべきだと思って

おります。 

 お伺いいたしますが、普通交付税の再算定で増額

になったということでありますが、増額の要因とい

うのは、どういうものが算定の基礎になっているの

か、お伺いいたします。 

 次に、３４ページの後期高齢者の療養給付費の負

担増という形になって、いろいろ病気等があったの

かと思いますが、この内容等についてお伺いいたし

ます。 

 次に、４０ページの農業次世代人材投資事業とい

う形で、聞きましたら、農業の継承者、農業後継者

の方に対するいろいろな、機材などの支援という形

で、国の限度額をそのまま計上したという形になっ

ておりますが、その内容等について、どういう内容

なのか改めてお伺いいたします。 

 次に、４６ページの町道維持費の委託料につい

て、７,０００万円という形になっております。い

わゆる大雨等々などによる災害復旧費の予算という

形になっております。分からないのでお聞きいたし

ますが、これから冬に向かう状況になりますが、そ

ういう状況の中でも復旧予算というのは、きちっと

対応できるような内容になっているのか、その点、

お伺いしておきたいと思います。 

 これらの点について答弁を求めます。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番米澤議員の普通交

付税の追加交付の関係で御答弁させていただきま

す。 

 先ほども提案理由の説明で申し上げましたが、こ

のたび令和４年度の国税決算、交付税については、

国税を財源としておりますので、令和４年度の国税

決算及び令和５年度の国税収入増ということで、交

付税総額が全体的に増えたということで、今回、都

道府県、市町村のほうにも追加交付された経過にご

ざいます。 

 その中で、国のほうでは、この財源を国の補正予

算による地方負担分並びに地方公務員の給与改定に

伴う財源に充てるよう措置したように聞いてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤議員の後

期高齢者の関係の負担金の件について御説明いたし

ます。 

 こちらのほうは、後ほど特別会計のほうでも御説

明する部分でございますが、大きな要因としまして

は、令和４年度の決算の分と、令和５年度の安定基

盤の繰入額の関係で、総額で、プラスマイナス１,

０４３万８,０００円ということで、あくまで広域

連合の算定の中での金額でございますので、細かい

ところまでは持っていませんが、確定額ということ

で、今回の補正にさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ４番米澤議員の御

質問にお答えいたします。 

 農業次世代人材投資事業に関してでございます

が、こちらの事業のうちに経営継承発展支援事業と

いう国の事業がございます。農業後継者を対象とし

まして、その後の経営発展のための取組を支援して

いくということで、財源としまして、国が２分の

１、町が２分の１ということで、そのような財源で

行う事業になっております。 

 当初、１００万円の予算を計上しておりました

が、今般申し込みがございまして、１件追加になっ

たことから１００万円の補正をお願いするものでご

ざいます。２経営体が今年度実施する予定になって

おります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ４番米澤議員の災

害復旧に対する７,０００万円の対応ということ

で、御質問の内容は、７,０００万円の工事が冬に

かかってもできるかということでよろしいですか。

それとも７,０００万円かけて、まだまだ冬の除排

雪も残っているので、そっちの対応はどうなのかと

いうこと、どちらでしょうか。夏の工事分というこ

とでよろしいですか。 

 ７,０００万円、今回、補正のお願いをしている

わけですけれども、箇所数にして２２１か所という

ことで、今まだ事業は、お金のほうはほぼ確定して

いるのですけれども、現場のほうが冬でしか対応で

きない場所もあります。畑を借りて通っていかなけ

れば行けないような場所とかがありますので、それ

も年明け早々に終わる予定をしておりますので、そ
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ういう答弁とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 次世代の投資事業の交付な

のですが、これから農業を継続して目指すというこ

とで、非常に大事な事業だと思いますが、初期投資

だとかいろいろな部分で非常に費用がかさむという

状況がありまして、こういった部分に対する、もう

少し町独自の上乗せ等も行いながら、こういった部

分に対する支援策等々を行えるような要素も必要で

はないかと思いますが、この点について、今後の課

題等についてお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ４番米澤議員の御

質問にお答えします。 

 確かに議員おっしゃられるとおり、これらの支援

していくものに関しては、農業機械ですとか、確か

に高額なものが対象になっております。ただ、この

制度も後継者が継承した後、１回限りということ

で、そういった制度になっておりますので、今後、

制度の内容を検討しまして、また後継者が増えてく

るような状況になるような形であれば、いろいろな

方法を検討していきたいと考えております。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、御質疑あります

か。 

 １１番北條隆男。 

○１１番（北條隆男君） 光熱水費の電気料の値上

げは、先ほど聞いて分かったのですけれども、高圧

契約だけが、電気料が上がったということは分かっ

たのですけれども、それは５月以降に上がったとい

う話だったのですけれども、燃料費の関係は、当初

予算が低かったということですか。それが上がった

ということですか、物価が。我々、ガソリンに対し

ては、そんなに変わったような感じはしないのです

けれども、内容はそういうことなのですか。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） １１番北條議員の燃料

費の関係の高騰の原因ということですけれども、当

初予算におきましては、去年の１月ぐらいの時点の

単価で全部計上させていただきました。その後、

徐々に燃料費が上がりまして、その差額分を計算い

たしましては、今まで使用した燃料を差し引きまし

て、今後、１２月以降使用される燃料分に対して、

今回、補正させていただいた経過にございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 予算を見たときが早くて

こういう結果になったという考え方でいいのです

ね。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） １１番北條議員の御質

問にお答えいたします。 

 どうしても予算編成時につきましては、１月いっ

ぱいで決めなければならないということで、その

後、上昇するか下がるかというのは、その時点では

予測がなかなか不可能だったので、予算時において

は、当時の価格で予算設定してございます。通常、

毎年そのような状況で予算計上させていただきまし

て、その後におきまして、使用量、単価等におきま

して補正している状況でございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質疑ございませ

んか。 

 １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） １９ページ、２０ページ

の寄附金に係る部分なのですが、さきに行われた全

員協議会で、寄附金に関して、病院建設に充ててほ

しいということで受けた寄附金だと聞いておりま

す。 

 そこで、確認させていただきたいのが、これまで

もたくさん御寄附を頂いた方等がいらっしゃると思

うのですが、最終的に、病院の院内に御寄附頂いた

方のお名前などを掲示するような造作だったり、記

念碑のようなものをつくる予定はあるのかどうか、

お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（長岡圭一君） １２番小林議員

の御質問にお答えいたします。 

 町立病院のほうへの御寄附された方のお名前を掲

示という御質問だったかと思うのですけれども、今

現在、掲示をするかどうかも検討というか、まだ決

めていないところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） 寄附を促すというわけで

もないのですが、そういうものをつくる、あるとい

うことがあれば、もしかしたら御寄附を頂けるよう

が方が増えたりするのではないかと考えたりするの

で、その一環としても御検討されてみてはいかがか

と考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １２番小林議員の御質問

にお答えいたします。 

 まず、名前の掲載の件でございますけれども、そ

ういったことを前提に、了解を得ていないことか

ら、必ずしも名前を出してほしくない方も、ほしい

方もいらっしゃいますので、そういった部分では、

必ずお名前を載せるということをあらかじめ御確認
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した上でということが必要になってくるということ

を今ちょっと考えております。 

 それから、特に、町立病院のところに名前が出る

からということではなくて、もしそういうような対

応をするということであれば、例えば今やっている

企業版のようになれば、映画の最後にちゃんと企業

名が出ますというような、あらかじめそういった

ルールづくりをした上で、お名前を公表したり何な

りということになろうかと思いますので、そういっ

た部分については、一般寄附においてはそぐわない

場合もありますので、そういったところで、名前を

あえて求めるようなものは、企業版ふるさと納税の

ようなしっかりしたルールのあるものになるのかと

考えてございます。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質疑ございます

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２号令和５年度上富良野町一般会

計補正予算（第１０号）は、原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第１８号 

○議長（中澤良隆君） 日程第６ 議案第１８号令

和５年度上富良野町一般会計補正予算（第１１号）

を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１８号令和５年度上富良野町一般会計

補正予算（第１１号）につきまして、提案の要旨を

御説明申し上げます。 

 １点目につきましては、このたび国において、障

害者総合支援法に基づく、障害者相談支援事業等に

おける消費税の取扱いにつきまして、当該事業につ

いて、消費税の課税対象であることが明示されたと

ころでございます。 

 これまでの間、消費税法では、社会福祉法に基づ

く社会福祉事業に非課税としている中で、同事業と

同様の性格の事業である障害者相談支援事業等は、

社会福祉事業に該当する等の法解釈をしてきました

が、障害者相談支援事業等を民間事業者に委託して

いる地方自治体の委託料は、消費税を加えた金額を

支払う必要があることが判明したところでございま

す。 

 本町におきましても、今年度までの委託契約にお

いて、非課税の取扱いをしていたことを確認すると

ともに、富良野地域自立支援協議会に加盟している

富良野５市町村も非課税の取扱いをしていたことか

ら、１１月３０日に協議会で審議して、非課税とし

ていた事業に係る消費税について、共通の対応をす

ることで協議し、５年間の過年度分を含めた消費税

を支払うこととなったため、本町負担分の過年度及

び現年度の委託料について、消費税分を支払うた

め、所要の補正をするものです。 

 ２点目につきましては、日の出公園駐車場の用地

取得に関する住民訴訟につきまして、令和３年５月

に住民の方より訴状が提出されて以降、計１５回の

口頭弁論手続、口頭弁論を経まして、本年１２月５

日に旭川地方裁判所より、原告側の請求をいずれも

棄却する判決が出されたことに伴いまして、本町の

委任弁護に対しての本訴訟行為に係る委託料を支払

うための補正をするものでございます。 

 以上、申し上げた内容を主な要素といたしまして

は、不足する額２９２万６,０００円については予

備費から充用し、一般会計補正予算（第１１号）を

調整したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明し、予算の事項別明

細書につきましては、省略させていただきますの

で、御了承いただきたいと思います。 

 議案第１８号を御覧いただきたいと思います。 

 議案第１８号令和５年度上富良野町一般会計補正

予算（第１１号）。 

 令和５年度上富良野町の一般会計の補正予算（第

１１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳出。 

 ２款総務費１０７万８,０００円。 

 ３款民生費１８４万８,０００円。 

 １２款予備費２９２万６,０００円の減。 
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 歳出合計はゼロ円となります。 

 以上で、議案第１８号令和５年度上富良野町一般

会計補正予算（第１１号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 総務費の中の訴訟、対策費

に関わるところで改めてお伺いいたします。 

 令和３年に訴訟が行われまして、この間１５回の

やり取りがあって、１２月５日に、いずれも町が

勝ったという言い方はおかしいですけれども、にな

りました。 

 お伺いしたいのは、今回１０７万８,０００円の

補正を組んでおりますが、総体で、訴訟に関わる部

分というのは、全体像として、裁判費用も含めてお

幾らかかったのか、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） ＩＴ・組織機構担当課長、

答弁。 

○ＩＴ・組織機構担当課長（宮下正美君） ５番金

子議員からありました住民訴訟に関わります裁判に

関する費用の質問ということで、私のほうから答え

させていただきます。 

 まず、今、御質問の中にありました、いわゆる裁

判に要する費用と訴訟費用となってございます。訴

訟費用につきましては、裁判所に直接かかる経費と

いう形になっていまして、実際に幾らかかっている

かという部分につきましては、私どもちょっと分か

らないという関係になっております。聞いているの

は、訴状に貼る印紙プラス裁判所がそれぞれに全部

書類を郵便でやり取りしますので、その郵送経費等

を、いわゆる訴訟費用と言われております。それ以

外の部分については、私どもも勉強不足で把握して

いないところでございます。 

 それともう一方、いわゆる裁判を維持するため

に、町が今回負担した金額ということの御質問でご

ざいますが、この件につきましては、令和３年度か

ら足かけ３年かかったところでございます。これに

関する町側の弁護士事務所に対する費用というとこ

ろでございますと、令和３年度におきましては、い

わゆる着手金と費用弁償ということで６０万５,０

００円。昨年、令和４年度につきましては、意見書

作成に伴います委託料ということで、鑑定士のほう

なのですけれども、こちらに対しまして２２万円。

それと今年度につきましては、弁護士の旅費の部分

と、今回、補正でお願いしております１０７万８,

０００円ということで、今年度につきましては、合

計で１１４万４,０００円。全て合わせまして、全

体では１９６万９,０００円の費用という形になっ

てございます。 

 ただ、先ほどもありましたが、今回、全部で１５

回あったのですけれども、そのうちの１３回が全て

オンラインで行いましたので、それにつきまして

は、弁護士の出張旅費等がかからなくてよかったと

思っておりますが、これがもし通常どおり行われて

いれば、プラス９０万円程度かかったかもしれない

ということで、実際はオンラインのほうでほとんど

終わっていますので、その分はかかりませんでした

ので、結果としては１９６万９,０００円というこ

とで、今回の分は費用がかかるということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質疑ございませ

んか。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 障がい者の支援事業の消費

税分についてお伺いいたします。 

 今後、それぞれが解釈の違いがあったというよう

な話だったかと思います。ただ、いろいろ文書を読

んでいますと、厚生労働省は、障がい者の相談支援

事業は各自治体が実施する事業であること、利用者

との契約が伴わないことなどの理由から、非課税の

社会福祉事業とならないと説明していますという表

記もあります。 

 同時に、この間、調べましたら、各自治体で、こ

れはおかしいということで、税務署などでも問い合

わせをしいるという事例もちょっと見受けられま

す。行政はきちっとやっておりますので、批判する

ものではありませんので、ただ、そういったお互い

の解釈のずれがあったのかどうなのか、この点、ま

ず確認しておきたいと思います。 

 その上で、お聞きしたいのですが、委託事業者は

課税業者なのかどうなのかというところを、まず伺

いたい。 

 三つ目には、今後こういう事態が発生した場合、

今後また、当然委託事業ですから、税の負担を行政

がしなければならないということになるかと思いま

すが、この点についてもお伺いいたします。 

 何よりも問題視しなければならないのは、業務委

託をするにしても、社会福祉事業サービスという観

点からすれば、課税扱いするというのはいかがなも

のかと思っているところなので、そういった部分も

きっちりと国に対しても言わなければならない。委

託事業だから課税、単純にそういう話にはなりませ

んし、人材がいないがゆえに委託せざるを得ないと

いう諸般の様々な事情があって、そういうふうに
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なっているわけで、何よりも社会福祉サービス事業

ですから、この点をどのようにお考えなのか、答弁

を求めます。 

○議長（中澤良隆君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ４番米澤議員の４

点の質問にお答えいたします。 

 まず、当該業者につきまして、課税業者か否かと

いう部分でございまして、それにつきましては、社

会福祉法人の団体でございまして、原則、社会福祉

法では非課税団体となっているので、私、事業者で

ございませんので正確にはお答えできない部分で、

申し訳ございませんけれども、非課税という認識で

いたと、考えております。 

 今回、市町村の消費税に該当する業務を委託する

ということで、消費税が発生するということなの

で、消費税の課税業者という認識で、受託業者のほ

うは受け取ったという形で解釈しているところでご

ざいます。 

 今後、今回５年遡って消費税の課税を払うという

ことになりますので、今後、町におきましては、各

委託先、町ではここしかございませんので、いろい

ろな業務が発生したときにおきましては、双方協議

の上、必要に応じて税務署に相談して、課税、非課

税という解釈を確認の上、契約を結びたいと考えて

おります。 

 今回、国の通知のほうでは、項目がしっかりと、

住宅入居に係るものとか、そういった委託業務の名

称が明示されて、これは課税になりますということ

で来ていますので、適切な措置を全体で協議して決

定したということでございます。 

 税がかかる業者等々の認識でございますけれど

も、私ども今回、国のこういった通知が来るまで

は、ほかの社会団体と同じような業者でやってい

て、社会福祉団体とか障がい者団体全て非課税とい

う認識で取り扱っていましたので、これが発覚する

までにつきましては、担当におきましては、非課税

という認識でいたところでございます。 

 今後、国のほうでこういう方針が示されましたの

で、こういった業者と委託する部分におきまして

は、るる関係法律を読み込んで、こういった間違い

のないように取り扱っていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○４番（米澤義英君） こういう問題を抱えている

ので、今後きっちりと、問題があると提起していか

ないと駄目ではないかという形、どう考えているの

かと。 

○保健福祉課長（深山 悟君） 今回のこういっ

た、全国的に法の読み込みが非常に曖昧な部分で、

いろいろな方々に御迷惑をおかけしたという形が全

国的でございますので、解釈しづらい法につきまし

ては、しっかりと関係機関のほうに読み込みの部分

の照会をかける等々の措置をしたいという部分でご

ざいます。 

 また、一自治体ではどうすることもできない部分

でございますので、町村会とか市長会と知事会と

か、そういった団体でももし取り上げられるのであ

れば、現場の業務の実態とか、本当に消費税がかか

るのかどうかという部分も訴える機会があれば、実

態を訴えていきたいということで、担当のほうでは

考えているところでございます。 

 今回、全国的に、報道メディアで毎日のように出

てきている消費税の取扱いについては、担当として

は、本当に難しい法の解釈ではなかったのかと考え

ておりますので、もっと明確な法の読み込みができ

るようなＱ＆Ａとか、そういったものを今後、同じ

ようなケースの場合には要望していきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、御質疑ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１８号令和５年度上富良野町一般

会計補正予算（第１１号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

 ここで、暫時休憩といたしたいと思います。 

 再開は１４時５５分、２時５５分です。 

────────────────── 

午後 ２時４０分 休憩 

午後 ２時５５分 再開 

────────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、休憩前に引き続

き、会議を再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第３号 

○議長（中澤良隆君） 日程第７ 議案第３号令和

５年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算
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（第４号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第３号令和５年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）につきまして、

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、国民健康保険税システムにおける産前

産後保険料免除のための改修業務を行うことから、

所要の改正を行うものであります。 

 ２点目は、令和４年度の保険給付費等特別交付金

Ａ関係の精算額確定に伴い、償還額が発生すること

から、所要の補正をするものであります。 

 ３点目は、令和４年度保険給付費等普通交付金精

算額確定に伴い、償還額が発生することから、所要

の補正をするものであります。 

 ４点目は、保険基盤安定負担金、財政安定化支援

事業外３事業の額の確定により、一般会計からの繰

入金について所要の補正を行うものです。 

 以上の内容を主な要素とし、不足する財源につい

ては予備費を充当して補正予算を調整したところで

ございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明に代えさせていた

だきます。 

 なお、議決項目部分についての説明をし、予算の

事項別明細につきましては省略させていただきます

ので、御了承願います。 

 議案第３号を御覧ください。 

 議案第３号令和５年度上富良野町国民健康保険特

別会計補正予算（第４号）。 

 令和５年度上富良野町の国民健康保険特別会計の

補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１０２万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１２億４,０３９万９,００

０円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰入金１０２万７,０００円の減。 

 歳入合計は１０２万７,０００円の減でありま

す。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１０５万６,０００円。 

 ３款国民健康保険事業費納付金ゼロ円。 

 ８款諸支出金７６万２,０００円。 

 ９款予備費２８４万５,０００円の減。 

 歳出合計は１０２万７,０００円の減でありま

す。 

 以上で、議案第３号令和５年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）の説明といたし

ます。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３号令和５年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第４号 

○議長（中澤良隆君） 日程第８ 議案第４号令和

５年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第４号令和５年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、本年度の広域連合市町村事務負担金及

び保険基盤安定繰入金の確定に伴いまして、所要の

補正をするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明に代えさせていた

だきます。 

 なお、議決項目部分についてのみ説明し、予算の

事項別明細書につきましては省略させていただきま

すので、御了承お願います。 

 議案第４号を御覧ください。 
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 議案第４号令和５年度上富良野町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）。 

 令和５年度上富良野町の後期高齢者医療特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１３１万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億８,５７７万７,０００

円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款繰入金１３１万８,０００円の減。 

 歳入合計は１３１万８,０００円の減でありま

す。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金１３１万８,０００円の減。 

 歳出合計は１３１万８,０００円の減でありま

す。 

 以上で、議案第４号令和５年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第３号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第４号令和５年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第５号 

○議長（中澤良隆君） 日程第９ 議案第５号令和

５年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ただいま上程いた

だきました議案第５号令和５年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第４号）につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、令和４年度介護給付費負担金の実績報

告に伴い、国から概算で交付されている負担金を返

還するものでございます。 

 ２点目は、令和４年度地域支援事業交付金の実績

報告に伴い、国及び北海道から概算で交付されてい

る交付金を返還するものでございます。 

 ３点目は、令和４年度低所得者保険料軽減負担金

額の確定に伴いまして、繰出金の補正をするもので

ございます。 

 ４点目は、介護保険制度改正に伴う第９期介護保

険事業計画に対応するシステム整備の補正でござい

ます。 

 ５点目は、過年度介護保険料につきまして、所得

構成申告により、当初予算を上回る見込みのため補

正をお願いするものでございます。 

 なお、収支の差額につきましては、予備費から

２,４６５万５,０００円を計上し、対応するもので

ございます。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 なお、議案説明につきまして、議決項目のみ説明

し、予算の事項別明細書につきましては省略させて

いただきますので、御了承いただきたいと思いま

す。 

 議案第５号令和５年度上富良野町介護保険特別会

計補正予算（第４号）。 

 令和５年度上富良野町の介護保険特別会計の補正

予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１１億９,６８８万４,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願いたいと思います。 

 第１表につきましては、款ごとの補正額のみ申し

上げることで御了承願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 
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 １、歳入。 

 ３款国庫支出金５５万５,０００円。 

 ７款繰入金２３万５,０００円。 

 歳入合計は７９万円でございます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費７９万円。 

 ６款諸支出金２,４６５万５,０００円。 

 ７款予備費２,４６５万５,０００円の減。 

 歳出合計は７９万円でございます。 

 以上、議案第５号令和５年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第４号）の御説明といたしま

す。 

 御審議いただき、御議決いただきますようお願い

申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第５号令和５年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可

決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第６号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１０ 議案第６号令

和５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

補正予算（第５号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ただいま

上程いただきました議案第６号令和５年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第５

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 １点目は、施設及び車両等の使用に係る燃料及び

電気料の価格高騰により、継続利用に支障が生じる

増額分について、一般会計より繰入れを行い、対応

するよう所要の補正を行うものであります。 

 ２点目は、介護職員の処遇改善手当の増額が予定

されることから、支給に必要な増額分について、北

海道の補助金を充てるよう所要の補正を行うもので

あります。 

 ３点目は、寄附採納３万円について、一般会計よ

り繰入れを行うとともに、介護業務用備品購入を図

るよう所要の補正を行うものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみ説明をし、予算の事項別明細書に

つきましては、省略させていただきますので御了承

願います。 

 議案第６号を御覧ください。 

 令和５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別

会計補正予算（第５号）。 

 令和５年度上富良野町のラベンダーハイツ事業特

別会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３４５万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３億５,７９５万６,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰入金３０９万１,０００円。 

 ９款道支出金３６万２,０００円。 

 歳入合計３４５万３,０００円です。 

 ２、歳出。 

 １款総務費３０６万９,０００円。 

 ２款サービス事業費３８万４,０００円。 

 歳出合計３４５万３,０００円です。 

 以上で、議案第６号令和５年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第５号）の説明

といたします。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第６号令和５度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第５号）は、原

案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第７号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１１ 議案第７号令

和５年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第７号令和５年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第４号）の補正の要旨

について御説明申し上げます。 

 まず、歳入におきまして、社会資本整備総合交付

金事業の精査によります国庫補助金の減でありま

す。 

 次に、歳出におきましては、１点目に、公共桝新

設工事箇所の増と、２点目に、社会資本整備総合交

付金事業精査によります建設事業費委託料の減によ

り、歳入歳出それぞれ同額を減額補正するものであ

ります。 

 それでは、以下、議案を朗読し、説明といたしま

す。 

 なお、予算の事項別明細書の説明につきまして

は、省略させていただきますので御了承願います。 

 議案第７号を御覧ください。 

 令和５年度上富良野町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）。 

 令和５年度上富良野町の公共下水道事業特別会計

の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１３５万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ３億６,７０５万５,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款国庫支出金１３５万円の減。 

 歳入合計１３５万円の減。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費１３５万円の減。 

 歳出合計１３５万円の減。 

 以上で、議案第７号令和５年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第４号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決いただきますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第７号令和５年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第４号）は、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第８号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１２ 議案第８号令

和５年度上富良野町病院事業会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（長岡圭一君） ただいま上程い

ただきました議案第８号令和５年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第４号）につきまして、提案の

要旨を御説明させていただきます。 

 補正の概要ですが、介護職員処遇改善手当改正に

伴いまして、給与費について所要の補正をお願いす

るものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第８号を御覧ください。 

 議案第８号令和５年度上富良野町病院事業会計補
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正予算（第４号）。 

 総則。 

 第１条、令和５年度上富良野町の病院事業会計の

補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款病院事業収益１６万円。 

 第２項医業外収益１６万円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用１６万円。 

 第１項医業費用４万１,０００円。 

 第３項介護保険施設事業費用１１万９,０００

円。 

 議会の議決を経なければ流用することができない

経費。 

 第３条、予算第１０条第１号中「６億５,９８７

万円」を「６億６,００３万円」に改める。 

 次ページ以降につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 以上、議案第８号令和５年度上富良野町病院事業

会計補正予算（第４号）の御説明とさせていただき

ます。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第８号令和５年度上富良野町病院事

業会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１０号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１３ 議案第１０号

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１０号特別職の職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 特別職等の報酬の額につきましては、平成３０年

４月１日に改定してから５年８か月を経過し、前回

の上富良野町特別職報酬等審議会におきましては、

社会経済情勢が厳しい今日において、これら報酬等

に関しては定期的な検証と議論が必要との意見が付

されたところでありますが、新型コロナウイルス感

染症などの影響等によりまして、平成２９年より開

催されていない状況にありました。 

 このような状況から、今回、当町の実態や時代の

要請に応じた特別職等の報酬額等の在り方につきま

して審議していただくため、本年１０月１３日、特

別職報酬等審議会を設置し、特別職の職員の給与及

び議会議員の報酬の見直しに関し諮問させていただ

き、３回の会議を経て、１１月１０日に答申をいた

だいたところであります。 

 答申の内容の概略につきましては、特別職、議会

議員共に、これまでの取組を踏まえつつも、現状に

おいて他の自治体の水準と比較して一定の乖離が認

められることから、期末手当等を引き上げる内容と

なったため、審議会の答申を参酌いたしまして、そ

の答申に沿った内容で、特別職の職員の給与に関す

る条例を改正するため、本条例を提案するものでご

ざいます。 

 議案第１０号を御覧ください。 

 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例。 

 特別職の職員の給与に関する条例（昭和３５年上

富良野町条例）第１３号の一部を次のように改正す

る。 

 以下につきましては、条文の朗読を省略させてい

ただきまして、改正内容を説明させていただきま

す。 

 期末手当支給月数については、年間「４.０月」

を「４.５月」に引き上げ、６月分を「１００分の

１９０」から「１００分の２２５」に、１２月分を

「１００分の２１０」から「１００分の２２５」

に、それぞれ引き上げるものであります。 

 また、新たに定率役職加算として、期末手当基礎

額について、それぞれ基準日における給料月額の１

００分の１５を乗じて得た額を加算した額とするも

のです。 

 施行期日につきましては、令和６年４月１日から
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施行するものです。 

 以上で、議案第１０号特別職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１０号特別職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決

されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１４ 議案第１１号

上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第１１号上富良野町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 国で、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を

構築するための健康保険法等の一部を改正する法律

が令和５年５月１９日に、全世代対応型持続可能な

社会保障制度を構築するための健康保険制度等の一

部を改正する法律の一部施行に伴う関係法令の整備

に関する政令が令和５年７月２０日に、それぞれ公

布され、出産等に関わる保険者のうち、産前産後の

保険料を出産予定月または出産月及びその前一月、

後二月の合計四月分、多胎児出産の場合は、さらに

その前の月、２か月加算して６か月を減額するもの

であり、国民健康保険税の規定について所要の改正

を行うものです。 

 議案第１１号を御覧ください。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第１１号上富良野町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例。 

 上富良野町国民健康保険税条例（昭和３１年上富

良野町条例）第７号の一部を次のように改正する。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、条文をもってその要旨を説明させていただ

きますので御了承願います。 

 第２３条第２項につきましては、各号で、国民健

康保険税の医療分、後期高齢者支援分、介護納付金

課税額の所得割、均等割の減額について規定してい

ます。 

 裏面を御覧ください。 

 第２４条の３につきましては、減額に関する出産

被保険者の届出内容提出書類等について規定してお

ります。 

 附則、第１項は、施行期日について定めるもの

で、令和６年１月１日から施行するものです。 

 第２項は、適用区分について規定し、改正に係る

国民健康保険税の適用期間について定めるもので

す。 

 以上、議案第１１号上富良野町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例についての説明といたしま

す。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１１号上富良野町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第１２号 

 日程第１６ 議案第１３号 

 日程第１７ 議案第１４号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１５ 議案第１２号

上富良野町簡易水道事業及び公共下水道事業の設置

等に関する条例、日程第１６ 議案第１３号上富良
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野町簡易水道事業及び公共下水道事業の設置等に関

する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例、日程第１７ 議案第１４号企業職員の給与の種

類及び基準に関する条例についてを一括して議題と

いたします。 

 提出者から、提案の理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第１２号上富良野町簡易水道事業及

び公共下水道事業の設置等に関する条例、議案第１

３号上富良野町簡易水道事業及び公共下水道事業の

設置等に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例、議案第１４号企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例につきましては、関連条例です

ので一括して提案し、要旨を御説明申し上げます。 

 本条例の制定につきましては、平成３１年１月に

総務省より、公営企業法の財務規定等を適用しない

事業について、これまで地方公営企業法非適用だっ

た下水道事業、簡易水道事業を水道事業と同様に、

人口３万人以下の市町村においても、令和６年４月

までに同法の規定の全部または財務規定を適用した

地方公営企業会計に移行するよう総務大臣通達が発

表されたところであります。 

 このことから、本町においても国に準じた所要の

条例、規則、規定の整備をするものであり、新規に

制定する条例が１件、この条例の制定に伴いまし

て、一部条例改正が４件、全部改定する条例が１

件、廃止する関係条例が３件であります。 

 それでは、議案第１２号を御覧ください。 

 以下、条文の朗読を省略させていただき、条に沿

いまして、その概要を説明いたします。 

 議案第１２号上富良野町簡易水道事業及び公共下

水道事業の設置等に関する条例。 

 第１条、公営企業の設置につきましては、本町公

営企業において、簡易水道事業及び公共下水道事業

を設置することを定めております。 

 第２条、法の財務規定等の適用につきましては、

公営企業法の財務規定を適用する旨を規定しており

ます。 

 第３条では、経営の基本を規定しており、常に企

業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進

するように運営されなければならないと定め、公営

企業においても継続して運営していくことを定めて

おります。 

 第２項と第３項は、簡易水道事業の経営規模と事

務所の場所、第４項から第６項は、下水道事業の経

営規模等について定めており、従前と同様であり、

変更がありませんので説明は省略させていただきま

す。 

 続きまして、２ページをお開きください。 

 第４条、重要な資産の取得及び処分につきまして

は、重要な資産の取得及び処分の予定価格が７００

万円以上の不動産または動産の買入れまたは譲渡、

土地につきましては、（１件５,０００平方メート

ル以上のものに係るものに限る）は、予算で定める

ことにしております。 

 第５条では、議会の同意を要する賠償責任の免除

の額等について規定しています。 

 第６条では、出納その他の会計事務について、会

計管理者に行わせることを規定しています。 

 第７条では、議会の議決を要する負担付きの寄附

の受領等について規定をしています。 

 続きまして、３ページをお開きください。 

 第８条では、法に基づく業務状況説明書類の提出

について規定をしているところでございます。 

 次に、附則になりますが、この条例の施行日は、

令和６年４月１日となります。 

 ２ですが、本条例の制定に伴い、次に掲げる３本

の条例は廃止するものであります。 

 以上で、上富良野町簡易水道事業及び公共下水道

事業の設置等に関する条例の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第１３号を御覧ください。 

 議案第１３号上富良野町簡易水道事業及び公共下

水道事業の設置等に関する条例の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例につきまして御説明申し上げ

ます。 

 提案の要旨につきましては、先ほど説明させてい

ただきましたので、省略させていただきます。 

 以下、条文の朗読を省略させていただきまして、

条に沿いまして概要を説明させていただきます。 

 議案第１３号上富良野町簡易水道事業及び公共下

水道事業の設置等に関する条例の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例。 

 第１条、上富良野町特別会計事業の一部改定です

が、公営企業法適用に伴い、特別会計の対象となる

会計を整備するものでございます。 

 第２条、上富良野町簡易水道等施設給水条例です

が、公営企業の設置に関する条例の制定による文言

及び引用条項を整理するものであります。 

 第３条、上富良野町水道事業の設置等に関する条

例についてですが、地方自治法の改正により、引用

する条項の改正のため整理するものです。 

 第４条、上富良野町職員の定年等に関する条例で

すが、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の全部改正により、関係条項の整理をするもので

す。 

 次に、附則についてですが、当該条例の施行日を
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令和６年４月１日とするものであります。 

 続きまして、議案第１４号を御覧ください。 

 議案第１４号企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の御説明を申し上げます。 

 本条例の改定につきましては、今回の公営企業会

計適用に伴う条例制定に合わせまして、上富良野町

の職員給与に関する条例及び上富良野町会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例の例による

ものとし、全部改定するものであります。 

 以下、条文の朗読を省略させていただきまして、

条に沿いまして、その概要を説明させていただきま

す。 

 議案第１４号企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例。 

 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の全

部を改正する。 

 第１条、条例の目的につきましては、略称のみを

削除し、目的については従前と変更はございませ

ん。 

 第２条、給与及び支給方法、給与の種類、基準、

支給方法等については、上富良野町の職員給与に関

する条例及び上富良野町会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に係る例によるものとし、企業職員の給

与、種類、基準に関する条例について規定するもの

であります。 

 次に、附則についてですが、当該条例の施行日を

令和６年４月１日とするものであります。 

 以上で、議案第１２号上富良野町簡易水道事業及

び公共下水道事業の設置等に関する条例、議案第１

３号上富良野町簡易水道事業及び公共下水道事業の

設置等に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例、議案第１４号企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、議案第１２号について、質疑に入りま

す。 

 ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 基本的なことをお伺いいた

します。 

 １２号議案のほうは、簡易水道事業と公共下水道

事業の設置、１本にするということだと思うのです

けれども、これを１本にするという理由というのは

何かあるのでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ６番林議員の、た

だいま１本にするということなのですけれども、当

初は別々で考えていたのですけれども、内容が似て

いるところが多いということもありまして、頭出し

が簡易と下水という文言をつけるだけで、一緒に使

えるということと解釈いたしまして、今回、１本の

条例といたしたところでございます。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 似ているところがあるとい

うところで、そうなのだなと言っていいのか分から

ないのですけれども、そもそも法の全部改正か一部

改正かと、先ほどの冒頭の概要説明がありましたけ

れども、うちは、一部というふうに、財務規定等の

適用と読めるかと思うのですけれども、一部適用に

した理由というのは何なのでしょうか。全部適用で

もいいと思うのですけれども、一部だけとなった理

由ということでの質問ということではどうでしょう

か。 

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ６番林議員の全部

適用と一部適用ということで、今回、財務会計に関

するのみということで、条項も少ないということも

ありまして、これでうちの運営上、全部適用しなく

ても、一部適用ということで、財務会計等の規定の

み適用するということで、運用してまいりたいと考

えていたところです。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 分かったような分からない

ようなことであるのですけれども、うちの町の簡易

水道事業とか公共下水道事業の組織とか運営が、全

部適用ではなくても一部適用で十分事足りるという

ことの解釈でよろしいのでしょうか。そうではない

のでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） 林議員のただいま

の御質問にお答えいたします。 

 任意適用、一部適用ということで、下水道、簡易

水道ということで考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質疑ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１２号上富良野町簡易水道事業及

び公共下水道事業の設置等に関する条例について

は、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第１３号について、これより質疑に

入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１３号上富良野町簡易水道事業及

び公共下水道事業の設置等に関する条例の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例については、原案の

とおり可決されました。 

 続いて、議案第１４号について、これより質疑に

入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１４号企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例については、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 議案第１５号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１８ 議案第１５号

上富良野町都市公園条例の一部を改正する条例につ

いてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第１５号上富良野町都市公園条例の

一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 １点目として、日の出公園内における写真撮影等

に関する改正でございます。 

 近年、ラベンダー園でウェディングフォト撮影を

行う業者や利用者が増加し、その多くは様々なシー

ン撮影を行うため、複数のカメラを持ち込んでお

り、機材の実数の把握は困難であり、また、写真以

外にも映像や動画撮影を行う業者等もいることか

ら、利用実態に合わせた料金体系とするため、使用

料を改正するものです。 

 ２点目といたしまして、入場料改正及び車中泊に

関する改正です。 

 昨今の電気料金等エネルギー価格の高騰は、一般

家庭のみならず、あらゆる施設で管理運営に支障を

来しており、とりわけサービス提供施設において

は、利用者の利便性や快適性の低下につながる恐れ

もあることから、施設利用者へ応分の負担を求め、

施設全体の快適性等の維持を図るため、全利用者が

負担している入場料を改正するものです。 

 また、現在、車中泊は、専用の区画をオートキャ

ンプ場ゲート内に設けており、利用者はフリーサイ

トと同額の入場料のみで利用できる実態です。しか

し、予約による専用のスペースの確保や車両のそば

で過ごせるなど、フリーサイトにはない利点がある

ことから、利用者の差別化を図るために必要な使用

料を設定するものです。 

 それでは、以下、議案の朗読と別表の改正部分に

ついてのみ御説明申し上げます。 

 議案第１５号を御覧ください。 

 議案第１５号上富良野町都市公園条例の一部を改

正する条例。 

 上富良野町都市公園条例の一部を次のように改正

する。 

 第３条第１項第２号を次のように定める。 

 （２）業として写真、映像または動画もしくは映

画を撮影すること。 

 別表２の中の、「業として写真撮影、写真機１

台、一月３,３００円、１日（一月以上）３００

円、１日（一月未満）３３０円」を「業として写

真、映像または動画撮影、１件、一月１万円、１日

（一月以上）８００円、１日（一月未満）１,００

０円」に。 

 別表５の中の入場料（中学生以上）「１人１泊８

００円」を「１人１泊１,０００円」に、また、新

たに車中泊（サイト）「１サイト１泊１,０００

円」、「１サイト、デイキャンプ５００円」に改め
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る。 

 附則、この条例は、令和６年４月１日から施行す

る。 

 以上で、議案第１５号上富良野町都市公園条例の

一部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決いただきますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１５号上富良野町都市公園条例の

一部を改正する条例については、原案のとおり可決

されました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 議案第１６号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１９ 議案第１６号

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例附則第２条に規定する勤

務延長に関する経過措置の特例に関する条例につい

てを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（長岡圭一君） ただいま上程い

ただきました議案第１６号地方公務員法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例附則第２条に規定する勤務延長に関する経過措置

の特例に関する条例について、その要旨を説明させ

ていただきます。 

 今年度より職員の定年等に関する条例の改正施行

により、職員の定年が一般職員は６５歳、医師は７

０歳に延長されたところでございます。 

 この改正による定年延長が現院長には適用され

ず、現在は改正前の勤務延長特例により、同意の

下、従事しているところでございます。 

 令和７年６月の新病院開院も見据え、本町の地域

医療サービスの安定した提供の観点から、現院長の

勤務延長に関して、現行の３年から８年にする特例

条例を定めるものでございます。 

 議案第１６号を御覧ください。 

 以下、議案を朗読して、説明に代えさせていただ

きます。 

 議案第１６号地方公務員法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第２

条に規定する勤務延長に関する経過措置の特例に関

する条例。 

 趣旨。 

 第１条、この条例は、地方公務員法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

（令和４年上富良野町条例）第１８号。以下、「改

正条例」という。）附則第２条第１項に規定する

「旧条例勤務延長職員」について、勤務延長の期限

に関する特例を定めるものとする。 

 医師に関する特例。 

 第２条、改正条例の施行の際、現に改正条例附則

第２条第１項本文中の規定より勤務延長されている

医師の職にあるものについては、同項ただし書き中

「３年を超えることができない」とあるのは、「８

年を超えることができない」とする。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上で、議案第１６号地方公務員法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

附則第２条に規定する勤務延長に関する経過措置の

特例に関する条例についての御説明とさせていただ

きます。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１６号地方公務員法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

附則第２条に規定する勤務延長に関する経過措置の

特例に関する条例については、原案のとおり可決さ

れました。 
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────────────────── 

◎日程第２０ 議案第１７号 

○議長（中澤良隆君） 日程第２０ 議案第１７号

上富良野町手数料条例の一部を改正する条例につい

てを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第１７号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 戸籍法の一部を改正する法律附則第１条第５号に

掲げる規定の施行に伴い地方公共団体の手数料の標

準に関する政令の一部を改正する政令案及び地方公

共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務

省令で定める金額等を定める省令案について、令和

５年１２月１日、閣議決定され、１２月６日に公布

されたことから、戸籍法の一部を改正する法律、附

則第１条第５号に掲げる規定の施行日の令和６年３

月１日が法律の施行日になることから、所要の改正

を行うものです。 

 主な改正点については、１点目は、戸籍情報連携

システムの導入により、本籍地以外でも戸籍謄本等

の交付事務が可能になったことから、戸籍法の情報

を追加するとともに、磁気ディスクをもって調整さ

れた戸籍に記載されている事項の全部もしくは一部

を証明した書面を戸籍証明書に変更を行う改正をす

るものです。 

 ２点目は、戸籍及び除籍の電子証明書提供用識別

符号の発行による改正後の戸籍法第１２０条の３に

係る手数料を徴収する事務及び戸籍電子証明書提供

用符号１件につき４００円と、除籍電子証明書提供

用符号１件につき７００円を新たに定めるもので

す。 

 ３点目は、先ほどの２点目の手数料の新設に伴

い、別表中の項を繰り下げの改正を行うものです。 

 議案第１７号を御覧ください。 

 以下、議案の朗読をし、御説明申し上げます。 

 議案第１７号上富良野町手数料条例の一部を改正

する条例。 

 上富良野町手数料条例（平成１２年上富良野町条

例）第２号の一部を次のように改正する。 

 以下、改正別表につきましては、先ほど説明いた

しました事項について、変更、新設追加を行い、６

５項目を６７項目として、必要な項の繰り下げを行

うもので、お手元の議案１ページから２ページが改

正前、以降５ページまでが改正後となりますので、

朗読を省略させていただきますので、御了承願いま

す。 

 ５ページを御覧ください。 

 附則、この条例は、令和６年３月１日から施行す

る。 

 以上で、議案第１７号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例につきましての説明といたしま

す。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１７号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例については、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第２１ 諮問第１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第２１ 諮問第１号人

権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） ただいま上程いただきまし

た諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 本町では、４名の方々に人権擁護委員を務めてい

ただいているところであります。その人権擁護委員

の中で、座間雪子氏が令和６年３月３１日をもって

任期満了を迎えるところであります。 

 座間雪子氏におかれまして、これまで２期６年に

わたり御活躍をいただいたところであり、今期の任

期満了をもちまして退任されますので、後任の人権

擁護委員といたしまして推薦いたしたく、御提案申

し上げるところであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について。 

 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦した

いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ
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り、議会の意見を求める。 

 記。 

 住所、上富良野町●●●●●●●●●。２、氏

名、富永浩司。●●●●●●●●●●日生まれ。 

 以上でございます。 

 なお、それぞれの経歴等は別にお配りしたものに

記載しておりますので、参考にしていただきたいと

存じます。 

 富永浩司氏におかれましては、人格、識見共に優

れた方でございますので、御審議いただき、御同意

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午後 ４時０５分 休憩 

午後 ４時０６分 再開 

────────────────── 

○議長（中澤良隆君） 暫時休憩を解いて、会議を

再開いたします。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 本件は、先例により討論を省略し、直ちに採決を

いたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 これより、諮問第１号を採決いたします。 

 諮問第１号は、原案のとおり同意する方は御起立

願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、原案のとおり同意することに決定いたし

ました。 

────────────────── 

◎日程第２２ 発議案第１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第２２ 発議案第１号

上富良野町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題といた

します。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいま上程いただきま

した発議案第１号上富良野町議会の議員の報酬及び

費用弁償等に関する条例につきまして、趣旨を説明

申し上げます。 

 １、条例改正の経緯につきましては、令和５年１

１月１０日、上富良野町特別職報酬等審議会から議

会議員の報酬月額及び期末手当についての答申がな

され、町長から報告があり、１１月２１日と１２月

６日の議会運営委員会、１１月２７日と１２月７日

の全員協議会で慎重審議した結果、議会としては、

答申どおりに改正する方向を決定したので、本議会

に上程するものであります。 

 ２、改正の内容につきましては、報酬につきまし

ては、常任委員長及び議会運営委員長の報酬を月額

２,０００円引き上げ、月額１９万１,０００円とす

るものであります。期末手当につきましては、一般

職員と同じ支給月数として、月額報酬に１００分の

１５の役職加算を行うものであります。 

 また、特別職の職員の給与に関する条例の適用を

受ける職員の例により支給するよう条文を改め、期

末手当の支給月数を、改正時につきましては、今

後、議会での発議は不要とするよう改正するもので

あります。 

 それでは、以下、議案につきましては、朗読を

もって説明に代えさせていただきます。 

 発議案第１号上富良野町議会の議員の報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第

２項の規定より提出する。 

 令和５年１２月１３日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、上富良野町議会議員、小林啓太。 

 賛成者、上富良野町議会議員、林敬永。 

 上富良野町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関

する条例（昭和３２年上富良野町条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「１８万９,０００円」を「１９万１,０

００円」に改める。 

 第２条第２項を次のように改める。 

 第２項、前項の期末手当の額は、それぞれの基準

日、現在（任期満了等により議員の職を離れた者に

あっては、任期満了等の日現在）において受けるべ

き議員報酬の月額及びその議員の議員報酬の月額に

１００分の１５を乗じて得た額の合計額に、特別職

の職員の給与に関する条例（昭和３５年上富良野町

条例第１３号）第２条第４項の規定の適用を受ける

職員の例（期末手当基礎額に乗じる割合に係る部分

に限る。）により一定の割合を乗じて得た額に、基

準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
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割合を乗じて得た額とする。 

 第１号、６月、１００分の１００。 

 第２号、５月以上６月未満、１００分の８０。 

 第３号、３月以上５月未満、１００分の６０。 

 第４号、３月未満、１００分の３０。 

 第４条第３項を削り、同条第４項中「前３項」を

「前２項」に改め、同項を同条第３項とする。 

 附則、この条例は、令和６年４月１日から施行す

る。 

 以上で、発議案第１号上富良野町議会の議員の議

員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の説明といたします。 

 御審議いただき、御議決いただきますようお願い

申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、説明を終わ

ります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 何点かお伺いいたします。 

 報酬審議会を経ながら、今回の経緯に至ったとい

うことは十分知り得るものであります。 

 ただ、今後、議員のなり手不足の対策の一環とし

て、議員報酬の見直し等というのも必要だと思いま

すが、同時に、社会保障制度の見直し等も含めなが

ら、多面的な要素を入れながら見直し等というのが

図られるべきなのかと思いますが、お伺いしたいの

は、今回の常任委員長のみの改定になっているとい

う点で、どうも腑に落ちない点がありますが、この

点についてお伺いしておきたいと思います。 

 議員全てが今後どう報酬を見直すのかということ

も、当然議論の中にあったかと思いますが、ただ、

この中ではなかなか見受けられてないというのが残

念であります。 

 また同時に、今回の改定の中で、役職加算という

のがあります。議員の非常勤の特別職にある議員が

勤務評定されるということであれば、特別職の報酬

の中でカウントされているものだと私は考えている

ところであります。その点を考えれば、役職加算と

いうのは、常勤職員でありませんし、一般の職員で

もありませんので、この点、当然加算されるという

ことは納得できるものではありません。 

 また同時に、全体の中身を見た場合に、改正案を

現状の段階で提案すべきではないと考えますが、こ

の点について、分かる範囲でよろしいですが、答弁

を求めておきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） 今回の上程に当たりまし

て、大前提として、報酬審議会の皆様の答申を今回

は尊重して、答申を受ける形での上程となっている

ことをお伝えします。 

 なり手不足の対策等も踏まえ、議員報酬全体の見

直しというお話もありました。ここからは個人的な

意見になってしまいますが、個人的には、報酬アッ

プが対策につながるのかどうかという部分に関して

は、少し懐疑的な部分もございます。ただ、今回の

答申内容は、結果的に全体での議員報酬のアップで

はないが、期末報酬が、役職加算も踏まえて、結果

的に上がることで、米澤議員の考えるなり手不足対

策の一助にもなるのではないかと個人的には考える

部分でございます。 

 また、委員長のみの改定という点に関してです

が、この点、感情的に、私も委員長という立場であ

りまして、それがまた非常に少数であるという点か

らは、大変心苦しい立場ではございますが、長期的

な視点に立って考えてみた場合、私がずっと委員長

を続けるわけでもございませんし、また、それに

よって議会自体の活性化が図られることを私も切に

願っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 上程の理由につきまして、

また、今、同僚議員から質疑があったものに対して

の答弁の中にもありましたように、特別職報酬等審

議会の答申を尊重するといったところで、大前提と

いたしましては、諮問されたものに対して、せっか

く報酬等審議会が複数の会議を開いていただきまし

て、答申書をつくっていただいたものを尊重すると

いうことは納得するところであるのですが、１点、

お聞きしたいのが、今、まさしく同僚議員もおっ

しゃっていただいたのですけれども、期末・勤勉手

当については、先ほど議案第１０号で、特別職の報

酬についても満場で可決されたところで、私はこの

部分については、今までも若干職員とはずれがあっ

たことから、ここは平準化することが望ましいとい

うことで大変納得するところでありますが、一部の

委員長職というところの報酬のみが上がったという

のは、我々１４人の議員、選挙で、この額、この定

数で、町民の審判を受けたわけでありますけれど

も、できることならば次の改選期に向けた中での審

議が行われることが望ましいのかと個人的には思う

わけでございます。 

 それで、お聞きしたいのが、上程の中にも、２度

の全員協議会の中で慎重審議が図られたということ

がありますが、この間の議員の中の御意見というの

はどういったものがあったのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいま御質問いただき
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ました、この間の全員協議会での協議内容に関して

ですが、まず、１１月２７日に行われた全員協議会

におきましては、それぞれの議員が意見を言う中

で、おおむね期末手当に関しては、上がることに関

してほぼ異存はない状況でございましたが、今、金

子議員もおっしゃられたように、委員長のみ報酬が

上がるということに関しては、まだ疑義が残るとい

う方がいらっしゃいました。 

 そこで、私、もしまだこのように疑義が残る状況

であれば、町民の方に対しての見え方も考えたとこ

ろで、結果、今回の改定が決まれば、年間の予算で

いえば約３００万円ほどが結果的には、期末手当を

変えるだけで変わり、委員長報酬に関しましては、

およそ７万２,０００円という差があります。 

 目的と効果を考えた上でも、結果的に、もし委員

長報酬のみが課題になって、今回の改定を見送るの

であれば、全体的に見直すべきであって、もう少し

意見を集約してから、再度上程するのがいいのでは

ないかという意見もお伝えさせていただきました

が、全体的な総意としては、今回の上程に当たって

は、答申どおりに上程するのか、もしくは委員長報

酬のみを変更して上程するのかという二択で採決が

とられ、７対５で答申どおりするのがいいだろうと

いう結論が議会で出て、その上で、その後の審議も

経て、私が今回発議をさせていただいた経緯でござ

います。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質疑ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第１号上富良野町議会の議員の報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例については、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２３ 発議案第２号 

○議長（中澤良隆君） 日程第２３ 発議案第２号

議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 発議案第２号議員派遣につ

いて、朗読をもって説明に代えさせていただきま

す。 

 発議案第２号議員派遣について。 

 上記議案を次のとおり、上富良野町会議規則第１

４条第２項の規定により提出する。 

 令和５年１２月１３日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、上富良野町議会議員、米澤義英。 

 賛成者、上富良野町議会議員、小林啓太。同じ

く、上富良野町議会議員、荒生博一。 

 議員派遣について。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２９条の規定により議員を派遣する。 

 記。 

 １、上富良野町議会における災害発生時の対応要

領に基づく災害対応活動及び訓練活動。 

 （１）目的、上富良野町において火山噴火、地

震、大雨その他の事象による災害発生時及び訓練活

動に、上富良野町災害対策本部との連携を図り、被

害の拡大防止及び災害の復旧に寄与するため。 

 （２）派遣場所、上富良野町内。 

 （３）期間、令和６年１月１日から令和６年１２

月３１日までの間、上富良野町議会災害対策支援本

部の設置から解散まで及び訓練活動。 

 （４）派遣議員、全議員１４名。 

 ２、議会懇談会。 

 （１）目的、議会の監視機能や政策提言活動など

の議会活動について、町民や団体と直接意見を意見

交換するため。 

 （２）派遣場所、上富良野町内。 

 （３）期間、令和６年１月１日から令和６年１２

月３１日までの間で、議長が別に定める。 

 （４）派遣議員、全議員１４名。 

 ３、富良野沿線市町村議会議員研修会。 

 （１）目的、議会議員の資質向上に資するため。 

 （２）派遣場所、富良野市。 

 （３）期間、令和５年１２月２１日、１日間。 

 （４）派遣議員、全議員１４名。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第２号議員派遣については、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２４ 発議案第３号 

 日程第２５ 発議案第４号 

○議長（中澤良隆君） 日程第２４ 発議案第３号

食料自給率向上を政府の法的義務とすることを求め

る意見について、日程第２５ 発議案第４号高温障

害による農作物被害など厳しい情勢に見舞われる農

業者の救済措置を求める意見について、一括して提

出者から趣旨説明を求めます。 

 １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） まずは、ただいま上程い

ただきました発議案第３号食料自給率向上を政府の

法的義務とすることを求める意見についての趣旨を

御説明申し上げます。 

 本件は、令和５年１１月２０日に、日本共産党上

富良野支部から当該意見書の採択と提出の要望書を

受理し、意見書議決を要請されたことから、議会運

営委員会において、所管である総務産建常任委員会

に付託され、１２月５日の委員会で慎重審議し、採

択すべきものと判断し、議会運営委員会、全員協議

会の審議を経て、意見書を提出することに決定いた

しました。 

 それでは、以下、発議案につきましては、本文を

朗読し、説明といたします。 

 発議案第３号食料自給率向上を政府の法的義務と

することを求める意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出する。 

 令和５年１２月１３日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、上富良野町議会議員、小林啓太。 

 賛成者、上富良野町議会議員、荒生博一。 

 食料自給率向上を政府の法的義務とすることを求

める意見書。 

 政府は、２０２４年の通常国会で、食料・農業・

農村基本法を見直し、新たな「基本法」を制定する

ことを目指している。 

 日本のカロリー自給率３８％は先進国の中で最低

となっている。穀物自給率２８％は世界１８５か国

の中で１２９位である。旧農業基本法以来、食料自

給率は下がり続け、現行の食料・農業・農村基本法

制定後、５次にわたる「基本計画」で食料自給率を

引き上げるとされたが、目標を達成したことは一度

もない。 

 現行基本法は、「基本計画」で、食料自給率目標

を設定したものの、閣議決定にしたために法的拘束

力がなく、目標は事実上棚上げにされてきている。 

 政府の「新基本法」の検討では、食料自給率を単

なる一指標とし、これまでの位置づけよりも格下げ

し、食料自給率向上に対する国の責任を放棄しよう

としている。 

 今、世界的な食糧危機が進行し、「食べたくても

食べられない」人々が増えている中、食料自給率向

上を放棄することは、食料の安全供給に重大な危機

をもたらすことになりかねない。 

 よって、「新基本法」では、食料自給率目標を定

める基本計画を国会承認制とし、計画の達成度の検

証結果と必要な政策の見直しを国会に報告させるな

ど、食料自給率の向上を政府の法的義務とすること

を強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 令和５年１２月１４日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長、中澤良隆。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、農林水産大臣。 

 引き続き、発議案第４号高温障害による農作物被

害など厳しい情勢に見舞われる農業者の救済措置を

求める意見についての趣旨を御説明申し上げます。 

 本件は、令和５年１１月２２日に、上富良野町農

民連盟から当該意見書を採択と提出の要望書を受理

し、発議案第３号と同様の審議を経て、意見書を提

出することを決定いたしました。 

 それでは、以下、発議案につきましては、本文を

朗読し、説明とさせていただきます。 

 発議案第４号高温障害による農作物被害など厳し

い情勢に見舞われる農業者の救済措置を求める意見

について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出する。 

 令和５年１２月１３日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、上富良野町議会議員、小林啓太。 

 賛成者、上富良野町議会議員、荒生博一。 

 高温障害による農作物被害など厳しい情勢に見舞

われる農業者の救済措置を求める意見書。 

 近年、世界的な人口増加と食料輸出国での情勢悪

化等に伴い、各国では農作物の輸出規制や買いだめ

といった食料安全保障の強化に向けた動きが加速し

ている。 
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 また、世界では気象変動に伴う大雨・洪水、干ば

つといった自然災害が頻発し、食料生産にも影響を

及ぼしていることから、世界の食料需給は一層逼迫

傾向となっている。 

 こうした中で、本年、日本は観測史上最も暑いと

される記録的な猛暑に見舞われ、農業においては高

温による農作物の生育障害が発生するなど、収量・

品質低下を招いている。 

 北海道においても多くの作物で高温障害が発生

し、上川管内においては、米を初め、大豆やてん

菜、野菜（馬鈴薯、タマネギ、ブロッコリー、ス

イートコーン、カボチャ）などの収量・品質が低下

している。また、生乳については、乳牛の夏バテの

影響で生産量が減少すると見通されている。 

 現在、北海道の生産者は、昨年からのコスト高に

加え、コロナ禍以降の農作物の不安定な需給環境等

により危機的状況に置かれ、こうした中で、さらな

る収入減少は大きな不安材料となっている。 

 よって、高温障害による農作物被害など、さらな

る負担増加により、農業者の営農継続が危ぶまれて

いる状況を踏まえ、下記内容を要望する。 

 記。 

 一つ、物価高騰で生産コストが高止まりしている

中、今夏の猛暑の影響で米や畑作物、野菜など多く

の作物で高温障害が生じ、農業者の収入が減少して

いることから、次年度以降も営農継続が図られるよ

う、利子補給などによる無利子・無担保の資金融

通、無利子資金への借り換えなどの金融対策を講じ

ること。 

 一つ、食料安全保障の観点から、地球温暖化や気

象変動に順応できる品種（高温耐性等）の開発並び

に自然災害による農作物被害の防止に向け努力して

いる農業者への支援策を講ずること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 令和５年１２月１４日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長、中澤良隆。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働

大臣、農林水産大臣。 

 以上、慎重審議いただき、御議決いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、発議案第３号の質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第３号食料自給率向上を政府の法

的義務とすることを求める意見については、原案の

とおり可決されました。 

 続いて、発議案第４号の質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第４号高温障害による農作物被害

など厳しい情勢に見舞われる農業者の救済措置を求

める意見については、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第２６ 発議案第５号 

○議長（中澤良隆君） 日程第２６ 発議案第５号

学校給食費の無償化を求める意見についてを議題と

いたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） ただいま上程いただきまし

た発議案第５号学校給食費の無償化を求める意見に

ついての趣旨を御説明申し上げます。 

 本件は、令和５年１１月２１日に、日本共産党上

富良野支部から当該意見書の採択と提出の要望書を

受理し、意見書議決を要請されたことから、議会運

営委員会において、所管である厚生文教常任委員会

に付託され、１２月４日の委員会で慎重審議をいた

しまして、採択すべきものとして、議会運営委員

会、全員協議会での審議を経て、意見書を提出する

ことに決定いたしました。 

 それでは、以下、発議案を朗読し、説明といたし

ます。 
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 発議案第５号学校給食費の無償化を求める意見に

ついて。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出する。 

 令和５年１２月１３日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、上富良野町議会議員、荒生博一。 

 賛成者、上富良野町議会議員、小林啓太。 

 裏面を御覧ください。 

 学校給食費の無償化を求める意見書。 

 学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達に資

し、かつ児童生徒の食に関する正しい理解と適切な

判断力を養う上で重要な役割を果たしている。 

 全国では、令和３年５月１日現在で、小学校では

９９.７％、中学校では９８.２％の公立学校におい

て学校給食を実施しており、このような実施率の高

さは、国民の学校給食の重要性の認識と強い期待感

の現れでもある。 

 こうした中、政府が公表した子ども・子育ての政

策の強化について（試案）において、学校給食費の

無償化に向けて給食実施率也保護者負担軽減策等の

実態を把握しつつ、課題の整理を行うことが示され

た。 

 義務教育は、日本国憲法第２６条第２項や教育基

本法第５条第４項により、授業料を徴収しないこと

とされており、当初は自己負担が求められていた教

科書について、義務教育書学校の教科用図書の無償

措置に関する法律等により無償化されている。 

 よって、学校給食費についても、義務教育段階に

おいては、教科書と同様に無償化することが望まし

く、子どもの学び成長する権利を保障することは社

会全体の責任でもある。 

 昨今の物価高騰によって家計が圧迫される中、家

庭の経済状況にかかわらず全ての子どもたちに食の

安全・安心や栄養バランスの取れた良質な学校給食

を提供することは、心身の健やかな成長に欠かせな

いものであり、国が進める子育て支援や子どもの貧

困対策にも大きく寄与するものである。 

 地方自治体の財政状況は厳しく、本町においても

学校給食費の無償化を全ての学校で実現するために

は国の支援が必要である。 

 よって、政府においては、学校給食費の無償化を

早期に実現するよう強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定より意見書提出

する。 

 令和５年１２月１４日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長、中澤良隆。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣官房長官。 

 以上でございます。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第５号学校給食費の無償化を求め

る意見については、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２７ 閉会中の継続調査申出について 

○議長（中澤良隆君） 日程第２７ 閉会中の継続

調査申出についてを議題といたします。 

 議会運営委員長及び各常任委員長から、会議規則

第７５条の規定により、各委員会において、別紙配

付の閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定いたしました。 

────────────────── 

◎町 長 挨 拶             

○議長（中澤良隆君） ここで先例の規定により、

第４回定例会に当たりまして、町長から皆様方に御

挨拶の申出がありますので、御挨拶をいただきたい

と思います。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） ２日間にわたる御審議、誠

にありがとうございます。 

 令和５年は、もう１２月ということで、年の瀬を

迎えて、最後の定例会となりました。この１年も皆

様のおかげで無事過ごせたかな、特に５月のコロナ

の行動規制が解除された後は、通常に戻る過程とい

いますか、まだ途上であるかと思いますが、そうい

う動きが町の中で見られて、そういう１年だったか
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なと。 

 一方で、高温、そして雨の影響もあって、自然災

害が、極端に大きいものではございませんでした

が、温暖化の影響がかなり北海道でも見られたか

な。高温でクーラーの問題が、新年度を待たず補正

予算で対応しなければ間に合わないというような状

態になるとは、今年の早い段階では全く想像してい

なかったわけですが、皆さんの御理解、慎重審議の

末、町政を進められたこと、１２月の４回定例会の

最後になりますが、改めて皆様にお礼を申し上げま

して、私の御挨拶に代えさせていただきたいと思い

ます。本当にありがとうございました。 

────────────────── 

◎議 長 挨 拶             

○議長（中澤良隆君） 私のほうからも、年末の第

４回定例会に当たりまして、一言皆様にお礼の御挨

拶を申し上げたいと思います。 

 今、今年の流れにつきましては、町長のほうから

いろいろと御挨拶がございました。 

 私たち議会は、今年１年を振り返りますと、８月

に選挙があり、新しい仲間を５名迎え、そして、現

体制となって、９月定例回、１２月定例会、２回を

過ごしてまいりました。約４か月経過するわけであ

りますが、何とか無事ここまで来れたのかなという

実感をいたしているところであります。これもひと

えに議員の皆様と、それから町理事者、職員の方々

の御協力や御支援があって、何とかここまで乗り越

えることができたのかなと、そんなことで、非常に

感謝をしているところでもあります。 

 新しい年は、辰年になります。辰年というのは、

いろいろな意味で元気が出るような年だと聞いても

おります。今年以上の年になりますように、皆さん

とともに頑張っていきたいと思いますし、また、信

頼される議会になるよう皆さんの御協力をお願い申

し上げて、年末の御挨拶にさせていただきたいと思

います。 

 結びになりますが、インフルエンザ等がはやって

おりますので、ぜひ体を御自愛いただいて、新しい

年を何とか迎えたいと、皆さんで元気に迎えたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上をもって、私からの年末の挨拶に代えさせてい

ただきます。本当に１年間御苦労さまでした。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は全て終了いたしました。 

 これにて、令和５年第４回上富良野町議会定例会

を閉会といたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 ４時４８分 閉会 
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